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1）社会的課題としての食品安全と意識の高まり

わが国においても、かっては、･食料1の供給・確保が優先課題で、食品2の中身などを吟味

する余裕も十分な知識もなかった時代があった。工業化が一気に進んでいった戦後の発展

期でさえ国の生産優先の政策は基本的には変わらず、食品安全に関する社会的認識は高く

なかった。重大な食品事故による多くの被害者も出た3．その後、グローバル化した世界に

食品安全という課題を突きつけた象徴的な事件は、1986年に英国でBSE(牛海綿状脳症、

いわゆる狂牛病）感染牛が発見され、英国だけで十数万頭の牛が処分されるに至った衝蕊

的な出来事であろう。1996年には人間への感染の可能‘性が公式に発表され、2001年には日

本国内でもBSE感染牛が発見される事態になった4．わが国ではまた、0157鵬管出血‘姓大

腸菌）による食中毒が多発して死者を含む多数の被害者を出した1996年の出来事5や、黄

色ブドウ球菌の毒素に汚染された低脂肪乳が原因となって、戦後最大と言われる患者数の

広域食中毒事件が発生した2000年の記‘滝6などが新しい。このような状況を時代背景とし

て、1990年代以降、食品安全が社会の重要課題のひとつとして強く認識され、世界各国に

おいて有効な診食の安全政策を模索する動きが活発化したと言えよう。

元来、食品という消費財は、私たちの生活に極めて身近な存在でありながら、非常に特

殊な財でもある。飲料水を含め、食品はすべての人が毎日、消費する。食べ物を必要とし

ない人間はいない。また食品の価格は比較的安価であることも手伝って、私たちは初めて

試食する食品も含め、一度に何種類もの食品を購入することは珍しくないうえ、同じ食品

を何度も繰り返して購入するという消費行動を毎日のように行なっている。そして何より

も重要な特徴は、直接体内に取り込むことから健康や生命に対して大きな影響を与えると

いう事実であろう。しかも食べ物を由来とする危険因子は種類も多い。病原菌やカビ毒、

アレルギー物質のように食後、短時間で危害を発生させる原因物質もあれば、長い時の経

過を経て発ガン‘性、催奇形性、繁殖障害などの危害を発現させる物質もある7。ただし危害

物質を完全に排除することは不可能である8．

しかし売り手と買い手の間の情報の保有状況の違いからくる「’情報の不完全性』により

（第1章で詳述)、消費者は必ずしも特定の食品が安全であるかどうかを知り得るとは限ら

ない。その食品を作った生産者は何を原料としてどのような工程で作ったかを知っている

が、消費者はその知識をもたず、危険‘性が潜んでいたとしてもそれを認識できない。とり

わけ、科学技術の発展で食品の製造過程が複雑になった今日では、食品の製造方法が消費

者にはますます見えにくくなっている。食品の安全性が確保されないことによる個人的な

損失はもちろんのこと、社会的な損失は大きい。医療費の増大や、学校・職場における病

欠や放棄所得の発生など、社会的費用9を増加させる'0。

2）政府介入の正当性と限界

社会的に享受される食品安全'性の水準は科学的知識の大ﾉj､によって決まる。ただし基礎

1



研究で得られた科学的知見とその知見に基づく食品の安全‘性は公共財的性格'1をもってい

て誰もが自由に利用できるため、民間部門では供給するインセンティブをもたない。また

安全水準を見極める研究開発には多大な資金が要る。従ってここに、政府の介入による食

品安全の公共政策12の必要'性と正当性が存在する。どの国でも、国民の健康を守ることによ

って社会が享受する便益を増大させ、無駄な社会的費用を抑制するという基本的な責務の

下に、食品安全の確保を目指す社会インフラとしての公共政策をもっている。

公共政策によって国民の食品安全の確保を図ることは重要課題であるが、どの程度まで

政府の介入を行なうかはそれぞれの国の事情による。一般に食品安全の公共政策は、科学

的知見に基いて事業者が順守すべき安全の最低基準・規貝1を設定し、順守状況を監視し、

違反者には罰則を適用するという命令/管理型の規則がその主たる内容であった。しかし科

学技術の発展に伴い､安全に関する知識の量はより大きくなり、消費者の意識も高くなる。

また食品の製造過程が複雑化するにつれて新しい食品危害を防御するための基準や規則も

増大し、法令を順守しない事業者に対する罰則はますます強化される。このような取締り

政策を徹底的に実施しようとするならば､膨大な監視費用がかかることは明らかであろう'3．

現実には、行政が食品を逐一点検することは不可能であり、ほんの-…部の商品の抜き取り

検査による監視に終わっている。

3）情報開示型の新しい食品安全政策と市場メカニズム

上述のような欠点をもつ命令/管理型の規制政策に対し、これを補完する形で近年盛んに

なってきた‘情報開示型の公共政策に、筆者は注目している。その仕組みとは、科学的な安

全‘性確保の手法を体系化した生産工程に従って事業者が食品を生産し、その安全'情報は公

的機関による生産工程の認証という形で一括して開示される。買い手は専門知識をもって

いなくても、また、ある食品を買う初めての顧客であっても、一貫した考え方で安全水準

を満たした認証システムを信頼することで、安心して商品を購入できる'4。そして事業者は

取得した認証を自社製品の評判の確立とブランド化'5につなげ､利潤を拡大することができ

る。このとき政府は、事業者の利潤動機に働きかける仕組みを設定するという最低限の介

入を行なう。このように、認証を媒体として市場参加者（事業者・消費者）のインセンテ

イブを引き出し、食品安全’性の確保と向上につなげようとする誘導政策を、本研究では市

場メカニズムを利用した公共政策として位置づける。

食品の安全や安心に関連する認証制度には、対象とする食品の種類や、開示する'情報、

またシステムの組.み方、などによって幾つかの種類が挙げられる'6。それらはいずれも認証

を介して事業者や消費者の経済的インセンテイブに訴える仕組みである。本研究はその中

から、科学的な危害分析に基づく衛生管理法として知られるHACCPの認証制度を取り上

げた。本研究は、このHACCP認証制度の政策としての理論的枠組みを示し、その有効'性

を実証的に検証しようとするものである'7。

4）論文の構成

第1章では、衛生管理法としてのHACCPの特長を説明した上で、HACCP認証制度の

2



理論的枠組みと公共政策としての意義を述べる。すなわち、事業者に対する取締り行政と

しての命令/管理型の食品安全政策が有効'性を低下させている状況に対し、HACCP認証制

度は、生産者・消費者双方の経済的インセンティブに働きかけ、認証を媒体として食品の

安全‘性を市場メカニズムの中に持ち込む（内部化する)仕組みであり、政府の果たす役割は

最低限の介入である。売り手と買い手の間の安全‘情報の保有状況によって食品安全'性の市

場均衡を3つに分類したAntle(1995)の考察に依拠しつつ、HACCP認証制度が消費者の‘情

報の不完全‘性を解消し、完全情報の市場均衡を実現する効率的な政策であることを示す。

第2章では、観測可能な個別商品の市場と観測不能の商品属‘性（財の中に統合されてい

るさまざまな品質要素）の市場を関連づけて示したLancaster(l97l)の研究業績に基づいて、

経済価値をもった安全属‘性の市場の存在を想定している。食品安全に対する消費者意識の

アンケート調査の実施と主成分分析による分析結果によって、食品安全(属)‘性に対する消費

者の需要関数の存在を類推し､HACCP制度が市場で効率的に機能する素地がわが国にある

ことを実証的に示す。

第3章は、食品安全‘性の供給側に目を転じ、HACCP導入に対する事業者の反応（利潤動

機に基づく投資行動）を聞き取り調査によって考察した実証研究である。限られた標本デ

ータではあったが、安全‘性の確保という市場の要請に応えて事業者らが費用の投入を行な

い、HACCP導入による新しい生産工程を構築したこと、また事業者の利潤動機は多くの場

合、期待利潤'8として働いているが、将来の収穫を見据えることで事業者らは一定のメリッ

トを感じていること、などが判明した。ここから、新しい生産工程の稼働に伴う費用の発

生と、食品安全'性に対する事業者の費用関数の存在を想定することができる。

第4章では、第1章で論じたHACCP認証制度の理論的枠組みに沿って第2章・3章の

実証研究の結果を統合し､HACCP認証ラベルを組み込んだ食品安全市場がわが国に存在す

ると類推される、その市場を描写して、制度の政策的意義をあらためて確認する。これは

本研究で手がけた実証分析の結論である。また未だ研究途上にあるHACCPの費用・便益

分析についての研究事例、およびHACCP義務化政策の下での市場メカニズムの働きにつ

いて欧米の状況を紹介し、最後に、わが国のHACCP認証制度の今後を主として政府資料

に基づき展望する。

終章の結語では、まず本研究の成果をまとめる。本研究は、わが国のHACCP認証制度

が生産者と消費者の経済的インセンティブに働きかけながら、市場メカニズムを利用して

食品安全を確保しようする効率的で有効な政策であることの理論的枠組みを、Antle(l995)

の研究業績に依拠しつつ明らかにした。そしてわが国の標本データを用いて、完壁な形で

はないが、この制度が想定する完全情報の市場の存在を示唆し、一定の安全水準を達成し

ながら制度が有効に機能していると推測できることを検証した。これまで、わが国の

HACCP認証制度を市場親和的な情報開示政策として積極的に捉えた実証研究は殆んど見

当たらないうえ19、またAntle理論を援用してHACCP認証制度の政策的意義を捉えよう

とした分析視角も新しい試みであった。ただし残された課題がある。それは、HACCP制度
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はAntleが分類した市場均衡の内、非対称・不完全情報の市場においては有効だが、対称・

不完全‘情報の市場には有効に対応しないという限界のことである。例えば残留農薬、遺伝

子組み換え体、成長ホルモンなどが長期にわたって人体に及ぼす影響については売り手も

買い手も確実なことはわからず､HACCP手法では対処できない｡このような市場に対して、

市場メカニズムを利用した政策は今のところ存在しない。政府は食品と食品危害に関する

科学的研究を進め、最新の成果を国民に積極的に開示する必要がある。

なお最後に、本稿に頻出する幾つかの用語の使用法について注記しておきたい。まず食

品の「安全‘性」と『安全属‘性」の区別は、基本的には、食品という財が全体として安全で

あること(または、安全であるか否か)を論ずるときには「(食品)安全性」であるのに対し、

食品を構成する品質要素（例えば、味、色つや、栄養分、など）のひとつとして捉えた安

全‘性に言及する厳密な表現は「喰品の)安全属‘性」である。ただし、本論文はその内容の大

部分において、財としての食品の市場ではなく、想定される安全属‘性の市場について論述

しているため、多くの場合、煩雑さを避ける目的で、「安全’性」の表現で『安全属'性」を

代用している。同様に、便宜上、『食品安全性(の)市場」あるいは「食品安全市場」の用語

で『食品安全属'性の市場｣を指している。いずれも、文脈上、混乱の恐れはないと‘患われる。

また「安全度」「安全水準」「安全確率」はいずれも安全性の度合いという意味で、大き

な区別なく用いている。「安全確率」は厳密には、100％の安全‘性を1とするならば「1－

リスク」である。

さらに「生産者j｢事業者』『企業』『製造者20｣などの用語はいずれも『売り手」の同義語と

して使用している。同様に「消費者」と「買い手」は同義である。

’ここでは、国や地域（あるいは世界全体）など、一定の政治的まとまりの中で生産や輪入によって調達

される食べ物(食物)を総称して指している。これらの食べ物は必ずしも店頭に並ぶ消費財(商品)として分類

されているわけではない。｛例]食料問題、食料生産、食料危機など。

2消費財(商品)として店頭で販売に供されている、ないしは供される目的で調達される食べ物を指す。本論

文全体を通して、『食品」の用語は食べ物をこのような定義で捉えたものである。

3食品安全に関するわが国の過去の重大事件として不名誉な歴史簿の中に残されているものに、森永ヒ素

ミルク中毒事件(1955年に発生)や、カネミ油症事件(1968年に発生)がある。森永ミルク事件では130名の

乳幼児の死者を出した。

4BSE感染牛の発見後、わが国政府は、輪入肉骨粉を家畜飼料として用いることの危険’性が指摘されてい

たにもかかわらず輸入禁止措置を取らなかったなど、迅速な対応策を怠った不手|禁を国民から厳しく批判

された。こうした批判を受けて食肉牛の全頭検査が直ちに導入され、’0桁の個体識別番号制度が始まった

(2003年)。

5岡山県、広島県、岐阜県、大阪府堺市などで相次いで学校給食の集団食中毒が発生した。とりわけ堺市

の事件は、児童、教職員、家族など1万人近くの被害者を出し、3名が死亡した。

6この食中毒による認定患者数はおよそ15,000人｡食中毒の原因は黄色ブドウ球菌の増殖で生まれた毒素
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エンテロトキシンAであった。

7－．般に、食品危害として認識されている原因物質は、生物的（細菌、ウイルス、自然毒、カビ毒、寄生

虫など）、化学的（食品/飼料添加物、農薬、重金属、環境ホルモン、ダイオキシンなど)、物理的（異物混

入）、の3種類に分類できる（中嶋2002b、P.32)が、この他、特定物質としてのプリオンや新技術の遺
伝子組み換え体、クローン体、などが挙げられる。またこれらの危害因子が危害を発生させる速度（急‘性・

慢‘性）から見るならば、大まかに述べて、生物的因子に属する病原菌や自然毒、また物理的な異物混入は

急'性の被害をもたらし、多くは一・過’性である。これに対して化学物質による危害因子や新技術による食品

は、長期の時間を経過して慢‘性的な疾患を引き起こす可能‘性が疑われている。しかも危害発生の時点で原

因物質との因果関係を特定することはむずかしいであろう。

8従って食品の安全‘性を品質要素のひとつとして見るとき、安全’性の重要度は他の要素とは全く次元が異

なっている。すなわち、味、栄養価、色、香り、形、つや、大きさ、などの他の品質要素は食品の選択に

おいて加法で評価され得るが（「このリンゴは色、つや、香りが良いし、リンゴは栄養もある」）、評価

の総和がどれほど高くても、安全‘性に問題があれば（例えば「このリンゴの栽培には許可されていない農

薬が使われた」）、購入はためらわれる。その意味で、食品の安全‘性の評価は加法でなく乗法であり、安

全‘性がゼロであれば総和はゼロとなる（中嶋2002a、pp.343-344)。

9無数の私企業が利潤極大をねらい、無数の消費者個人が効用極大をはかると想定する市場経済において

市場の網では救い上げきれない被害や損失が生じ得ることは、経済学では古くから認められていた。外部

不経済の概念などはその一例で、公害と呼ばれる現象もそれにあたる。この外部不経済の現象が以前とは

比較にならないほど目立つようになった点に早くから着目して、新しく｢社会的費用｣という概念でこれを

総括的に扱うことを提案したのはWilliamKappU910-76)である。Kappの定義による社会的費用は､私的
経済活動の結果として第三者または社会が受けるあらゆる有害な結果や損失とされているため、それは社

会的損失と同義語の扱いを受ける。現在では社会的損失のほうを広義の概念として用い、貨幣的に補償可

能な損失のほうだけを社会的費用と呼ぶ論者が多い。（都留重人編(2002)『岩波小辞典経済学』「社会的費

用｣の項より。pp.190-191)

10わが国では毎年1,000件を超える食中毒件数が報告されており、患者数は近年では年間おおよそ2雲3万

人、死者も、過去2年間(2011-2012)は毎年11人ずつ出ている(厚労省発表)。また1950年代に発生した森

永ヒ素ミルク事件や、1960年代のカネミ油症事件では、被害者数がそれぞれ1万数千人におよび、その中

には、今なお十分な救済を得ることができないままの人々がいると聞く。

'1公共財(または集合財)は、市場を通して供給され各人の消費量に比例して対価が支払われる通常の財す

なわち民間財と区別され、通常それは無料で供給され、その費用は税金で賄われる。公園、消防、警察、

国防などを初めとして公衆衛生や初等教育もその例として挙げられる。公共財には、料金を払わない人の

利用を排除できないという非排除性と、誰もがI司時にそれを利用でき、誰かの利用が他.人の利用を妨げる

ものではないという非競合性の、ふたつの特徴がある（都留重人編(2002)『岩波小辞典経済学』『公共財」

の項より。p.126」。食品安全性は食品という財の中に想定される安全’性という観察不可能の属‘性の水準に
ついて言及しており、明確に「公共財」と呼ぶことはできないかも知れないが、食品安全'性を確保するこ

とによる国民牡会)の共通の便益のゆえに、公共財のような‘性格をもつと筆者は表現した。

'2民間部門だけでは解決できない公共性のある諸問題に対して、公的部門である国や地方自治体が国民の

厚生を増大するために立案する政策が公共政策である。野口(1991)は、日本を含めた現代の先進工業諸国

においては、基本的な市場経済体制に加えて、市場機構とは異質の性格をもち、異質の原則によって支配

されている『政府」、あるいは『公的部門｣の活動が存在しており、しかもその政府活動の比重がきわめて高

いことから、現代の経済は純粋な市場体制ではなく「混合経済体制」であるとも言われることを説明して

いる。そして政府の経済活動は、その内容や費用負担について各経済主体の個別的な選択が許されないと

いう強制性があることや、サービスの提供も費用負担も反対給付を伴わずに一方的になされるなどの特徴

がある中で、政府の役割を、(1)所得縛分配、(2)公共財の供給、(3)外部効果への対処、(4)経済安定化、の4

つにまとめた(野口1991、pp.1-7)。公共政策はこうした政府の役割を遂行するために立案されると想定で
きる。
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'3長年、農水省の食品表示Gメンとして働いた中村啓…雲は、悪質な事業者の摘発に多くの監視員の労力

が注がれていることを著警の中で語っている．2007年から2008年にかけての1年弱の間に中国産ウナギ

の産地偽装事件を追跡し、事業者の逮捕に至るまでに動員したGメンは延べ600人以上、調査対象となっ

た業者数は100、立ち入り検査の件数は277回行なわれたという。（中村2012、p､145)。

14中嶋(2002a)、p.351。

'5この場合の「ブランド」は、いわゆる高度のデザイン性とファッション性を誇る高額商品や企業のみを

指しておらず、製品の単価にかかわらず、長期にわたって広く人気を保持してきた生産者名、社名、商品

名などが信頼の代名詞として機能している状況を広義に指す。

'6通常、認証制度は第三者が認証機関としての役割を果たす事例が多いが、自己申告の形をとる…-者認証

や、買い手が直接、売り手の情報や現場を確認して検証する二者認証もある。本稿では特に断りのない場

合、第三者認証を指している。

17戦後、比較的早い時期に制定されたわが国の食品衛生法(1947年)が、「飲食に起因する衛生上の危害の

発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与する」（改正前「食品衛生法」第1条）ための業者取締り法

として位置づけられたことに表われているように、国民の健康保持を目的とする『食品安全』の概念は長

い間、わが国には存在せず、また食べ物の安全管理に関する事項は公衆衛生の専門家に任された領域であ

った。一方、1980年代の半ば、英国でのBSE(狂牛病)感染牛の発見によって食品の安全問題が枇界の課題

として認識される中、とりわけ米国では農薬や動物用医薬品の使用がもたらす人間への:披害の可能性や食

中毒発生による社会的費用の問題が経済学者らによって取り上げられ、消費者が入手する健康情報が食品

の需要量に影響を及ぼすことの検証や、消費者による支払い意思の表明から食品安全‘性の経済価値を推定

するなどの実証研究が盛んに行なわれた(Caswell(ed.)l991,1995)。こうした研究に学んだわが国の犠

業)経済学者らは日本国内で同様の手法をさまざまに試みて、成果と問題点を記録している(津田編著2004)。

ただし需要側の研究の積み重ねに比べて、供給側の実証研究は少なく(海外では例えばERS/USDA2004、

HensonandHolt2000、ZaibetandBredahl1997など)、特にわが国では極めて限られている(農林漁業金

融公庫編2003)。食品安全政策とHACCP採用に関する研究についての概要は第1章(注11)を参照された

い。

18将来あげられると期待される利潤。事業者は期待利潤の推定に基づいて投資を行なう。

19第1章(注11)を参照。

20製造堵)と加工(者)の区別については、第1章(注8)を参照されたい。
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第1章研究目的と分析の枠組み

第1節研究目的

1）わが国の食品安全政策における新しい情報開示型政策

わが国においては従来､戦後まもなく制定された食品衛生法(1947年)やJAS法(農林物資

の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)(1950年)を根拠とする政府の直接介入が、い

わゆる「命令/管理型(CommandandControl)規制」の食品安全政策として公共政策の主流

をなしてきた(図1－1の右端)。この「命令/管理型規制」の第1の範晴は、政府が食品安全の

最低基準や加工規則を定めて事業者の遵守を義務づけ、違反者には罰則を適用するもので

ある。そして第2の範晴は、食品の原材料や原産地、添加物、その他の画一情報を開示す

る食品表示義務であり、これについても違反者に対する取り締まりが行なわれる。

しかし食品の製造技術が高度化、複雑化し、また中間取引形態が複雑になってきたこと

に伴い、上記の命令/管理型規制の有効‘性は低下してきた。強制的な規制策の下では、標本

調査による実施状況の把握が行なわれているが、規則を徹底させるには限度があり、効果

は上がらない。効果を高めるためにはすべての事業者に対する検査が必要となるが、それ

では膨大な監視費用が発生して社会的費用が増大する。このような命令/管理型規制の限界

に対して、新たな食品安全政策が模索されるようになった。

----------------全一‐
｜情報の提供

|安全'情報や警告を出｜

Iして消費者への注意｜

｜喚起や啓発を行なう｜

｜胴］フグ毒､魚に含ま’

Iれる水銀に関するI

I警告など

図1－1わが国の食品安全の公共政策

政府の政策

一一一一一一一一一一一－一一一一望一／、
命令／管理型規制

公共政策のインフラとして、

政府による直接介入

(食品衛生法､JAS法などが根拠）

安全基準・規則の設定、および
その順守の義務づけ

①‘性能基準

完成品が満たすべき品質を規定

胴］添加物の種類と使用量、農薬の種

類と残留農薬量など

②工程基準

製造工程を規定する規則

胴l特定食品の製造・加工基準、調理

基準など

7

情報開示の義務づけ
（食品表示）

胴]食品の名称、原材料、

原産地､食品添加物､内容量、

消費期限または賞味期限、

保存方法､製造者名、製造所

所在地、アレルギー物質、

遺伝子組換え体、など

出所：筆者作成



これに呼応する形で、1990年代後半以降、新しいタイプの‘情報開示手法が活用されるよ

うになった（図1－1中央の影部分)。それらはBSE問題の発生や食中毒の増大、あるいは食

料生産と密接に関連する環境の汚染問題の認識も含め、食品安全への危‘倶が地球規模で社

会問題と化した状況を背景として登場した’情報開示の手法であったと言ってもよい。それ

は、食品の原料や添加物、消費期限、賞味期限、生産者名、など個々の情報を単純に列挙、

開示するのではなく、食品がどのようにして生産・製造されるのかの方法、基準、あるい

は規格などを科学的に設定したうえで、それらの生産情報を包括的に開示、伝達するとい

う新たな手法である。このような情報開示の政策はわが国の場合、政府の主導で認証儲定）

制度として設定され、市場における消費者や生産者のインセンティブに訴える仕組みとし

て導入された。

新たなタイプの‘情報開示型政策として筆者が念頭に置いている制度の具体例としては、

厚生労働省が管轄する「総合衛生管理製造過程の承認制度｣(以下、厚労省のHACCP認証

制度')のほか､農林水産省が管轄する「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン2｣、「エコフ

アーマー制度3｣、「有機JAS規格4」や「生産情報公表JAS規格5」の認定制度などが含まれ

る。いずれも食品の安全や安心をめぐり高まる消費者意識を背景に、生産者の利潤動機に

働きかけて自主的な取組みを促す認証(認定)制度としての共通点がある6．ただし、政策上

の位置づけとしては、厚労省のHACCP認証制度が「食品衛生上の危害の発生を防止する

ための措置」（｢食品衛生法｣第13条)7として食品製造8の安全‘性の確保を明確に意図しているの

に対し、主として一次産品を対象とする農水省管轄の制度は、必ずしも「安全‘性の確保」

が目的となっているわけではない。これらは第一義的には環境への負荷の低減を目指す生

産方式として提示されていることや、あるいは生産情報の開示を消費者の安心感につなげ

ようとしている点で異なっている9．そこで本研究では、この中から、いわゆる食中毒の原

因となる病原菌や自然毒、アレルギー物質など、存在すれば直ちに危害が現れる物質への

防御としての安全管理をその目的とするHACCP認証制度を取り上げる。

本研究が市場メカニズムを利用した食品安全政策の好例としてHACCP認証制度に注目

した理由は、次のような制度の特徴にある。次項で詳述するが、HACCP手法は第一に、製

造工程の重要管理点と基準の設定およびその監視(モニタリング)によって、安全‘性を工程の

中に織り込むという科学的なアプローチによる衛生管理である。そして公的機関によって

この製造工程の安全‘性が追検証された上で､HACCP認証が付与される。認証は複雑な製造

工程の最終的な安全‘性を包括的に情報開示するものである。第二に、この認証制度は、多

少、高い価格を払ってでも食品安全を確保したいとする消費者の存在が前提となって有効

に機能する。そして生産者が自らの利潤動機に従い、HACCP方式の工程を自由度の高い自

社独自の工程として構築するという投資行動を許容している。そしてこの仕組みは次項で

説明するように、認証を媒体として、食品安全'性が市場取引の内部に取り込まれたサイク

ルとして実現する。このことは、第三として、「繰り返しの購入'0」によって食品の安全'性

を確認するという一般的な消費者行動に対して、初めての買い手でもHACCPの認証ラベ

ルが目印となって購入前から安全‘性が確保されていることを知ることができ、消費者側の
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不完全’情報が解消されることを意味する。

HACCPは今では事業者間の取引では食品製造の衛生管理手法としてかなり知られてお

り、国内では、およそ20年前に導入された厚労省の認証制度を言わば「ひな型」として、

認証主体が地方自治体や民間の事業者団体に広がりを見せてきた（本章4節で記述)。

HACCPは､食品危害への予防措置を原貝1とする科学的な衛生管理手法であるという理由で、

食品事故に対する企業のリスク管理対策として狭義に捉えられる面が強く、それ自体、正

当ではあるが、食品安全の公共政策としての観点からこの認証制度を考察する実証研究は

国内では極めて限られている11．筆者はその空隙を少しなりとも埋めるべく、HACCP認証

制度が、市場メカニズムを利用したわが国の有効な食品安全の公共政策であることの理論

的な枠組みを示し、それを実証的に検証したいと考える。

なお民間の非営利団体であるISO(国際標準化機構)は、企業改革を推進するマネジメン

ト･システムとして品質(ISO9000ｼﾘｰヌ)、環境(ISO14000シリーズ）というように

分野ごとの規格を発行しているが、食品安全に特化した規格であるISO2200012には

HACCPによる衛生管理法が要求事項の中に取り入れられており、その採用が世界的に広が

っている。わが国の政府も事業者によるISO22000認証取得を精力的に後押ししているこ

とから'3，本研究の対象の中に含めた。

2HACCP認証制度の政策的意義

HACCPはHazardAnalysisandCriticalControlPointの頭文字を取った名称で、国内

では危害分析重要管理点方式と和訳されるが、通常はハサップ､ハセップと呼ばれている。

HACCP手法は元来、1960年代の米国で高い安全‘性が求められる宇宙食を製造するために

開発された。その後、90年代初めにFAO(国連食糧農業機関)どWHO(世界保健機関)の合|司委員

会で食品規格などを策定するコーデックス(Codex)委員会がHACCPのガイドラインをまと

め、以降、HACCPは多くの国に普及するようになった。コーデックス委員会が発表した7

つの原則と12の手順とは以下のようなものである14。

手順1HACCPチームの編成

手順2製品の記述

手順3意図する製品の用途を確認

手順4製造作業のフローダイアグラムを作図

手順5フローダイアグラムの現場確認

手順6各段階の潜在的な危害要因を列挙､危害分析し､管理手段を想定陳、

手順7重要管理点(CCP)の決定原則~副

手順8各CCPについて管理基準を設定厩IJ3

手順9各CCPについてモニタリングｼｽﾃﾑを設定厩IJ4
手順10各CCPについて逸脱時の改善措置を設定厩IJ5

手順'’検証手順を設定厩1~3

手順'2文書化および記録保持の設定原目1)7
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わが国では1995年に食品衛生法の一部改正を伴ってHACCP手法が導入され、「総合衛

生管理製造過程の承認制度」（以下、厚労省のHACCP制度)という名称のもとに認証制度が

法律上、位置づけられた（｢食品衛生法」第13条｣)。この制度は、従来の法律で決められた食

品の画一的な製造法に捕われることなく、民間企業が自らの経済的インセンテイブに基づ

いて製造工程の中に科学的根拠に裏付けされた衛生管理の重要管理点を設定し、それを基

準化し、厚労省の審査官がその製造工程の科学的追検証を行なったうえで、厚生労働大臣

が認証を与えるものである。現在では、乳・乳製品、食肉製品、魚肉練り製品、容器包装

詰加圧加熱殺菌食品(レトルト食品)、清涼飲料水、の5業種、6品目が対象となっている。

HACCP導入後の企業の製造工程の具体例として、図1-2を示す。

図1-2HACCP手法による製造工程の例（乳業メーカーの場合）

CCPは重要管理点：

各点で到達すべき基準

値が設定されている）

F 国字
清浄化

叫
心
￥
》
ロ
荷
今
詫
Ｐ
詫
竺
茸
一
弗
口
謎
々
印
■
叩
■
宝
ａ
‐

点検項目：細菌数、乳温、乳脂肪分、

無脂乳固形分、酸度、また異臭・異物、

抗生物質・動物‘性医薬品・飼料添加物・

農薬の混入などが無いこと

灘 坐繭：130。

囲堀詞~憂悪呑可堀製品検査 HTM,殺菌:75℃で15分

いずれも直後に5℃以下に急冷
(最終製品は厚労省が定めた品質基準

に適合していなければならない）
出所:某社資料を参考に筆者作成

厚労省のHACCP制度の開始(1995年)後、衛生管理水準の向上を広く普及させようとす

る政府の努力は、「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(1998年)」（以下、

HACCP支援法）の制定へとつながり､現在までに22分野で認定機関の指定を受けた事業

者団体がそれぞれ承認を受けた衛生高度化基準に基づいて事業者をHACCP認定している。

また自治体による衛生自主管理認証制度（以下、自治体HACCP制度）の創設が徐々に広

がり、現在27都道府県を含む36の自治体が制度を運営している15．その他、業界団体独自

の認定制度やISO22000などの食品安全マネジメントの国際認証、さらに対米・対EU輸

出に対応する水産品と食肉のHACCP認定（厚労省）もあり、本稿ではこれらの広がりを

すべて念頭に置きながら考察する（認証主体の広がりについては本章4節を参照）。

本研究の第一の目的は、以上で示したHACCP認証制度の公共政策としての理論的枠組

みを示してその意義を明らかにし、わが国の標本データを用いて実証的に検証することで

ある。生産者は自らの生産物の生産工程における衛生管理の状況を熟知しており、十分な

科学的知識・‘情報を持っているものと考えられる。これに対してこの生産物の需要者であ

る消費者は、生産工程における衛生管理の状況についての事前に’情報を得る手段もこれを

解釈する能力も十分に持ち合わせていないのが普通である。ただし事後的には危害の発生
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によって危険を認識できるものとする。ここで、企業の生産工程における衛生管理の安全

'性が確保されている状況を第三者である政府あるいは民間の認証機関が科学的に検証し、

その結果に基づいて認証を与え、これを公表するものとする。この認証によって消費者は

その食品の安全'性を確認し、追加費用としての高い価格を支払って安全を購入するだろう。

そして安全‘性確保の費用を含めた高い価格で販売できることを期待する生産者は、自社に

最も適した生産工程を構築して衛生管理改善のための投資を行なうであろう。生産者は自

社の商品が安全であるという政府の認証を得て評判とブランドを確立し、安全‘性を重視す

る消費者の食品選択に資することができる。このような形で安全情報が市場の取引に組み

込まれていく誘導策を市場メカニズムに働きかける政策措置と呼ぶならば､HACCP認証制

度はまさに、市場メカニズムに沿った食品安全確保政策である。こうして食品安全‘性が市

場取引に持ち込まれて内部化していくプロセスを概念的に表わしたのが、図1－3である。

図1－3食品安全性が市場メカニズムに内部化されたHACCP認証制度

消費者寺 品 笠 全 ↑ 牛 0

湯取引への内部

謂専／／含品撰析

連(7)名

の椎

産
生
ス
査

生
衛
シ
審

韮

一

生産者
静品髪争ｲf仁の市坊

本研究の第二の目的は、HACCP認証制度が資源(資本・労働力・原料)の最適な配分を実

現できるという意味で「効率的」であることを示すことである。すなわち事前の安全情報

を持たない消費者がHACCP認証によって事前に情報を得るならば、消費者にとっての不

完全’情報の状態が解消される。そしてこの生産物の安全情報市場における需給の均衡は、

生産者と消費者の双方が事前に安全情報を得ている完全情報の市場均衡と同様になる。こ

の均衡点では消費者が望むレベルの安全'性が、生産者の望む価格で提供されている。そし

て消費者余剰と生産者余剰を加えた総余剰の最大値が実現されることから、社会的に資源

配分の最適な点である。この均衡点より安全‘性が下がっても上がっても、総余剰が減少す

る。従ってHACCP認証制度は、食品の安全'性を確保するために社会全体から見て最適な

資源配分を実現しており、効率的であると言える'6。

ただしHACCP衛生管理手法には限界もある。発ガン‘性、変異原‘性、催奇形‘性、繁殖障

害など、長い時の経過を経なければその影響がわからない食品危害を除去するという安全

確保にはHACCP手法は適用できない。この種の食品危害については生産者も消費者も安
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全‘情報を保有しないからである。また食品の安全'性確保による社会的便益および費用を数

量化することが困難であり、社会全体における諸政策との順位づけを行なうための費用対

便益分析(Cost-BenefitAnalysis)の適用が困難であることから17、静態的な18資源配分の効

率'性でこの制度を評価せざるを得なかった。

第2節分析の理論的枠組み

1）食品安全性の需要・供給と市場均衡

食品の安全‘性は、栄養分、味、香り、大きさ、形、色、つや、などと同様に食品の品質

を構成するひとつの属‘性として捉えられる19。そして本研究では、HACCP認証制度が、対

象とする食品の安全属’性の市場メカニズムの中に組み込まれていること、またこの制度へ

の資源配分が効率的であることを示している。従って食品の安全属‘性の市場モデルを示し

ておくことが是非必要である。この市場モデルにより、HACCP認証制度のもとで達成でき

る安全'性の水準を予め知ることができる。そしてこの安全水準を達成するために、市場に

よって配分された資源は社会全体の観点から見て最適であるかどうかがわかる。つまり、

HACCP認証制度への資源配分が効率的であると判断できることになる｡以下､Antle(1995)

が示した食品の安全属’性市場の考察に依拠しつつ､本研究の分析の理論的枠組みを述べる20。

まず、家計または消費者による食品安全‘性への需要は、安全な食品を摂取することで健

康を維持し充実した生活を送るという効用（便益、利便‘性）から生じている。同時に、安

全な食品は、食品危害による病気の費用（病気でいる間の放棄所得、余暇時間の損失、

図1－4食品安全属性の市場均衡

↑
費
用

便
益

価
格

Po

Xo 安全確率＝1－リスク→1

出所:Antle(l995,R45)の図に筆者が加筆

0
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医療費支払い、など）の節約につながる。ただし、より高い安全水準に対しては、限界便

益2'は逓減することになるであろう。一方、食品の供給者としての企業にとっては、一般的

に、食品の安全度を高めようとすれば費用が上昇すると想定できるため、その費用を市場

で回収できる（消費者が支払ってくれる）ならば、消費者が望む水準での食品の安全’性を

供給する意欲を持つ。そこで、供給者の限界費用曲線と消費者の限界便益曲線は、図1-4

のようになり、均衡点Aoによって示されるOXoだけの安全度がPoの価格で市場に供給さ

れることになる。そしてこの均衡点においては、図1－4の影部分が示すように消費者余剰

AoPoより上部分）と生産者余剰(AoPoより下部分）を加えた総余剰の最大値を実現して

いるという意味で、社会的に最適な点である。ただしこの場合、図1－4は、企業と消費者の

双方が生産物の安全'性に関する十分な’情報を互いに保有している(完全I情報)ことを前提と

して描かれている。この点については後で再度触れることにする。

2）市場情報の3つの保有形態

食品の安全属‘性について、消費者も企業も完全情報を持っているということを前提とし

た市場モデルは、いわゆる教科書的な市場均衡モデルである。完全'情報の市場とは、商品

の価格、品質（ここでは食品の安全属‘性）について、購入前・購入後ともに十分な‘情報が

売り手と買い手の間で共有されていることを意味する。しかし実際には、食品の安全‘性と

いう品質情報の保有状況には幾つかのタイプが存在する。以下にそれを簡単に示す。

a完全‘情報

売り手も買い手も商品に関する完全な情報を持っている場合で、これは競争市場の教科

書的モデルで用いられている仮定である。食品の安全属'性に関連して言えば、売り手であ

る企業が商品の品質(安全属‘性)を事前にも事後にも保有しており、また、消費者が食品の安

全’性を購入前に検証する能力を持っている場合がこれに当たる。例えば、漁師が獲りたて

の魚を浜で売っている場合、買い手は魚の外見を自ら点検することで新鮮な魚(従って安全）

であることを確認することができる。他方、目のどんよりした活きのない魚がどこかで売

られているとすれば、買い手はその魚の鮮度を直ちに見分けることができる。もし魚が腐

敗しているならば、臭いからも判断できるであろう。

b非対称・不完全l情報

売り手は安全'情報を保有しているが、買い手は事前の安全‘情報を保有しておらず、購入

後に食品の安全’性を識別できる場合がこのケースである。例えば、カビ防止剤が表面に過

剰に塗られた果物。野菜の十分な消毒が行なわれないまま製造された浅漬け。あるいはア

レルギー物質が混入した食べ物。こうした食品によって急'性の病気を発症した消費者は、

危害の原因に気づく。この場合、これらの食品の生産者は市場から排除されることもあり

得る。ただしAntle(1995)が指摘するように、買い手にとって安全′性が事前には不明な場合

でも、「繰り返しの購入」によって製品の安全‘性を買い手が確認でき、売り手が評判を確立

できるならば、前項a)のような完全情報の市場とほぼ同様の市場が実現すると言える22。

c対称・不完全‘情報
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食品の購入前も購入後も消費者と生産者の双方が安全‘情報を保有しないため、食品が消

費される前にも後にも安全‘性を識別できないままである場合がこのケースである。成長ホ

ルモンの利用によって生産された畜産物や、遺伝子組み換え農産物の場合、直ちに健康被

害が生じることはなくても、長期にわたる健康への影響を否定することができない場合な

どがこの例として挙げられる。この種の‘情報については売り手も買い手も、確実なことは

誰もわからない。

以上､安全’情報の保有状態による3つのタイプの均衡a)bc)を表1-1にまとめる。

生産者

消費者

表1－1安全情報の保有状況で分類する食品安全市場均衡

0完全情報市場均衡

事前 ○

事後 ○

事前 ○

事後 ○

不完全情報市場均衡

b非対称・不完全情報 c)対称・不完全情報

(経験財的安全‘性） 23 (信用財的安全性)24

○ X

○ X

X X

○ X

出所:Antle(1995,P.55)の表を筆者が再構成

注：○は情報が保有されている。xは情報が不在。

3)HACCP認証制度を組み込んだ安全情報市場の概念モデル

前項2)の表1－1で示した市場情報の3つの保有形態の中で、HACCP認証制度が有効に

機能するのはb非対称・不完全情報のケースにおいてである25．HACCP認証制度を組み込

んだ安全属‘性の市場は、次のように概念モデルとして表わすことができる。

消費者は食品安全‘情報に関して、事前にはこれを保有しないが、事後には保有するもの

とする。一般的には、繰り返しの購入によって安全確認をする消費者行動が生産者の評判

の確立へとつながるが、認証制度の下では、食品に貼付された認証ラベルによってその食

品の安全‘性を確認できるため、事前に安全‘情報を保有しない初めての買い手であっても、

これに対価を支払って安全を需要するであろう。一方で生産者の側では、政府が示すとこ

ろの達成すべき最終製品の衛生基準値を満たしながら、各社の生産工程における重要管理

点と基準値を決定する。こうして作成されたHACCP工程計画は、政府あるいは民間の認

証機関が、決められた衛生基準を最終的に満たすものであるかどうかの科学的な追検証を

し、適合していれば認証が付与される。生産者はこの認証ラベルを表示して食品を市場に

供給する。

こうして食品の安全属'性の市場は、図1－4におけるAo点で均衡に達する。この点は完全

‘情報･完全競争市場の均衡点であり、OXoの安全確率を実現し､OPoの価格を実現している。

この市場均衡は､先に図1－4について説明した完全情報市場均衡と同じものである。この均

衡点よりも供給される安全確率が下がっても上がっても、総余剰は低下し社会的便益は下

がる。
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従って、HACCP認証制度の意義は次のように説明できる。図1-4の市場均衡では、Ao

を頂点とする三角形の影部分において､AoPoより上部分の消費者余剰とAoPoより下部分の

生産者余剰が実現されていて、この2つを加えた総余剰が最大になっている。このことは

静態的な部分均衡26の枠組み内において、均衡点Aoで最適な資源配分が実現されており効

率的であることを示している。この点にHACCP認証制度の意義がある。

第3章・第4章で述べるが、HACCP手法の導入に際して、食品生産者は生産工程の安

全向上のための投資拡大によって対応する。その後、HACCP導入による便益は長期にわた

って発生することから、この認証制度の評価は費用対便益分析(Cost-BenefitAnalysis)によ

ってなされるべきである。このHACCP認証制度の費用対便益分析は、米国や英国におけ

る食肉27産業などについて試みられているが、私的・社会的便益それぞれを実証的にどのよ

うに把握するかに関して必ずしもコンセンサスがある訳ではない28.また、HACCP認証制

度の導入費用を事業者の一般的費用から分離することが困難であるために29､実際の費用の

計測方法が必ずしも定まっていない。従って、HACCP認証制度への費用対便益分析の適用

に関しては、現在、研究が進行中である。本研究においてもHACCP認証制度の評価のた

めに費用対便益分析を用いることはしていないことを、予め断っておきたい。

最後にあらためてHACCP認証制度の限界に触れておく。生産者も消費者もともに、事

前にも事後にも食品の安全‘情報を保有しない場合、つまり、表1．1のc市場（対称・不完全

情報）のケースにはHACCP認証制度は有効ではない。例えば遺伝子組み換え体やクロー

ン体を食料生産に利用した場合、生産者も消費者もそれが将来どのような危害をもたらす

のか明らかでなく、危害の危険'性を排除できないため、HACCPは有効に機能しない。

第3節実証研究の方法

実証研究の方法については、第2章および第3章でそれぞれ詳述する。本項では概略を

記述するにとどめる。

1）食品安全性に対する消費者選好の先行研究と問題点

食品安全’性に対する消費者選好を実証的に分析する手法としては､大別してふたつの研究

手法が存在する。ひとつは①財に対する消費者選好理論の応用手法、もうひとつは②表明選

好法による実験経済学の手法である。以下、それらの手法を簡単に説明し、問題点を指摘す

る。

①消費者選好理論の応用手法

伝統的な需要理論では､消費者は自己の限られた所得の範囲内で様々な財を買う選択を行

ない､購入する財の数量によって自己の効用の大きさが決まる。この効用を最大化するため

の必要条件から､財に対する消費者選好＝需要が価格と所得を説明変数とする需要関数とし

て導き出される。この理論の応用として、効用関数の中に特定の財に付随する危害‘情報（ま
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たはその逆の安全‘情報）をも説明変数として加えることによって、食品安全'性が消費者の選

択行動に与える影響を実証的に検証しようとする試みがなされた｡しかし財の需要量､価格、

所得の標本データと危害(安全)情報のデータとの間には整合'性が明らかでなく、標本内で両

者が真に対応しているか否かの検討はなされていないことから､推計需要関数の信頼度が落

ちるという欠陥がある30。

②表明選好法による実験経済学の手法

これは､仮想的な市場を設定して、実際には取引されていない食品安全属'性やその組み合

わせの選択肢を提示し、アンケートやインタビューによって消費者が表明した選好を基に、

対象とする安全属’性がもつ経済価値を明らかにしようとする実験手法である3'。しかし各選

択肢の設定法が窓意的であり、組み合わせのパターン数も限定されており、仮想条件の意味

を回答者に十分に伝えることの困難さ、などの問題点が挙げられる。

2）主成分分析による消費者意識分析

先行する実証研究の問題点を踏まえて､本研究では､消費者の食品安全‘性への意識調査の

分析のために主成分分析法を採用した32．主成分の抽出方法についての詳細説明は巻末の付

録に収めたので、ここではこの手法の特長を概念的に示してその意義を述べる。

主成分分析は､互いに相関のある変数について観測された多次元の'情報をできるだけ失う

ことなく、新たな変数へ要約するための手法であると言える。ただしこの要約された変数へ

の意味づけは、この手法自体によって行なうことはできず､手法の外側で直観的に行なわざ

るを得ない。例えば、筆者の消費者アンケート調査では「あなたは食品を購入するとき、ど

のような基準で選びますか｡自分にとって重要だと思われる項目の番号をすべて○で囲んで

ください」という問いに対して23個の選択項目を示し、これに複数回答を得た。この回答

データから、獲得した寄与率(説明力)に従って第1主成分から第7主成分までを新しい変数

として抽出し、それぞれに名称を与えて意味づけを行なった。このように標本データの中に

個別消費者が選択する基準に関して具体的な数量データがなくても､消費者の食品選択の需

要価値が類推できる点は、主成分分析の特長であり、採用の意義である。ただし主成分変数

への具体的な意味づけと名称の付与を主観的に導き出さなければならないというのは弱点

でもあろう。これは主成分分析という科学的分析手法の限界であると言える。さらに、抽出

される主成分は回答データとの直接の因果関係をもつものではなく、あくまでもデータの方

向'性を示す代表値である点に留意する必要がある。

3）事業者によるHACCP認証取得の経済的インセンテイブの実証研究

これまでに、HACCP認証を取得した食品事業者16社から、どのような経済的インセン

テイブほり潤動機)のもとに、どのような対応策(費用の投入)が取られたのかを、面談、ない

しは書面を通じて聞き取った。この標本データ集約のために特別の分析手法を用いること

はしていない。標本データの‘情報から共通パターンを引き出し、これを解釈するという方

法を取っている。考察の視角として参考にした資料は、第3章1節で紹介した米国の食肉

事業者の実態報告書33や英国の実証研究34などである。また国内では、これまでにHACCP
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手法導入の実態調査の報告書35が公表されているが、これは筆者の聞き取り調査を補う意味

もあり、わが国のHACCP認証制度を展望する目的で第4章4節で取り上げた。

第4節わが国のHACCP認証制度の概要

わが国では現在、複数の認証主体によるHACCP認証制度が併存していて（図1-5)

HACCP導入をめざす事業者の選択肢となっている｡本研究はこの制度的枠組み全体を念頭

に置いていることから、本節では、それぞれの認証制度がどのような特徴や背景をもつの

かを概説しておく。

図1－5わが国におけるHACCP手法の認証制度

蕊i総衛蕊漁熱緯労省職慰疑識1{''’
謡調;灘1爵職蕊溌織職謹避壁典蕊堂馨り：蕊遜認

言総合衛生§管:褒乙製串:造鐙濯I承認捌度
""蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊需蕊i1，熟議1謡蕊溌識灘ぷ

瑚榊職〈蟻鐘饗蕊蕊蕊璽制度)灘撰溌毒

対米・対EU輸出水産食品

(および食肉)を対象とした

HACCP方式の施設認定

（厚労省・各都道府県）

国際認証

ISO22000、FSSC22000、AIB

など海外の民間審査機関による

食品安全マネジメントの認証、

または指導・監査

地方自治体による

食品衛生自主管理認証制度

（自治体HACCP制度）

HACCP支援法(厚労省・農水省）

による認証

業界団体は国から指定された認定機関

として機能する官民共同の仕組み

事業者団体ごとの

独自の製造管理認定・検定

出所：筆者作成

1）総合衛生管理製造過程承認制度（以下、「厚労省HACCP制度｣）

厚労省(当時は厚生省)のHACCP認証制度の発足は1995年5月の食品衛生法の一部改正

で、「総合衛生管理製造過程の承認制度」の新規定が加え-られたことを契機としている36。

この規定では、厚生労働大臣の承認を受けようとする者は、自社における製造・加工の工

程について資料を添えて申請書を提出し、その内容が厚生労働省令で定める基準に適合し

ていることを審査官が実際に検証したうえで、厚生労働大臣から承認が与えられる。制度

の運用は、1996年5月に出された食品衛生法施行令によって、①乳、②乳製品、③食肉製

品、の3品目がこの認証制度の対象品として決められてから開始された。その後、1997年
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に④容器包装詰加圧加熱殺菌食品と⑤魚肉練り製品が加えられ、さらに1999年に⑥清涼飲

料水が追加されて、対象品目は全部で6品目となった。また2003年に3年ごとの更新制が

導入され、翌年2月から施行された。

多国間貿易をめぐる国際‘情勢の著しい変化を背景として、1990年代前半、食品安全政策

を強化をめざす欧米ではHACCP導入の動きが進んでいた37・日本国内においても海外での

動向に呼応して、当時の厚生省は食烏処理場や食肉製品製造・販売施設の衛生指導、液卵

製造の衛生確保、乳・乳製品のリステリア汚染防止など、HACCP方式を念頭においた衛生

管理の指針や指導法についての通知を相次いで出している。1994年12月には厚生大臣の

私的検討会「食と健康を考える懇談会」の報告として、食品の衛生管理にHACCPシステ

ムを取り入れるべきとの勧告が出された。さらに1994年に制定されたPL法（製造物責任

法）が翌年夏から施行されることになったため、食品製造者による自主的で、より確実な

衛生管理態勢を整える必要'性が生じていたことも、導入を後押しした38。

現在の認定施設数と認定件数は次の通りである（表1-2)。認証施設数、件数ともに、近

年、減少傾向にあることについては、これが経済の低迷によるものか、認証制度そのもの

の使い勝手から来ているのか、あるいは国際認証への移行が起こっているのか、はっきり

とは見極めをつけることができないが、おそらく、そのいずれもが理由の一部であろう39。

表1－2総合衛生管理製造過程の承認制度（厚労省HACCP制度）の認証状況

乳 乳製品

施設数 153 159

件数 227 222

食肉製品 魚肉練り製品
容器包装詰加圧

加熱殺菌食品
清涼飲料水 合計

65 21 20 115 533

113 24 22 164 772

出所：厚労省ホームページ(2013(H.25).9.24現在）

注：承認施設として現在稼働している施設及び品目。複数の品目について

承認を取得している施設は、1施設として計上されている。

2）自治体による食品衛生自主管理制度（以下、「自治体HACCP制度｣）

1995年に厚労省HACCP制度が法制化された翌年、1996年10月に厚生省の担当部署よ

り各都道府県、各政令市、各特別区の衛生担当の部長・局長宛てに通達が出された40◎それ

は厚労省HACCP制度の趣旨と運用について詳しく解説すると同時に、承認対象食品以外

の食品製造・加工施設に対しても積極的に導入を奨励するよう呼びかけるものであった。

この通達を受けて自治体の中でHACCPの考え方に基づいた独自の衛生管理の自主認証制

度、いわゆる「自治体HACCP」を立ち上げる動きが出てきた。

その初期の動きとしては、静岡県が県の委託事業として1998年にモデルプランの作成を

試み、3年後に認証事業をスタートさせ、また兵庫県が2002年4月に「兵庫県食品衛生管

理プログラム認証制度」を立ち上げ、北海道も同年6月に評価事業を開始した（｢北海道

HACCP自主衛生管理認証制度」の本格的な運営は5年後)。その後は、高知県の「食品衛
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生管理認証制度｣、東京都の「食品衛生自主管理認証制度｣、愛知県の「HACCP導入施設認

定制度」（いずれも2003年)などが続いた。

（一財)食品産業センターの丸山純一の説明によれば、いわゆる自治体HACCPの力点は

HACCPシステムの基礎である一般的衛生管理プログラムの確立(マニュアルの作成と記録

保存)に置かれており、施設の規模や業種などに関わらず、大掛かりな設備投資をしなくて

も認証を取得することができるものとなっている4'。その上で、筆者の考察によれば、自治

体によってはHACCP手法にのっとり、製造工程の重要管理点の決定、あるいはトレーサ

ビリテイの要件まで含めるなど、高度な管理を要求している制度もあり、期待されるレベ

ルは自治体によって差があることは事実のようである42。また対象とする業種(あるいは工

程)の種類や数も自治体により大きく異なっており、それぞれの地域の重要産品を中心に対

象品目をまず選定し、順次、拡大する努力が見てとれる。飲食店を含むすべての食品業者

を網羅している東京都や京都市などの事例はまだ少数派である。2013年(平成25)12月現

在、36自治体(27都道府県)が自治体HACCP制度をもつ。中国地方においては、広島、山

口、鳥取の3県にこの制度がある43。

自治体HACCP創設の動きが平成8年(1996)の厚生省通知による政府の呼びかけに呼応

して始まったという位置づけは妥当であると考えるが、実際に各自治体が行動に移るにあ

たっては、様々な具体的な契機が存在したことは想像に難くない。筆者は今回、広島県と

兵庫県で運営されている認証制度の担当者に面会し、話を聞く機会を得た。これらの報告

文は巻末資料の中に収めた。

3）「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」（通称「HACCP支援法｣）によ

る認定制度44

1998年に制定されたいわゆるHACCP支援法は、中小企業者らに対する金融面45の優遇

措置を通じてHACCP手法による衛生・品質管理の普及を促進する目的をもっていた。法

図1-6HACCP支援法の仕組み

尋零 雷舎

且零 雷合

や
高度化基準に沿った工場の新設・改修、運用体制の整備計画

qHACCPに対応した工場および運用体制の整備

出所：農水省ホームページ
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文の中で使われている「高度化」とは「衛生管理及び品質管理の確実'性及び信頼'性が向上

することをいう」と定義されている(THACCP支援法」第2条の2。この法律は厚労省と

農水省の共同管轄となっており、国から指定された食品業種別の事業者団体が認定機関と

して、それぞれの製造過程に対応する基準を設定し、国の認定を受けたうえで、事業者の

「高度化計画」を認定するという官民協同の態勢で運用されている(図1-6)。

このHACCP支援法による製造過程高度化認定制度は、厚労省HACCP制度では対象と

されていない加工食品が広く網羅されていること（食品種類別の指定認定機関は22機関）

が特徴的である。そして上述したように、HACCP手法を導入したいが資金調達が困難であ

る事業者らが、施設や設備の整備に要する費用について長期低利融資などによる支援を受

けることができる46°この時限立法はその後、2003年、2008年、2013年と3度の改正を

経て、2023年まで延長された。農水省の発表によれば、2013年10月末での認定状況は全

国で358企業（表1-3､次ページ)｡またこれまでの融資実績および税制面での支援の実績は、

それぞれ表1－4と表1－5の通りである。

表1-4HACCP支援法に基づく

融資実績

平成10年度 6貸付 3,698百万円

平成11年度 17貸付 4,177百万円

平成12年度 15貸付 4,219百万円

平成13年度 16貸付 8,251百万円

平成14年度 19貸付 5,046百万円

平成15年度 9貸付 5,586百万円

平成16年度 13貸付 4,780百万円

平成17年度 9貸付 2,327百万円

平成18年度 8貸付 4,810百万円

平成19年度 1貸付 130百万円

平成20年度 4貸付 1,710百万円

平成21年度 1貸付 100百万円

平成22年度 1貸付 450百万円

平成23年度 2貸付 2,270百万円

平成24年度 3貸付 2,630百万円

出所：農水省ホームページ

注：平成10，11年度は貸付決定額。

平成12年度以降は貸付実行額。

平成11年度 2件 340万円

平成12年度 4件 4,580万円

平成13年度 7件 22,210万円

平成14年度 7件 18,070万円

平成15年度 7件 24,901万円

平成16年度 5件 17,012万円

平成17年度 3件 3,827万円

平成18年度 5件 8,716万円

出所：農水省ホームページ

注：平成19年度税制改正により、

適用期限は平成18年度末まで。

なお、HACCP支援法の本年(2013)6月の改正では、本法の有効期限をさらに10年延長

て平成35年(2023)までとすることに加え、中小企業者によるHACCP導入が伸び悩む中

一道入券弓|去綜去ｲ尿准するために．HACCP導入に一気に取り組むのではなく、導入に

して平成35年(2023)までとすることに加え、中小企業者によるHACCP導入が僻

で、導入を引き続き促進するために、HACCP導入に一気に取り組むのではなく、
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至る前段階の衛生・品質管理の基盤となる施設や態勢の整備(高度化基盤整備)までの取組み

も本法の支援の対象とすること、が盛り込まれた(第4章4節2）項にて後述)。政府は食品

製造業界におけるHACCP導入の取組みを今後も強く後押しする姿勢を示したと言える47。

4）業界団体独自の衛生管理認証制度

上述した22の業界団体(HACCP支援法のもとでの指定認定機関）の中には、衛生管理

に関する独自の認定制度を持ち、事業者の技術向上を図り、またそれを通じて企業のブラ

ンド化、差別化を支援する団体もある。その中には、（一社)大日本水産会のように、明治期

に創立された水産業の総合組織で、近年は米国FDA(食品医薬品局）の基準に対応した内容

で水産加工業者の認定を行ない北米への製品輸出を可能にしているという権威ある団体が

ある。あるいは、（一社)日本冷凍食品協会のように、1970年代初めにわが国における初め

ての民間機関による冷凍食品自主検査制度を開始し、以降、適格品に貼付された認証マー

クを広く普及させてきた組織もある。こうした団体独自の認定制度を運営してきた組織で

は、1990年代以降の食品安全への要請の高まりとHACCP手法の世界的広がりの中で、国

際動向に合わせた基準の設定を行ない、業界内の啓発に努めてきた様子がうかがわれる。

因みに、大日本水産会のHACCP認定工場数は181(2013.11.13現在)、日本冷凍食品協会

による認定工場数は439（内、国内421）（2013.11.1現在)であるという48。

HACCPシステムに基いた認定制度の運営内容や規則は団体によって多少、異なるが、上

記3）で挙げた制度との一般的な区別を整理するために、（一社)日本惣菜協会から提供され

た比較表を下に掲げる(表1-6)。

表1-6HACCP支援法による認定制度と業界団体独自のHACCP認定制度の比較

一般社団法人日本惣菜協会の場合

HACCP支援法による認定 惣菜製造管理認定のHACCP

認定機関
農水省・厚労省から認定、委託を受けた

一般社団法人日本惣菜協会

一般社団法人日本惣菜協会の

独自事業

認定申請できる企業規模
資本金3億円以下､または正社員300人以下の

企業
制限なし

融資申請できる企業規模
資本金3億円以下､または正社員300人以下の

企業（ただし融資希望は随意）
融資制度なし

認定後の継続的な指導･審査 なし 3年ごとの更新制

その他 まだ稼働していない施設でも申請可 稼働している施設が申請対象

出所:一般社団法人日本惣菜協会の提供資料

なお、このような業界団体独自の認定を申請する際に、その団体の会員になることが前提

条件であるところと、そのような制限はない団体とがある。

5）対米・対EU輸出水産食品HACCP認定制度49

わが国の水産加工品は1970年代から欧州への輸出が始まったようであるが、1990年代

の半ばまでには、一定の衛生水準に達しているとして欧州輸出を認められた政府指定の工

22



場の登録数が90社を超えるまでになっていた50．ところが1995年3月に来日した欧州専

門家チームは、国内で視察した水産加工現場の衛生管理が不十分であるとして、4月7日、

EU15か国の日本産水産食品輸入を全面禁止とする決定を下した｡この禁輸措置をめぐり日

本政府はEUとの協議を重ねた上で、日本政府が1993年に制定していた対EU輸出水産品

の取扱い要項を見直し、EUが1993年以降に定めた衛生基準を反映させた新しい基準を設

定することや、また指定工場の監視を都道府県に一任するのではなく、厚生省(当時)が指名

する監視員が行なうことで国の関与を強化することをEU側に約束した。こうして禁輸措

置は年末に解かれ、輸出再開が実現することになった（ただしホタテを除く)5'。

またその後の1997年､米国でHACCP導入を定めたFDA(米国食品医薬品局)の新規則が水産

業に対して実施され、わが国の対米輸出水産食品に対しても適用されることになった。こ

れを受けて厚生省(当時)は同年、米国のHACCP規則に対応する管理基準を定めた。

以上のようないきさつから、現在では、EUや米国に水産食品の輸出を希望する事業者に

対しては、厚労省から指名された都道府県の指名食品衛生監視員が、それぞれ「対EU輸

出水産食品の取扱い要領」「対米輸出水産食品の取扱い要領」に基いて加工施設の審査を行

ない､HACCP原則に則った諸要件を満たしていることを確認して施設を認定する国内のシ

ステムが確立している。そして必要に応じて地方厚生局が担当官を認定施設へ派遣し、査

察を実施する態勢が取られている。現在の認定施設数は、対EUが28(2013.10.24現在)、

対米が76（2013.9.13現在）である52。

対米､対EUの水産品輸出基準は､一般的にわが国の安全規則よりも厳しい縛りがある。

米国HACCPに対応した輸出基準では、例えば「加工者」の定義は、従来、日本の食品衛

生法の下で使われてきたよりも広い範囲を指す。原料や製品の取扱い、保管、箱詰め、包

装、凍結、洗浄、頭・内臓・うろこの除去、加工、製造、のひとつでも行なう作業者は「加

工者」に該当する。そして対米輸出用の魚介類は漁獲された後、一貫して米国の規則を満

たしている「加工者」の手を経て、製造・加工、包装、凍結、保管されなければならない

とされている53.また、対EU規則では、原料魚を捕獲する漁船から一貫してHACCP手法

に従いながら加工施設での製造を経なければならないという厳格なルールがある。従って

認定登録を受けていない日本漁船が漁獲した魚が国内の一般的な屋外の卸売市場を経由し

た場合、その加工施設は対EU輸出の認定を取ることはできない。さらに出荷時において

は、コンテナごとに所管の保健所の指名食品衛生監視員がそのつど規定通りに生産された

製品であることを確認した上で､衛生証明書を発行しなければならないと定められている54。

6）民間機関による国際認証(ISO22000、FSSC22000など）

1947年設立という古い歴史をもつ国際標準機構ISOdnternationalStandards

Organization)は、主要な産業分野の国際標準規格を策定する民間の非営利組織である。

1987年に品質システムとしてのISO9000シリーズを制定し、その後これを品質マネジメ

ント・システムへと大幅に改正した。この規格は、企業が提供する製品とサービスの品質
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を高め、顧客満足度の向上を図ることを目的としている。ISOの認証取得が活発に行なわ

れてきた欧州においては、ISO9000の取得が食品企業の間においても広く普及したと報告

されている55。

そして2005年にはISO9000をベースとしてHACCP手法による食品衛生管理を取り入

れた食品安全マネジメント・システムISO22000が発行され、わが国でも2007年から認定

が開始された。HACCP認証はその対象が食品製造の分野であるに対して、ISO22000はフ

ードチェーンに沿って一次産品の生産者や飼料メーカー、食品製造者、卸し売・小売り業

者、梱包・保管・輸送業者、清掃・洗浄および殺菌・消毒サービスなど、食品のライフサ

イクルに関係する幅広い業種を対象としている｡ISO22000のベースはあくまでもISO9000

の品質マネジメントであり、HACCP単独の認証よりも企業経営者の関与が強く求められて

いると言われる。

さらにその後2009年、ISO22000をベースにして新しい安全管理基準を加えた

FSSC(FoodSafetySystemCerti丘cation)22000規格が誕生している。FSSC22000は欧州

の流通･食品業者が中心となって運営する非営利団体GFSI(GlobalFoodSafetyInitiative)

が、国際的な食品流通の効率向上を目指して承認した新たな承認規格である。ISO22000は

食品関連の幅広い業種を対象としたことから食品安全に関する基本的な要求事項が不十分

であるとの見方から､イギリス規格協会が定めたPAS(PubliclyAvailableSpecification)220

でISO22000を補完して策定されたFSSC22000をGFSIが承認した｡すなわちFSSC22000

ではPAS220に基づく要求事項として、食品テロに対する防御、アレルギー物質への厳し

い管理、製品リコール手順、その他の項目が追加されている56。

ISO22000やFSSC22000の取得は、日本においても急速に進んでいることが報じられた

57.わが国でISO認証機関を審査･認定する(公財)日本適合‘性協会のまとめによれば､現在、

国内のISO22000認証取得数は830、FSSC22000取得数は350(2013.9月末時点）となってい

る58.2012年にISO中央事務局が公表した2010年の集計データでは、日本のISO22000

取得数が482と報告されていることから59（同年のFSSC22000の数字はないが、当時はま

だ策定されたばかりのときであったため、数は非常に限られていたと推定できる)、この約

3年間に国内の食品安全マネジメント・システムの認証数は倍増したと言ってよい。

またこれとは別に、認証制度ではないが、日本企業による採用が進んでいるといわれる

国際的な指導・監査システムにAIB(AmericanInstituteofBakery米国製パン研究所)のプロ

グラムがある。

以上、本節では、わが国におけるHACCP認証主体の広がりを概観した。このような複

数の認証制度が併存している状況は、事業者のHACCP導入の目的と力量に応じた選択肢

となっているのであるが、一方、制度全体として見るならば、対称業種や申請費用などの

面で各制度が一様でない実態も生まれており、必ずしも事業者の意欲に十分応えられてい
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ないとも言える。この点に関しては、あらためて第4章4節1)項で詳述した。

iHACCPはHazardAnalysisandCriticalControlPointの略称で､和訳は危害分析重要管理点方式(の食

品衛生管理法)。通常、ハサップあるいはハセップと呼ばれている。食品製造工程で特定された管理点を重

点的にモーターすることにより、最終製品の安全性を確保しようとする手法。

2該当地域の’慣行レベルに比べて化学合成農薬の使用回数および化学肥料の窒素成分量が50％以下で栽培

された農産物を一括して「特別栽培農産物」とし、その生産、表示などの基準を定めたガイドライン。

3エコファーマーは、「持続‘性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農業法)」（1999)に基

づき、各都道府県が定めた化学肥料・農薬の低減目標値に従って生産計画を提出した農業者が、知事の認

定を受けて認定農業者となったときの愛称。

4特定JAS規格のひとつ。農産物、加工食品、飼料、畜産物を対象として、化学的に合成された資材や遺

伝子組み換え技術を利用しないことを基本とする生産方法についての基準などを定めたもの○JAS規格は

消費者の商品選択に役立つよう品質の基準を定めた規格制度で、消費者に安全'性を担保するものではない。

その中で特定JAS規格は、特色ある生産や製造方法、原材料などに着目した規格とされている｡

5特定JAS規格のひとつ。牛肉、豚肉、農産物、養殖魚を対象として、生産方法についての情報公表基準

を定めたもの。

6従って「新しいタイプの情報開示型政策」と筆者が呼ぶこれらの制度を単に認証制度と総称することも

できるが､海外にはこのような生産(製造)方法の採用が必ずしも認証制度の形をとらない事例もあることを

念頭に置いておく必要がある（例えば欧米で、食品事業者による採用が義務づけられているHACCPの運

用例。本稿の第4章3節を参照されたい)。

7総合衛生管理製造過程の承認制度（いわゆる厚労省のHACCP認証制度)の項。

8厚労省のHACCP認証制度は食品製造の工程を対象としているが、HACCPの手法自体は一次産品の生

産現場においても適用できる衛生管理法である。なお「製造」と「加工」の概念については、ある物に工

作を加えて、その本質を変化させ、別の物を作り出すことが「製造」で、ある物に工作を加えるが、その

物の本質を変えないで形態だけを変化させることを「加工」とする定義が存在し（｢食品衛生法の一部を改

正する法律等の施行について」（昭和32年9月18日付、発衛第413号の2))、JAS法においてもほぼ同様

の解釈が取られている（「加工食品品質表示基準Q&Aj)。ただしわが国の生産現場では必ずしも製造と加

工を厳密に区別してはおらず（例えば、原乳から異物を取り除いたり殺菌することによって牛乳を生産す

る工程や、鮮魚を切り身としてパックする作業なども「製造」と呼ばれる場合が多々ある)、本稿では便宜

上、「製造」と「加工」の用語をほぼ同意義で使用している。

9減農薬・減化学肥料による特別栽培農産物のガイドラインやエコファーマー制度、また有機栽培・生産

を規定する有機JAS規格の認証儲定)制度などは、必ずしも「安全性の確保」が目的となっているわけで

はなく、むしろ自然の循環機能の維持増進を図るために環境への負荷をできる限り低減した農(畜産)業生産

方式として推進されており、環境問題との関連づけが前面に出されている。「特別栽培農産物に係る表示ガ

イドライン｣(1992)、「持続‘性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農業法)」（1999)、「有

機農産物の日本農林規格｣(2000)、「有機畜産物の日本農林規格｣(2005)などを参照。

また、いわゆるトレーサビリテイを明らかにする方策としての生産情報公表JAS規格は、一定の基準・

規格のもとに情報を消費者に正しく開示していることを認証する仕組みであるが、これも食品の安全‘性確

保というよりは、消費者の安心感につなげようとする施策として位置づけられている。農林水産省パンフ
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レット「食卓から産地までの顔が見える安心のしくみ」を参照。

http7/www.maJBf.gojp/j/jas/jas_Hkak¥i/pd'seisan_i)amph_d.pdf

(アクセス2014.1.23）

さらにトレーサビリテイの'情報公開については、一般的には、単に生産者を確認するだけの低レベルの

ものから、どのような原材料や薬品が使われてどのような生産過程を経たのかを把握しようとする高レベ

ルのものまで、さまざまあり(中嶋2002、pp.36-37)、前者の事例は民間部門の私的なシステムとして無数

に存在するが、後者の事例として挙げられる生産情報公表JAS規格の認定数は全国で極めて少数にとどま

っているという状況がある（現在(2013.12)時点で牛肉の認定事業者数は20、豚肉は6，農産物は18、加

工品は1、養殖魚は11、となっており催水省発表)、この内、加工品は今後の利用が見込めないことから

廃止が決まった)。これは情報遡及の規格設定の難しさと生産履歴を遡及する費用の高さを物語っているの

かも知れない。なおわが国ではトレーサピリテイ法に基づく'情報開示の義務が牛肉と米に課せられている

が、この開示内容は任意制度の生産情報公表JAS規格よりも限定されたものになっている。

10後述するが、この概念はAntle(1995)が示した安全情報の保有状態による市場均衡の分類に関する、キ

ーワードである。食品はすべての人が毎日必要とする特殊な消費財で、同じ食品を何度も繰り返して購入

するという消費行動がとられる｡Antleは消費者が予め安全'情報を保有しなくても（非対称･不完全情報)、

この「繰り返しの購入」によって特定の食品の安全’性を消費者は経験的に知ることができ、売り手はこれ

によって評判を確立することで、安全‘性が市場メカニズムの中に組み込まれることを説明した。こうして

完全,情報の市場均衡とほぼ同じ状態が生まれることから、非対称・不完全'情報の市場においても政府の介

入は必ずしも必要でないとAntleは論じている。

11筆者が本論文で研究対象としたHACCPは、元来、1960年代に米国で開発された食品衛生管理法であ

るが、1990年代半ばに同国政府が事業者に対する採用義務化の方針を打ち出したことから、経済学者らに

よる政策の吟味が盛んに行なわれた(Unnevehr1996､CaswellandHooker1996､Mazzocco1996､Antle

l995)。ここで行なわれた議論では、HACCPが政府による義務化という形で提示されたことに加えて、こ

の管理手法が製造方法を細かく規定して効率を低下させる｢工程基準｣であると捉えられていたことから、

事業者のインセンテイブと'情報の活用による任意のHACCP導入を訴える論者と、食品汚染防止の技術と

してのHACCPの優位‘性やHACCP採用による食品取引上の探索費用の節減、国際取引の円滑化などの利

点から政府の提案に理解を示す論者との対比が明らかになった。また政府による費用対便益の試算に対し、

事業者の費用支出は政府の便益予測を超える可能‘性があるという理由で疑問を呈する研究報告(Antle

2000a、2000b)も出された。結局、義務化は水産業と食肉産業を先行させて実施され、数年後の検証作業

を基に、米政府は便益が費用を上回ったと肯定的に総括し、また義務化政策下にあっても多くの事業者が

自主的な投資行動をしたことを明らかにした(EES/USDA2004，OllingerandMoore2008、2009。以上
の状況に関する記述として本稿の第4章2節1)項、3節1)項を参照)。一方、米国研究者らによるHACCP

導入開始後の更なる政策評価は実態調査も交えてUnnevehr(ed.)(2000)にまとめられている。

わが国では同じ頃(1990年代半ば)、HACCPが政府による任意の認証制度として導入され、この衛生管

理法に注目した嘉田(2003)は、完成品の抜き取り検査ではなくリアルタイムで製造過程の品質管理を行な

うことで食品事故を未然に防ぐという、この手法の優位‘性を評価した。そしてHACCPの費用対便益の分

析を試みたAntle(2000b)論文を紹介して、新しい研究領域の開拓に期待を示した。またHACCPの経済学

的考察を行なった中嶋は、この方式の衛生管理手法そのものが経済効率的であり、消費者に対する情報開

示の効率‘性が高いと評価した(中嶋2002a)。ただしHACCPの自主的な導入を待つだけでは’情報の不完全

』性の問題によって市場の失敗が起こる可能‘性があることから、公的な認証制度の導入と、事業者への低利

子融資や税制優遇措置を講じて生産者の手取り価格を引き上げる施策を支持した(同、2003)。

わが国においては、HACCP表示で示される食品安全’性の経済的価値を推計しようとする実験経済学手

法の研究として、岩本ほか(2004)がある(第2章1節3)項を参照)。またHACCP認証制度に関する供給側

からの実証研究である農林漁業金融公庫編『長期金融』第88号(2003.1)は、厚生省(当時)の「総合衛生管

理製造過程の承認制度」の開始からおよそ6年後、またいわゆる「HACCP支援法」の制定で融資の優遇

策が導入されてから4年後の食品業界におけるHACCP導入の状況を研究者らが聞き取り調査した結果の

報告特集である。これは①食肉加工業②乳業③水産加工業④冷凍食品業⑤清涼飲料製造業⑥中
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食産業、の業界ごとに行なった数社ずつの標本調査に基づいて、HACCP導入の現状と課題を明らかにし

ようとする試みであった。報告者らは、HACCP導入のための多額の初期投資や認証申請時の事務処理な

どが事業者の負担になっていることや、また直ちに経済的メリットが発生しないというマイナス面から

HACCP導入のインセンテイブが働きにくい状況であることを指摘し、税制面での優遇措置や制度資金の

拡充の必要‘性を強調した。一方、森高(2008)は、HACCP、有機JAS規格、トレーサピリテイなど、食品

の安全・安心にかかわる管理手法や認証制度を事業者の「自主的な取組み」として評価し、その評価をベ

イズ統計学によるアプローチで流通段階の取引の判断の中に取り込むことの有用‘性を論じた。さらに玉置

(2008)は、森高が事業者の「自主的な取組み」と呼んだ様々な認証制度やインフォーマルなブランド形成

などを、強制的な法制度に対する「付加的システム」と位置づけ、それらが市場の中で機能する状況を考

察した。ただし実証研究は行なっていない。また、HACCP導入に伴う事業者の費用対効果を見極めよう

とする国内の試みにはMaruyamaほか(2000)がある(第4章2節3項を参照)。

12ISOが定める食品安全マネジメント・システムの国際規格。農場から食卓までのフードチェーンにおけ

る事業者をすべて対象としており、HACCPの考え方が組み込まれている。2005年に発行された。

'3農水省はここ数年、補助事業として食品安全対策のセミナーやコンサルティング、研修会などの開催を

推し進め、食品企業によるISO22000やFSSC22000(本章4節6)項を参照）の認証取得を後押ししてい

る。また地方自治体も、島根県のように、国際規格(ISOシリーズ、FSSC22000)の認証取得に必要なコン

サルタント経費や審査登録に要する経費の1/2以内で100万円以内の助成を行なう応援策を実施している

ところもある。島根県の案内情報は、http://www.joho-shimane.or.jp/docs/2011040500014/(アクセス
2014.1.3）

14（社)日本食品衛生協会(2007)、pp､7075を参考とした。

15（一財)食品産業センターが運営管理する「自治体HACCP等の認証制度」のページ参照。

httpV/www.shokusan・or.jp/haccp/guide/attestation/
（アクセス2013.12.12）

16「完全市場均衡は効率的である」は、厚生経済学の第1定理である。

17例えば米国などでは費用対便益の分析が試みられているが、確定的な結論は得られていない。本章(注

28)に関連。また本稿の第4章2節を参照。

'8静態的な分析においては資本の量が一定で、消費者の選好も所与とされている。これに対して、投資に

よる資本蓄積を取り込んでいる状態の分析は動態的分析である。

19中嶋(2002a)。なお食品の「安全‘性」と「安全属'性」の用語の用い方については、本稿の「序」の文末

で注記した。

20Antle(l995)の第3章および第4章。Antleの主要な研究業績は、食品危害の種類に対応させながら、

売り手と買い手の間の安全情報の保有形態に基づいた食品安全市場の均衡パターンを整理したこと、およ

び「繰り返しの購入」という買い手の選択行動によって食品安全属‘性が市場に組み込まれ完全情報の安全

市場が実現されることを示した点にある。また食品安全政策の立案に際して費用対便益分析の重要‘性を指

摘し､米国におけるHACCP導入政策の費用対便益の分析を精力的に試みた｡Antleの研究成果について、

わが国では嘉田(2003)、中嶋(2002a，2002b)らによる紹介があるが、研究蓄積は殆んど無く、彼の食品安

全市場に関する分析を理論的枠組みとして援用した研究論文はこれまで見かけない。筆者は本論文で、安

全‘情報の保有状況を鍵としてAntleが類型化した食品安全市場の分析に依拠しつつ、HACCP認証制度の

有効‘性をﾛ今味した。

21限界便益とは、安全‘性をもう1単位上げることによって得られる便益。一方、限界費用とは、安全‘性を

もう1単位上げるために要する費用である。
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22Antle(1999)は、市場の失敗をもって直ちに政府の介入を正当化することに対して強い警告を発した

HaroldDemsetzの指摘を敷術しながら、賠償責任(liability)や評判の確立といった市場メカニズムの機能

が果たす積極的な役割を政策立案にもっと考慮すべきであると主張した(同、p.606)。ただしHACCP認証

制度と評判の確立とを結びつけて論じてはいない。

23情報の完全‘性．不完全'性によって経済学者らが分類した3つの財の種類がある。購入前に商品について

の'情報がほぼ完全に入手できる場合、「探索財」と呼ばれる。消費者は予め十分に'情報を調べることが可能

で、品質を確認したうえで商品を購入できる。それに比べて、購入前には‘情報がわからないが購入後に品

質が判明するものは「経験財」と呼ばれ、基本的には殆んどの食品が「経験財」に属している。一方、購

入前にも購入後にも品質が特定できないものは「信用財」と呼ばれる。長期にわたって健康に影響を及ぼ

すかもしれない危害物質については、消費者だけでなく生産者にとっても未知の部分が多い。これら3つ

の財の分類と、生産者と消費者の間における情報分布の分類を合わせ考えるならば、不完全情報は経験財

と信用財の場合に対応しており、経験財のときは生産者と消費者の間で非対称的、信用財のときは両者の

間で対称的、であると言える。

24上記、注23に同様。

25筆者はこれを仮に「経験財的安全'性」（表1-1)と呼んだが、これは序(章)(注7)で言及した急’性の危害に

対する安全‘性に対応していると言える。

26この場合、部分均衡とは食品安全属'性の市場のみに焦点を合わせ、他の市場のできごとは所与として検

討していることを指す。これに対して、一般均衡は他の市場の需要・供給も同時に考慮に入れて検討する

場合である。

27日本語で「食肉」は通常、「食用とする鳥獣の肉」を指す（広辞苑第六版)。これに対して英語の"meat"

は哨乳類の食用肉を指し、家禽類の肉は"poultry"を用いて区別されている。本稿では、英語文献中の"meat
industry"の訳語として便宜上、「食肉産業」を用いているが、その意味するところは厳密な意味で家禽類

の肉は含まれていないことがあり得ることを断っておく。なお英語文献が"meatandpoultry"と記してい
る場合は、できる限り「食肉・食鳥肉」と表記するよう心がけた。

281990年代後半に米国で水産業と食肉産業を対象とするHACCP義務化の新規則が実施された後、政府

による大規模な事業者調査による実態報告が出された(ERS/USDA2004)。この報告書では、事業者が新規

則順守のために投入する費用および社会的便益の推定額がFSIS喰品安全検査局)とERS/USDA(米国農務

省経済研究所)の間で大きく異なっていたことが明らかにされている。民間研究者による推計では、FSIS

評価による社会的便益を上回る事業者費用の可能‘性も指摘されていた。米政府の報告書では、HACCP義

務化がもたらす社会的便益として年間19億ドルの医療費節約が見込まれるとしているが、これは食中毒患

者数が20％減少することを仮定しての効果であり、確定的な数字を得たわけではない。

一方、英国の研究事例では、HACCPではないがISO9000規格の認証取得による費用対便益の推計を酪

農加工の事業者4社について行なったものがある(ZaibetandBredahl1997)。ここでは認証取得にかかわ

る初期費用が「費用｣、取得後の社内の経費節減が「便益」として集約されており、4社とも後者が前者を

上回ったと報告されている。また日本国内の研究事例では、学校給食施設にHACCP手法が導入されたと

きの施設側の初期費用と、給食の安全』性向上という予想される効果に対する父兄の支払い意思を調査の上、

両者を比較したものがある伽aruyamaほか2000)。

以上、示したように、「費用」と「便益」の領域、その推計方法、などは研究事例によりさまざまであり、

現在、研究途上にあると言ってよい。以上の状況に関しては第3章1節1)項および第4章2節1)2)3)項を

参照されたい。

29特定の費用項目が100％純粋にHACCP工程による安全‘性確保のために使われたのか否かを判定するの

は、実際上むずかしい。
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3Oこのような方法での実証研究としては、vanRavenswaayandHoehn(1991)や津田(1998)がある。

31表明選好法による食品安全'性の経済評価の実証研究の事例は、津田(2004)に所収されている。

32主成分分析法については、小西(2010)、田中・脇本(2004)、菅(2003)、村瀬ほか(2007)を参照した。

33参考文献の中で、調査資料．報告書として掲げた英文資料を指す。

34HensonandHolt(2000)および、ZaibetandBredahl(1997)。このほかHACCPではないが、ISO9000

の取得が英国の食品事業者の間にも広まった事実に注目して、事業者の取得の動機を内的要因と外的要因

に分類して考察したHolleranほか(1999)の報告も参考にした。

35参考文献の中で、調査資料・報告書として挙げた複数の和文資料を指す。

36その後、食品衛生法は2003個.15)年5月の改正を経て、現在の関連条文は次の通りである。

「第13条厚生労働大臣は、第11条第1項の規定により製造又は加工の方法の基準が定められた食品で

あって政令で定めるものにつき、総合衛生管理製造過程喫造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につ

き食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程をいう。以下

同じ。）を経てこれを製造し、又は加工しようとする者(外国において製造し、又は加工しようとする者を含

む｡)から申請があったときは､製造し､又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、

その総合衛生管理製造過程を経て製造し､又は加工することについての承認を与えることができる。(以下、

省略)」

「第14条前条第1項の承認は、3年を下らない政令で定める期間（以下この条において「有効期間」と

いう｡）ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。（以下、省略)」

371993年末には7年越しのウルグアイ・ラウンド交渉が決着して1995年のWTO(世界貿易機関）設立

へとつながり、自由貿易推進の動きが顕著になってきていた。WTO協定の付属書であるSPS協定

(SanitaryandPhytosanitaryMeasures、衛生及び植物検疫に係る措置に関する協定）は、それぞれの国

が自国民の健康や生命を守るために国内の安全基準に基づいて輸入食品や植物が入ってくることを制限す

る権利があることを認めつつも、その安全基準は科学的なリスク評価にもとづく国際規格に従っていなけ

ればならないと調っている。国内産業の保護を目的にしたSPS措置の乱用は認められない。そしてWTO

の取り決めにおいては、これまで任意とされていたコーデックス委員会の規格が今後の国際規格として位

置づけられたため、自国の食品安全基準とコーデックス規格の整合‘性を図る必要’性が生じてきた。EUで

は1996年にHACCPの採用が決められ、米国でも1994年に水産業と食肉産業へのHACCP導入の義務

化の方針が明らかにされた（実施は水産業が95年から、食肉産業が96年から)。

38厚生省(当時)が導入したHACCP認証制度は､より確実な食品安全の確保を目指す目的はもちろんのこ

とであるが、政策に対する政府の位置づけとしては、これまで一律の製造法・加工法の基準が設けられて

いたことに対し、事業者が工程の各段階において安全‘性に配慮しながら多様な方法により食品を製造する

ことが可能になるという意味で、「規制緩和」であることを強調していた（1996年10月31日に厚生省が

行なった説明会における生活衛生局乳肉衛生課乳肉衛生係長・井関法子の発言記録より)。

www.keiran-niku.co.jp/marusou.pdf

(アクセス2011.11.5

39倒産、不況、統廃合などの理由から認証の返上を決めた事業所がこれまでにあったことは事実である

と、中国四国厚生局(広島)の行政官から聞いている。

40「平成8年10月22日衛食第262号･衛乳第240号､各都道府県･各政令市･各特別区衛生主管部(局）

長宛厚生省生活衛生局食品保健・乳肉衛生課長連名通知｣。
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41丸山より玉置宛てメール(2012.5.15)添付メモより。1996(H.8)年の厚生省通達が自治体HACCPの創設

へのつながった経緯と制度の特徴については丸山氏より多くのご教示を得た。

42これに関する状況については第4章4節1)項で詳述した。

43本章(注15)に同じ。食品産業センターが運営管理する「自治体HACCP等の認証制度」のページ参照。

httpV/www.shokusan･or.jp/haccp/guide/attestation/

(アクセス2013.12.12）

44前項2)で、1996値.8)年10月22日付の厚生省(当時)通達が各都道府県、各政令市、各特別区の衛生担

当の部長・局長宛てに出され、厚生省のHACCP制度の承認対象食品以外の食品製造・加工施設に対して

も積極的に導入を奨励するよう呼びかけるその内容が、いわゆる「自治体HACCP」の立ち上げの動きに

つながったことを述べた｡筆者は､1998年のHACCP支援法によって開始されたこの認定制度も､HACCP

普及を促す厚生省通達の趣意を受けていると捉えており、政府以外の認証主体による（この場合は官民共

同HACCP認証制度の広がりを見ることになったと考える。

45当初は農業協同組合などの団体が施設整備を行なった場合に特別償却額を認められたり、不動産取得税

の軽減措置を受けるなどの税制面での支援も含む制度として出発したが、いずれの税制支援もすでに適用

が終了している。

46高度化計画の認定対象者は、①資本金3億円以下、あるいは②従業員300人以下、に該当する中小企業

または農業共同組合などを指す。（株)日本政策金融公庫による「HACCP資金」の融資は、償還期限が15

年以内、融資限度額は事業費の80％または20億円のいずれか低い顎、年利はHACCP対応に必要な施設

に対して27億円までが1.05％、27億円超が1.20％、また生産施設に対しては1.20％（利率は2012年5

月23日現在）となっている。（以上、農水省食料産業局規格化食品企業行動室「HACCPの導入のための

手引き」より)http7/www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/hDamph/pd1iaccp_24tebi]dall.pdf
(アクセス2013.11.18）

47農水省HACCP支援法（食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法）ホームページ

http7/www.mafgojp/j/shokusan/sanki/haccp/index.html
(アクセス2014.1.13）

また農林水産委員会調査室．天野英二郎による「中小食品製造事業者のHACCP導入に向けた新たな支

援一HACCP支援法の一部改正案」『立法と調査』(2013.4No.339)を参照。

http'-//www.sang並n.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2013pd̂20130412020.pdf

(アクセス2013.11.16）

48（一社)大日本水産会ホームページ

httpV/qc.suisankai.or.jp/kaiin/ka並n1/nintei/nintei.htm

(アクセス2013.11.21）

(一社)日本冷凍食品協会ホームページ

httpV/www.reishokukyo.or.jp/certification/factorylist

(アクセス2013.11.21）

49本研究での企業調査の標本にはないが、水産加工施設の他、対米・対EU輸出食肉施設のHACCP認定

制度もある。

501995.4.12付『朝日新聞｣、1995.4.15付『読売新聞』では当時、厚生省の発表で93工場と報じられて
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いる。EUの衛生管理基準に基づき都道府県知事が認定した加工場で加工された水産食品に限って、EU-^

の輸出が認められていた。

51当時の状況の進展具合については1995.4.12付、4．13付、5．5付、6．9付、6．10付の『朝日新聞』、お

よび1995.4.15付、4．23付、5．5付、10.28付、11.22付、12．6付の『読売新聞』の記事を参照した。

52厚労省ホームページ

対EU輸出施設

http7/www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/taieu/3.html

(アクセス2013.11.22）

対米輸出施設

http7/www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/taibei/2.html

(アクセス2013.10.14）

53対米・対EU輸出水産食品HACCP認定施設協議会ホームページ

http7/www.taibei-haccp.com/foods.html

(アクセス2013.5.26）

54厚労省ホームページ「対EU輸出水産食品の取扱要領」

http7/www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/taievi/dl/c.pdf

(アクセス2013.11.23）

またヤマサ蒲鉾.品質管理部の黒田信行氏からも現場の貴重な情報を得た(玉置宛てメール2013.5.27付)。

55とりわけ英国の食品企業の間でISO9000のような品質保証システムの導入が広範に行なわれた状況に

ついて、Holleranら(1999)は認証を取得した事業者の動機を実証的に論じている。Holleranらは、食品の

品質の不確実’性による'情報の探索コストや監視費用が高ければ高いほど、品質保証システムの導入の動機

は高くなると述べ、業務を効率化して欠陥品を減少させるというような「内的動機」と並び、主たる「外

的動機」としては、1990年に英国で制定されたFoodSafetyAct(食品安全法)が以前にも増して厳しい品質

管理の責任を食品事業者に求めたことで、品質認証の導入への動機がいっそう高まったことを指摘した。

56この段落の記述は、2012.7.26「食品安全セミナー」（主催・公益財団法人しまね産業振興財団、於・松

江テルサ）でのBureauVeritasJapan配布資料、（株)レジェンド・アプリケーションズ配布資料、および

BureauVeritasJapanNewsletter(l2April2010号）を参考とした。

57『日本経済新聞」2011.11.12では、ISO22000と並びFSSC22000の取得を流通大手企業が取引先に求

める動きが国内・海外で広がっていることが報道された。

58松財)日本適合’性協会(JAB)のホームページ

http7/www.jab.or.jp/files/items/5/File/QuartelyFigures-CertiEedOrganization-2013Q3.pdf

(アクセス2013.11.23）

59ISOホームページ

http7/www.iso.org/iso/iso"Survey2010.pdf

(アクセス2012.6.29）
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第2章食品安全‘性に対する消費者意識の実証研究’

第1節食品安全′性に対する消費者選好の先行研究一到達点

1)Lancaster需要モデルの意義

消費者が選択する各商品は多数の属’性(特‘性)を統合しているが、市場ではこれらの属‘性

の集合体が1個の商品として扱われ、取引きされ、価格付けがされている。このような商

'慣行を反映して、伝統的な消費者選択理論では、個別の商品を選択の対象として、個別の

商品への価格付けがこの選択のメカニズムの中で有意な働きをしている。従って、個別の

商品属‘性の市場も価格も存在せず、属‘性は個々の商品の中に統合され、その商品の特質を

総体として表現されているものとして暗黙裡に仮定されているに過ぎない。

本章の目的は、食品の属’性のひとつである「食品安全'性」の市場が存在することを想定

し、安全に対する需要関数の存在を実証的に示すことである。しかし、食品の安全属‘性の

市場の存在を全く空想的に想定しているわけではない。Lancaster(1971)は、一般的に、

商品の属‘性の市場の存在可能‘性を、観察可能な個別商品の市場と関連づけて示した。すな

わちLancasterが提示したのは､個別商品を選好する消費者の主体均衡2と、商品の属'性を

対象とした消費者の主体均衡とを、下に示すような条件下で関係づけることができるとい

うことである。この厳密な論証は付録の説明で示したので、ここでは、両方の主体均衡を

対応させるべき条件を示すにとどめる。

この条件は次のように示すことができる。まず消費者が選好対象とする個別の商品に統

合されている種々の属‘性が商品から完全に分解されて、それぞれが数量化された変数とし

て表わされるものとする。m個の属‘性は次のように数量として示されるものとする。

C=(Ci,C2,．．．，Cm）

商品がn個あって、それは、次のように示されるものとする。

X＝(X,,X2，．．．，Xn）

また商品の価格は、

P=(Pl,P2,．．．,Pn)

として、また属』性の価格は、

F=(Fi,F2, ,Pm)

の行ベクトルとして示されるものとする。
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次に、aUを、第j商品1単位に内包されている第i属'性の量と定義すれば、次にような

属'性・商品マトリックス=A^を定義することができる。

ai2aij

a22．．．．．aa.．．．．．
ｎ
ｎ

ｌ
２

ａ
ａ

an

a2i

(2.1）A=

anai2....、ay...．．．ain

●

amiam2．．．．、ami..．．．．amn

ただし、ayG=1,2,．．．,m、i=1,2,．．．,n)はそれぞれ定数とする。

以上のAマトリックス(2.1)を使って下のような価格関係式を求めることができる。

anPi+a2iF2+...．.+aiiPi+.．．...+amlPm=P1

ai2Pi+a22P2+...．.+ai2Pi+..．...+am2PV=P2

．(2.2）

aijFi+a2iF2+..．..+ayPi+．.+amj-Lm=rj

ainF1+a2nF2++amFi+.．．．．.+amnim=J:

（2.2)の連立1次方程式((F1,F2,．．．P'm)を変数とする）において、m=nであると

仮定すると、クラメルの公式3を利用して次のような方程式の解を求めることができる。

Cbi.．...P1.．....ani

a22...．.P2an2
１
２
１
１

ａ
ａ

aija2j....、Pj、am

aina2n...．.Xnaim

P'i=

a2i．．．..an．ani

a22．．．．．ai2.．．．．．an2

an

ai2

aija2j.．．．、ay...．..anj

aina2n...．.ainann
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＝P'i(P,,P2，．．，Pj，・・・，P､）

ただし、i=1,2,．．．,nである。

(2.3）

（2.3)式は、第i属‘性の価格が商品価格(P1,P2,．．．Pn).のみの関数であることを示し

ている｡従って､商品選好における消費者の主体均衡をもたらす任意の商品価格p*=(p*l,

P*2,．．．P*n)に対応して､それと整合的な属‘性価格P'☆＝（P'*1(P*1,P*2，．．.P*Ij，・・・・

F*n(P*l,P*2,．．．,P*n))が決まり、この価格の下で、第i属'性を選好の対象とする消

費者の主体均衡が決まることになる。

以上示したように、市場で観察される商品を選好対象とする消費者の主体均衡と整合的

な属‘性を選好対象とする消費者の主体均衡が存在する。従って属‘性に対する需要関数は、

少なくとも理論的には存在し得ると言える。ただし、このような判断は(2.1)式におけるA

マトリックスがm=nとなるような形で存在し、それが観察可能である必要がある。

Lancasterモデルの意義は、食品市場が存在し、それぞれの食品に対する需要関数が存在

するならば､食品の安全属′性に対する需要関数が双対的関係4において存在することを理論

的に示したことにある。

2）安全情報の外挿法による食品の需要関数の計測

本章の目的は、食品の安全属'性に対する需要関数を実証的に識別することである。この

目的に直接かなうわけではないが、安全情報がどれだけ経済的価値を持つのかを知るのに

役立つと考え、食品の安全情報が食品の需要に与える影響を明らかにする研究について簡

単に展望することにする。

vanRavenswaayandHoehn(1991)は米国におけるリンゴ生産に使用されていた成長

調整剤アラールをめぐる健康情報に関連してリンゴの需要関数を推計し、健康情報がリン

ゴ(および関連消費財)の需要に与えるインパクトを計測した5．ここではvanRavenswaay

らの方法に依拠した津田（1998)の研究の概要を紹介する。津田の研究は、国内における

1996年の狂牛病騒動や病原‘性大腸菌0157食中毒事件の多発に伴う生鮮食料品の買い控

え現象を取り上げたものである。

津田は分析対象とする食料Qiの需要関数を、

qi=fi(P,y,Zi)
i=1,2,．．．、（食料品の種類）

(2.4）

として定式化した。ただし、Pは当該財と関連財の価格ベクトル、yは所得、Zi=(Zn,

Zi2,・・・ZJとなるn種類の財の単位数量当たりの安全‘性水準を示す。そしてZiは家計

にとって入手可能な外部情報I=(I1,12,…1k)の関数

Zi=q(1) (2.5）
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であり、家計(消費者)はIの入手に追加的な探索費用を負担しないと仮定した。つまり、安

全水準の'情報は消費者の主体均衡内で外生変数として仮定されていることが示唆されてい

る。Ziは直接観察することは不可能だが、(2.5)式を2.4)式に代入し、計測可能な需要関数

qi=hi(P,y,I)

を得る｡この観察可能な需要関数を次のように特定化して､津田は以下のように計測した。

LQB=ao+2mamMni+fiiLRPB+fi2LRPP+B3LRPC+/34LRPF

+j3yLRY+Ekyklk ．．・・・・（2.6）

LQL=ao+2mamMm+biLRPL+biLRPV+byLRY+Skyklk (2.7）

ただし、LQB、LQLはそれぞれ、牛肉、レタスの月1人当たり購入量の対数値、Mmは

月次ダミー変数(m=1,2,．．．，11)、LRPB、LRPLはそれぞれ牛肉、レタスの平均購

入単価を消費者物価総合指数でデフレートした値の対数値､LRPP､LRPC､LRPF､LRDV

はそれぞれ、豚肉、鶏肉、生鮮魚介、生産野菜の消費者価格指数を消費者物価総合指数で

デフレートした値の対数値である。LRYは1人当たり消費者支出(円)を消費者総合物価指

数でデフレートした値の対数値である。

牛肉に対する需要関数の(2.6)式における1kは､朝日新聞に掲載された狂牛病関連の記事

数である。Ikが大きくなればなるほど狂牛病のリスクが高まり、牛肉の安全確率は低下す

るという形で(2.6)式の需要関数に含められている。レタスに対する需要関数(2.7)式におけ

るIkは朝日新聞に掲載された0157関連の記事数が0157に対するリスクを示す変数とし

て需要関数に含められている。

（2.6)式における(B,Mm,PB,PRPC,PRY)の各変数のデータは、消費者の牛肉購入行

動に直接かかわる標本データである。これに対して(2.6)式のIkは単なる狂牛病関連の新聞

記事数に過ぎず、消費者行動に直接かかわる変数ではないという意味で、外挿法による外

生変数に過ぎない。（2.7)式における①,Mm,PL,PV,Y)の変数のデータと1kに対する関係

も同様である。このような場合、（2.6)式や(2.7)式の回帰式の推計において、Bと1k、Lと

1kの問に「見せかけの回帰(spuriousregression)]6と呼ばれる現象を生む可能‘性がある。

つまり時系列分析を行なう際に、実際には無関係であるデータ系列を用いて通常の回帰分

析を行なった場合、有意な結果を得る可能'性がある。

竹下(1999)は、この「見せかけの回帰」がもたらすリスクを避けるために、共和分分析7

の枠組みを用いて健康‘情報がわが国のサラダ油（プレミアムオイルと調合サラダ油）消費

に及ぼす影響の分析を行なっている。これによって、代表的消費者の行動を分析したこれ

までの研究とは異なり、市場単位の集計データに反映される健康‘情報の効果について分析

し、有意な結果を得ている。ただし、各個別商品に対する需要関数の推計において「見せ
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かけの回帰」を避けることができたとしても、個別消費の需要関数から得られる‘情報は、

商品の安全属’性に対する需要関数を識別することを目的とする本研究にとっては、限られ

た有用‘性しかないと言えるであろう。安全度が上昇することによって増加する当該商品の

限界的増分を知ることにより、安全度の経済価値を間接的に知ることはできる。

3）表明選好法8による食品安全性の経済評価

表明選好法を中心に、実験経済学的手法である競り実験手法も利用して食品安全‘性の向

上・確保の対策の導入に対する消費者の価値評価とその規定要因などが分析されている。

津田(2004)らは食品安全′性の経済評価の分析をこの表明選好法によって試みた。津田を含

む岩本ら(2004)が消費者の牛乳選択行動における鮮度．安全‘性．グリーン購入志向をコン

ジョイント分析9で解明しようとした研究に言及して、この手法の特徴を示すことにしたい。

岩本らの研究では、図2－1で1例を示したような「チョイスセット」を8種類ほど回答

者に示して選択をしてもらうというアンケート調査を実施した。2000年、2001年、2002

年の3年にわたり、札幌市で300人､帯広市300人(2001年のみ200人)の対象者を得て、

回答を依頼している。このアンケート調査のデータから調査年ごとの選択型コンジョイン

ト・モデルを計測した。

図2－1「チョイスセット」例

問16店頭で以下の3種類の牛乳が売られていたとしたら、あなたはどれを購入

しますか？ひとつ選んで番号に○印を付けて下さい。

番号 1 2 3 4

品質保持期限 あと5日 あと8日 あと8日

HACCP表示 HACCP HACCP (表示なし）
どれも

エコ・牛乳表示 エコo牛乳 (表示なし） エコ・牛乳
買わない

価格 155円／リットル 140円／ リットル 150円／ リットル

出所：岩本ほか(2004)、p.42

この分析によって次のような興味ある結果を得ている。まず、HACCPラベル表示の牛

乳に対する評価額は札幌で12円(8％)プラスの162円から19円(13％)プラスの169円、

帯広で21円(14％)プラスの171円から53円(35％)プラスの203円と推計された｡HACCP

認証ラベルで示される安全属’性の価格が札幌で12円(8％)から19円(13％)、帯広で21円

(14％)から53円(35％)であることがこの研究によって示されている。ただし、この安全属

‘性の価格に対応した食品の安全度(安全確率)は不明である。

36



上述したように、食品安全属,性の価格を推計しているという点で、この研究はHACCP

認証制度の研究に大きな貢献をしていると言える。ただし、図2－1に示したような選択セ

ットの数が8セットに過ぎず、また各セットを構成する属‘性が鮮度、安全‘性、グリーン購

入志向、価格の4属’性にとどまっていることには、窓意‘性を否定することができない。よ

り意味のある調査を行なうためには、選択セット数および各セットにおける属‘性の数を、

消費者の現実の安全属'性の選択が食品の諸属‘性の構造の中でどう位置づけられるのかを分

析した上で決める必要がある。

第2節主成分分析の採用

1）主成分分析の方法

本章の目的は食品の安全属'性に対する需要関数を実証的に析出することである。しかし

市場で取引きされている食品の安全水準とそれに対応する安全属‘性の価格は、理論的には

ともかく、実際には直接観測することはできない。従って、単純に需要曲線を計量経済学

的に推計することはできない。

そこで本研究では、先行研究が需要関数の応用という延長線上で盛んに試みてきた「演

鐸的」な行動理論の枠組みを離れ、日常の食品選択にかかわる判断基準をできるだけ多く

取り上げた中から選択行動に影響を与えている意識＝変数を識別するという、これまでと

は全く逆の「帰納的」方法によって消費者の食品安全‘性に対する需要構造を把握し、ここ

から食品の安全属'性に対する需要関数を類推するという方法を取った。それが消費者アン

ケート調査の実施と分析手法としての主成分分析法の採用であり、食品安全'性という属'性

の観測値がなくても、属'性に影響を与える変数を識別できるという、この手法の利点を生

かすことができたと考える'0。

まず、主成分分析の方法について概略説明を行なっておきたい''・主成分分析法は、観

測された多くの変量の‘情報をできるだけ失うことなく、互いに相関関係の強い変数同士を

1個または少数個の総合指標(主成分)に要約させる方法である｡ある個人の複数のテスト成

績を総合した総合学力、いろいろな病気の症状を総合した総合的な重症度、種々の財務指

標に基づく企業の総合評価を求めたい場合などに、有効的に用いることができる。ただし

この要約された主成分への意味づけは、この手法自体によって行なうことはできず、手法

の外で直観的に行なわざるを得ない。

主成分の抽出がいかに行なわれるかを､X1とX2の2変数の例をとって説明する(図2-2)。

まず第1主成分は､座標軸に分散する観測点を直角射影したときの直線Yi=W1Xi+W2X2

上での射影点の散らばり(分散)が最大になるようにWiとW2を選ぶ。これがYi=W1X1+

W2X2という第1主成分である。WiとW2は式の係数(固有ベクトル)で、主成分に対する

重み＝説明力の大きさを示しており、従って第1主成分のX1とX2はY1への寄与率が最

も大きい。第2主成分はY1=W1X1+W2X2と直交する直線上で射影点の分散が最大にな

るようなW1とW2を推計するとき、Y2=W1X1+W2X2となるY2が第2主成分である。
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XiとX2のY2への寄与率は2番目に大きい｡なお､この手法を回帰分析と比較するならば、

回帰分析では､XiとX2のデータおよびそれと関連すると思われるデータYを用いて､Yを

X1とX2で回帰させることによりW1とW2の係数を決める。これに対して主成分分析で

はX1とX2のデータセットから総合指標であるYを最もよく表示するような1次結合Y=

WiX1+W2X2の係数WiとW2を推計する手続きである。

図2－2主成分の抽出

X2 Yi=WiXi+W2X2

つ
ま分散の大きさ

出所：筆者作成

ここで留意するべき点がある。ある学生の複数のテスト成績X1とX2からY1=W1Xi+

W2X2という第1主成分Y1が求められるとき､XiとX2という客観的な観測値からYiとい

う代表値（総合学力）が求められたに過ぎない。しかし本章での、消費者アンケート調査

のデータから得た主成分分析の結果の解釈については付加的説明が必要である。例えば筆

者のアンケートの設問8)では、「あなたは食品を購入するとき、どのような基準で選びま

すか。自分にとって重要だと思われる項目の番号をすべて○で囲んでください」という問

いに対して、23個の項目を挙げて回答者に選択してもらった。そしてこの問いへの回答デ

ータに主成分分析を行ない、下記のような3つの変量から成る第1主成分が得られた。

Y1=0.736X1+0.732X2+0.675X3

ただし、それぞれの変量は、

Xi=食品の基本‘情報の印字

X2=製造者・販売者が明確

X3=環境にやさしい栽培法

を意味している。このとき第1主成分Yiは、データX1、X2、Xa)から求められた「生産方

法．生産者についての情報」の代表値を示すに過ぎない。食品の選択基準として消費者に

とっての重要度を直接的に示すわけではない。しかし本研究のアンケート調査では、「食品
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の選択基準として重要であると思われる項目に○をつけてください」との問いに対して得

た回答であるから、単純に方向‘性のない回答データではない。「食品選好の基準として重要

と思われる」という方向′性をもった回答データであると考えられる。従って、この第1主

成分として示された「生産方法・生産者についての情報」は、消費者の食品選択において

最も重要な主成分であると解釈することができる。

筆者のアンケートの回答データの解析は､SPSSのバージョン18を用いて主成分分析を

行なった。固有値(分散)の下限は1．0と設定した。この設定が採用する主成分の数を決定

したことになる'2．主成分分析は多くの変数を用いて行なうため、事象を単純化して理解

するという観点からは主成分の数はできるだけ少ない方が望ましいが、数の選択に厳密な

基準はない。筆者の場合、抽出した主成分の累積寄与率で見るならば、回答者全体像の分

析(表2－1と表2-2)では59.891％‐49.504％の範囲であった。この数字は妥当であると考え

る13。また今回は、プロマツクス回転14を採用して軸の回転による分散の最大化を求め、よ

り際立った意味をもつ主成分の抽出を試みた。通常、主成分分析では軸の回転を行なわな

いとされているが、この点については専門家の中でも見解の相違がある'5。

先にも触れたように、標本データの中に個別消費者が選択する基準に関して具体的な数

量データがなくても、説明力の高い要素群を抽出して消費者の食品選択の需要価値が類推

できる点は主成分分析の特長であり、採用の意義である。ただし主成分変数への具体的な

意味づけと名称の付与を主観的に導き出さなければならないというのは弱点でもあろう。

これは主成分分析という科学的分析手法の限界であると言える。

2）経験知としての消費者意識

筆者が2010年末に実施したアンケート調査は、食品安全'性に関する消費者の選択意識

を調査票に記入してもらうという方式においては表明選好法に属すると言えるが、提示し

た項目は仮想の組み合わせではなく、日常生活のあらゆる要素の中から食品選択や安全'性

確認の手がかりを尋ねる方法を取った。消費者が店頭で日常的にどのような選択行動をし

ているかについては、「繰り返しの購入'6」という最も一般的な食品の入手形態の中で、経

験知として蓄積された消費者意識が大きな役割を果たすことから、筆者の手法により実際

的で有意なデータが得られたと考える。ただしこの場合、調査結果の単純集計データから

は回答率の高い項目を断片的に見ることができるのみで、消費者の多様な選択が互いにど

のようにかかわり合っているのかを測ることはできない。その意味で、数多くの変数の中

から互いに相関関係の強い変数同士をひとまとまりの新しいファクターとして集約できる

主成分分析は、有用であった。

一方、消費者の食品安全‘性への需要に注目したこれまでの研究では、米、牛乳、食肉、

卵、食用油、野菜、果物、など、単一の食品を対象とした意識調査や購買記録データが専

ら対象となってきたことから、食品全体に対する消費者の安全意識は必ずしも明らかでは

ない'7｡これに対し筆者は通常､店頭で扱われている食品すべてを調査対象に含めた上で、

伝統的な分類である農産物・水産物・畜産物・加工品の4群それぞれについて考察した。
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3）主成分分析・因子分析と消費者意識研究

主成分分析と因子分析は多数の変量をより少数の変数に縮約して‘情報の解釈を容易にす

るという点で似通った手法であるが、消費者の購買意識や行動から食品の選択基準を把握

するために主成分分析や因子分析を利用した研究事例には、福田・清水（2008)および氏家

(2010)などがある。

福田・清水は生協組合員と一般消費者の米の購買基準を主成分分析で要約し、クラスタ

ー分析をも組み合わせて消費者の安全や安心へのこだわりの度合いを詳細に比較した。そ

して、通常、「安全安心要因」に対して関心が高いと考えられている生協組合員の中にも購

買意識の違いが存在することを実証的に示した上で、「『生協』の安全安心に関して強いこ

だわりを持つ層は､『一般』の同様の層に比べて安全安心へのこだわりが強いということは

明らかになった」ものの、「"生協組合員は安全安心に対する関心が高い”と一概に言うこ

とは難しい」と結論づけた。

また氏家は、生協組合員の食生活意識の因子分析から、「公益志向」「価格志向」「食管理

志向」「安全安心志向」を含む7つの因子を抽出し、消費者の「公益志向」が価格や安全

‘性などと同じように主要な因子として食生活を規定していると指摘した。そしてこれらの

食生活因子に回答者の世帯属'性および米の購買記録（,慣行栽培米．環境保全型米．有機栽

培米）を組み合わせ、tobitモデルによる推計から、米の消費行動における食生活因子の影

響の大きさ、とりわけ「公益志向」という購入動機が「安全安心志向」と同程度に食料消

費に影響を及ぼしていることが知見として得られたと述べた。

ただし、ここに挙げたふたつの研究は、多変量データの縮約目的で主成分分析あるいは

因子分析を用いたという点において筆者の研究と共通点はあるが、米という単一の食品を

対象として提起された問題意識とそれに伴う分析手法の使用目的は筆者のそれとは全く異

なっている。彼らは共に、食品購入における消費者の様々な志向を類型化するツールとし

て主成分分析や因子分析を用いたのに対して、本研究では、消費者の食品需要関数におい

て説明変数となる安全‘性という属‘性が、消費者意識の中のどのような変数によって形成さ

れ、相対的にどのような重要度をもっているのかを帰納的に把握することが主たる関心で

ある。そこでは、いかなる情報がいわゆる“安全情報”になっているのかは、ひとりひと

りの消費者によって異なるという想定に立っていたため、当然のことながら「安全や安心

への志向」と命名すべき要素群を求めることは筆者の目的ではなかった。

第3節消費者アンケート調査の分析結果と考察

1）消費者アンケート調査の実施概要

調査は中国地方の2生協の協力を得て2010年11月上旬に実施した。従来、中国地方を

取り上げた消費者調査はあまり目にしないこともあり'8,筆者の居住する島根県と南に隣接

する広島県を対象に選んだ。そして生協しまね組合員の中から浜田市(人口6万)在住者
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1,000名､松江市(人口20万)在住者2,000名､および生協ひろしま組合員の中から広島市(人

口117.5万)在住者2,000名､計5,000名の対象者を､休眠組合員を除いて無作為に抽出し、

商品注文票に添えて調査票を配布した。回答は添付した返信用封筒で回収し、1996通を得

た（回収率39.9％、内1通が無効)19。

アンケート調査票と回答者の属'性内訳の詳細、また回答内容の単純集計結果は巻末資料

に収めた。回答者のおおよその全体像は次の通りである。地域別では、浜田市の回答者数

が456(回収率46%)、松江市が714(同36%)、広島市が820(同41%)であった。‘性別は女'性が圧

倒的に多く97％を占めた。回答者の殆んどが女'性であったことは調査の特徴として念頭に

置いておくべきであろう。年齢層は40歳代以下が865(全体比43%)､50歳代以上が1128(同

57%)、の構成で、この内訳はほぼ全国の実態を反映していた。職業は生産者も含めて食品

産業従事者はわずか5％で少なく、食品産業以外の勤労者が52％、無職が43％、の配分と

なった。学歴は高校卒までとそれを上回る学歴を持つ者がだいたい半々の内訳になり、食

費については、4分の1の回答者が苦しい．やや苦しい、と答え、残り4分の3がいちお

う足りている．余裕がある、と答えた。

2）主成分分析結果

1.食品安全性の判断基準

食品の安全‘性の判断基準を尋ねる設問では食品を農産物、水産物、畜産物、加工品の4

群に分け、消費者が安全‘性の確認手段としているのではないかと推測される項目を提示し

てその各々について｢重要｣｢まあまあ重要」「あまり重要でない」の3段階評価で回答を得

た(図2-3)。

図2－3アンケート調査票・抜粋（食品安全性の判断基準）

問）あなたは食品の安全性をどのような基準で判断しますか。

以下、食品を4種類に分け、それぞれについてお尋ねします。4種類とは次のようなものです。

A)農産物（生鮮野菜・果物・米など)C)食肉・卵

B)水産物（魚・貝類・海草)D)加工食品（牛乳・飲料を含む）

A-1あなたが安心して農産物（生鮮野菜・果物・米など）を買うために、どんな点に注意し

ていますか。以下の項目の重要度を3段階に分けて、該当の番号を○で囲んでください。

注：設問文は以下、水産物、畜産物、加工品についても同様。提示した項目数は農産物で12、水産物と畜産物で

それぞれ9、加工品で19．実際の提示項目は[巻末資料]消費者アンケート調査票・問9Aﾉ1－，/1に掲載。

解析の結果、農産物では3つ、水産物と畜産物では各2つ、加工品では4つの主成分を

抽出した。成分負荷量が絶対値0．5以上のものを(表2-1)に記載して整理した。
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表2．1食品安全性の判断基準

(数字は負荷量、カッコ内は寄与率、n＝有効回答数）

A)農産物(n=1667)[累計寄与率55.142%] B)水産物(n=1847)[累計寄与率54.830%]

第1主成金「生産方法についての個別情報」

ポストハーベストの有無

放射線照射の有無

栽培法

(34.871％）

､888

.867

.572

第1主成金｢生産方法と生産者についての個別･信頼情報｣(39.514%）
養 殖 魚 の 餌 ・ 医 薬 品 、 8 5 9

養殖貝の消毒法、856

出荷者の顔写真・宣伝文、766

認証マーク、743

出荷者名、667
第2主成分「生産者についての信頼情報」

生産者の顔写真・宣伝文

生産者名

認証マーク

ブランド名

(10.778％）

、777

．760

．678

．654

(15.316％）

、803

．721

．524

．514

第2主成分「消費者の経験による情報」

新鮮さ

消費期限

信頼の店

生産地
第3主成分 ｢消費者の経験による情報」 (9.492％）

、818

．623

．571

新鮮さ

旬のもの

信頼の店

D加工品(n=1636)[累計寄与率59.891%]C)畜産物(n=1846)[累計寄与率57.764%]

第1主成分｢生産方法･品質についての個別･信頼情報｣(36.951％）
遺伝子組み換え原料、902

有機栽培の原料、898

添加 物、 89 1

主原料の原産地、693

HACCPによる管理.681

アレルギー物質、678

糖分・塩分・脂肪・カロリー、656

認証マーク．588

製造地、575

第1主成分｢生産方法と生産者についての個別･信頼情報｣(40.789%）

生産者の顔写真・宣伝文

国産牛の識別番号

認証マーク

飼育中の餌・医薬品

生産者名

４
９
４
６
５

５
９
７
４
３

８
７
７
７
７

●
●
●
●
●

第2主成分「消費者の経験による情報」 (16.974％）

、860

．849

．527

．517

新鮮さ

消費（賞味）期限

信頼の店

生産地
第2主成分「商品選択の経験情報」（9.548％）

買いなれた商品

ブランド名

信頼の店

.828

.823

.621

第3主成分「目視による安全確認・容器の安全性」（7.157％）

包装の破損チェック

容器の有害物質

包装された中身の状態

､881

.758

.739

第4主成分「鮮度の情報」（6.235％）

消費（賞味）期限

製造年月日

､874

.845

ここでまず、4食品群を通じて第1主成分の寄与率はいずれも他を引き離して大きい。

農産物の第2主成分も含め、上位主成分の内容をﾛ今味するならば、消費者は食品の安全'性

を判断するにあたり、生産者の側から発せられる生産情報、すなわち何をどう使って作っ

たのかを示す、農薬使用、生産物の消毒法、養殖魚や飼育動物への餌や医薬品、加工原料、

添加物などの「生産方法についての個別‘情報」や、生産者の氏名、顔写真と宣伝文、認証

マーク、ブランド名を含む「生産者についての信頼情報」を重視していることがわかる。

農産物ではこの「生産方法」と「生産者」の情報が第1と第2の主成分に分かれたのに対

し、水産物と畜産物では両者が一体となって第1主成分に集約された。一方、加工品では
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生産者(製造者)に関する関心は特に表われておらず、製品の「生産方法」についての個別

I情報や「品質」についての信頼l情報の項目が第1主成分に示された。

2．食品の選択基準

一方、アンケート調査では食品の一般的な選択基準を見るため、提示した23項目から重

要なものを複数回答で抜き出してもらった(図2-4)。

図2－4アンケート調査票・抜粋（食品の選択基準）

問）あなたは食品を購入するとき、どのような基準で選びますか。自分にとって重要だと思われ

る項目の番号をすべて○で囲んでください。（複数回答）

注：提示した23項目は[巻末資料]消費者アンケート調査票・問8に掲載。

その回答結果を同じく主成分分析法によって解析したものを(表2-2)に示す。

表2．2食品の選択基準[累計寄与率49.504%］

（数字は負荷量、カッコ内は寄与率、n=1995)

第1主成分｢生産方法･生産者についての情報｣(14.317％）第4主成分「手間より鮮度優先」（5.644％）

基本情報の印字

製造者・販売者が明確

環境にやさしい栽培法

第2主成分「市場の一般情報」（9.317％）

マスコミ宣伝

珍しい

知人のすすめ

第3主成分「栄養・健康・味・美容」

､736

.732

.675

､683

.675

.669

旬のもの

新鮮さ

手間いらず

第5主成分「利便性」（4.967％）

買い慣れた商品

量・大きさ

第6主成分「安すぎない価格」（4.774％）

安すぎない

安い

､655

.612

-.535

､805

.588

､833

－．735
栄養

おいしい・味

ダイエット・美容

(5.993％）

、726

．594

．539

第7主成分「農産物の外観の良さ」（4.491％）

そろった形、815

虫食いなし、801

この分析結果から読み取れることは、消費者は食品の選択に際して、市場の一般‘情報や

栄養・健康・味・美容への関心、鮮度、利便‘性、価格、見かけの良さ、などに注意を払う

以上に、誰がどのようにして生産したのかという生産方法・生産者にかかわる基本‘情報を

重視するということである。ここで、生産方法や生産者についての‘情報が食品の一般的な

選択基準において第1主成分であることを､先述した食品の安全'性の判断基準の分析結果、

すなわち消費者が食品安全’性を判断するにあたり生産I情報を重視するということとを重ね

合わせて考えるならば、消費者は食品を選ぶ際に「生産方法や生産者についての情報」を

重視することによって、食品の安全'性を選択の第1の基準としていると言えるかも知れな

い。

3．支払い意思

なお、4群に分けたそれぞれの食品群では、食品の安全‘性の判断基準について「重要」の

43



項目をひとつでも選んだ回答者には、そのようにして安心を確認した食品に対して幾らぐ

らいの支払い意思があるかを4段階で尋ねた（図2-5)。

図2－5アンケート調査票・抜粋（支払い意思）

問）

A-2)上記で、あなたが「重要」であると回答した項目がひとつでもある方にお尋ねします。

買いますか。下から選んで番号を○で囲んでください。

1そのほかの商品より高いのであれば買わない

21割ぐらい高くても買う

32割ぐらい高くても買う

43割以上でも買う

注：この設問は(図2-3)で示した設問(A-1)の続きで、設問文は4つの食品群とも同様。［巻末資料]消費者

アンケート調査票・問9A/2-D/2に掲載。

そして、1）「そのほかの商品より高いのであれば買わない」の回答に1点、2）「1割ぐ

らい高くても買う」に2点、3）「2割ぐらい高くても買う」に3点、4）「3割以上でも買

う」に4点を与えて合計し、有効回答数で割ったものを支払い意思の強さを表す「指数」

として食品群を比較した(表2-3)。これは回答者の加重平均に相当する点数でもある。いず

れの食品群も2点以上を獲得しており、安心を得るために1割程度の割増価格を払っても

構わない、という消費者の安全志向への意思が表明された。

表2－3各食品群の支払い意思｢指数」(n=有効回答数）

A農産物

B)水産物

c)畜産物

D加工品

2．23

2．22

2．23

2．14

(n=1835)

(n=1860)

(n=1852)

(n=1892)

4群の各「指数」について、母集団の標準偏差が等しいという前提で行なった平均差のt

検定の結果によれば(表2-4)、生鮮品3群（農産物・水産物・畜産物）同士の間では5％水

準で有意な差はなかったが､生鮮品3群それぞれと加工品の間では1％水準で有意な差があ

ると判定できた。加工品よりも生鮮品の安全‘性に対する消費者の経済的評価がわずかでは

あるが高いことを確認した。

表2－4各食品群の支払い意思「指数」差の検定

水産物 畜産物 加工品

農産物 I■■■■■ ■■■■■ ＊ ＊

水産物 I■■■■■ ＊ ＊

畜産物 ＊＊

注：＊＊1％水準で帰無仮説が棄却される。
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4．消費者層の違いによる行動スタイル比較

本研究では回答者の属‘性を区別することなく分析を進めたが、この項では、属'性による

違いが顕著に表れた部分についてのみ、補足として述べてみたい。属‘性ごとに見た回答者

の構成は本節1）の実施概要で要約した通りであるが、その中から、在住の町、年齢層、学

歴、食費の状況、のそれぞれについて主成分分析を行なった結果20、消費者意識の著しい違

いが見られたのは年齢層と食費状況の場合についてであった｡年齢層の比較では40歳代以

下の「若い層」と50歳代以上の「中高年層」に分け、また食費については「苦しい」ある

いは「やや苦しい」と回答した「苦しい層」と、「足りている」「やや余裕あり」「かなり余

裕あり」のいずれかの回答をした「十分層」に分けて行なった考察を、以下にまとめる。

まず安全'性の判断基準では、農産物、水産物、畜産物に関しては属'性の違いによる差は

ほとんど見られず、本稿で主題とした全体像(表2-1)をおおよそ反映していた。強いて挙げ

るならば、加工品において「若い層」と「十分層」で、全体像の第1主成分の内容がふた

手に分かれ、「若い層」では生産方法の個別‘情報（遺伝子組み換え原料、添加物、有機栽培

原料など）が第1主成分となり、「十分層」では品質の信頼'情報(HACCPによる管理、認

証マーク、商品の宣伝文句、糖分・塩分など）が第1主成分となった。以下、寄与率が高

く説明力があると思われる主成分と変数(項目)を表に示す(表2-5)。

表2－5食品安全性の判断基準（加工品のみ／「若い層」と「食費。十分層｣）

（数字は負荷量、カッコ内は寄与率、n＝有効回答数）

「若い層(40歳代以下)」

(n=811)[累計寄与率50.668%]

第1主成分｢生産方法についての個別情報J(33.344%)

遺伝子組み換え原料、887

添加物、856

有機栽培の原料．748

主要原料の原産地、694

製造地、645

第2主成分｢品質についての信頼情報｣(10.136%）

商 品の宣伝文句．728

認証マーク、633

糖分・塩分・脂肪・カロリー、615

HACCPによる管理.605

第3主成分｢目視による安鍬認･容器の安全性｣(7.188%）

包装の破損、882

包装の中身の状態、739

容器の有害物質．73 9

「食費。十分層」

(n=1219)[累計寄与率53.287%]

第1主成分｢品質についての信頼情報｣(36.518%）

HACCPによる管理.726

認証マーク、705

商 品 の 宣 伝 文 句 、 6 8 0

糖分・塩分・脂肪・カロリー、648

アレルギー物質、599

第2主成分｢生産方法についての個別情報」

遺伝子組み換え原料

添加物

主要原料の原産地

製造地

有機栽培の原料

(9.749%）

､787

.779

.740

.709

.564

第3主成分｢目視による安全確認･溶器の安全性｣(7.019%)

包装の破損、858

包装の中身の状態．735

容器の有害物質．701

著しい対比を見せたのは食品の一般的な選択基準においてであった。すなわち、全体像

（表2-2）の生産I情報重視に対し、「若い層」と「苦しい層」においては、最も重視する基

準が市場の一般情報（知人のすすめ、マスコミ宣伝、メーカーの商品案内、店の商品案内
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など）で、生産方法や生産者についての‘情報は第2主成分であった。寄与率が高く説明力

があると思われる主成分と変数を(表2-6)に掲げる。（｢中高年層」と「十分層」は第1主成

分が生産‘情報重視で全体像(表2-2)と同様｡）経済的・社会的な生活様式の違いによって‘情

報の重要度や入手先の選択に差が生じていることを示している。

表2－6食品の選択基準（｢若い層」と「食費．苦しい層｣）

（数字は負荷量、カッコ内は寄与率、n＝有効回答数）

「若い層（40歳代以下)」

(n=865)[累計寄与率29.844%]

第1主成分「市場の一般情報」

知人のすすめ

マスコミ宣伝

メーカーの商品案内

店の商品案内

(14.707％）

、690

．624

．614

．612

第2主成分｢生産方法･生産者についての情報｣(9.127%）

製造 者 ・ 販 売 者 が 明 確 、 7 60

基本情報の印字、739

環境 に や さ し い 栽 培 法 、 5 08

第3主成分「味」（6.010%）

おいしい．味 ､721

「食費．苦しい層」

(n=482)[累計寄与率32.146%]

第1主成分「市場の一般情報」

知人のすすめ

メーカーの商品案内

珍しい

(16.069％）

、754

．639

．614

第2主成分｢生産方法･生産者についての情報｣(9.859%）

製造者・販売者が明確、741

環境にやさしい栽培法、632

地元産、518

第3主成分「手間より鮮度優先」

新鮮さ

手間いらず

(6.218％）

、715

‐､566

なお本研究では主題として扱わなかったが、アンケート調査票では、食品の選択基準や

安全』性の判断と食品の入手方法との関連を探るために、日常的な食品購入場所を複数回答

で尋ねる設問も用意した(図2-6)。ここでは､提示した11の購入場所それぞれについて「よ

く利用」「ときどき利用」「利用しない」の3段階評価で回答を得た。

図2－6アンケート調査票・抜粋（食品の購入場所）

問）あなたは食品をいつもどこで買いますか。以下の項目について、該当する番号を○で囲んで

ください。

注：提示した11項目は[巻末資料]消費者アンケート調査票・問7に掲載。

参考のため、年齢層と食費状況の属'性に限って回答の主成分分析結果を見るならば、「十

分層」が産直市、道の駅、朝市、行商人など、生産者から直接入手する形態が最上位の主

成分となったのに対して、「若い層」「中高年層」「苦しい層」はいずれもドラッグストア、

コンピニ、スーパーなどの量販店の利用に最も強い相関関係を示した。寄与率が高く説明

力があると思われる主成分と変数を(表2-7)にまとめる。
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表2－7食品の購入場所

(数字は負荷量、カッコ内は寄与率、n＝有効回答数）

「若い層（40歳代以下)」

(n=732)[累計寄与率43.330%]

「食費。苦しい層」

(n=361)[累計寄与率42.966%]

第1主成分「量販店」（18.400％）

ドラッグストア

コンピニ

第1主成分「量販店」（17.290%）

ドラッグストア

コンピニ

､743

.708

.800

.637

第2主成分「生産者から直接」

産直市場・道の駅

生産者個人から直接購入

（朝市･無人市･行商人を含む）

(13.549％）

、818

．756

第2主成分「生産者から直接」

産直市場・道の駅

生産者個人から直接購入

（朝市･無人市･行商人を含む）

(14.153％）

、825

．762

第3主成分「良質・高価」（11.381％）

会員制宅配販売、864

第3主成分「良質・高価格」（11.522%）

会員制宅配販売、847

「中高年層(50歳代以上)」

(n=684)[累計寄与率53.397%]

「食費．十分層」

(n=1052)[累計寄与率43.254%]

第1主成分「量販店」（17.312%）

ドラッグストア

コンビニ

ス ー パ ー

(17.590％）

、816

.760

第1主成分「生産者から直接」

産直市場・道の駅

生産者個人から直接購入

（朝市･無人市･行商人を含む）

.714

.642

.622

第2主成分「量販店」（14.496％）

ドラッグストア

コンビニ

スーパー

第2主成分「生産者から直接」

産直市場・道の駅

生産者個人から直接購入

（朝市･無人市･行商人を含む）

(14.055％）

、808

．777

.716

.699

.625

第3主成分「良質・高価」（11.168%）

会 員制 宅配 販売 、6 44

デ パ ー ト 、 6 0 8

取り寄せ(インターネットを含む）、517

第3主成分「良質・高価」

会員制宅配販売

デパート

小売商店・専門店

(11.610%)

、655

.589

.588

第4主成分「良質・低価格」(10.360%)

生協、948

第4主成分「良質・低価格」（10.421％）

生 協、929

以上、消費者層の違いによる行動スタイルの比較を（表2-8)に整理した。（表2-5）（表

2.6)(表2．7)で示した分析結果はうすく影を付けた部分に対応している。

表2－8消費者層の違いによる行動スタイル比較

出所：筆者作成

3）結論

今回のアンケート調査の回答を主成分分析した結果では、農産物・水産物・畜産物・加

工品の4つの食品群を通じ、消費者は、その商品がどのようにして作られたのかという生

産‘情報を安全‘性確認の手がかりとして重視していることが示された。さらに、消費者の一
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般的な食品選択の基準について、生産方法・生産者にかかわる’情報が最も大きな寄与率を

得たことを、この、安全‘性の判断基準に関する消費者意識に重ね合わせるならば、消費者

は「生産方法や生産者についての‘情報」を重要な手がかりとしながら安全'性を食品選択の

第1の基準としていると言えるかも知れない。

このことは消費者が購買行動において安全’性という属'性を、その他の味、栄養分、珍し

さ、新鮮さ、などの属’性と同じように識別し、注意を払っていることを暗示している。実

際にはデータが無いため、右下がりの需要曲線を描くことはできないが、消費者が安全‘性

を考慮することによって健康を維持して医療費を節約し、職場や学校で生産‘性の高い生活

を送り、遺失労働をなくすなどの効用を得ようとする、効用関数の存在を示唆している。

認証制度は消費者が無関心ならば機能しない。しかし消費者が安全‘性を念頭において生産

者‘情報を頼りにしながら選択行動をとっていることは、HACCP認証が市場で機能する素

地があることを意味するであろう。

また支払い意思に関しては、回答者が安全‘性の判断基準として重要であると答えた項目

について安心を確認した商品に対しては、そうでない商品と比べて1割程度の割増し価格

を払っても良いという意思が表明された21。これは非常に重要な意味をもつ。Antle(l995)

は「安全がただであるなら、誰もが100％の安全を要求するであろうが、安全は高い費用

がかかるので、完全に‘情報を与えられた合理的な消費者なら普通は100％の安全など望ま

ないはずだ」と述べている22．完全情報の市場では、消費者の支払い可能な価格で生産者

が達成し得る安全度が供給され、その均衡点で安全‘性が取引されている(図1-4)。1割程度

の余分の費用負担をしてもよいとする消費者の支払い意思が表明されたことは、より高い

安全確率に対する費用負担を受け入れる消費者の限界便益曲線（需要関数）の存在を示唆

し、これはHACCP認証制度が想定する市場の基盤となるものである23。

1本章は玉置(2012)の論文を基にして加筆・修正したものである。

2消費者が財の価格と自己の所得を条件として最大の満足(効用)を得るような選択をする状態を、消費者

の主体均衡（または消費者均衡）と呼ぶ。生産者が自己の技術を用いて利潤を想定し、生産量を決定して

最大の効用を得るような選択をすることは生産者の主体均衡（または生産者均衡）である。より詳しくは

巻末の付録の説明を参照されたい。

3連立1次方程式の解を求める公式。

4言い換えるならば、商品市場を「表｣、安全属‘性市場を「裏」として、これを「表裏の関係」と呼ぶこ

ともできるであろう。

v̂anRavenswaayら(1991)の研究は、1980年代半ば、米国で、リンゴ生産に使用されていた生長調整
剤アラールに発癌‘性があるかも知れないと発表した環境省のリスク評価を発端として起こった大議論を

背景としている。研究では、この警告が消費者行動に与える影響を実証的に分析するため、リンゴの安全

‘性という属’性を組み込んだLancasterモデルから次のような食品の需要関数を導き出した。
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qa=qa(p,y,0oa) (1)

ここで、qa=リンゴの需要量(ニューヨーク市/ニューアーク市都市圏)、p=リンゴ(および関連消費財）
の価格ベクトル、y=所得、00a~~消費者の主観的な安全度の指標、である。ただし実際の需要関数の計測
においては、上記の（1）式における^Oaという変数を「リンゴの安全度に関するリスク情報」Xnaに置き
換え、この問題を報道したニューヨーク・タイムズ紙の記事の量によって近似されている。

qa=qa(p,y>xoa) (2)

そして、新聞が報じたアラールのリスク情報は、ニューヨーク市/ニューアーク市都市圏における生鮮

リンゴの需要に対して顕著な影響を与えたことが確認され､またこの影響は予想したよりも早い時期に生

鮮リンゴ販売量の低下として観察された、と結論づけている。

6回帰分析の結果が理論的に無意味な(または説明できない)結論を示す場合を言う。

7時系列分析では、データのばらつき(分散)が時間が経過してもある一定の範囲内に収まり、長期的には

そのデータの期待値(平均)に収束するという定常‘性を満たしていること（和分、Integration)が重要であ
る。定常'性を満たさないデータをそのまま扱っても、長期的な関係を論じる意味がない。定常‘性を満たさ

ないデータでも、1階の階差を取る（1つ前のデータとの差を計算する）と定常‘性を満たすことが多く、

それを2組のデータの関係について拡張したのが共和分(Cointegration)である｡共和分の性質が満たされ
るとき、2組のデータの間には安定的な長期の関係が成立しているとみなすことができる。竹下は、新聞

記事から得た健康リスク情報の指数、プレミアムオイルと調合サラダ油の消費量の差、および両者の価格

差、を表わす3つの変数の間には、共和分検定の結果、長期的な均衡関係が存在することを確かめ、その

上で､近年のプレミアムオイル需要拡大の要因のひとつが健康リスクに対する関心の高まりであるとした。

8アンケート紙上で回答者に選好を表明してもらい、その回答結果を分析する手法は表明選好法(Stated

PreferenceMethod)と呼ばれ、一方、対象者の実際の行動結果のデータを分析する手法は顕示選好法

(RevealedPreferenceMethod)と呼ばれる。

9複数の属‘性を組み合わせて人工的に設定された選択肢の中から被験者に回答を選ばせ､属‘性に対する選

択の統計的有意'性を推定する手法を総称して言う。

10森高（2008）は食品の流通段階にある事業者の食品安全‘性・リスク情報に対する認知および対応を説

明する上で、事業者の主観を取り込めるベイズ統計学のアプローチの有用‘性を主張している。森高は、頻

度論統計学を用いて、商品の「検査結果情報」のみからロットの不良率を判断するのは、高不良率の発見

にのみ有効なアプローチであることを指摘した。そのうえで、ベイズ統計学を用いて、産地や企業が

HACCPやトレーサビリテイに代表される自主的な取組みを行なっているか否かという「取組み情報」を

買い手が判断に取り込んでいく場合を検討し、そのアプローチの有用‘性を論じた。本稿の筆者(玉置)は、

消費者が安全‘性やリスクについて判断する場合､生産者や企業の自主的な取組みが手がかりの一部になっ

ているという基本的な想定に依っているので、この森高の主張を共有する観点に立つ。ただし本稿では主

成分分析法を用いて分析を進めた。

11主成分分析における主成分抽出法の詳細な説明については巻末の付録を参照されたい。主成分分析に

ついては小西(2010)、田中・脇本(2004)、菅(2003)、村瀬ほか(2007)を参照した。

'2分析のもととなる標準化された変数の分散は1であるので、元の変数1個は1だけの'情報をもってい

たことになる。固有値を1以上に絞ることは、最低でも元の変数以上の情報(説明力)を集中させている主

成分を採用したい、という考えに基づいている（村瀬ほか(2007)、p.231)。

13最初から累積寄与率を判断基準とする方法を取る場合については、村瀬ら(2007)は「厳密な基準は存

在しないが、あえて目安を示すならば、60％や70％程度としておけば十分実用に供すると思われる」と

述べ(同、p.231)、また菅(2003)は、「決定的な方法はありませんが、。．（中略）・・累積寄与率が、ある程
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度（例えば60％）以上大きくなること」と記している(同、p.225).。

14回転をかける目的は、分散の最大化をはかり、解析結果をより単純化して解釈しやすくすることにあ

る。軸の回転には直交回転と斜交回転があり、前者の方法としてバリマックス回転、後者の方法としてプ

ロマックス回転が良く使われる。直交回転では軸を直角に配置させたまま同時に回転させ、最も解釈しや

すい位置を探るが、斜交回転ではそのような制約を外して軸を別々に回転させるため、軸の配置が柔軟に

なり、解釈がより行ないやすくなる。（村瀬ほか(2012)、pp.256-259)

15上田(2010)p.107、村瀬ほか(2007)p.247.

16Antle(1995)。本稿(玉置)の第1章2節および第1章(注10を参照。

'7また食品安全を扱った消費者の意識調査には、自治体が県民意識調査の一部として有機農産物や減農

薬・減化学肥料の農産物に関する意見を尋ねるアンケート調査などは幾つも見受けられるが、内容が部分

的であり、設問設定も分析的に吟味されたものとは言い難い（玉置(2008)、pp.36-41)。このほか関係省
庁によるモニターのアンケート調査も存在するが、対象が農産物のみに限られていたり、逆に危害要因や

不安感の原因を食品に限らず広範囲に扱うなど、調査目的がそれぞれに異なっている。

18因みに筆者が参考にした関連文献の中では、岩本ら(2004)の研究は北海道でデータが集められており、

氏家(2010)は首都圏、福田・清水(2008)は福岡県、細野(2003)は東京都と神奈川県、丸山ら(2004)は千葉
県、北海道、栃木県、津田(1998)および竹下(1999)は全国(中央)版データが用いられている。

19生協組合員を回答者として選定したことについて、少し述べておきたい。生協の協力を得る最大の強

みは何と言っても構成員ネットワークの広さにあり、幾つかの特定の地域内に在住する多くの消費者を同

時に抽出することができるという大きな利点にあった｡生協は高い品質基準を独自に掲げていることから、

一般に、意識の高い消費者集団であると捉えられている事実があり、筆者は決してそれを否定するもので

はないが､それをもって､この調査結果が極端に偏った現実を反映しているとは考えていない｡何よりも、

今回の回答者の生協利用度を見るならば、「よく利用」と答えた組合員が8割に対して「ときどき利用」

が2割ほど存在し、生協以外の購入先との使い分けも多く行なわれていることがうかがわれる。また福

田・清水(2008)の実証研究が、生協組合員は安全や安心への関心が高いと一概には言い切れない、と指摘

していることも前節3)項で紹介した。

20‘性別と職業についてはサンプルの内訳に極端な偏りが生じたため､属′性ごとの考察対象からは除外した。

214食品群の間において、加工品よりも生鮮品3群の安全‘性に対する支払い意思がわずかに高いという

結果が出たことは興味深い。しかしこの理由についてはアンケート調査からは明らかではない。

22Antle(l995)、p.44oAntleは「実際には100%の安全というゼロリスクはどんなに費用をかけても達
成不可能であり、また仮に達成できたとしても、その費用を負担しても構わないとする消費者は恐らく稀

であろう」と続けている。

23以上の分析結果から得られる含意を述べておきたい。消費者が生産方法などの個々の情報を強く意識

しながら食品選択をしている様子が調査結果に表われていたことは､わが国における食品の生産’情報の伝

達手段が未だ十分に制度化されていない事実が背景にあるのかも知れない。つまり、生産者の法的義務と

しての表示項目が拡大してより詳細な生産情報が開示されることは望ましくはあるが､商品の購入時に消

費者が個々の情報を逐一吟味して安全度を総合的に判断しなければならないというのは合理的ではなく、

実際のところ、一般消費者はそのような情報処理能力や確認能力を持ち合わせていない(Caswelland

Padberg(1992)、p.462、また中嶋2002a)、p､351)。これに対して、HACCPなどの認証ラベルが複雑

な生産'情報を簡潔に手際よく消費者に伝える努力をしているように､経済効率'性の高い情報伝達システム

を消費者間にもっと普及させることができれば有益であろう。少なくともここに、体系化された生産情報

の効率良い伝達により、‘情報の偏在の是正を図る素地がわが国の消費者意識の中に存在していること、そ
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Ｉ

してそのような信頼できるシステムが広く周知されるならば消費者はそれを利用するであろうという､}政

策上の含意があると考える。

I
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第3章事業者によるHACCP認証取得の経済的インセンテイブの実証研究

前章では、生産‘情報によって食品の安全’性を識別し、安全に余分の価格を支払う意思が

あると表明した多くの消費者の存在から、食品安全市場における認証ラベルを組み込んだ

需要関数を想定して描くことができた｡HACCP認証制度が市場で効率よく機能する需要側

の条件を検証したことになる。本章では供給側に目を転じ、HACCP導入にあたっての事業

者の反応（利潤拡大への期待によって誘発される投資行動）を、わが国の標本事例を用い

て実証的に考察する。

一般的に言うならば、安全度の高い商品は生産(製造)の費用も高い。Antle(1995)は、意

欲のある事業者らは費用さえ賄われるならば、消費者が望むレベルの安全‘性の食品を喜ん

で生産すると指摘している'。このとき事業者がHACCPを採用することで、認証を媒体と

しながら安全‘性が効率的に市場メカニズムの中に組み込まれる(内部化される)と想定され

る。従って本章では、事業者が認証ラベルを介して食品の価格が上昇することへの期待(期

待価格の上昇)あるいはシェア拡大への期待に応じて安全への投資を行ない、新しい生産工

程を構築し、これにより安全′性の供給を高めていることを、HACCP導入企業への聞き取り

調査によって実証的に考察することを目的とする。この新しい生産工程では食品安全'性の

生産が行なわれ、それに伴って費用が発生しているものと想定している。この費用の限界

費用は右上がりであり、従って、安全の供給関数は右上がりであると想定できる。ただし、

この部分については実証はしていないことを断っておきたい。

本章で論ずる実証研究の目的を上述のように押さえた上で、まず初めに、HACCP導入に

対する事業者の多様な反応を論じた欧米の研究報告の中から3例を取り上げて紹介する。1

番目は米国におけるHACCPの義務化政策に対して、食肉産業の事業者らが取った投資行

動を分析した米国政府の報告書である｡2番目の研究は英国の酪農加工業の事業者について、

彼らのHACCP採用の動機を多面的に考察している。3番目はHACCPではないが、英国

の食肉事業者のISO9000認証取得の事例を取り上げ、ISO規準の導入による事業者の生産

者余剰の増加を推計した研究である。いずれの報告も、市場メカニズムが事業者の経済的

インセンテイブ(利潤動機)を促すことをよく伝えており、筆者の実証研究の考察の視角とし

て役立てたい。

第1節HACCP導入に見る事業者の反応一先行研究レビュー

1）米国の食肉産業事業者についての実態調査報告

米国では1996年､病原菌削減/HACCP規貝リ(1996PathogenReduction/HACCP､以下、

PR/HACCP規則）が発令され2、食肉産業3(食肉・食烏肉の処理業およびその加工業。以

下、総称して食肉産業）の事業者には1997年1月以降、段階的にHACCPの義務付けが開

始され､2000年の早い時期に完全な義務化となった4｡ERS川SDA(EconomicResearchService、

農務省経済研究所)は2001年にワシントン州立大学と共同して、これらの食肉事業者が

HACCP導入に伴い1996年から2000年にかけて費やした食品安全の投資の実態について
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全国規模の初のアンケート調査を行なった。この調査では全国1,725の食肉事業者にアン

ケートを送り､996通の回答を得たという。この調査の結果を一次分析したものがOllinger、

Moore、Chandranによって執筆されたERS/USDA(2004)の報告書である。HACCPの義

務化という状況の下で、この調査データに示されている事業者の対応行動がどこまで自由

な市場機会によるものかは必ずしも明らかではないが､HACCP導入に対する生産者の反応

をこれだけ広範に数量的に把握したデータは他には無く、幾つかの有用な問題を提起して

いる。以下、この報告書が指摘した重要な発見について要約して紹介する。

まず、PR/HACCP新規則の発令後、食肉事業者が支出した投資額および変動生産費の規

模についてである。食肉産業の事業者がこの新規貝Iの順守のために1996年から2000年の

間に支出した変動生産費は年額約3.8億ドルで、この間の長期投資の総額は5．7億ドルであ

った｡またPR/HACCP規制によって要求されてはいない追加的な食品安全のための長期投

資が同期間の総額で3．6億ドルであったという。すなわちPR/HACCP順守によって支出さ

れた食品安全の長期投資の総計は、1996年から2000年の5年間で9．3億ドルとなり、年

間平均は約1.8億ドルとなる。商務省の数字(1999)によれば、国内の食肉産業の年間総投資

額は18億ドルと出ており、食品安全確保のための長期投資額1．8億ドルは、その全投資額

の約10％に相当している。

RP/HACCP規制の導入前、FSIS(FoodSafetyandInspectionService、農務省食品安全検査局）

は、国内の食肉産業全体が新規則に従うためのコストは年額5,000万ドル未満で、20年間

の総計としては10-12億ドルであろうと推計していたが、実際に投入された額はその推計

をはるかに超えたものであったことがわかる。一方、ERSは、PR/HACCP規制に従うため

の食肉産業のコストは年間6．23億ドルと予測した。ただし、このERSの、より高いコス

トの推計値でさえも、予想されるPR/HACCPの便益を超えるものではないと見られていた。

と言うのは、1997年のERSの研究によれば、PR/HACCPの採用が食中毒数を減らす形で

健康保持費用を節約し、年額19億ドルの便益をもたらすと推計されていたからである。こ

のように、米国における食肉産業のPR/HACCP規則に対する費用対便益分析の結果は、こ

の政策が社会的に有益であることが示唆されている。

PR/HACCP導入に伴って発生するコストの推計についても､ERSの報告書は論点を提起

している。上述したFSISとERSによるコスト推計の差異は、FSIS推計がHACCPの管

理コストとして､記録取りと保存､HACCP計画の作成､細菌検査､資本支出(capitaloutlays)、

のみを含めたのに対し、ERSの推計では、上記の管理費用に加えて、PR/HACCP規則を順

守するために必要な職員の雇用費や、各工場を適正水準にまで持っていくのに必要な付加

的な資本支出などもコストに加えたことからきていた。

一方、企業規模や製品の種類と要した費用の関連については、以下のような指摘がなさ

れた。調査では、PR/HACCP規則を順守するための年間費用として、食肉加工業では製品

の費用の1％未満がこれに相当したのに対し、食肉処理業では食肉1ポンド当たり3分の1

セントの費用の上昇があったと推定された5.また特別注文品を生産する傾向の小企業では、
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当然のことながら巨大企業よりはるかに高い費用が発生する。大企業では箱詰め牛肉のよ

うな普及品を主として生産するので、平均費用は大量生産によって低くなるからである。

従って量産タイプの商品の価格はわずかしか上昇しないが、他方、小企業が注文に応じて

裁断する特別の肉製品の価格はポンド当たり2-3％上昇するであろう。つまり、量産タイプ

の商品市場で競争している小企業は市場から退出せざるを得ないかも知れない。このよう

に小企業については、大企業と比較してHACCP導入による費用上昇の比率が大きいこと

から、小企業のHACCP導入が往々にして費用面の困難を伴うことがわかる。

企業規模の違いは、企業の食品安全技術の選択にも影響を与えている。大企業はどちら

かと言えば設備の拡充や検査技術への費用投入を選択する場合が多く、これに対して小企

業では洗浄回数を増やしたり、工場内の製品の流れを管理することなどで対応するといっ

た方法が選択されていることが、調査結果で表われた。実際、PR/HACCP規則に対して生

産者が異なった対応をすることは､HACCP手法の基本的な特徴をよく示していると言える。

HACCP規制の実施主体としては、目標とする最終の安全基準値さえ達成できていれば、最

新の技術を伴った大型投資で安全を確保しようと、手作業による衛生管理や既存の設備の

微調整といった安価な方法で安全確保をしようと基本的には自由である。これは、大小を

問わない企業にHACCP規則を導入するに際して生産者に広範な裁量の余地を与えること

によって、生産者に多くのインセンテイブを与えるものであった。

最後に､HACCP導入の義務化に際しても企業の市場インセンティブが強く作用していた

ことがこの報告書で指摘されている点に触れておく。報告書では少なくとも3つのタイプ

の企業が、厳しい市場競争の故に、食品安全に対する投資を他企業よりも多く投入してき

た傾向を指摘している。それらは、(1)食品安全に関する条件を契約書に明記させられてい

る企業、(2)輸出先で食品安全当局の製品検査を受けている輸出企業、(3)ブランド製品をも

ち、食品安全の確保に他企業より多くの注意を払っている企業、である。これらの企業は

PR旧ACCP規則が導入される以前から種々の投資を積み重ねてきた経緯があり、新規貝ﾘの

要求事項を満たすための出費額は他企業に比べて多少低かったことが報告されている。

2HACCP採用に際してのインセンテイブの解明一英国の酪農加工業の事例

HensonandHolt(2000)は英国の酪農加工業界におけるHACCP採用について調査し、

企業による食品の安全管理システムの導入を動機づけている誘因を実証的に明らかにして

いる。

Hensonらは、この目的のために1998年3月、英国における酪農加工業の事業者に対し

てアンケート調査を行なった。アンケート調査は英国内で登録されている酪農加工業(アイ

スクリーム製造業を含む)1,196社に調査票を配布し、最終的に192通の有効回答を得たと

される。第4章3節で詳述するが、この時期、英国では1990年の食品安全法(FoodSafety

Act)の制定によって事業者の食品安全に対する責務が厳しく問われるようになり、また

1993年のEC指令によってEU域内のすべての食品事業者は1996年以降のHACCP採用

が求められていた。ただし英国内の酪農加工業については、1995年に酪農製品衛生規則
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(DairyProducts(Hygiene)Regulations)が出され、一足先に、6原則のHACCP手法に沿

った衛生管理の下での製造義務が課されたという6．このような状況の中で、アンケート回

答者のうちHACCP採用の計画は無いと答えた事業者が6%あり、一方、導入済みであると

回答した事業者の内、外部による何らかの監査を受けていたのは93％、第三者認証を受け

ていたのは34％であったとされる。

この調査では､HACCP採用を決定する際に重要であったと思える要因ごとに､最高の｢極

めて重要(7)」から「殆んど重要ではない(1)」までの7段階の重要度を回答者が選択す

るという手法が取られた。決定の際に重視された要因14項目と、各項目の平均得点が高い

順に表3－1に示されている。

表3-1HACCP採用の決定に影響を与えた要因の平均重要度

要因 平均得点

･法律上の義務を満たす

･主要顧客の要求に応える

｡一般的に｢優れた実践(GoodPractice)｣と見なされている

｡生産工程の管理改善

･製品の品質向上

･新規の顧客を獲得

･現在の顧客を維持

･顧客からのクレームの低減

･工場の効率・生産‘性を上げる

｡不良品率の低減

･第三者の認証を得る必要

･顧客による品質検査の必要‘性を削減

･業界団体による勧め

ａ
ａ
ｐ
ｂ
○
ｂ
ｂ
Ｄ

ｐ
ｄ
勺
ｄ

ｌ
４
６
８
０
７
Ｌ
ａ
０
２
０
３
４

３
２
８
７
７
３
１
９
６
１
７
５
２

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

６
６
５
５
５
５
５
４
４
４
３
３
３

』しい海外市土日への参 2．58

出所:HensonandHolt(2000)、p.413Table2

注：同じアルファベットで示されている要因は、Wilcoxonsignranktestに

よって5％の有意水準で互いに統計的に区別できないことを示す。

そしてHensonらは事業者の動機をより良く理解するために、バリマックス回転7を用い

て因子分析を行ない、4つの要素を抽出した(表3-2)。4つの要素は、それぞれで最も高い負

荷量を示す諸要因によって、次のように要約されている。

表3-2HACCP採用の動機を説明する要素[累計寄与率は69.6%]

数字ま因子 員荷カツ,、 与率

要素1．内部効率の向上（企業の経営成果を引き上げる手段として）（34.3％）

・ 工 場 の 効 率 ・生産‘性を上げる、79307

・製品の品質向上、78448

・不良品率の低減．73191

・生産工程の 管理改善．72702

・顧客からのクレーム低減、71473
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要素2．信用の確立（15.6%）

・顧客による品質検査の必要‘性を削減

・第三者の認証を得る必要

要素3．直接的な外部からの要請（10.3%）

・主要顧客の要求に応える

・法律上の義務を満たす

要素4．「優れた実践(GoodPractice)!(9.4%)

・一般的に｢優れた実践(GoodPractice)｣と見なされている

・業界団体による勧め

.78031

.73078

､86958

.67422

､90701

.62467

出所:HensonandHolt(2000)、p.413TableSより抜粋

この分析からHACCP採用は法的規制と市場の要請を含む幅広い誘因によって動機づけ

られていることが示唆されている。第1に、例えば「不良品率の低減」「製品の品質向上」

などによって示される内部効率の向上(要素1)がHACCP採用のための重要なインセンティ

ブであることを示している。第2に、規制当局および主要顧客によって企業の経営に課さ

れる直接的な要求(要素3)もまた、顕著な役割を果たしている。これら行政と民間から生じ

ているふたつの要因は単一の要素に同時に負荷しているため、個別の影響力を区別するこ

とはできない。第3にHACCP採用はまた、「優れた実践」に従うことの必要'性によって動

機づけられているし(要素4)､また信用の確立（要素2)の重要‘性も導入の誘因となっている。

というのも両者は顧客に要求されているだけでなく、それ自体が業界内の「優れた実践」

という当然の基準として認識されているからである。このように考えると、企業のHACCP

採用の決定は政府の法的規制のみに帰することはできない。むしろ、企業が日常的に直面

しているところの、政府による規制と市場に基盤を置くインセンティブから成る幅広い複

合体を反映して決定がなされていると言える。

Hensonらはここからさらに、HACCP採用の動機と回答企業の特質HACCP導入の時

期､年商､小売りチェーンへの販売額の割合､製造を請け負っているPB製品8の種類など）

の関係を把握するためにクラスター分析を行ない、以下のような4つの動機志向とそれぞ

れの特徴的パターンを見出した。（カッコ内は全体の企業数から見た割合）

①営業志向（37％）－「信用の確立」および｢内部効率」とが主要動機

このグループは､法的義務が課せられた以降にHACCPを採用した企業が圧倒的に多い。

中小企業が多く、PB製品も普及品も製造している。例外もあるが、総じて小売りチェーン

への販売は比較的少量。現在の顧客を維持し、新規顧客の獲得に努力しながら、費用を最

小限にとどめようとしている。

②｢優れた実践」志向（11％）－「優れた実践」が主要動機

このグループにとってHACCPは業界内で優れた実践として認識されていることが採用

の動機。法的義務が課せられた以前から、ないしはそれと同時にHACCPを導入。自社の

PB商品として特製品を販売する小企業が多い。小売チェーンへの販売は比較的少量。
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③効率志向（36％）－「内部効率｣(および重要度は落ちるが｢信用の確立｣）が主要動機

これらの企業は法的義務が課せられた後にHACCPを採用。一般品を製造する大企業が

多く、小売りチェーンへの販売量は比較的少量。

④外的志向（15％）－「直接的な外部からの要請」が主要動機

外部要件が動機となってHACCPを採用。法的義務が課せられる以前から採用していた

企業が殆んどで、大企業が多く、主としてPB製品を製造している。小売チェーンへの販売

額が極めて大きい。

調査から得られた知見として、Hensonらは、企業がHACCPを採用する動機は複雑で、

公的・私的な(民間の、市場の)誘因、内的・外的な誘因が互いに組み合わされていることを

強調した。とりわけ法的義務は、多くの要因の中で、あるひとつの誘因でしかないこと、

また「顧客からの要求」の中にはその｢顧客｣による法的義務の遂行が間接的に含まれてい

ることも考えられることから、公的誘因を私的誘因から切り離して影響力を評価すること

はむずかしいと指摘した。そして、効率‘性・利潤'性、不良品率や顧客からのクレームの低

減、顧客の維持と新規獲得、製品の品質向上など、市場の要請に基づく多くの誘因が、事

業者によるHACCP採用の動機となっていることが示されていると述べた。

個々の企業がHACCPの採用を決定する動機はさまざまであるが、その中でもHenson

らが見出したのは一定のパターンが存在することである。企業の動機志向として、営業志

向、「優れた実践」志向、効率志向、外的志向の4つの分類と、企業規模、生産品の種類、

小売りへの販売割合などの特徴を組み合わせて分析した結果、例えば、PB商品を製造する

大企業や、小売りチェーンへの販売額の割合が高いか、ないしは特製のブランド商品を製

造する大企業にとっては、外的要因が大きな重要‘性を占めていることが認められた。これ

に対して、一般品を製造し、小売りチェーンへの販売はさほど重要でない企業にとっては

効率向上の要因がより重要であると見られる。

Hensonらの研究は英国における酪農加工業における特徴を明らかにしたものであり、他

の業界における状況はまた異なるかも知れない。しかし本研究の知見のひとつとして、市

場に基盤を置く動機と政府規制の複合体としてのインセンティブがHACCP導入の誘因と

なっているとの指摘は貴重である。さらに、食品の供給チェーンの中でのHACCP導入の

誘因が明示的に扱われていることは本研究の特徴である。ここでは「顧客」という言葉で

供給チェーンの中の中間供給者が表現されているが、今日の食品の供給チェーンは、最終

消費者と直面するスーパーなど流通の末端が何層もの納入中間業者とつながっている。今

後、こうした流通面の関係を念頭に置いたうえで､HACCP制度を含む食品安全政策の研究

がなされるべきであろう。

3ISO認証による利得9－英国の食肉産業の静態的分析

ZaibetandBredahl(l997)は英国において､契約関係にある畜産農家と食肉加工業者の事
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例を取り上げ、牛生産と牛肉生産の2部門を相互連関させた静態的モデル'0を用いて、英国

の食肉産業におけるISO9000認証取得による利得を推計している。以下、その研究の概要

を示す。

ISO9000は、企業内の経営改革によって、供給する生産物の品質を保証する国際規格で

ある。食品産業の場合、企業の経営体制が食品安全‘性を含む品質の確保を保証することで

認証が与えられ、ISO認証企業として登録される。HACCP認証制度が、生産工程における

重要管理点と安全基準値の設定により安全'性の確保をめざすことで認証が付与されるのと

同様、食品産業で導入されるISO9000は安全保証システムであり、安全の認証制度である

と言える''。そしてこのようなISO9000の規準を企業経営の中に組み込むことは、取引費

用'2を初めとする企業の費用削減につながる。取引費用は顧客(買い手)と供給者(売り手)の

問で取引を行なうときの費用で、この中には製品の安全情報に関する探索費用や、取引の

図31ISO規準の導入が牛肉市場と牛市場に及ぼす影響

Ｐ
（
牛
肉
の
価
格
）

牛肉市場
数）公'1,、

関数）

一定）

牛肉の数量

Ⅵ
（
牛
の
価
格
）

牛市場

供給関数）

(=牛への派生需要）

Xi

（牛の頭数）

出所:ZaibetandBredahl(1997)、p.379FigureI
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実施を監視する監視費用などが含まれる。Zaibetらは、企業のISO9000導入による費用削

減効果がどれだけの利得をもたらすのかを、実証的に推計しようとした。

Zaibetらのモデルでは、牛肉加工業者は、畜産農家で生産される牛を投入財として牛肉

生産に従事しているものとする。牛に対する需要は、牛肉加工部門からの派生需要である。

牛肉市場では、牛肉生産から派生する牛肉の供給関数S肋と、消費者による牛肉への需要

関数D(y)が存在することになる(図3-1)。牛の市場には、牛肉市場からの派生需要である牛

への需要関数D(xi)と牛の供給関数S(xi)が存在する｡ISO9000が導入される前の牛肉市場

の市場均衡点は図3－1のA点であり、牛市場での市場均衡点はB点である。

このとき、ISO9000規準の導入による費用節約の結果、図3-1の牛肉生産の供給関数が

S(y)からS'肋へ移転下降する。そしてそれに伴って牛生産の供給関数がS(xi)からS'(xi-

と下降移動するものとされる。さらに帥)からS'(y)による牛肉生産量の増加は、その牛肉

生産の投入要素である牛への派生需要の増加として、図3－1の牛市場におけるD(xi)から

D'(xi)への上方移動として示されている。この派生需要の伝播が、牛．牛肉の取引市場での

ISO規準の導入による誘発効果ということになり、それぞれの市場で新しい均衡点として

のパ点、B'点を生む。このようなメカニズムは牛生産と牛肉生産の2部門の静態的モデル

として示されており、ISO導入の影響が比較静学13の方法によって分析されている。

Zaibetらは、上に示した牛肉市場と牛市場の相互連関モデルを用いて、ISO9000規準の

導入に伴う経済的影響と市場参加者にとっての利得を計測している。まず経済的影響につ

いては、ISO9000規準を導入することによって牛肉生産部門の費用の低下が示されたが、

現実の市場での総費用に対する減少分を推計することができなかったことから、Zaibetら

は1％の費用の減少を仮定して､その経済的影響を次のように算出した｡すなわち､ISO9000

の認証取得によって1％の費用削減が実現されたと仮定するならば、小売り段階での牛肉の

供給が0.28％の増加、また牛肉価格が1.15％の減少、牛生産部門による投入財としての牛

生産は0.19％の増加、同じく投入財としての牛の価格は0.55％の減少、という結果をもた

らすことが示されている。この牛肉の供給増は、牛生産部門の牛の供給増から来る牛肉の

増加に対応している。結果的に、牛肉の価格が下落して、消費者余剰の増加がもたらされ

ている。

また、ISO9000の導入に伴う牛肉市場の牛肉生産量と牛の投入量、および前2者の価格

の変化によってもたらされた総余剰(totalsurplus)、消費者余剰、生産者余剰、の変化は表

3-3に示されている。この表は、牛肉の生産者がISO導入によって生じる総余剰の3分の2

以上という大きな割合を、生産者余剰として獲得することを示している。生産者余剰はま

た、牛肉生産における牛とその他の投入財（例えば労働力、光熱費など）の代替の弾力'性'4

が大きくなるにつれて、大きくなることを示している。
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表3-3ISO規準の導入に伴う消費者余剰・生産者余剰の変化

事 例1

a=0.05

ki=0.56

事例2

a=0．1

ki=0.61

事例3

(j=0.15

ki=0.66

消費者余剰

(100万)

9.18

8.09

7.2

生産者余剰

(100万足）

23．38

34.68

41.55

総余剰

100万足）

32.56

42.77

48.75

出所:ZaibetandBredahl(1997)、p.382TableII
注：｡＝代替の弾力性

ki=総費用に占める牛の投入費用の割合

以上のような分析から、ISO9000の導入は牛肉生産者により大きな導入のインセンテイ

ブを与えるものであることが示されている。これによって、同じ認証制度の範嬬に入る

HACCPもまた､消費者よりも生産者に導入に対するより大きなインセンテイブを与えるこ

とが示唆されている。また、ISOおよびHACCPは生産者と消費者のインセンテイブに働

きかける政策措置であることから、完全競争均衡を撹乱することなく食品の安全確保を達

成する政策手段であることも、本研究は示唆している。

第2節HACCP認証取得企業の聞き取り調査

1）考察の視角

今回、HACCP認証取得の企業からの聞き取りで得た標本データは､集約のために特別の

分析手法を用いることはしていない。前節の先行研究レビューから、既存の研究に表われ

たHACCP導入への事業者の反応の特徴を以下のように整理し、これを調査結果の考察の

視角としたい。

1.食品安全への投資意欲

米国でのPR/HACCP新規則の実施により、国内の食肉産業が費やした設備投資の総額は、

この規則で要求されてはいないが追加的に投入された投資も含めて､年額平均1．8億ドルで

あったと報告され、これは食肉産業の年間総投資額18億ドルの1割に相当することが判明

した。食品安全への投資額の割合として極めて大きな数字であると言える。これは、安全

な食品の提供が市場の要請であり、その分だけ価格を高くしても売れるという事業者の確

信と安全水準の向上に伴う期待利潤の高まりを示唆している。

また米国の実態報告では、特に、市場競争の織烈さから食品安全への投資を迫られてき

たと言える3つの企業タイプを挙げていた。それらは、(1)取引先が要請する安全基準を契

約書に明記されている企業(2)相手国で安全審査を受ける輸出企業(3)自社ブランドをも

つ企業、である。こうした企業はこれまでに食品安全への多くの投資を行なって安全‘性を
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高めてきたと見られ、PR/HACCP新規則への順守のために費した費用はむしろ低額である

傾向が見られたと報告されていた。

一方、英国の酪農加工業の事例においては、事業者によるHACCP採用の動機が内的・

外的誘因、あるいは公的・私的誘因、として互いに組み合わされていることが分析結果と

して表われた。中でも、HACCPの義務付けという法的な誘因は、多くの誘因の中のひとつ

でしかなく、従って事業者のHACCP採用の動機を政府の法的規制のみに帰することはで

きないという見解が述べられている。結論として、HACCP採用には市場の要請に基づくさ

まざまな動機と政府規制の複合体としてのインセンテイブが働いていたことが知見として

示された。

2．多様な安全対策への投資

米国の食肉産業事業者の実態調査では、PR/HACCP新規則の安全基準を達成するための

対応策について、企業規模による違いが見られたことが報告されていた。すなわち、大企

業では新しい生産設備や検査技術への設備投資が多く行なわれたのに対し、中小企業では、

既存の生産工程の部分的修正や洗浄回数を増やすなどの解決策が選択されたという傾向が

結果に表われた。これは事業者が自社の力量に合わせて安全‘性向上策の手段を自由に選ぶ

ことができるという、HACCP手法の特徴をよく示している。

また費用の投入は設備投資などのハード面に加えて、安全確保のための人的投資として

人員の確保や従業員教育があり、またマニュアル作成、HACCPプラン作成、作業の記録採

取と文書保存などの管理費用や、その他の付加的な資本支出が発生していた。

2）企業調査の実施概要

1.調査対象

聞き取りを行なう企業の選択については、消費者アンケート調査にほぼ対応させる形で

中国地方の島根県、広島県、山口県を対象地域としたが、一部、兵庫県も含まれている'5°

現在、国内では厚労省のHACCP認証制度のほか複数の制度が存在するため、異なる認証

主体からの取得企業をバランスを取りながら選択するよう留意した。今回、最終的に調査

対象としたのは、乳業2、水産加工6､弁当・総菜製造2，菓子製造2、漬物製造1、製麺1、

食肉処理1，鶏卵選別包装1、の計16社であった。調査企業の基礎データ表(表3-4)に示し

た通り、創業が明治、大正、昭和初期に遡るような古い企業と比較的新しい企業とが混在

している。従業員数や資本金の額から判断して多くは中小企業であるが16、従業員数が300

を超える企業が3社、資本金が3億円を超える事業所も2社､含まれている。ただし後者2

社の場合は、第三セクターや生産者の協同組合による企業で、個人企業ではない。

聞き取り調査は基本的には直接の面談形式で行なったが、面談が無理である場合にはメ

ールやF注Xを通じて質問リストに文章で回答してもらう形式を取った。電話のみによる聞

き取りが1件あった。聞き取り調査に応じてくれた人物は、①会社の社長、部長クラスの

管理職者、②品質管理室の責任者、③工場長、④営業担当、など一様ではなかったため、
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多少の違いが出たことは否めない。聞き取り調査

事業者から聞き取った回答の記録は巻末資料とし

職務によって発言内容の力点の置き方に多少の違いが出たことは否めない。

は2012年春から年末にかけて行なった。事業者から聞き取った回答の記録’

て一括、収めた。

2．調査票

各事業所で尋ねた質問の共通リストは以下の通りである。

○創業年

○会社設立年

○資本金

○年商（回答は自由）

○従業員数

○取得した認証の種類と取得年

①認証取得の動機・目的

②（複数の選択肢がある中で)この認証制度を選んだ理由

③認証取得のために費やした準備期間の長さ、および最も苦労した点

④認証取得のための支出費用

⑤認証取得にあたり外部から得た支援の種類

⑥認証取得による最大のメリットは何か

⑦認証を取得したことで社内・社外に起きた変化

⑧自社の衛生管理への努力をどのように消費者に発信しているのか

⑨今後の課題
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第3節企業調査の結果と考察

今回、標本データを収集した16社は業種別では、乳業、水産加工、弁当・総菜製造、菓

子製造、漬物製造、製麺、食肉処理、鶏卵選別包装、である。対象企業が属する業界の特

徴および求められる安全‘性の特質やレベルを勘案しつつ、1)HACCP認証取得を目指した

動機2）費用の投入3）認証のメリット、の3点に焦点を当てて、以下、考察する。

1）認証取得の動機

事業者らはHACCP導入にあたり、安全'性の高い商品に対して消費者が高い価格を払っ

てくれることや、シェア拡大に対する期待を高めて投資行動をとり、安全’性を生産する新

しい製造工程を構築する。HACCP認証の取得がこのような期待利潤の増大と結びついて

いると捉えるとき、認証取得の動機として挙げられた回答内容は、1.生産者の要請、2.消

費者の要請、3.市場の要請、の3つに分類することができる。

1．生産者の要請（事業者自身の必要性）

i.安全基準の明確化

食品衛生法では特定の加工品について製造基準の規定がある。あるいは必要に応じて発

令された厚労省の衛生管理の指針やガイドラインがある。それらの文章は、「清潔な調理

器具を用いなければならない」とか「衛生的な場所で行なわなければならない｣、「冷たい

衛生的な水で十分に換水しながら行なう」など、主観的な解釈の余地を大きく残す表現が

多く使われている。このことが端的に示すように、わが国の衛生管理では、何が清潔で何

が衛生的か、冷たい水の温度の範囲とは何度か、十分とはどの程度か、などの科学的定義

をはっきりさせないまま多くの「基準」が示されてきた。ある事業者の指摘を借りるなら

ば、日本人は昔から魚の鮮度を鋭く見極める目利きの技を磨いてきたことや、塩蔵による

高い保存技術なども持っていた故に、そもそも衛生基準や加工のルールを設定してそれを

順守するというやり方とは縁のない、まさに「経験と勘の世界」が食品製造を支配してき

たと言えよう。ましてや製造過程の記録を取るというような作業は必要とされなかった。

しかし安全な食品とは一体何かを考える事業者らは、科学的で客観的な安全’性の根拠を

HACCP手法の導入に求めたことが調査結果に表れている。そして結果として、自社製品

の安全′性に自信を持つことができたと報告している（｢メリット」の項で後述)。事業者ら

の話には、例えば、惣菜の煮物は85℃で1分の加熱をした直後に24℃以下に冷却すると

いう明確な基準が出てくるし、魚肉ねり製品の加工では85℃に達した中心温度を確認の

後、10℃以下への冷却が重要管理点となっていて、これらの温度管理はすべて記録に残さ

れる。また鶏卵の洗卵作業場では、次亜鉛酸ナトリウムの濃度は150ppm以上が保たれ

ていることを1時間ごとに確認するという、作業員の説明があった。濃度不足が発見され

た場合には、正しい濃度が確認された1時間前からの製造分すべての殺菌工程をやり直す

か、もしくはそれらの卵を加熱加工用として区別するなどの処理をするという。すべての

管理基準が数値で表されるわけではないが、安全の概念が数値化によって以前よりもずっ

と明確になったことは明らかであろう。

以下、事業者の言葉を抜粋、引用する。
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● ●

11.

･顧客への一番のサービスは安全と安心を提供すること。では、何を根拠として｢安全」

というのかと自問した。その基準を認証取得に求めた。(C社・菓子製造）

･消費者の食品安全に対する意識の高まりを受けて、製造者はこれまで通りで良いのか

を考えた。より高い安全‘性を確保するために認証を取った。p社・水産加工）

･県の衛生管理制度の開始に刺激された。それまで独自に行なっていた衛生管理は不十

分であることを認識し、レベルアップを目指した。B社・鶏卵選別包装）

･食品製造という職人の世界では往々にして品質のばらつきが見られるが、高品質の商

品を安定して供給し続けるために｢決まり事｣を文書化して残しておきたい。(N社・水

産加工）

･消費者は食品の製造､調理､販売、とあらゆる段階で衛生管理を求めていることから、

「勘」と「経験」の世界からの脱却を図らなければならないと思った。(Z社・乾麺製

造）

従業員の意識向上

安全管理の強化のためには、現場で食品製造にかかわる従業員が新しい工程管理の意義

を十分に理解するという意識改革が求められるのは当然のことであろう。

･儲証取得の過程で合わせて)従業員の育成を果たすことも期待した。(L社･水産加工）

･職員の意識改革が認証取得の目的のひとつであった。伽社・食肉処理）

iii.リスク管理対策

HACCPの一義的な価値をリスク管理対策に置く専門家は多い。本研究ではあくまでも、

科学的な危害分析に基づいた経済効率‘性のある衛生管理手法としての価値を一義的に捉え

ているが、生産者にとって、リスク管理対策としての側面の重要‘性は当然であろう。

｡仮に問題が発生したときに､管理記録に基いて自社の責任範囲を明確に論証したい。

企業が自らの身を守るため。(M社・食肉処理）

･食中毒などの問題が起こってからの後始末にかかるであろう費用一物理的費用の

みならず､事業上の打撃一のことを考えるならば安い(投資だ)と思わざると得ない。

E社・乳業）

65



2．消費者の要請

近年､発覚した食品表示の偽装事件の数々は消費者の信頼を裏切ったとして大きな批判

を浴びた。製造日が語る新鮮な製品というのは偽りで、実際には解凍品であったり、ある

いは売れ残り品の表示を付け変えて製造日や消費期限を改ざんしていたという老舗和菓

子屋。また食材の産地偽装を行なったり、客が食べ残した食材を再利用していたという老

舗料亭。前者は無期限営業禁止の処分を受け、また後者は結局、廃業に追い込まれた'7。

こうした結末が象徴的に語っていることは、食品の安全‘性と法令順守に対する社会の関心

と要求は非常に高く、多くの事業者が時間をかけて消費者の信頼や評判を得る努力をして

いる一方で、いささかたりとも安全管理の手を抜くならば一瞬のうちに信用を失うという、

強い市場原理が働いているという事実である。この事実を強く意識し、事業者らは自社製

品の安全‘性を消費者の安心に変える方策のひとつとしてHACCP認証を選んだ。

・最終的には消費者の信用俵心)を得ることが目的だが、安心は製造者が決めることが

できない。企業が安全な製品を提供し続ける不断の努力をすることによって、消費者の

安心へとつなげたい。紅』社・水産加工）

･食品安全‘性の向上と品質管理の徹底という消費者のニーズに応えるY社･菓子製造）

・ひとつ間違えば会社が吹っ飛ぶ時代｡会社が最大の努力をしているという消費者への

証明として認証を取った。顧客に安心してもらいたい。CP社・水産加工）

･衛生的な施設で安全な食品を作っていることを顧客に伝えて安心してもらいたいとの

思いがあった。X社・弁当製造）

3．市場の要請

i.取引先からの要請

流通の川下に位置して消費者に直接食品を供給する大手企業は、守るべき自らのブラン

ド名と評判がかかっており、安全管理の失態による膨大な損失は許されないため、納入さ

れる加工品、半加工品の品質を厳しくチェックする。最も信頼‘性のある対策のひとつは、

納入元の企業が衛生管理の認証を取得して商品の品質保証を確実に行なってくれるよう要

請することであろう。中小の食品製造事業者らは取引の継続を確実にするため、それらの

要請に応えようとする。また海外取引においては、特定の国々がHACCP認定を要求して

いる｡水産加工品については､EUや米国が早くから高い水準の衛生管理の証明を要求した。

EU向けの基準はとりわけ厳しいと言われる18.さらにISOやFSSCなどの国際認証の取得

が最近、急速に進んでおり、海外展開を図る企業にとっては有用な武器となる。

･取引業者から取得を要請された。(G社・水産加工）
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･取引先からの要請があった。F社・乳業）

・取引先の某大手企業は、納入される製品が冷凍食品の認定を受けていることを条件

にしている。N社・水産加工）

・国内では大手の問屋が認証取得を要求していた。我々は業界の先頭を行きたい。(Z

社・製麺）

・対EU，対米の水産品輸出をするために、それぞれのHACCP認定を取得。(H社／

I社・水産加工）

・海外展開を広げる上で、国際認証がより多くの国で評価されると判断した。(L社・

水産加工）

ii.市場競争

政府のHACCP制度の導入と同時にいち早く認証取得が広まった乳業界においては､生

き残り競争が一段と織烈であったようだ。今回、筆者が聞き取りを行なった乳業の2社が

口をそろえて語ったのは、認証の取得により大手メーカーと同じように取引上の信用を得

て、学校給食への納入を維持しようとした必死の努力についてであった。乳業界ほどの切

迫した状況ではないかも知れないが、その他の業界においても、他社に先駆けてHACCP

認証を取り、業界の先頭に立ちたいという意欲的な事業者の発言が幾つもあった。また国

の認証、県の認証、という公的機関のお墨付きは、事業者にとって心強い後ろ盾になって

いることも明らかになった。

･認証を取得しなければ、学校給食に納入できなくなるのではないか、との危機感を

もった。(E社IF社・乳業）

・信頼できる会社としてアピールし、他社との差異化を狙った。認証取得は業界の中

で生き残るために不可欠であると判断。(F社・乳業)。

・厚労省のHACCP認証は国のお墨付き。県内には厚労省の認証(魚肉ねり製品)を持

っている企業は他にいない。G社・水産加工）

･県内にはHACCP手法を導入した企業は他にない。県内一番のお菓子屋を目指す。

(Y社・菓子製造）

･会社トップが地元業界の先駆者になりたいと意欲を燃やした(A社・総菜製造）

･地元業界のリーダーであるという自負があった。また公共機関（県）の認証である
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という意味は大きい。会社が勝手に作り上げたルールでなく県がサポートしてくれて

いる衛生管理の基準であるという事実。(D社・漬物製造）

・食品安全という食品製造業の根幹にかかわる国際認証を取得して「安心・安全」を

確立することが世界に通用する事業展開を図る上で不可欠と判断した。q』社･水産加

工）

iii・企業経営上の要請

食品業界ではすでにHACCPの用語が日常的になり、衛生管理の標準として扱う取引の

領域が部分的に存在することがうかがわれた。他方、中規模の某地方スーパーの冷凍食品

バイヤーが日本冷凍協会の認定制度や認定ラベルのことは知らないと筆者に伝えたが、こ

のようなケースも依然としてあり得るのだろう。しかし遠くない将来､HACCPやISOの

認知度がさらに増して認証の取得が当たり前になるだろうと予見する事業者らは、世界の

趨勢と軌を一にしている。

･食品業界ではHACCPは共通言語。p社・水産加工）

・一定以上の評判を持つ企業はすべて認証を取っている。儲証が)先方に安心感を与

える。やがて「取得して当たり前」の時代が来る。大手スーパーの取引条件になるの

ではないか。(N社・水産加工）

・認証取得と営業活動の利益とは直接結びつきにくい。しかし取引先が選択する場合

は選択のひとつの要因になるだろう。今後はISOの取得が一般的になって認証数も

増えてくると思う。伽社・食肉処理）

2）費用の投入

1.設備投資

認証取得にあたって投入した設備投資の費用は、工場新築価社、I社、X社)、数千万円

から数百万円の施設改造(C社、H社、I社)、あるいは数十万円かけた倉庫の二重ドアの設

置(A社)まで、まちまちであり、一方、施設費は全く費やしていないとする企業も少なくな

かった。施設への投資は無かった、あるいは殆んど無かったとする場合の理由は主として

ふたつ考えられる。まず、施設を改造したり最新の機械を導入することは、できれば良い

が、費用がかかるため、代替手段として手間はかかるが別の方法が工夫されていた。例え

ばB社では、次亜塩素酸ナトリウムを使っての洗卵作業の工程で、正しい塩素濃度を維持

する機械を購入するのは高価であったことから、濃度のチェックを「手動」で行なう安価

なパックテストを利用することに決めた。1時間ごとのチェックは多少手間がかかるが、目

的はこれで十分達せられる。それにB社では、このような手作業がかえって従業員のマン

ネリを防ぐ役目を果たしていると前向きに捉えていた。こうした対応の多様’性は、先に考
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察の視角として筆者が注目したように、求められる安全度を達成するために大企業が設備

投資に資金を投入するのに対して、中小企業の場合は既存設備の微調整や手作業による衛

生管理の強化で応じる傾向が見られたという米国の報告内容を想起させる。ただし筆者の

標本データでは、工場新築や施設改造を行なった企業は必ずしも大企業とは限らなかった。

設備投資などの新しい費用投入が必要とされなかったもうひとつの理由として考えられ

るのは、これも米国の報告事例で挙げられていたように、企業がそれまでに様々な取組み

と資金の投入を積み重ねてきた経歴があり、新しい衛生管理の導入のために新たな資金の

投入は殆んど必要でなかったという場合である。例えばD社は、広島県の認証を取得する

前からすでにJAS認証やISO14001を取得するなどして製品の品質向上や環境保全の企業

活動を行なってきていたことから、新しい衛生管理の認証はそれまでの活動の延長上にあ

ったという。それで認証取得のための出費は申請料の12万円だけであった。あるいはP社

の場合も、すでにISO14001の認証を取って企業努力を継続してきた事業者であった。ハ

ード面の準備は難しくなかったと言い、作業場の仕切りや動線の改造を部分的に行なった

費用が0ではなかったが大規模な投資はしていない、と報告した。さらに、施設改善は行

なわず、現行の施設・作業体系の中でISO22000の取得を実現したM社も、10年ぐらい前

に外部機関の指導を受けてHACCP手法を学んでいたという積み重ねのある事業所であっ

た。従って、新たな投資が殆んど無かったとしても、これらの企業はそれまでにさまざま

な形で事業の質と製品の向上のために資金を投入してきたのだと言える。

2．人的投資および管理費用

ハード面への直接投資とは別に、事業者らが認証取得の準備期間に費やした多くの時間

や動員した労力、また取得後にその衛生管理を継続させるための人的費用や管理費用の投

入も決して小さくはなかった。すなわち、新マニュアルの作成、従来の規貝Iとの統合．整

理、従業員教育・研修、定例の社内会議(HACCP委員会)、マニュアル更新など、高い安全

‘性の確保と維持・向上に対する継続的な手間と労力をかけるということ自体、多大な費用

の投入である。

・従来の管理法が不十分であることを認識した上で、衛生管理と現場作業のマニュア

ルを徹底的に見直し、手洗いの頻度、温度管理の頻度、などを設定した新マニュアル

の草案を現場に持ち込んで、本当に手順通りにできるのかを何度もテストした。とき

には保健所の担当者とけんか腰にもなった。(B社・鶏卵選別包装）

･通常の業務をやりながらの(マニュアル作りの)作業が大変だった。(A社・総菜）

｡(記録を取りながら作業を確実に行なうには)労力も手間もかかる。(A社・総菜）

･認証取得後は（作業工程の安全‘性や商品の品質について)それを裏付ける作業の記録

取りに多くの労力を費やしている。伽社・食肉処理）

69



．一旦、取得した認証を維持するというのも大変な仕事。(G社・水産加工）

｡決められたことを守り続けることが今後の課題。z社・乾麺）

。最も苦労したのは、新しく決めたルールやチェック表を従業員に守り続けてもらう

ことだった｡身についていたこれまでのやり方を変えるのには時間がかかる｡HACCP

認証は取得したものの､改善に必要な部分は多くある。向上することに終わりはない。

更なるレベルアップを目指す。Y社・菓子製造）

･認証取得にあたっては､従来培ってきた工場での品質管理や管理ルールをISO22000

の規格要求事項に従って大幅に改め、分類化した詳細な記録文書として残すというシ

ステムへの移行、またそれを全従業員に理解させ浸透させる作業があり、これらが最

も困難だった。取得から4年経過した現在もまだ途上にあると言える。今後の課題は

「自社カスタマイズ」で、従来使用していた記録類との重複や従業員が理解しにくい

むずかしい文言などを見直して、現場負担を減らしたい。安全,性．品質．経済,性をよ

り高めることができると期待している。(L社・水産加工）

3.利潤への期待

ただしこれらの人的投資や管理費用、その他の運営費の支出を具体的な金額で算出し、

認証取得の費用対効果を計算するのは非常にむずかしく、算盤づくではいかないと多くの

事業者が認識していた。E社のように「投資効果はこれまでに十分あった」と明言できる企

業もあったが、これは例外的で、殆んどの事業者の見解は、経済的には直ちに見返りが無

いとしても、市場における信用の確立によって得られる取引の増大によって長期的な利益

の拡大を期待しているというのが実情であるように見える。

.(認定を取るのは)人手やコストがかかるが、それは顧客の信頼を得るための投資で

あると考えている。コストをかけずにやる方法も部分的にはあるだろうが、中途半端

にやるのか本気でやるのか、事業者の意思が問われている。(H社・水産加工）

・出費に見合うメリットがあるかどうかは難しい判断だが、社内で衛生観念の認識が

確立され、顧客への責任が全うできたあかつきに売上げ上昇となれば、諸経費の償却

が可能であろう。結果が出るのはもう少し先になるであろうが、目指した目的は達せ

られつつあると感じている。(C社・菓子製造）

・認証取得によって衛生管理がより厳しくなり、それなりの経費は出ていく。従業員

用手袋の交換頻度も増えた。しかし、こうした経費は保険と同じで会社が生き残るた

めの必要経費。また新しい記録取りの作業は、パート社員の労力が増え人件費の上昇

につながることはわかっていた。しかし商品の安全のため、事故の確率を確実に下げ

るために必要な作業である。(A社・総菜製造）
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．（認証取得の効果は）すぐに売上げには反映しない。長期的な見通しで判断する。

①社・漬物製造）

・コストの回収については具体的な数値としては出ていないが、ここまでやってきた

ことが無駄にならないように今後も進めたい。信頼される企業としての活動が取引先

のためでもあるし、ひいては自分たちにも還元されると信じている。伽社・食肉処

理）

、投資は経営者が初期投資と運用コストを天秤にかけて決めることで、「HACCPは

金がかかる」のではなく、上手にお金をかければ、それ以上に見返りがある。虹社・

水産加工）

3）認証のメリット

認証取得にこぎつけるまでの種々の苦労や、一旦取得した認証を維持する労力にも関わ

らず、事業者らはHACCP認証取得のメリットを幾つも列挙した。まず、認証企業に対し

て向けられる信頼感と評価に確かな手ごたえを感じとっていた内容としては、「安全′性を科

学的に検証できるようになったことから自信を持って商品を販売できるようになった」「新

規の顧客との取引で自社を信頼してもらえた」「福祉施設、病院などとの取引では有利」な

どの発言が代表的である。

また社内においても、従業員が「言われたからやる」の消極的な作業者ではなく、ひと

つひとつの作業の意味を考え、理解して取組む能動的な作業者に変化しつつある様子がう

かがえた。そしてそれが営業力となり、また現場の効率を上げ、製造現場の改善につなが

り、クレームの減少へとつながっていると言える。

1． 自社製品への自信と取引上の優位

・自社製品の安全‘性を科学的に数字で管理することを学び、自信を持って製品を出荷

することができるようになった。長年の経験と知恵を数値化することで安全‘性を確認

し、勘に頼らない安全管理ができることは経営者としての大きな安心感につながる。

OB社・乳業）

．「衛生」とか「清掃」なども以前から気をつけてはいたが、（認証内容は)その意義づ

けと徹底のレベルが違っていた。工場が365日稼働するなか、自分が夜ぐっすり眠れ

る理由はこのマニュアルのお陰。マニュアルを忠実に実行することで食品事故を起こ

さない根拠がある。食品が傷むはずがない。・・・・製造者の安心は金では買えない

もの。食品事故を起こしたら会社がなくなる。(A社・総菜製造）

･各工程ごとの管理モニタリングが正しく行われていれば、抜き取り検査をしなくて

も最終製品の安全‘性が信頼できるようになった。(z社・製麺）
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● ●

11.

・県が認めた衛生管理法という強い武器を得て、新規の顧客に対して自信を持って話

ができるようになった。福祉施設や病院、企業食堂などについては認証に興味をもた

れることが多く、取得していることは有利である。B社・鶏卵選別包装）

･親企業が会社の存在を見直して本気で商品を売り込んでくれるようになり、収益増

につながった。(A社・総菜製造）

・取引先から「品質管理、衛生管理に前向きの会社」という認識をもってもらえる。

評判は良い。(D社・漬物製造）

・新規に取引を始めた某デパートとの商談にあたっては、認証を取得していることを

相手側に評価してもらい、話が有利に進んだ。(C社・菓子製造）

･大手メーカーと同じように信頼のおける企業であるという取引上の信用を得た。商

品の取扱い量が大幅に増加した。HACCP認証取得という投資効果はこれまでに十分

にあった。(B社・乳業）

･新規販売先への商談がスムーズになった。販売先に安心して選択してもらう証明と

なる。(L社・水産加工）

・HACCP導入に対して納入業者などから「すごいですね」のほめ言葉をもらう。(Y

社・菓子製造）

・対外的には、HACCPという「共通語」を得て意思疎通がスムーズになった。監査

に来訪する取引事業者からは「HACCPを取っているのですね」の声がかかるように

なった｡(食品業界では)HACCPを取るのは当たり前になっている。(P社･水産加工）

・ISO22000の取得による業務上の有利さは表面では感じないが、見えないところで

はやはり(取引相手を)区別をしているだろう。すでに多くの企業が取っている。取得

したのは間違いなく良かった。ISOやHACCP認証はいずれ業界の「当たり前」にな

ると見ている。(N社・水産加工）

従業員の意識向上

･以前はむしろ「やらされていた」かも知れない一般従業員も、今は自分で考えるよ

うになったという変化が起きた。OE社・乳業）

･従業員の意識が変化して、結局は自分たちのためにやっているのだということがわ
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かってきた。値社・水産加工）

・従業員の衛生・安全に対する認識が強くなり、営業員が得意先に強い商品をアピー

ルできるようになった。z社・製麺）

その他、同様の報告がA社(総菜)、B社(鶏卵選別包装)、F社(乳業)、L社(水産加

工)、P社(水産加工)などから寄せられた。

iii・効率向上と作業場の改善

･製造過程の技術が向上し無駄な動きがなくなって効率が上がった。(F社・乳業）

･社内においては基準に対応する具体的な作業が明確になった。①社・漬物製造）

･複数の認証を取得することで外部監査の機会が増え、工場内の継続的改善につなが

っている。q社・水産加工）

iv.クレームの減少

・商品への髪の毛の混入も、100％排除することはできないが、その頻度はHACCP

導入の前と後では非常に違う。(H社・水産加工）

･HACCP導入で腐敗・変敗・カビなどの微生物由来のクレーム数を大きく減らすの

に効果があった。a社・水産加工）

その他、同様の報告がA社(総菜)、B社(鶏卵選別包装、N社(水産加工)、P社(水産

加工)などから寄せられた。

vも海外展開

4）

・ISO22000のシステムが海外工場での安全マネージメント構築を容易にしてくれて

いる。伍社・水産加工）

その他一消費者についての言及

よそ10年前に行なわれた市場調査研究によれば、およそ10年前に行なわれた市場調査研究によれば、厚労省のHACCP認証を取得した

牛乳はその多くが認証ラベルを添付して店頭に並んでいたという'9．ところが今では、

HACCP認証に対する消費者の認知度の低さの故か、大手メーカーが認証ラベルを表示し

ない傾向さえ見られる。しかし今回の聞き取り調査において明らかになったように、食品

製造者らは高い安全‘性を要求する消費者の声を市場の要請と捉え、自社製品の安全'性の確
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保・向上の努力を消費者の安心につなげたいという意欲とともに行動している。HACCP

認証の意義が流通の領域にとどまらず、消費者への経済合理的なI情報開示として真に機能

するためには、HACCP認証への認知度を高めることがメーカー側と消費者との双方に課

せられた今後の課題であろう。この問題に関して事業者から出されたコメントを参考とし

て以下に記しておきたい。

.（認証）マークをもっと認知してもらいたい。(E社・乳業）

。（県の）認証は安全・安心を顧客に伝える手段としてメリットがある。もっとも、安全にはコ

ストがかかっていることを直ちに価格に転嫁しようとしても消費者の理解がなかなか得られな

い点は難しい。(D社・漬物製造）

・ISO22000に取り組んでいる企業のメッセージは直接、消費者にではなく、小売り事業者に向

けたものになっている。消費者の購買行動に関わる仕組みができれば、製造者にとって魅力的。

L社・水産加工）

・会社は衛生管理に多大な企業努力を払っているが、これが消費者に十分に伝わっているのか、

との思いがある。X社・弁当製造）

5）小括

HACCP認証を取得した16社（乳業2，水産加工6，弁当・総菜2、菓子製造2、食肉処

理1、製麺1、漬物製造1，鶏卵選別包装1）の聞き取り調査から、特徴的であった諸点は

以下のようにまとめることができる。

i.認証取得の動機

事業者によるHACCP導入の動機の中で､①生産者の要請(事業者自身の必要’性)である要

素としては、安全基準の明確化、従業員の意識向上、リスク管理対策、の3点があり、ま

た､②消費者の要請としては､企業への信頼に基づく安心を求める消費者ニーズがあった。

③市場の要請としては、取引先からの要請、市場競争、企業経営上の必要‘性、の3点に要

約できた。この中で①に属する3要素は、冒頭の先行研究で見たHensonandHolt(2000)

を考察の視角とすれば、企業の内的要因と呼ぶことができるであろう。ただし、これらの

動機はいずれも、Hensonらが示唆したように、根底には消費者や市場の要請が存在してい

るという意味で外部からの誘因でもあり、両者を厳密に分離して個別の影響力を区別する

ことは難しい。なおHensonらの報告でもそうであったように、欧米での品質・衛生管理

のシステム導入の内的動機として「(業務の)効率向上」への期待が強く表明されるが20、筆

者の聞き取り調査では殆んど聞かれない表現であったことを付け加えておく。

一方、②消費者と③市場からの要請は、明らかに外的要因として分類できる。この内、

市場の要請として認められた項目の中で、取引先からの要請(大手の取引業者から取得を要請された
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/製品輸出を含む事業の海外展開に必要)、市場競争(国のお墨付きによる差別化を図る／業界内で認証取得が進む

中、生き抜くには必要だった)、については、本章の冒頭で紹介した米国政府の実態報告書が、厳

しい市場競争の中にあったと特徴づけた3つの企業タイプと重なる部分がある。米国の事

例では、(1)取引先からの要求がある（契約書への食品安全の条件明記)、(2)輸出先の検査基

準を満たす、(3)自社ブランド品を持つ、の3点が挙げられていた。「取引先からの要求」と

「製品輸出・海外展開」は、日米両国でその内容に共通点がある。「自社ブランド品」につ

いては、筆者の標本では特に調査項目として含めなかったため、確かなデータがない。し

かし海外や国内でのブランド化に成功しているH社､I社､L社などの事例は言うに及ばず、

その他の企業も、多くの場合、地域の流通圏内において知名度のある商品名・社名を持っ

ている。そして、それぞれの地元で「業界のリーダーでいたい」「県内で（同様の）認証を

取っている企業は他にない」など、差別化を図りながら先頭に立とうとするこれらの事業

者の意欲の表明は、自社ブランド品を守り強化することを目指す企業の立ち位置と共通し

ている。

なお収集データを業種別に見るならば、乳業や水産加工などの、特に衛生管理面で早く

から規制策が実施された分野では要求される安全水準について市場競争の厳しさが回答者

の表現に表われており、安全'性の確保と向上策に対する事業者の意気込みが窺われた。ま

た食中毒の件数が多く指摘される弁当・総菜の分野では、扱う食材の多さ、調理法の多様

‘性、手作業の多さ、などから科学的な衛生管理が進みにくいと思われてきたが、それでも

安全への社会的ニーズに応えて事業者らの意識が高まっている状況が見てとれた。さらに

昔から食品の危害は比較的少ないと思われてきた菓子や乾麺、漬物製造の分野においても

「経験と勘の世界」から脱却して客観的、科学的な安全‘性への追求が始まっている実態を

確認することができた。

ii.費用の投入

事業者らは食品安全に対する需要を市場の要求と受けとめ､科学的に検証可能なHACCP

管理法を採用するために必要な投資を行ない、また多くの手間と労力の投入を行なって認

証を取得したことが明らかになった。企業の力量や必要'性に応じて投資の力点こそ違え、

費用投入の結果として自社製品の安全‘性に確信を持ち、その確信を武器として市場での取

引を広げようとしている。事業者が安全度を上げるために費やした費用は、商品の価格上

昇という形で直ちには返ってきておらず大部分は期待利潤として働いているが、事業者ら

の経済的インセンテイブは短期の見返りが得られなくとも将来の収穫を見据えている。そ

れは生産者自身の商品の安全‘性に対する確信や対外的な評判・信用の確立というような直

接には測定できない形から、やがて取引先の増加、売り上げの増加、市場シェアの拡大、

などの目に見える便益として返ってくることに対する期待である。

世．認証のメリット

HACCP認証の取得が自社製品の安全‘性の確立を助け、製品への自信となり、取引上の有

利さにつながったという具体的な証言は非常に多く得られた。国際認証を取得した企業は

75



標準化されたシステムが海外展開で役立っていると認識している。また認証取得の動機と

しては必ずしも大きく働いていなかったと見られる「従業員の意識向上」が、取得後のメ

リットとして多く報告された。生産現場が変化するのであるから、作業を直接担う作業者

が大きな影響を受けないはずはなく、また実際､従業員こそがシステムを操る動力である。

さらに、動機としては全く事業者の口からは聞かれなかった「製造現場の効率向上」や「作

業(淵の継続的改善」も、わずかではあるがメリットとして報告され、またクレームの大幅

な減少というHACCP導入効果は大きかったようである。

6）結論

以上、限られた標本データではあったが、事業者らが市場の要請に応えて食品安全'性を

高めるためにHACCP導入を決め、施設・設備への投資や手間・労力という人的費用の投

入を行ない、新しい生産工程を構築したことへの一定のメリットを感じている状況が判明

した。HACCP認証制度に対する事業者の利潤動機（価格上昇やシェア拡大への期待）は多

くの場合、期待利潤として働いているとは言え、この先、享受するであろう見返りへの期

待は大きく、事業者らはHACCP導入の決断を肯定的に捉えている。この調査結果は、完

壁な形とは言えないが、事業者らが新しい生産工程を稼働させるための費用を支出しなが

ら、安全‘性を供給している状況が想定でき、食品安全'性に対する事業者の費用関数の存在

を類推させる。これは、前章で想定した消費者の需要関数とともに、HACCP認証制度を市

場で効率よく機能させる市場均衡を示唆するものである。

7）本調査の限界

本調査は直接､当事者から話を聞き取ることを主眼に置いたため､16の事例はそれ自体、

有益な調査ではあったが、聞き取りに応じてくれた当事者の役職は一様ではなく、職務に

よって回答の観点が多少異なったことは弱点として残る。さらに投入費用の額に関して、

「たいした額ではなかった」「施設の改造などは行なっていない」などの回答に対しては、

それ以上の回答を引き出しにくかったことや、またHACCP導入後の運用費用については

企業側もきちんと分離していないように見受けられたことから、手間や労力が多くかかっ

ていることは良く理解できたが、具体的な数字の収集はできずに終わった21。

iAntle(l995)、p.40。

2発令された新規則には3つの要件が含まれている。①衛生標準作業手順書(SSOP、StandardSanitation

OperatingProcedures)の作成と実施②腸管出血性大腸菌(E.coli)とサルモネラ菌が規定通りに制御できて

いることを検査、確認③7原則に従ってHACCPプランを作成し、重要管理点(CCP)での監視を徹底。重

要管理点で観察される安全度が規定から外れた場合は、直ちに修正(ERS/USDA(2004)、p.2)。

3「食肉産業」の用語については第1章(注27)を参照。
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4PR旧ACCPの新規則は3年がかりで実施が図られ、大企業（従業員数500名以上）は1998年1月末ま

でに、中小企業（従業員数10-499名）は1999年の1月末までに、零細企業（従業員数10名未満、ある

いは年商250万ドル未満)は2000年1月末までに順守することが求められた(ERS/USDA(2004)、p.2)。

5ただしこれらの数字は牛肉1ポンド当たりの平均価格から割り出した数字であり、各事業所で実際に発

生した平均費用の上昇分ではない。

6HensonandHolt2000、p.418の脚注1．ただし、この時点では、問題が生じたとき以外は、HACCP

方式の管理法をきちんと導入していることを証明する法的義務はない。

7第2章(注14)を参照。

8プライベート・ブランドera)は、メーカー発売のナショナル・ブランド(巡旧)の対義語で、流通業者(小売

店、卸売り業者)が企画し、独自のブランド(商標)で販売する商品。中小規模のメーカーに製造を委託する

場合が多く見られる。日本語では「自主企画商品」「ストアブランド」と呼ばれることもある。

9原語はgainsoゲーム理論で使われる用語で、プレーヤーの「取り分」の意。

'oここでは資本設備や労働は一定とし、原材料(牛)の投入要素のみが変化すると想定するモデル。

11とりわけ､食品安全に特化したISO22000規格が2005年に発行される以前は､食品産業によるISO9000

の採用が安全‘性確保に対する企業努力を証明するのに貢献していたと言える。

12財・サービスの取引行動に伴い、取引参加者が負担しなければならない費用。具体的には‘情報収集、契

約の実行の確認、危険負担などに伴う費用が考えられる。

13需要関数と供給関数が均衡点で均衡している市場において、与件とする外的条件に変化が生じて均衡点

が移動する、その変化を比較・検証する研究を言う。本事例では、与件の変化は企業によるISO9000規準

の導入を指している。

14生産要素の価格が変化したときに、それぞれの生産要素の投入量が変化する、その変化率。変化率が高

ければ弾力‘性が大きく、変化率が低ければ弾力‘性が小さい。例えば必需品は、所得に関係なく需要がある

ので、需要の所得弾力‘性は小さい。賛沢品は需要の所得弾力‘性が大きい。

152011年6月18-19日に京都大学で開催された日本フードシステム学会の年次大会で、「地方自治体にお

ける食品安全行政の進展一研究への要望一」の報告をした兵庫県食肉衛生検査センターの川久通隆氏との

出会いがきっかけとなり、その後、兵庫県の自治体HACCP制度を視察する機会に恵まれた。兵庫県は自

治体HACCPを2002年に立ち上げた先進県のひとつで（本稿第1章4節2)項、および巻末資料（別添）

⑤を参照)、中国地方ではないのだが、研究の中に盛り込んだ。

16中小企業基本法の定義によれば、製造業の場合、中小企業とは「資本金額または出資総額が3億円以下

の会社あるいは常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人｣である。筆者が調査した16社の

標本中、11社がこの範嬬に属している。従業員数300を超える3企業はI社､L社､Y社がこれに該当し、
資本金3億円を超える2企業はF社とM社である（表3．4参照)。

また政府統計によれば、食料品製造業の中で従業員数10－299人の中小企業数が占める割合の全国平均

は約56％で（4－10人未満は約42.5％)、中国5県においても、その割合は全国平均とほぼ同じである（経
済産業省平成24年経済センサス活動調査結果製造業市区町村編)。

17つい最近も(2013年秋)、レストランなどのメニューの誤表示が次々と明らかになる中、当初はうっかり

ミスであると弁解していた大手ホテルグループが社会の厳しい批判を受けて社長の退陣を決定した。
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18現在わが国では､対EUの水産品輸出については29施設(2013.10.7現在)が厚労省から認定を受けてお

り、対米については76施設(2013.9.13現在)が認定されている。また厚労省の認定とは別に、（一社)大日

本水産会のHACCP認定は米国FDAの基準に合致しているとして水産加工品の対米輸出の有効‘性をもつ。

これを加算すれば事業所数はさらに多い。

19細野(2003)。

20品質保証システムの採用が活発に行なわれた英国においては、食品産業でもISO9000の取得が進んだ

事実に基づき、品質の不確実‘性からくる保証システムの必要‘性と認証取得に対する事業者の動機の高さに

焦点を当てた報告としてHolleranほか(1999)がある。この研究においても、ISO認証を取得した事業者の

動機として、「業務の効率向上」が内的要因の強い要素のひとつであったと述べている。

21厚労省が6年前に行なった委託調査では(有効回答数1031)、HACCP手法を導入（または導入を検討）

している企業を対象として、導入コスト（または導入に要すると考えられるコスト）および年間運用コス

ト（または運用に要すると考えられるコスト）について紙上アンケートで質問をしている。その結果は、

(a)導入コストでは､「300万円～1,000万円未満｣が28.1%,r1,000万円～5,000万円未満｣が20.8%,ri00

万円～300万円未満｣が16.8％であった｡またb)年間運用コストでは､｢100万円～300万円未満｣が24.8%、

「300万円～1,000万円未満」が24.4％、「50万円未満」が23.3％であった。これらの数字はそれなりに

興味深いが、導入を単に検討している企業の推測値も一緒に含めたものであるため、実際に投入された金

額ではない。また導入済みの企業に対して導入効果を試算する質問はなかった。（(株）三菱総研報告書II

国内編)2009.3、p,27)
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第4章HACCP認証制度による食品安全市場の生成

本章の目的は、本研究の結論として、第1章で論じたHACCP認証制度の理論的枠組み

に沿って第2章・3章の実証研究の結果を統合し、HACCP認証ラベルを組み込んだ食品安

全市場がわが国に存在すると類推される、その市場を描写することである。そしてHACCP

認証制度の政策的意義を確認する。また未だ研究途上にあるHACCPの費用・便益の分析

事例、およびHACCP義務化政策の下での市場メカニズムの働きについて欧米の状況を紹

介する。最後にわが国のHACCP認証制度の今後を展望する。

第1節HACCP認証ラベルを組み込んだ食品安全市場

Antle(1995)は食品の安全属‘性の市場を理論的に構築し、そのメカニズムを明示して食品

安全政策の有効‘性を論じた。Antleは特に、食品の安全情報の保有形態に応じて3つの市場

均衡が存在することを示しており(表1-1)、これは本研究の理論的枠組みとなっているもの

である（第1章)。その第一の市場均衡は、売り手も買い手も、事前鯖入前)・事後購入後）

の双方で安全情報を保有している場合の完全市場(完全競争)の均衡である。第二は、売り手

は事前・事後ともに安全情報を保有するが、買い手は事前の安全情報を保有せず、事後に

のみ安全‘情報を保有するという非対称・不完全情報の市場均衡である。第三は、売り手も

買い手も双方ともに事前･事後の安全情報を保有していない対称･不完全情報均衡である。

ここで筆者は、新しい'情報開示型政策としてのHACCP認証制度が第二の非対称・不完全

情報均衡を完全‘情報均衡へと移行させて、買い手側の情報の不完全‘性を解消する役割を果

たし、最適な資源配分の下に効率的な市場均衡が実現することを指摘した。そして事業者

が利潤動機に基づき費用を投入してHACCP認証を取得し、その認証ラベルを媒体として

食品安全‘性が市場メカニズムに組み込まれる(内部化される)という、この認証制度の政策的

意義を明らかにした。

一方、現実の食品市場は、食品の種々の属‘性を統合した個別商品の取引市場として存在

しており、これは個別食品の価格に対応した食品への需要と供給が均衡する市場である。

そこでは消費者の効用最大化行動の結果として、個別食品に対する需要関数が存在し、生

産者も個別食品を供給する形で供給関数が成立している。しかし個別食品に対する需要に

対応して、その食品の中に統合されている安全属'性やその他の属‘性に対する需要関数が整

合的に存在すると考え得ることは、第2章でLancaster需要モデルとして示した通りであ

る。このモデルによって、個別食品に対する消費者需要の主体均衡と双対的'に、食品の属

‘性に関する消費者需要の主体均衡が存在し、食品の属性の市場が個別食品の市場の裏側に

存在することが理論的に示された。

第2章の実証研究では、島根県と広島県の標本データを用いて、消費者の食品安全に関

する意識を分析し、需要関数の析出を試みた。そこから、まず、消費者は食品の安全‘性と

いう属'性をその他の品質要素と同様に認識しており、その識別の手がかりとして生産‘情報

に最も注目することが明らかになった。また食品の安全‘性が確保できるならば、そうでな

い商品の価格の1割程度を余分に支払っても良いという消費者の意思表明がなされた。以
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上ふたつの分析結果に基づき、製造工程における安全'性が保証されているHACCP認証の

食品について類推するならば、食品の安全属‘性に対する需要関数は安全’性に対する価格の

関数であると推測することができる。この需要関数の形状は、図4-1のように右下がりの曲

線であろう。これを説明するためにまず、安全‘性の限界便益曲線BBoを求める。

食品安全性への需要曲線・食品安全性の限界便益曲線図4－1

↑
安
全
性
の
価
格

安
全
性
か
ら
の
便
益

P'

P"

10
X'X" 安全確率→

出所：筆者作成

食品の安全'性を確保することによって、消費者は医療費の節減や、健康であることから

得られる経済的利得(例えば、病気による放棄所得を抑制できる利得）などの便益を得る。

この限界便益は、安全確率が1に近づけば近づくほど低下すると考えられることから、図

4-1の安全の限界便益曲線BBoは右下がりと想定される。このとき図4-1では、安全の価格

がFとなるときX'の水準の安全確率が需要され､P"の価格に対してはX"の水準の安全確率

が需要されることがわかる。こうして安全性の限界便益曲線は安全の価格と安全確率の水

準との関係として読み替えることができ、上図のように右下がりの需要関数BBoとなる。

第3章の実証研究では、消費者調査に対応する形で中国地方（および兵庫県）のHACCP

認証取得企業16社の聞き取り調査から得た標本データにより、HACCP導入に対する生産

者の反応を考察した。HACCP認証制度の下では､食品の生産者は自ら生産した食品に認証

ラベルを付して市場に供給することに対する期待利潤を高め、多様な形で製造工程の安全

’性向上を図る。本研究で行なった企業調査は、16の標本について、HACCP関連の設備投

資額の聴取が不十分であったことや、生産工程の経常運営コストの推計値が含まれていな

い点で不完全なものであった。しかし限定的ではあれ、収集した調査資料を見る限り、事

業者は安全な食品を市場に供給すれば、それに対する市場シェアの拡大や信頼'性向上など
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の見返りを得ることを期待して設備投資や人的投資を行ない、食品安全の生産工程を構築

したことを十分に窺い知ることができた。

従って、このような生産工程を運転させるための費用関数が存在していたであろうとい

うことが推測できる。USDATERS(米国農務省経済研究所）の報告では、HACCP導入の新規制

が適用された米国の食肉産業企業の支出費用には、衛生管理マニュアルやHACCP計画書

の作成、HACCP運営に伴う記録採取と保存、細菌検査、従業員の新規雇用、その他の付加

的資本支出などが含まれていたという｡わが国のHACCP認証取得企業においても同様に、

種々の運営経費が発生していることを事業者が示唆している。この安全‘性を供給するため

の限界費用は､安全確率が上昇すればするほど上昇することが予想されるので、図4－2にお

けるCCoのように、右上がりに描くことができる。図4-1から安全'性に対する限界便益曲

線（需要曲線)BBoを図4-2に移し、この曲線と限界費用曲線（供給曲線）との交点Aに、

食品安全市場の均衡点Aを求めることができる。図4－2の市場均衡こそ、HACCP認証ラ

ベルを組み込んだ安全市場の市場均衡にほかならない。

２４
↑
費
用

図

便
益

価
格

HACCP認証ラベルを組み込んだ食品安全市場の市場均衡

p*

0 1
安全確率→

出所：筆者作成

X*

HACCP認証ラベルを組み込んだ安全市場の市場均衡は､売り手と買い手の双方が事前に

安全‘情報を共有している完全‘情報の市場均衡である。この市場均衡では総余剰の最大値が

実現されることから、過大でもなく過小でもない、最適な資源配分が社会的になされてい

て、効率的であると言える。この効率’性の下に、図4－2におけるHACCP認証制度は、買

い手が望むX*という水準の安全‘性を、売り手の望むp*の価格で達成している。わが国にお

けるHACCP認証制度も一定の0より大きい）安全水準を達成するという意味で有効に作

用し、しかも効率的な資源配分でこれを実現しているものと推測できる。
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このような安全市場均衡はすでに指摘したように、安全’情報の非対称・不完全‘情報の保

有形態のもとで有効に作用する。非対称・不完全情報とは、生産者が事前・事後の安全‘情

報を保有しているのに対し、消費者は事前の安全情報を保有しておらず、事後にのみ情報

を保有する形態である。すなわちHACCP認証ラベルを貼付して生産者が食品を供給する

ことによって、消費者はこのラベルが開示する安全情報を購入前に入手できることになり、

’情報の不完全‘性が克服される。ただし、対称・不完全情報の保有形態の場合（例えば成長

ホルモンや遺伝子組み換え体が使用されている食品の場合など）には、このHACCP認証

制度は有効な安全政策とはなり得ない。

第2節費用対便益分析による研究

公共政策としてのHACCP認証制度では、食品事業者が利潤動機に基いてHACCPを導

入し、生産工程の安全確率を向上させるための投資行動をとる。事業者はその投資に対す

る見返りを期待している。同時に社会は、食品安全‘性の向上によって医療費の削減や職場

での生産'性の向上を達成し、個人の生活の充実へとつながる便益を受ける。このように意

図された政策の評価は費用対便益分析によってなされるべきである。ただし私的・社会的

便益を実証的にどのように把握するかに関しては必ずしも定式化されているわけではない。

本論文でもHACCP認証制度の費用対便益分析による社会的評価の研究を行なっていない

ことを断っておく。しかし研究者による試みはすでに始まっている。第3章の冒頭で紹介

したように､米国で90年代後半に実施された水産業と食肉産業へのHACCPの義務付けに

対しては、政府機関と研究者らが精力的に費用・便益の算出を試みた事例がある。また英

国においては､HACCPではないが､品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9000

の採用の広がり背景として、畜産関連産業の実態を調査した報告事例もある。わが国にお

ける研究の試みも含めて、以下、その概要を紹介する。

1）米国での事例

歴代のアメリカ政権が費用対便益の吟味を行なわずに食品安全政策を立案してきたこと

を鋭く批判したAntle(1995)によれば、人間や動物に癌を引き起こす可能性があると認め

られた農薬は加工食品に一切残留してはならないと解釈する根拠となった｢Delaney条項」

などは、その典型例であるという。この条項が法令に盛り込まれた1950年代に比べて現代

ではごく微量の農薬残存をも感知する技術があり、Antleは、農薬の潜在的な便益を加味せ

ずに癌発生に対するゼロリスクを求めるならば、多数の有益な農薬の登録が拒否されてし

まうと指摘して､農薬をいかに安全に使用できるかを問うリスク評価の重要‘性を主張した2。

Antleが強調した食品安全政策に対する費用対便益の検証は、折しも1990年代半ばに米

国政府が水産業と食肉産業に対してHACCP導入を義務付けたことをきっかけに、Antle

自身が丹念に試みている(Antle2000a、2000b)。当初FSIS(食品安全検査局)が行なった規制

影響評価によれば､HACCPの適用による食品事業者の負担費用は年間約1億ドルに対して、

社会的便益は最高で年37億ドルにも及ぶ可能‘性があり、またERS/USDA(米国農務省経済研究
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所）の試算では6．23億ドルの費用に対して便益は最高で年191億ドル、と出ていた。すな

わちHACCP義務化の政策がもたらす便益は大差で費用を上回るということになる。しか

しAntleは、FSISの評価には作業場レベルにおける生産効率の低下に伴って上昇する費用

が含まれていないことを指摘した上で、便益が費用を上蹴るとした政府の分析に疑問を呈

した。そして統計局による製造業センサスを手掛かりとして詳細な推計を行なった上で、

HACCP義務化の新規則は、安全効率を20%上昇させたと仮定した場合、義務化以前の安

全‘性レベルの企業差にもよるが、年間5－50億ドルの変動生産費の増加をもたらし、FSIS

評価の便益を上回る費用が生じる可能性があると結論づけた。

2001年、ERS/USDAはワシントン州立大学と共同で大規模なアンケート調査を食肉産

業の事業者に対して行ない、HACCP導入の効果を検証した低RS/USDA報告書2004)。そ

して、HACCPの義務化に伴って1996-2000年の間に国内の食肉産業は5.7億ドルの長期

投資と、年間3．8億ドルの変動生産費を費やし、さらにHACCP導入では求められていな

い安全策に対しても3.6億ドルの追加費用を投入したという集計結果をまとめた｡その報告

書は､新しい規制策に費やされた費用総額がFSISの推定値よりもはるかに大きかったこと、

またこれに対してAntleの予測値はおおむね妥当であったことを認めている。ただし、予

想以上に多大な費用を要したことや一部の小規模事業者にとっては厳しい規制策であった

事実に言及しながらも、食肉による食中毒患者数が20％減少すれば、控えめに見積もって

も年間19億ドルの医療費が節約できるとする研究者らの報告を引用しつつ、事業者らによ

る投入費用を上回る便益が予想されることを強調した。

米国政府が依拠したデータの基となった上記のアンケート調査は、事業者に、HACCP導

入にかかわる設備投資額を実数で尋ねる問いを含め、追加で雇用した従業員数、稼働費の

変化、食肉・食烏肉生産量、使用している器具の種類、作業法の詳細、取引先のタイプ、

政府の規制策で求められている以J二の改善策による投資額など、数十の設問への回答を求

める、極めて詳細な調査である。国内の食肉事業者(食肉・食鳥肉の処理業者および加工業

者)1,725社に質問票を送り、996社の回答を得たという。一方、わが国の、政府による事

業者アンケート調査では､HACCP導入率や政府の支援策に対する反応を聴取するレベルに

留まっている（本章4節2）項にて後述)。この任意の制度に対する事業者のHACCP導入

の動機や投資総額の推計など、より踏み込んだ制度の検証が可能ではなかろうか。

2）英国での事例

英国では、国内の畜産関連産業に焦点を当て、中小企業4社の聞き取り調査に基いて

ISO9000規格の認証取得がもたらす企業への便益を実証的に明らかにしようとしたZaibet

andBredahl(1997)の研究がある。欧州ではISO9000規格に基づく企業の品質管理が標準

となっていた状況の中で、とりわけ英国では1990年の．食品安全法(FoodSafetyAct)の制定

以降、ISO認証取得件数が顕著な増加を見せており、中小企業にとって事業を継続したい

ならば認証を取得する以外に選択の余地はないのが実情であったという。Zaibetらが聞き

取りをした4社はそれぞれ食鳥肉加工、乳製品製造､牛肉加工、チーズ製造の企業である。

調査の結果、ISO認証取得にかかわった費用1回限りの初期費用)は厳密な額を計算できな
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いものの、各企業にとって負担となる額ではなく、売上高のおおよそ0.1％を超えることは

なかったと報告している。初期費用の大部分は社員の特別研修と計量器の新規購入費で、

その他はコンサルタント料および鴬録費であった。

これに対･して、認証取得後の経費の削減効果は取得費用を上回った。社員の士気が上が

り、結果的に管理職者の削減につながったという。人件費を初め、内部監査の回数を減少

させるなど、制御可能な費用が20％節約できたことを含めて、企業全体の管理費は7％の節

約を見たと述べている。また取引費用の節約という観点から、4社の内、牛肉加工会社の事

例を挙げて、この企業が以前15の食肉処理施設から肉を買い付けていたのを、EU衛生基

準を順守している処理場に絞って数を3分の1に減らし、大幅な時間と費用の節約につな

げたという。これによって毎月、食肉処理施設に査察官を送って肉質の検査を行なってき

た業務を年1－2回に留めることができ、それも費用の削減に貢献したと報告している。

3）わが国での研究の試み

わが国においてHACCPの費用対効果の評価を多少とも試みた研究は、Maruyama,

KuriharaandMatsuda(2000)であろう。1996年に15名の死者を含む多数の被害者を出し

た大阪府堺市の学校給食食中毒事件ではカイワレが原因物質であると強く疑われ、これを

きっかけとしてカイワレ栽培場と学校給食の調理現場にHACCP方式の衛生管理が導入さ

れた。Maruyamaらはカイワレの大規模栽培場2社と千葉県教育委員会(学校給食事務局）

から得た数字を基にして、また自前で給食調理をする学校の数字については新聞記事から

入手して、HACCP手法の衛生管理導入に伴う費用計算を試みた。さらに千葉県内の小中学

校児童の父兄にはアンケート調査によって学校給食の安全‘性向上に対する支払い意思を尋

ね、その負担額がHACCP導入に伴う食品供給側の費用を賄うのに十分か否かを推定しよ

うとした。

ただしMaruyamaらの解析では、カイワレ栽培場や給食調理現場において計算の対象と

された費用は初期費用としての施設費や諸経費のみで、人的労力を含む作業場の稼働費の

変動などは含まれていない。また千葉県の学校現場の場合､HACCP方式の衛生管理導入の

初期費用としては、実際に支給された緊急処置としての冷蔵庫以外、その他は推定値であ

った。この報告で用いられたデータが種々の点でまだ不十分であったことは執筆者らも十

分に認めており、今後の課題として残された。

一方、佐々木〈2003)は費用対効果を吟味する目的はもっていなかったが、わが国の食肉

産業界にHACCPによる衛生管理が導入された1990年代後半、北海道内のと畜・食肉処理

施設1社(A)と食肉加工企業2社(B)Cを調査して(3社はいずれも大企業)、HACCP方式の

採用による作業効率の低下を報告した。(A)では工場設備の修繕・改築のために約1億円を

投資したが、作業場で交差汚染を防止するために各ラインの：動きを緩やかにしたため、作

業効率が約30％低下したという｡B)では厚労省のHACCPを取得するために約1億円を投

下したが、作業効率が約20％低下し、各製品のコストは5％ほど上昇した。(C)では調査の

段I糟でHACCPの申請中であったが、それまでに約3,000万円を費やして約10%の作業効
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率の低下を招いたという。ただし効率低下を推定した基準や低下を示す実数、利潤への影

響などについては言及がなかった。

以上、欧米やわが国におけるHACCPの採用、あるいは品質管理の認証取得をめぐる費

用対便益の研究事例を幾つか見た。こうした食品安全向上策の費用対便益の検証が難しい

理由として、食品の安全性自体がそもそも計測できないという事実から来ているという

Antleの指摘があり3，また安全’性から得られる便益を数量的に捉えることの困難さがある。

嘉田(2003)は、米国のHACCP導入政策の費用対便益を吟味したAntle(2000b)論文の概要

を紹介したうえで、『この分野の研究はほとんど未開拓であり、経済学的アプローチから

の実証分析をさらに期待したい」と述べている。この領域における辛抱強い試行錯誤は今

後も続けられるであろう。

第3節HACCP義務化政策と市場メカニズム一欧米の経験より

HACCPは1960年代に米国で開発された食品製造の衛生管理法であるが、1993年に国

連機関の合同委員会であるコーデックス(Codex)委員会が12手順と7原則をガイドライン

としてまとめたことで、以降、世界的に採用が進んだ4．わが国ではHACCPは任意の制度

として運用されており、政府はHACCP導入を目指す事業者を後押しするために施設整備

の融資制度やソフト面での支援をより充実させ､HACCPの普及を促進する方針である（第

4節にて後述）。---方、欧米を初めとする先進国では事業者へのHACCPの義務付けに早く

から取組んだことが知られている5．しかし制度の位置づけや導入の方法にはそれぞれの国

の事情を反映してアプローチの違いが見られた。例えば米国では1990年代後半、HACCP

による衛生管理がまず水産業と食肉事業者に義務付けられるというやや統制色の強い政策

が打たれたが、その後の調査により、新規則の順守のための多額の費用投入に加え、規制

策で求められたレベル以上の安全管理を実現しようとする事業者の自主行動が明らかにな

った。またEUでは同じ頃、すべての食品事業者にHACCP採用が求められたものの、そ

の運用は弾力的であり、とりわけ英国では、法令で明文化された取引原則の実施がHACCP

採用などの企業の自主行動を強く促したという状況がある。本節では、政府規制策と市場

のかかわり合いにおいて、ふたつの異なる経緯を辿った米国と英国(EU)の事例を取り上げ

ながら、HACCP義務化政策の下での市場メカニズムの働きを考察する。

1）米国の経験

米国では長年、と畜場や食肉加工場での検査態勢が旧式で、危害物質を効率良く摘出で

きていないことに対する批判があった。このような状況の中で1993年、ハンバーガーを原

因とする0157の大規模な食中毒が発生し、死者4名、被害者500名が出たことを契機と

して、食肉の安全基準見直しへの社会的要請が一段と高まったとされる6．その後、米政府

は1996年にHACCP導入規則を発表して、翌年から水産業に対･しての適用を始め、続いて

食肉(食烏肉を含む)産業に対しても企業規模に応じて段階的にHACCPの義務化を実施し

た7．この政策をめぐって米国内の経済学者らは活発な議論を展開し、食品安全'性の確保に

おける市場の失敗を根拠とする政府の介入は、どの時点で正当化され、どの程度の介入が

85



適切なのか、が論じ合われた。論点のひとつは当然のことながら政策の費用対便益の吟味

に関するものであったが、この点については前節ですでに論じたので、本項では公共政策

における政府の介入と事業者のインセンティブへの働きかけの観点から議論を振り返る。

Antle(1995)はHACCPの義務化には反対を表明したが、衛生管理手法としてのHACCP

に反対したわけではない。彼は、米国政府がボツリヌス菌対策としてそれまで唯一HACCP

を強制的に導雲入していた低酸‘性の缶詰製造が一定の効果を上げていたのを例外として、食

品安全の公共政策としては、強制的ではなく任意の制度として、それぞれの事業者が最終

的に求められる安全度を圏指して自らの作業工程に即した衛生管理を実行することが望ま

しいと主張した。Antleの言う任意の制度とは、まず何よりも、法的な強制力に依るのでは

なく事業者が自主的に採用を決める制度であり、それと|司時に、低酸‘性の缶詰製造のよう

に使用する器具や手順が細かく指定された製造工程に従う「工程基準」ではなく、最終品

が安全基準に合ってさえいれば､作業工程は事業者の工夫に基いて設定できる「‘性能基準」

システムを指している8．

これに対して政府のHACCP導入に対する基本的な支持の立場を取った研究者に、環境

経済学の成果に学びながら分析を試みたUnnevehr(1996)がいる。Unnevehrは市場の失

敗を補正する安全規制の種類を､統制的なもの(命令/管理型)と事業者の自主'性に任せるもの

(民間のインセンティブと情報の活用)との、大きくふたつに分けて整理した上で、HACCP

手法の義務化という政府の介入の有効性を吟味した。その結果、政策の直接介入として

HACCPのような工程基準の設定は､完成品の基準に合っていれば工程は問わないとする性

能管理ほど効率は良くないかも知れないが、危害を未然に防止する策としては優れている

ようだという判断に辿り着いた。そして政府提案のHACCPがたとえ工程管理であるとし

ても、完成品としてどのレベルの安全性を目指すかを決定することによって費用対効果を

見極めることがたやすくなり、また基準設定と事業者のインセンティブを組み合わせるな

らば、現実的かつ効率的な仕組みになるであろうと提案した9。

HACCPによる衛生管理法を工程基準と見るか‘性能基準と見るかについては､必ずしも統

一見解があるわけではない．事実、中嶋(2003,2002b)はHACCPが仕様規格、′性能規格、

情報規格という3つの性格を|司時に有するハイブリッド規格であると説明している。その

意味するところは、HACCPが、作業工程としては、各プロセスごとに重要管理点を設定し

て中間製品の’性能規格を管理しながら、全体としては製造法を特定する仕様規格になって

いるとし、それに加えて、認証を受けた製品にHACCPラベルを添付することによって消

費者への情報提供の役割を果たすことから、情報規格と位置づけている。さらにHACCP

を工程基準(規格)と認識する米国においても、その内容はAntleが危‘倶したほど厳密な作業

工程が強制されているわけではなく、あくまでも事業者が工程を設定し、万一、政府の決

めた安全基準に適合しない部分があれば修碓を求められるという柔軟'性があるという'0。

結局､米国では1990年代後半に水産業と食肉産業に対してHACCPの導入が義務化され

た。その有効‘性を検証するために、政府(ERS/USDA農務省経済研究所)は2001年に食肉産業を
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対.象とする大規模なアンケート調査を行ない、その結果を報告書にまとめた(ERS/USDA

(2004))。そして報告書の中では、米国の食肉産業がHACCPの義務化以降、5年間で、こ

の法令順守のために毎年3．8億ドルを費やし、また5．7億ドルの長期投資を行なったこと、

さらに重要な事実として､HACCPの義務化では要請されていない食品安全策を講じるため

に事業者らは3．6億ドルの追加投資をしたことが判明したと述べた。報告書は、HACCPの

義務化という、国内の食品安全の技術向上を目指した法令の実施に|蕊して、より高度な技

術への投資を促す市場メカニズムが強く働いていたことの証拠が明らかになったと総括し

ている。

この報告書の共同執筆者でもあるOllingerとMooreはその後、調査結果をさらに詳しく

吟味し､HACCP政策の中で特にサルモネラ菌低減に対して課せられた義務の企業側の遂行

具合とFSIS(米国食品安全検査局)による実際の検査結果とを突き合わせることによって、公的

規制と市場メカニズムの連携状況を見極めようとした(OllingerandMoore2008)。すなわ

ちOllingerらは、衛生管理マニュアルやHACCP計画書の作成、基礎作業の徹底などを企

業による法規則順守の行動と位置づけ、…傘方、人的・物的投費や技術の導入、取引業者と

の取り決めを含む組織上の調整などを磨主的行動と規定して、サルモネラ菌低減への両者

の貢献度を測ろうとした。そして政府の規制策と企業の自主的な取組みとの双方の役割の

重要‘性を押さえたうえで、安全性向上への貢献度としては、企業の自主行動が約80％、政

府の規制策が約20％、という推計を導いた。企業の圏主的な取組みの大きな効果を裏書き

するこの評価に基づいて、Ollingerらは、FSISによる検査頻度を増やしてその結果を公開

し、病原菌の制御に対する企業の努力と安全'性の高さを社会に広く知らせること、また政

府の規制策としてはできる限り‘性能基準の設定を重視し、あとは企業が最低の費用で目標

に到達できる工夫をするという融通’性の確保が重要であると提起した。

米国政府はその後2011年1月に、HACCPをすべての食品産業に広げることやFDA(米

国食品医薬品局)の権限強化を図ることなどを盛り込んだ食品安全強化法(FoodSafety

ModernizationAct)を成立させた。米国では今後、食品安全の確保を目指す政府の規制策を

土台としながらも、事業者らのより自主的で積極的な努力を促す方向‘性を強めるものと思

われる。

2）英国(EU)の経験

EUでは1993年のEC指令に基づき、1996年以降、…一次産品生産者を含むフードチェー

ン全段階のあらゆる食品事業者に対してHACCPの採用が求められたが、これはHACCP

の7原則の完全実施が導入されたものではなかったという11．その後、2004年のEC規則

で7原則のすべてが実施範囲として網羅されたが、施行には2年間の猶予期間が置かれ、

また小規模事業:者や低リスク食品の事業者に対してはあくまでも努力目標として敷居を低

く保ちながら導入率を上げることを目指したと言われており'2、その弾力的な運用が特徴的

であった。

とりわけ英国では、食品安弓全を確保するために法令で明文化された取引原則の実施が企
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業の自主行動を促したという経緯があり、そのような文脈の中でISO9000の認証取得や

HACCPの採用が捉えられている。このような状況を作り出した英国の歴史的背景として、

アングロサクソン社会に通念としてあったduediligence(当然の注意義務）の概念がある13。

つまり企業は自社製品の品質を確保するために必要な手立てを打つ義務があるとされ、こ

の概念は製造物責任法に謡われてきた。食品製造について言うならば、安全性の確保は自

社内の努力だけでなく原料の安全‘性をも確認しなければならないことから、原料の納入事

業者には書面による保証(warranty/guarantee)などが要求されたという。ところが1990年

制定の食品安全法(FoodSafetyAct)は事業者に厳しい責任を課した。これまでのように原

材･料の納入元から安全の保証書や誓約書を入手するだけではduediligenceを果たしたこと

にはならず、取引先の企業が責務を遂行していることの証拠(evidence)を取ることが求め

られることになった。これによってduediligenceの意味は単なる詐欺行為の防止から科学

的な食品安全の方策へと転換する'4.事業者が負う連帯責任の縛りは取引費用の上昇へとつ

ながることから、この費用の節約を目的として安全‘性確保の証明を取引先に求める動きが

活発化し、責任転嫁の行動がjll上を遡っていった'5。

事業者の責務は厳しくなったが、Hensonら(1997)はこの食品安全法の制定を、英国の

食品安全政策における政府の介入の度合いを低くしたものとして肯定的に評価する。食品

安全法によって事業者が達成すべき目標が明確に示され、事業者は自己の状況に応じて、

どのような方法でその目標に到達するかを選択することができるという意味においてであ

る。こうした状況の中で、英国ではduediligenceを果たしたことの証明手段として

ISO9000の取得やHACCPの自主的な採用が広がっていった。そして「興味深い傾向jで

あるとHensonらが指摘するのは、このようにして民間部門では事業者らによる事実上の

標準となっていたHACCPの衛生管理方式が、1993年のEU指令では公的なルールとして

取り上げられ、EU加盟国のあらゆる食品事業者に適用が求められたことである。

英国では食肉産業、酪農加工業、飲料メーカーなど、業界ごとに食品安全の基準や枠組

みが設定され事実上の市場の標準として確立していたようであるが、上述したHACCPの

事例が象徴的に示しているように、民間の基準が逆に政府の規制策に影響を与えるという

状況さえ生まれたと、研究者らは指摘する'6．当然のことながら食品安全に関する政府の規

制策と民間の自主基準にはそれぞれ重要な役割があり、どのような連携関係が望ましいか

の課題は今後も追求されなければならないが、少なくとも現時点において英国では、政府

が示した最低基準に対して、民間はそれを上回る厳しい基準を設定するという構図が見ら

れるという。民間の基準は任意の基準なので、法的には従う義務はない。しかし現実には、

市場競争の中で事業者らは従わざるを得ず、選択の余地は殆んどないであろう17.18。

HACCP導入をめぐり、やや統制色の強い政策の実施を通して民間企業の自主‘性が果たす

役割の大きさが実証された米国と、取引原則の法文化が民間の自主的な行動を促し、事実

上の市場基準が政府の規制策に影響を及ぼすまでになったという英国の状況'9は、いずれも

背後にある市場メカニズムの働きを体現しており、決して偶然ではない。それは食品安全

を求める市場の強い要請に対して事業者らが利潤動機に基づいてその要請に応える行動を
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追求してきたことを物語っており、HACCPが市場メカニズムに言わば親和的なシステムで

あることを示唆している。

第4節わが国におけるHACCP認証制度の展望

1）わが国のHACCP制度の「一様でない」状況

およそ20年前にわが国政府がHACCP認証制度を創設して以来、これまでに自治体や民

間の事業者団体へと認証主体の広がりを見るに至り、またこれに平行して国際組織による

食品安全の認証規格も増えた。ただし今日、制度全体として見るならば、その内容にさま

ざまな差が存在することは否めない。以下、幾つかの具体的な視点から、その一様でない

状況を見る。

1．対象業種

まず厚労省のHACCP認証制度は、乳、乳製品、食肉製品、魚肉ねり製品、レトルト製

品(正式には「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」）、清涼飲料水、の6品目しか対象としておら

ず、その点では極めて限定的である。一方、自治体HACCPの状況は地域の実‘情に応じて

さまざまな様相を呈している。2013年12月現在、県レベルと政令都市の制度を合わせて

36の自治体が認証制度をもっているが20、この内、認証対象を3，4業種だけに限っている

ものから、10業種以上を扱っているもの、あるいは管轄地域の食品製造業すべて、や、営

業許可を受けた施設すべて、を対象としている場合、など自治体によって大きな差がある。

東京都は都内所在の全業種のほか、都内流通の他県食品製造施設をも対象としており、最

大規模の制度を運営している。ここで見落とすべきでないのは、47都道府県の中で県レベ

ルのHACCP制度をもっているのは約半数の25しかなく、残りの22県はこの制度をもっ

ていないという事実である。

「官製」の制度に対して、民間組織によるHACCP認証制度はほぼすべての業種を網羅

していると言ってよい。まずHACCP支援法に基いたシステムでは、法律自体は厚労省と

農水省が共同で所管するが、政府から委託を受け認証機関として承認を受けた22の事業者

団体が、それぞれの業界の事業者の認証業務を行なっている（表1-3)。また食品安全の分

野に特化したマネジメント・システムの国際認証ISO22000は食品製造業のみならず、一

次産品の生産者を初めとして食品のライフサイクルに関係するあらゆる業種を対象として

いるため、取得できる企業の範囲は極めて広い2'。

2．申請費用

取得したい認証の業種が政府あるいは自治体が運営する制度の中に含まれている場合は、

事業者にとって好都合となる。一般的に、厚労省のHACCP制度も自治体HACCPも申請

費用は低く抑えられている。厚労省の場合は「食品衛生法施行令」の中で手数料の額が明

示されており、認証の申請には239,700円、更新手数料は170,200円、また一旦、承認を

受けた製造工程に変更を加えるときには承認費用が96,900円、と定められている。一方、

自治体HACCPにおいては、筆者が聞き取り調査を行なった広島県の場合、認証機関のひ
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とつである(一社)広島市衛生協会の例を取れば､新規申請手数料が大規模施設(従業員数51

人以上)では115,500円､それ以外は68,250円で､3年後の更新申請は大規模施設が70,350

円、それ以外は45,150円となっている22・兵庫県の場合は、業種によって指導．審査に要

する時間や作業量を積算し、15,000円、30,000円、50,000円の3区分で認定手数料が設け

られている。3年ごとの更新料も同額で、また相談・指導料は所管の保健所の通常業務とし

て行なわれるため別料金は発生しない23。

一方､HACCP認証を行なう事業者団体では､料金規定を一般には公開していないため情

報が得にくいが、筆者は、聞き取り調査の中で、認証を維持する年間費用（事業者団体の

年会費を含む）として約70万円の負担が小規模事業者には重過ぎるとして、認証を更新し

ないことを決めた事業者の話を聞くことができた24.またISO22000国際認証の取得を目指

す場合にかかる経費については、自らコンサルタントを務める専門家から、「製品によって

も異なるが、30名程度の工場で認証費用は120万円程度、更新審査費用は40万円程度と

見積もられる。コンサルティング費用は一概には言えないが、初回申請では150万円（旅

費別途)、更新時には75万円（旅費別途）程度」という情報を得た25．国内の認定機関から

国際認証を取得する場合には、コンサルタントの指導を受けない場合でも、申請費用だけ

で100万円を超える多額の出費を覚｣悟しなければならない状況がわかる。

設備・施設への投資のほかに負担すべき費用としての申請費用の額は、事業者にとって

重要な案件である。総じて、官製の制度では高くても20．30万円以内に納まっているのに

対し、民間機関の場合、申請料のみならず、その他に指導や審査によって生じる経費も別

料金で事業者が負担する仕組みになっていることが大きな差額となって表われている。島

根県は食品安全の分野にかかわらず、県内の事業者による国際認証の取得を後押しする助

成制度を設けており、これは意義がある26。ただし、このような支援策がどの自治体でも行

なわれているわけではない。

3．自治体HACCP制度の多様性

厚労省のHACCPや事業者団体による認証、国際認証などが対象としている食品は広域

に流通している可能’性が大きく、事業者は全国どこに所在していても取得を申請すること

ができる。それに対していわゆる自治体HACCPと呼ばれる制度は、食品の流通域が地元

近辺に限られている場合が多く、認証主体と事業者が物理的に近いため密接な関係をもつ

ことができることや、また申請にかかわる準備や申請料が低額で済むなどの点で非常に利

用者本位であると言える。ただし、上記1．でも触れたように、自治体によってこの制度を

もたない県があり、また制度をもっていても対象業種の範囲はまちまちである。さらに、

制度の内容が明確にHACCP方式に基く衛生管理であることを調っているプログラムと、

HACCPの前提条件となる一般衛生管理に力点が置かれているものとが混在している27°そ

れぞれの地域の実‘情に合わせて制度が組み立てられている28ことは事業者にとって利点か

も知れないが、これが理由となって自治体同士が相互に認証し合うことをむずかしくもし

ている29。
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4.小括

以上､概観した､わが国のHACCP制度の｢一様でない｣状況は､ある食品事業者がHACCP

導入に取り組もうとするとき、導入の目的と自社の資力・力量に合わせて認証プログラム

を自由に選べるための十分な選択肢が与えられていないという不便な結果をもたらしてい

る。このちぐはぐな様相を少しなりとも是正するために、筆者は地元に密着した自治体

HACCP制度がより充実した制度になるよう期待している｡衛生管理の認証制度をもたない

県が近隣県の援助を得ながら創設を実現させ、また全国レベルで最低基準の均一化を図る

ことができれば、大きな進歩となろう。

2）政府による政策評価

農水省は毎年､全国の食品製造業者に対してアンケート調査を行ない、HACCP手法の導

入状況、問題点、役立つ支援策、導入による効果、その他の‘情報を収集している。この調

査は政府による政策評価の一環と見ることができることから、その報告資料は一読に値す

る。また筆者が実施した事業者の聞き取り調査では、中国地方(および兵庫県)でHACCP認

証を取得した16社のみが対象であったため、この限られた標本を補う資料として政府の調

査結果を参照することは意義があると考える。そこで、直近のデータとして『平成24年度

食品製造業におけるHACCP手法の導入状況実態調査催水省食料産業局企画課、平成25年7

月4日付)』30の中で報告された主要点を以下、概観する。項目1．から6．で示した調査結果

は、いずれもこの資料からの抜粋である。そして各項目ごとに筆者の考察を記した。

1.食品製造業におけるHACCP手法の導入状況(平成24年度。カッコ内は前年度）

・導入済み20．8(20.3)↑

・導入途中2．8(3.9)↓

・導入を検討15．9(19.6)↓

・導入する予定はない43．6(42.0)↑

・HACCP手法の考え方をよく知らない16.9(14.3)T

＊数字は％

＊↓↑は前年比の増減

まず平成23．24年度の比較で、HACCP手法を導入している企業の割合（｢(同一企業内

の)すべての工場」または「一部の工場」で導入）が1年で0．5ポイントしか上昇していな

いことが目を引く。調査結果の概要報告では、6年前の平成18年調査時に比べて10．2ポイ

ント上昇したことが強調されているが、ここに来て導入の速度が鈍化している状況が明ら

かになっている。とりわけ1年前の「導入途中」「導入を検討」の回答が「導入済み」に移

行せず、逆に「導入する予定はない」「よく知らない｣のポイント増加が生じている。

またここに詳細なリストは掲げないが、この報告書によれば、販売金額規模別、従業者

規模別の区分では、当然のことながら販売金額が高いほど、また従業員数が多い企業ほど、

導入率が高い。販売金額が50億円以上の企業は7割台の半ばから後半の導入率を示してお
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り、また従業員数も100人以上の事業所では7割弱という結果が出ている。これに対して、

特に｢小計｣として特記された販売金額「1億円～50億円未満」の中小企業では導入率が

23.5％に留まっている。企業規模による格差が大きいことがわかる。

2．問題点一「HACCP手法の導入に当たっての問題点は何か」（質問票／問10･複数回答）

全体導入済み導入予定

･施設・設備の整備(初期投資)に多額の資金が必要 灘繍鱗篭

･モニタリング・記録管理等の人的コスト等HACCP手法

導入後の運用コスト(ランニングコスト)が大きい 灘 鱗 灘

･館業員に刻式豆既修童士公に丘な豆_全盛溢血u-----37.130.144.2

.HACCP手法を指導できる人材がいない32.920.945.2

･導入時のコストの回収が困難 鱗 繍 繍
･HACCP手法の導入までの手続きに手間がかかる21.015.626.5

CCPFJ潅 20.8 16．7 25．0

(以下の項目は省略）

＊数字は％

＊複数回答は選択肢の中で該当するものをすべて○で囲む形式（以下同様）

＊｢導入予定」は「導入途中」と「導入を検討中」の合計（以下同様）

＊アンケート回答数の中で販売金額｢1億円～50億円未満｣の中小企業が占める割合は62％だが、その回答結

果は「全体」をほぼ反映しているため、上掲リストで特に取り上げることは省略する。（以下同様）

*選択肢の内容が施設･設備投資や運用コストに関する項目には数字に影繍を付し､人材や人的能力に関す
る項目に実線の下線、両方にまたがる(資金と人材)と考えられる項目には点線の下線を付した。

上位の項目は、「導入済み」も「導入予定」も「全体」と同様で、資金面での障害が強く

感じられている。とりわけ「導入予定」の挙げる問題点の数値(ポイント)の大きさを見ると、

「導入予定」企業はHACCP導入を計画するにあたり、ハード面、ソフト面、の両方で障

害がかなり大きいと認識していることがうかがわれる。

3.役立つ支援策一「HACCP手法の導入に当たって役立った支援策(または役に立つと考

えられる支援策)は何か」（質問票／問'2.複数回答）

全体導入済み導入予定

HACCP責任者・指導者の養成研修の開催 47.344．8 49.8

入マニュアルの整 34.621．1 47.6

公的機関（保健所等）よる指、 30.226．5 33．7

HACCP手法の認証制度説明会の開 27．618．8 35．9

･税の軽減措置 灘 灘
･低利の融資制度 灘 灘

｡特に支援策は受けていない（特に支援策は必要ない）19．127．2

（以下の項目は省略）

繍
灘
11.4

＊数字は％

*表の中で数字に付した影繍､実線の下線一､の意味は､上記2.と同様
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この結果では、全体的に資金面の支援よりも人材養成やHACCPの運用面での向上に対

する支援が強く望まれていることが特徴的である。ここで「導入済み」企業の場合は、「役

立った」支援策なのか、「これから役に立つ」支援策なのか、は明らかでなく、状況が読み

取りにくい。ひとつには、施設面での整備はいちおう整ったので、今後は人材養成や運用

面での向上に援助を期待するという意味で、「これから役に立つ」策であろうと推測するこ

とが可能である。しかし、もしも「役立った」支援策なのであれば、マニュアル整備など

の準備には適切な支援が得られなかった、あるいは税制面、融資面での優遇策は役立たな

かった、という結果を伝えていることになる3'。

一方、「導入予定」企業はすべての面で高い支援を望んでいる。とりわけ税の軽減、低利

の融資制度への期待が高いことは、先の、「問題点」において「多額の資金が必要」や「導

入後の運用コストが大きい」など投入費用への心配が上位を占めていたことに対応する。

ただし、ここにおいても、「責任者・指導者などの人材養成」や「マニュアル整備」など、

ソフト面での支援策への期待が上位を占めていることは見逃せない。

4.効果（｢導入済み」企業のみ)－「HACCP手法の導入による効果（または期待する効果）

は何か」（質問票／問11．複数回答）

･品質・安全‘性の向上

･従業員の意識の向上

･企業の信用度やイメージの向上

･製品イメージの向上

･事故対策コストの削減

･取引の増加

･製品ロスの削減

･製品の輸出が可能（有利）

･製品価格の上昇

93.3

82.1

70.9

47.0

灘
繍
繍
灘
灘

＊数字は％

*企業の利潤に直接関連すると思われる項目に影繍を付した。

HACCP導入の効果として､企業利潤に直接関連すると思われる項目がいずれも下位に位

置しているのは特徴的である。事業者らは直ちに金銭的な見返りを得ることを期待してい

ない。上位の効果が「品質・安全‘性｣、「従業員の意識｣、「企業の信用度｣、「製品イメージ」

などの向上であった点は、筆者の聞き取り調査結果とよく対応している。すなわち筆者の

調査では「安全‘性の向上」が「事業者の自信｣、「従業員の意識変化｣、「企業や製品の信用

度の向上」などをもたらし、それが「取引の増加」につながったという構図であった。

5．導入予定のない理由一(質問票／問'3．複数回答）

・施設･設備の整備（初期投資）に多額の資金が必要灘
………もザ…苧
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､モニタリング．記録管理等の人的コスト等HACCP手法導入後の運用コスト(ランニング
蕊f鉢茶輪講鍔

コスト)が大きい 瀧講

・導入時のコストの回収が困難……露灘

HACCP手法を指導できる人材がいない 37．2

､従業員に対する研修を十分に行なう余裕がない35．0

･取引先から要請がない34．1

.独自の衛生管理で十分30．5

（以下の項目は省略）

＊数字は％

*表の中で数字に付した影蕊蕊蕊実線の下線、点線の下線、の意味は、上記2.と同様

ここでは、HACCP手法の「導入予定はない」と答えた回答者(全体の43.6%)に、その

理由を尋ねている。この回答内容は、先の「問題点」に関する回答とほぼ重なっており、

資金面での障害が上位を占めている。この回答結果は、これまでと同様に、販売金額規模

「1億円～50億円未満」の中小企業の回答をほぼそのまま反映していることを改めて記し

ておく。また参考のため、100億円以上の企業については、導入予定のない理由として高い

ポイント数を示したのは｢取引先から要請がない(65.6)」と「独自の衛生管理で十分(82.8)」

であったことも付記しておく。

6.輸出の状況

平成24年度の調査から新しい設問が加わり、回答する企業がすでに輸出をしているか、

あるいは輸出を検討しているかについて尋ねている（質問票･問4)。これは後述するが、昨年

(2013）6月に延長されたHACCP支援法の改正内容の中に、輸出促進の位置づけが明確に

なったことに関係しており、この来たるべき変更内容を視野に入れて挿入された質問であ

ろう。この質問に対して「すでに輸出をしている」と回答した企業は943社中、163社で

31％、「輸出を検討している」は53社で5.6％、残りは「検討していない」であった。また

｢輸出をしている」と｢検討中」を合わせた中で「HACCP手法をすでに導入している」企業

は29％、「導入途中あるいは検討中」の企業は31.5％、「導入予定なし」は30％であった。

さらに「HACCP導入予定なし」のグループは、その理由として資金面や人材面の障害と並

んで、「取引先から要請がない」「独自の衛生管理で十分」を挙げていることが注目される。

7.小括

農水省のアンケート調査では､HACCP導入に際して資金面での障害が大きいと考える企

業の割合が「導入済み」「導入予定」とも、非常に多いことが特徴的であった。これは筆者

が実施した聞き取り調査で、認証を取得するにあたって「困難だった点」としては、資金

面ではなくむしろ運用面での苦労（マニュアル作成、記録取り、従業員の理解を徹底する

ことなどで多くの労力を費やした）が多く報告されたことと相違がある。そして政府のア

ンケートでは、特に「導入予定(検討中を含む)」の企業は、資金面でも人材面でも両方で問

題が大きいと認識している。ただし、役立つ支援策としては、資金面よりもむしろ人材養

成やマニュアル作成､公的機関による指導､HACCP手法を学ぶ説明会などに対する期待が
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かなり強い。この一見、整合‘性のない結果をどのように解釈するべきであろうか。ひとつ

には､HACCP支援法による低利融資制度の利用件数が最近は低調である事実が想起される

32。この制度の使い勝手が良くないのであれば問題点を見つけなければならない。一方で、

HACCP導入に対する資金面での困難さが事業者の間で不必要に誇張されているのであれ

ば、それは説明会などできちんと正される必要がある。実際、自治体などが進める衛生自

主管理制度では、多額の施設・整備費をかけることなく衛生管理を向上させることができ

るという点が事業者に対して強調されている。

もうひとつ、HACCP手法の導入による効果については、農水省のアンケート結果と筆者

が聞き取りで得た回答がほぼ一致していたが、この衛生管理法を導入した事業者が利潤増

加に直接つながる効果をあまり感じていないという問題点は依然として残る。筆者の調査

では少なくとも、HACCP導入によって「取引が有利になった」という報告を幾つも得たこ

とや、「結果が出るのはもう少し先になるであろう」や「すぐに売上げには反映しない。長

期的な見通しで判断する」などの事業者の認識を聞くことができたことは有益であった。

HACCP導入による便益は、その後、何年にもわたって発生する。その費用対効果をいかに

して算出するのかはむずかしい問題であるが、これからも引き続いて取り組むべき研究課

題である。

3）政策是正の動き

昨年2013(H.25)年は、わが国の食品業界にHACCP手法の導入を促進しようとする政府

や関係者らの中に大きな動きが幾つかあった。ひとつは、農水省と厚労省が共同で管理す

る、いわゆるHACCP支援法の有効期限が6月に迫っていたことを捉え、その更なる期限

延長を図ると同時に、新しい改正点が盛り込まれた。また総合衛生管理製造過程の承認制

度(厚労省のHACCP認証制度)を運営する厚労省も、HACCP方式の工程管理のさらなる普

及のために、改革案を提示した。さらに中央政府ではないが、最も大規模な自治体HACCP

の制度を運営する東京都が、国際規格との整合‘性を図る認証基準の改正をおこなったこと

が注目されている。以下、それぞれの動きの概略を述べる。

1.農林水産省

食品製造業界におけるHACCP導入の促進を目指す方策として、施設整備に対する長期

の低利融資を事業者に提供する｢食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法｣(通称、

HACCP支援法)は、1998(H.10)年5月に制定されて以来、5年ごとの延長を繰り返してき

た。昨年2013年6月末の有効期限が切れることを契機として、「食品製造業界の大宗を占

める中小事業者によるHACCPの導入が伸び悩む中で､その導入を引き続き促進するため」

現行法の支援内容に加えて、以下3点の改正がなされた33。

①HACCP導入に一気に取り組むのが困難な中小企業者が、その導入に至る前段階の衛

生・品質管理の基盤となる施設や態勢の整備(高度化基盤整備)に取り組む場合も、融資

支援の対象とする。
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②このように段階を踏んだ取組みを着実に支援するため、本法の有効期限を10年間延長

する。（次回の有効期限は2023(H.35)年6月30日）

③さらにHACCP義務付けなどの国際的動向を踏まえ、HACCP導入が輸出促進に資す

ることとなるよう取り組むという方向‘性を明確化する。

①については、これまでの融資策はHACCP導入そのものが支援対象であったため、事

業者は認定された「高度化計画」に必要な施設の整備に対して日本政策金融公庫による長

期低利融資を利用することができた。今後はHACCP導入以前に必要な施設整備も融資対

象となる。ただし前項2）の小括でも触れたように、「高度化計画」の認定に伴う融資制度

の利用件数はここ数年1－4件に限られており、極めて少ない(表1-4)。この理由をきちんと

押さえることなく、制度の対象を下に広げることで､HACCP導入に取り組もうとしている

事業者の要望に真に応えることができるのかどうか、十分な検討が要る。さらに言うなら

ば、前項1）の3．で見たように、多くの事業者らは「低利の融資制度」よりも人材養成や

HACCP運用面での支援策を強く望んでいることから､施設整備への融資制度だけではなく、

例えば島根県が進めているように、専門家(コンサルタント)の指導料などの経費についても

助成制度を設けることが考えられて良いであろう34。

また③については、わが国国内の人口が減少傾向に転じた今、食品の海外輸出により力

を注ぐべきであるとの国の新しい基本方針に沿うものとして捉えることができる。確かに、

食品の輸出を戦略的に推進している国々での認証取得数が飛躍的に増えている35．前項2）

の6．で見たように、「輸出をしている」と「検討中」を合わせた事業者の中でHACCPをす

でに導入しているのはまだ’/3弱で、残りは｢導入途中｣、「検討中｣、あるいは｢導入予定な

し｣、であった。しかも「導入予定なし」の大きな理由のひとつが「取引先から要請がない」

という回答であったが、HACCP認証の取得が世界的に広がる中、相手側からの要請がない

という状況は今後、長くは続かないであろう。食品の海外輸出促進を真に戦略として位置

づけるのであれば、政府は輸出に意欲を示す食品製造者らを念頭においたHACCP導入の

ための具体的な支援策を強化する必要がある。

2.厚生労働省

厚労省では、海外諸国でのHACCP手法の義務化の動きや国際認証取得の広がりを背景

に､今やHACCPが食品衛生管理の国際標準としての地位を確立しているとの認識に立ち、

国内で低迷しているHACCPの普及率36を今後どのように高めていくべきかの「検討会」を

2013年9月に2度開催し、その後、中間報告を出した37。これらの検討の中で厚労省は、

これまでの施策の問題点のひとつとして「総合衛生管理製造過程にこだわるあまり、

HACCPの段階的な導入という視点がかけていたのではないか」と自ら問いかけ、これへの

対応策として、厚労省が食品衛生法(第50条第2項)に基づき、自治体が、営業施設の衛生

管理に関する条例を定める場合の技術的助言として示してきた「食品等事業者が実施すべ

き管理運営に関する指針(ガイドライン)｣(以下､｢管理運営基準｣)の改革案を示している。こ

の管理運営基準は元来､国際機関のCodex委員会38が提示した食品衛生の一般原則39の内容

を参考にして策定されているが、厚労省が示した改正案というのは、これまでの規定に加
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え、新たにHACCPを導入した規定を設定して、従来の管理運営基準とHACCP導入型基

準のいずれかを事業者が選択できるようにするというものである。厚労省としては、事業

者が従来の、規定に基づく全般的な管理ではなく、自社製品の危害分析を自ら実施し、重

要管理点を重点的に管理する効率的な方法を習得する機会を得ることによって、最終的に

はHACCP導入へ導きたいというのが、その趣旨であろう。そして、この改正案は、農水

省が打ち出したHACCP支援法による「段階的な」HACCP導入(上述)とも方向が一致して

おり、HACCP導入型基準を選択する事業者らの施設整備がHACCP支援法による融資の

対象となるよう整合‘性をとるべきである、としている40。

「検討会」の中間報告書によれば、研究機関、消費者団体、事業者の代表のほか、識者、

行政官らが参加した討議では､HACCPを義務化すべきであるとの意見も出たというが、政

府としては、「HACCPが本来事業者による自主的な衛生管理であることを踏まえて｣、現時

点では完全な義務化の方向を選ばないとした。事業者への今後の技術的支援の要として、

「中間取りまとめ｣書では､｢HACCPが単に書類を作成することが目的とならないように、

また、施設設備に重点を置いた指導が過度にならないように」努めるとともに、こうした

適切な助言ができる人材の育成の必要'性を強調している。そして「個々の施設において、

事業者に対してHACCPに関する技術的な助言を与えることができる指導者が必要であり、

施設の特‘性を活かした最適なHACCPの導入について指導できる人材をどのように増やし

ていくかが課題である」と指摘した。

3.東京都

東京都の食品衛生自主管理認証制度41は2003(H.15)年に創設された。いわゆる自治体

HACCPと呼ばれる制度を比較的早期に開始させた先進自治体のひとつに入る｡東京都の場

合、認証基準はHACCPの基礎となる一般衛生管理に重点が置かれており、すべての業種

に共通の「共通基準」と業種ごとの「特定基準」について、一定の水準にあると認められ

た施設が認証を受ける。制度の発足時は「集団給食施設」「豆腐製造施設」の2業種を対象

としていたが、その後、徐々に業種の種類が加わり、現在ではすべての業種．施設を網羅

する全国でも数少ない自治体である。さらに都内に食品が流通する都外の製造業も認証の

対象としており、2013年12月末現在の認証施設数は302となっている。当然ながら、全

国の自治体HACCP制度の中では認証件数が最大である。

東京都は、近年、都認証制度を活用して食品製造の一般衛生管理を徹底させ、それを踏

み台として国際認証取得を目指す事業者が増えてきたとして､都認証制度の認証基準とISO

やGFSI42の国際規格との整合‘性を図るための検討を始めていた。そして昨年(2013)度、さ

まざまな国際規格の基礎となっている食品衛生規貝ﾘを精査し、都の認証基準がこうした国

際規格との整合‘性をもつように見直して、「食品製造」分野に関連する特定基準の改正を行

なった。この改正の目的は、あくまでも都内全体の衛生管理水準の底上げを図ることで、

決して、都認証が国際規格と同等の基準になったということではないと、都は強調する。

これに連動して、都は、ISO22000やGFSIの承認規格FSSC22000などの国際認証、それ

に総合衛生管理製造過程の承認惇労省HACCP認証）を取得している施設は、マニュアル
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審査・実地審査は無しで、無料で都認証を取得できる「特別認証」の仕組みを設けた。「特

別認証」を受けた事業者が都認証のマークを活用することにより、都民に対して企業努力

を一層強くアピールできるうえ、都の認証制度の認知度を上げることに貢献できるという

利点がある。都は、これらの改正の結果、東京都の衛生自主管理制度が事業者にとって、

より使い勝手の良いシステムになったとし43、自主衛生管理に取り組む事業者が増えること

を期待している。

4.小括

以上､農水省と厚労省の打ち出した新たな施策が、食品製造の中小企業が一気にHACCP

導入を目指すのではなく段階的に衛生管理を高めていく選択肢をもつことによって、

HACCP導入率の拡大につなげることで一致していることを見た｡その先に見据えているの

は食品の海外輸出の拡大である。また自治体の中でも東京都がいち早く国際基準との整合

‘性をつけ、都認証が国際認証取得への踏み台となるように事業者を応援する仕組みを整え

た状況を概観した。

筆者は、今後のHACCP手法の普及を目指す方策として、先の厚労省の報告書が指摘し

たように、個々の施設に応じた適切な助言を事業者に与え、HACCP方式の管理法を指導し

ていく人材の養成が最重要であると考える。その意味で、今後、地域に密着した保健所が、

これまでのような監視・指導の態勢から事業者自主管理へと誘導する、その指導的役割を

積極的に担って欲しいと期待している。またそのような保健所の役割が自治体による

HACCP認証制度の運営と一体化して進められれば、なお効果的であろう。

ここで、ひとつ述べておきたいのは、HACCP方式の衛生管理は、わが国の公(おおやけ)の

施策としては食品製造工程を対象とした認証制度しか無いが、一次産品の生産現場におい

ても適用できる管理法であることは周知の事実であり、実際､海外では食肉処理や農作業、

水産物取扱いの現場などを対象としたHACCPの義務付け、あるいはHACCPの前提条件

となる衛生管理の励行が推進されていることである44．わが国では、食肉処理に関しては、

兵庫県の食品衛生管理プログラム認定制度が早くから「と畜処理｣と｢食烏処理｣の工程にお

けるHACCP方式の管理を取り入れていたのは例外的で、国としての取組みはむしろ遅れ

ていたと言わざるを得ない45｡本項の2．で述べた厚労省のHACCP普及のための｢検討会」

の「中間とりまとめ」書では、別紙1．2の中で、今後、食肉・食烏肉の処理段階について

も同様にHACCP導入型基準の設定のため、と畜場法および食烏処理に関する法律の施行

規則を見直す方針が示されたことは歓迎される。一方、農業分野や水産物取扱いの現場に

関しては民間主導で一定水準の衛生・品質管理を認定する制度があるが、認知度はまだ低

い46．今後、これらの取組みが包括的なHACCP認証制度として整備され、生産．加工・流

通のフードチェーンを一貫‘性をもって網羅する政策になることが望まれる。

最後に、HACCP認証制度のラベル使用について言及しておく。HACCP認証制度が市場

メカニズムを利用してうまく機能するためには、最終ユーザーとしての消費者による制度

の理解と認知が重要な役割を果たす。しかし現在のところ、HACCP認証制度の評価は主に
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流通界に留まっており47､認証ラベルが商品に貼付されて消費者にまで’情報が伝達されてい

る事例は、厚労省HACCP認証を受けた食品の一部48と自治体HACCPの認証品に限られ

ていて、制度に対する消費者の認知度はまだ高くない49．自治体HACCPの場合、消費者か

ら見えにくい事業者の自主的な衛生管理の取組みを積極的に評価する仕組みとしての位置

づけや、製品に貼付された認証ラベルが消費者の商品選択の一助となることを、制度のメ

リットとして明確に述べている自治体が圧倒的に多い50。これが認証制度がもつべき本来の

意図と仕組みであるはずだろう。事業者団体によるHACCP認証や国際認証では、認証の

対象が個々の商品ではなく製造工程、あるいは企業の管理システムへの認証であるという

理由で、商品への表示を許可していない場合が圧倒的に多いようである5'・個々の商品の品

質保証でないとしても、少なくとも、事業者が科学的な危害分析に基づく衛生管理法を導

入し、多くの費用や手間ひまをかけて安全‘性の確保に努めているという、その企業努力を

消費者に効果的に伝える方策はないものであろうか。

1第2章(注4)を参照。

2Antle(l995)、p.14-18。

3Antle(l999)、p.620。

4とりわけ食品輸出を国際戦略とする新興諸国の食品産業が、世界の共通規格として普及する食品安全の

マネジメント・システムISO22000を取得して、国際展開を図っている。ISO(国際標準化機構)が公表した

"TheISOSurveyofCertifications-2010"によれば、2007-2010年にかけてISO22000の認証数の増大が
特に著しかった地域として、アフリカ/西アジア(526から2597へ4．9倍)、中南米(92から414へ4．5倍)、

極東アジア(704から8263へ11.7)などが目を引く。ただし多くの新興地域では輸出目的の食品製造業と国

内向けの食品産業の衛生管理体制には大きな開きがあると言われ、自国民に向けた食品製造業の衛生管理

が必ずしも整っているわけではないことに留意する必要がある。国民全体の健康を守り社会的コストの低

減を図るには、食品安全の公共政策が最大多数への便益を生み出すよう、安全水準を横断的に押し上げる

ことが求められる。

5（株)三菱総研報告書(I国外編)2009.3

6Antle(l995)、p.20

7米国で食肉産業へのHACCP義務化が段階的に実施されたことについては、第3章(注4)を参照。

8工程基準と‘姓能基準については図1－1を参照。またAntle(l995)は工程基準をprocessstandard(s)では

なく、designstandard(s)と呼んでいる。

^Unnevehrは数年後に発表した共同執筆の論文で、さらにHACCP手法の‘性格と役割について踏み込ん

だ論を展開し、「適切な方法で導入するならば、HACCPは政府の命令/管理型(CAC,Commandand

Control)の介入よりも…一層、経済効率の良い食品安全政策となるであろうjと結論づけている(Unnevehr

andJensen1999)。また米国政府がHACCP義務化政策を打ち出した当時、Unnevehrと並んでHACCP

導入を支持した研究者らにCaswellandHooker(l996)、Mazzocco(l996)らがいる（第1章(注11参照）。
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">USDA/ERSの研究員Ollingerから玉置宛てメール(2013.10.22付)による。”…HACCPtasksare

tasksthatplantsspecify,butFSISendorsesthemandrequireschangesiftheyarenotacceptableand

thenaremonitoredbyFSIS(米国食品安全検査局."。さらにEUでもHACCP手法を‘性能基準として適用

する方向に向かっていると言われている(HensonandNorthen(l997)、p.100．本章(注18)関連）。

11（株)三菱総研報告書(I国外編)2009.3,p,16。

12同上。

13BredahlandHoUeran(l997)、p.52。

14同上、p.56。

15Holleranほか(1999)、p､679-680o

16HensonandNorthen(l997)、p.100。

17同上、p.101。

18第3章の先行研究レビューで見たように、その後Hensonら(2000)は英国の酪農加工業の事業者を対象

としたアンケート調査により、HACCP採用の動機の詳しい解明を行なった。そしてHACCP採用の法的

義務は多くの要因の中のあるひとつの要因でしかなく、市場の要請に基づく多くの誘因がHACCP採用の

動機となっているという調査結果を導き出した(第3章1節2)項)。

19また英国では1990年の食品安全法の中のduediligenceの規定に見られるように、融通』性のある‘性能
基準への移行が明らかであるという。その傾向はEU内においても見られ､‘性能基準を基礎とするHACCP

方式の衛生管理システムの適用などはその一例である(HensonandNorthen(1997)、p.100).

20（一財)食品産業センターが運営管理する「自治体HACCP等の認証制度」のページ参照。

http7/www.shokusan・or.ip/haccp/guide/attestation/
(アクセス2013.12.12）

21従って、食品の卸売、小売業者、飼料メーカー、農薬・肥料・動物用医薬品メーカー、機器・包装材・

洗浄剤・添加物の生産者、清掃・洗浄および殺菌・消毒サービス、輸送及び保管業者、なども対象となっ

ている。

22その他、申請内容の変更や、認証を否とされた場合の再申請、実地審査の追加申請ほか、幾つかの細か

い料金項目があるが、いずれも1万～5万円台に設定されている。

広島市衛生協会ホームページ中、「食品自主衛生管理認証制度について」業務手数料の項、参照。

http7/www.megaegg.ne.jp/~hirofha/syokuhin/01_12.html

(アクセス2014.2.10）

23「兵庫県食の安全安心と食育に関する条例施行規則」のp.17別表参照。

https7/web・pref.hyogo.lg.jp/hw14/documents/000103066.pdf
(アクセス2014.2.10）

24その後、2014.2.4に島根県浜田市で開催された食品安全セミナー（主催は(一社)大日本水産会とジェト

ロ松江貿易情報センター)で講師を務めた専門家から得た情報として､某事業者団体の申請費用､指導料(．
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ンサルタント料)、指導者または審査員の旅費、宿泊費、日当、および専門家の往復回数などを参考に算出

した結果、事業者の年間負担額は約70万円に相当した。

252013.1.30に島根県浜田市で開催された食品安全セミナー（主催は公益財団法人しまね産業振興財団）

にて。現在、同市内でFSSC22000の認証取得を目指している企業から聞き取った話の内容ともだいたい

合致した。また第3章で紹介したZ社（乾麺製造業）は、ISO22000を取得するまではコンサルタントの

助けを得たが、その後は費用節約のため試行錯誤で自力でFSSC22000の取得をやり遂げたと報告してい

る（巻末資料に収めたZ社の報告を参照)。

26島根県の助成内容は、専門家(経営コンサルタントなど)経費や審査登録に要する経費の2分の1以内で

1件あたり100万円以内である。また、この助成金のこれまでの採択実績がネットで公開されている。

http7/www.joho-shimane・or.jp/docs/2011040500014/

http://www.joho-shimane.or.jp/docs/2013012500015/

(アクセス2013.7.5）

27例えば、兵庫県の制度はHACCPとトレーサピリテイ、法令順守の3点をセットにして、かなり高い要

求内容を備えた制度である。また東京都では昨年(2013)、食品製造部門の要求事項を見直して国際基準と

の一貫‘性をもたせるなどの改革を行なった（本節3項の｢3．東京都｣で後述)。

28各県の対象施設・品目として、当然のことながら地域の主産業が積極的に取り上げられたり（例えば広

島県のカキ作業場やカキ加工品、鳥取県のゆでカニ製造・加工、兵庫県の食肉処理など)、あるいは県が直

接に審査するのか認証機関に委託するのかの判断も自治体の事情によって選択されている、など、多くの

部分が各自治体の自主‘性に任されているという一般的状況を指しており、例えば中国地方、近畿地方、な

ど地域によって一定のパターンが形成されているという意味ではない。

29例えば、「東京都食品衛生自主管理認証制度の現状と今後の展望一東京都福祉保健局健康安全部食品監

視課自主管理認証制度担当係長小淫悠作氏に聞く」『月刊HACCPJ(2013年3月号、pp､20-23)の中での

小淫の発言。

3o農水省食料産業局企画課『平成24年度食品製造業におけるHACCP手法の導入状況実態調査』（平成

25年7月4日付)。調査の範囲は全国。調査期日は平成24(2012)年10月1日。対象は、日本標準産業分

類による食料品(および飲料)製造業者で従業員数が5人以上の企業。総務省の平成21年経済センサス（基

礎調査）を基とし、業種別、従業者規模階層別、都道府県別の企業数に比例させて標本数を配分。そこか

ら無作為に標本を抽出。標本数を2,050企業と算出し、943の回答が得られた(回答率46％)。詳細は農水

省ホームページ参照。

http7/www.maffgo・jp/j/tokei/kouhyou/syokuhin_doukou2/index.html

(アクセス2013.11.16）

また他に同種の調査が数年前に行なわれている。ひとつは厚労省が(株)三菱総合研究所に委託した「国内

におけるHACCP手法等の導入状況に係る調査報告書」(2009.3)で、もうひとつは側)食品産業センターが

実施した「HACCP手法による食の安全‘性確保対策の実態報告書」(2010.3)である(巻末の参考資料リスト

を参照)｡いずれも単発の調査報告で､農水省の調査と類似の設問が設定されており、回答結果も似ている。

ただし、厚労省の調査は対象として食品製造・加工業のほか、卸売業、小売業、食品輸入業なども含めて

おり、特色がある。一方、食品産業センターの調査は、総サンプル数6,822の内、回収した有効サンプル

数が2,792と、大規模な調査である。本稿では、農水省の経年調査である平成24年度版を利用した。

31HACCP支援法による低利融資策の利用件数は近年､低調であることが想起される(表1-4)。現在の制度

が使い勝手が良くないのであろうか。また税の軽減策はHACCP支援法のもとに協同組合などの団体組織

に対して組まれていたが、数年前に停止となり、現在は団体に対しても単一企業に対しても、税に関する

支援策は無い。
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32同上。表1-4、表1．5を参照。筆者の聞き取り調査でも、この法律による認定を受けた企業が3社あっ

た内、融資を受けたと答えたのは1社のみであった。別の1社は島根県の融資制度を利用して工場を新築

したと答え、もう1社は自己資金でまかなったと答えた。

33農林水産省「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案概要)」（平成

25年3月)http7/www.maff.go・jp/j/shokusan/sanki/haccp/pdfyhaccpkaiO.pdf(アクセス2013.11.16)

34これについて、HACCP支援法の一部ではないが、農水省は3年前からHACCP取組みに不可欠な人材

育成を支援するとして、専門家による現地指導を開始したという。実施実績はこれまでに平成23年度が8

件、平成24年度が16件で、ほぼすべての支援先でHACCP導入を達成したという（農水省担当者より玉

置宛てメール2014.2.21付)。しかしこの制度はあまり知られておらず、現在のままでは'情報も得にくい。

35本章(注4)を参照。

36政府の記述では、国内の食品製造の中小企業のHACCP普及率を一貫して27%としているが、この数

字の根拠は不明。先に挙げた(本章(注30)）農水省食料産業局企画課『平成24年度食品製造業における

HACCP手法の導入状況実態調査』(平成25年7月4日付）によれば、「小計」としてまとめられている「販

売額1億円～50億円未満」の中小企業のHACCP導入率は23.5%となっている。

37厚労省「食品製造におけるHACCPによる工程管理の普及のための検討会」参考資料(2013.9.3)

http7/www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000028800.pdf

(アクセス2014.2.6)

厚労省「食品製造におけるHACCPによる工程管理の普及のための検討会中間取りまとめ」(2013.12)

http7/www.mhlw.go・jp/file/04-Houdouhappyou-11135000-Shokuhinanzenbu-Kanshianzenka/00000320

28.pdf

(アクセス2014.2.6）

また第2回検討会に参加した識者からの報告として「豊福氏、HACCPのベネフィットや課題などを解

説､現行の管理運営基準とHACCP導入型基準の選択'性提案｣『月刊HACCPJ(2013年11月号､pp.41-44)

掲載を参照。

38Codex委員会(CodexAlimentariusCommisssion)は肌0(国連食糧農業機関)とWHO(世界保健機構)が

合同で1962年に設置した委員会で､消費者の健康保護と食品の公正な貿易を確保するために各国が共同で

食品の国際規格、基準、業時などを策定する作業にあたってきた。日本も1966年から加わっている。

39GeneralPrinciplesofFoodHygieneCAC/RCP1-1969,Rev.3-1999,md.1999．食品衛生の一般原則は、

安全な食品を製造加工するための施設・設備・器具の保守管理や洗浄･殺菌、また作業員の衛生管理など、

食品取扱いの環境を整えるのに基本的に必要な衛生管理作業を示している。

40本章(注37)に同じ。厚労省「HACCP普及のための検討会中間取りまとめ」参照。

4’以下の記述は東京都食品衛生自主管理認証制度ホームページを参照した。

httpV/www.fukushihoken.metro.tokyojp/shokuhin/ninshou/index.html
(アクセス2014.2.6）

また「東京都食品衛生自主管理認証制度の現状と今後の展望一東京都福祉保健局健康安全部食品監視課

自主管理認証制度担当係長小淫悠作氏に聞く」「月刊HACCPJ!(2013年3月号、pp.20-23)、および「東京

都健康福祉局が『食品衛生自主管理認証制度』を改正」『月刊HACCPJ(2013年11月号、pp.62-65)の記

事も参照した。
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42GFSIはGlobalFoodSafetyInitiative(国際食品安全イニシアティブ)の略で、欧州の流通・食品業者が

中心となって運営する非営利団体｡FSSC(FoodSafetySystemCertification)22000などの食品安全に特化

して規格を承認している。

43今回の改正では、同時に、チェーン店の「本部による統一管理」と「店舗での衛生管理」を一体化して

「本部認証｣とし､全店舗が実地審査を受ける必要性をなくして利便性を高めたことも特徴とされている。

44（株)三菱総研報告書I国外編)2009.3°この調査は厚労省からの委託で行なわれた。

451992年3月に「食鳥処理場におけるHACCP方式による衛生管理指針」が厚生省(当時)から出されて

いるが、現場からは、その徹底の困難さが報告されている。例えば、以下の報告など。

所光男ほか(岐阜県食肉衛生検査所）「食烏処理場におけるHACCP方式による衛生管理」『日本食品微生物

学会雑誌』11(4)1995、pp.227-232．

https7/www.jstage.jst.go.jp/article/jsfinl994/ll/4/ll_4_227/ndf

(アクセス2014.2.8）

46農作業の現場については、適正農業規範の普及を図る日本GAP協会(JapanGoodAgricultural

Practice)が認定制度をもつ(http7/jgap.jp/)。また水産物取扱い施設に関しての民間レベルでの取組みや、
水産庁が産地市場の衛生品質管理対策の推進に努力していることについては、岡野・漬田(佐藤)(2013)の報

告がある。

47筆者の事業者聞き取り調査の中では、HACCP認証を取得した経済的動機として「取引先から要請され

た」「取引の条件になっていた」などの回答が複数あったことが想起される。また実際、中国四国の9生協

の連合体である｢コープcsネット｣で品質管理を統括する内堀正明によれば、食品メーカーが食品衛生．

品質に関する何らかの第三者認証を受けている事実は、商品の選択にあたっての基準リストの中で十分に

考慮されており、事実、生協のPB食品を製造するメーカーのほぼ6割が第三者認証を取得しているとい

う。

48店頭では牛乳および食肉加工品によく見かけるが、認証を受けたすべてのメーカーが商品に貼付してい

る訳ではなく、活用率は低い。消費者の認知度が低いために、ラベルを表示しても無駄、というメーカー

側の意識からか、結果は消費者の認知度が低いままという悪循環に陥っている。

49筆者が2010年に実施した消費者意識アンケート調査において、「HACCP(ハサップ)の管理手法で生産

されたもの」が回答者にとってどれだけ重要であるかを尋ねた質問（問9-D-1-18)では、無回答の数が飛

びぬけて高かったことにも表れている。その中には、回答欄に「知らない」「わからない」とわざわざ書か

れたのも多くあった。本論文の巻末資料に収めた調査の集計結果い41)を参照。

50本章(注20)に同じ。（一財)食品産業センターが運営管理する「自治体HACCP等の認証制度」のページ

参照。

51おそらく唯一の例外として、（一社)日本冷凍食品協会の認定を受けた施設で製造された冷凍食品はすべ

てに認証ラベルが貼付されている。検査官をも務める専門家によれば、本協会の検査は製造工程のみなら

ず個々の商品に対する検査の頻度も格段に高いという。
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終章結語

1）本研究の成果

1.情報開示型食品安全政策へのAntle理論の適用

わが国で長らく公共政策の主流であった命令/管理型の政策は、行政が裁量権を行使する

ことによって市場に直接介入し、政府が設定した基準・規貝1への順守の徹底を図って違反

者には罰則を与えるという取締り政策であった。しかし食品安全政策の分野においても他

の分野と同様、このような一方的な規制策の徹底には膨大は監視費用がかかり、効率の低

下とともにその有効‘性が限界にきていると言わざるを得ない'。これに対して、従来の政策

を補完する形で近年登場した新しいタイプの情報開示型政策は、市場参加者である生産者

と消費者の経済的インセンテイブに働きかけながら食品安全‘姓を市場メカニズムの中に取

り込もうとする(内部化する)、言わば市場親和的な政策であると言える。

筆者は、このような'情報開示型政策の好例としてのHACCP認証制度に注目した。わが

国でHACCP認証制度がスタートして(1995年)以来、およそ20年が経過した。食品安全へ

の社会的要請はかつてなく高まっており、HACCP手法の世界的な普及を背景に、国内にお

いても意欲ある事業者によるHACCP導入は一定程度、進んできたと言ってよい。しかし

HACCP認証制度については､これまで市場メカニズムを利用した‘情報開示政策としての意

義を積極的に捉え実証的に検証する研究は殆んど見られなかった2･これに対･し筆者は、売

り手と買い手の間の安全'情報の保有状況に基づいて食品安全属'性の市場均衡を3つに分類

したAntle(1995)の分析の枠組みを援用することで、HACCP認証制度の政策的意義を理論

的に捉えようとした。このような分析視角はこれまでに見られなかった新しい試みである3．

Antleが売り手と買い手による安全情報の保有形態に応じて分類した市場均衡とは、a

完全‘情報の市場均衡では売り手も買い手も完全な安全‘情報を共有する、b非対称・不完全

‘情報の市場均衡では売り手のみが安全情報をもっており、買い手は食品の購入前には‘情報

を保有しないが購入後に安全‘性を識別できる、c)対称・不完全情報の市場均衡では売り手

も買い手も事前・事後を問わず安全情報を保有せず、双方にとって安全’性は不確実のまま

である、の3つである。通常、買い手による『繰り返しの購入」の結果、b市場がa市

場へ移行することが可能となるが、HACCP認証制度はこのプロセスを時間的に縮め、買い

手の，情報の不完全’性を解消する。こうして実現した完全市場の市場均衡においては、｜浪界

便益曲線と限界費用曲線が交差する均衡点において総余剰(社会的便益)が最大になり、資源

の最適な配分が実現していることから､HACCP認証制度が市場メカニズムの中で効率的に

機能する政策であることがわかる。この均衡点では買い手の望む水準の安全'性が、売り手

の望む価格で達成されている。

そしてもうひとつ付け加えておきたいが、本稿ではHACCPをはじめとする食品安全に

関する欧米の政策や研究水準を紹介したことも、本研究の成果として挙げられる。
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2．実証分析による検証

本研究ではまた、先述のような理論的枠組みで捉えたHACCP認証制度が食品安全'性を

向上させ、かつ効率的な資源配分の下で実施できる政策であることを、わが国の標本デー

タを用いて実証的に明らかにした。すなわち需要側の分析では、消費者調査の集計結果に

主成分分析を適用することにより、消費者が生産‘情報を安全確認の重要な手がかりとして

いることを発見し、また多数の回答者から、安全'性確保に対して通常商品の価格の1割程

度の追加費用を支払うという意思表明があったことから､HACCP認証制度が達成している

と想定される食品安全市場での需要関数を類推することができた。また供給側の考察にお

いては、HACCP認証を取得した事業者の聞き取り調査を実施し、企業が期待利潤に基づい

て費用の投入を行ない食品安全の生産工程を構築したことを確認したことで、この新たな

生産工程の稼働に伴う費用の発生によって、事業者の費用関数の存在を想定することがで

きた。こうして、完壁な形ではないが、HACCP認証制度が想定する完全情報(完全競争)の

市場の存在を示唆し、一定の安全水準を達成しながらこの制度が有効に機能していると推

測できることを検証した。ただし本研究ではHACCP認証制度の費用対便益の分析は行な

っておらず、また静態的な部分均衡の枠組みの中でこの制度を評価していることを再度、

断っておきたい。

政府の調査によれば、わが国のHACCP導入率(平均値)は20.8%と出ているが、大企業の

導入率は7割台に達していることから(第4章4節で既述)､市場に出回っている食品の多く

がすでにHACCP方式の衛生管理法で生産されていると見ることができよう。今後、

HACCP導入のさらなる普及と消費者による認証ラベルの認知度上昇によって､市場のニー

ズに応える事業者の食品安全'性の供給が増加し、国民の疾病による放棄所得の減少、医療

費の抑制、監視費用の節約など、社会的費用の低減に貢献することになるであろう。

2）残された課題一「対称・不完全情報市場｣への有効な政策措置

市場メカニズムに親和的な新しい情報開示型の食品安全政策として登場したHACCP認

証制度であるが、すでに繰り返し記したように、この制度は、対称。:不完全‘情報の安全市

場では有効に作用しないという限界の問題が残る。対称・不完全情報の安全市場とは、先

に示したc)の場合で、･食品の安全にかかわる危害情報が生産者にも消費者にも、その食品

の購入前・購入後を通じて保有されていないという市場のケースである。対称・不完全‘情

報の下では、生産者自身、すべての安全属'性についての完全な知識をもっている訳ではな

く、たとえ開示を要求されたとしても、生産者はすべての危害’情報を明らかに示すことが

できない。

不完全情報の市場が効率的水準の安全‘性を達成できずにいるとき、その不完全‘情報の状

態が生産者と消費者の間で対称なのか非対称なのかの区別は、適切な政策選択において重

要になってくる4．不完全情報が非対称の場合(b)の市場）、例えば病原菌による食品汚染

があることを消費者が知らない場合、急‘性の危害は食品の摂取後まもなく現れることから、

その原因はすぐに判明する。このような市場では通常、繰り返しの購入によって消費者が

経験的に安全を確認することができれば、生産者は評判を確立して、完全‘情報の市場と同
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様の状態を実現することができる。そしてこのプロセスを時間的に短縮したシステムが

HACCP認証制度であった。すなわちHACCP認証制度の下では、初めての買い手であっ

ても認証ラベルを頼りに直ちに安全‘性を確認することができ、購入前の不完全‘情報が解消

される。これに対して、例えば、残留農薬、食品/飼料･添加物、動物用医薬品、放射能、遺

伝子組み換え体、クローン体、環境ホルモン、などの体内への取り込みによってもたらさ

れる慢性的影響は、数年または数十年後に発現するかも知れないし、あるいは世代を超え

て現れるかも知れない。さらに、ガン、その他多くの病気の原因は完全に解明されている

わけではなく、特定の食品の摂取が特定の病気に関連しているという因果関係を確定する

ことはむずかしい。従って対称・不完全情報のもとでは(cの市場）、たとえ購入前・後に

I情報が開示され、繰り返しの購入があったとしても、企業が品質〈安全)に関する評判を確立

するのは困難である。

消費者が高品質（安全度の高い）生産物と低品質（安全度の低い）生産物を区別できな

いときには、評判のメカニズムによって効率的な安全水準を効果的に達成することはでき

ないため、結果として、製品の質に関するGreshamの法貝Iが機能し、悪貨（低品質、低価

格）が良貨（高品質、高価格）を市場から駆逐することになる。それは、市場が安全'性の

高い高品質を求める消費者から、そのような商品を買う機会を奪うことを意味する5。

このような対称・不完全‘情報市場における悪循環のメカニズムを打破する、市場メカニ

ズムを利用した政策は今のところ存在しない。Antle(1995)は、買い手にとって購入前も購

入後にも安全‘性が不確実な場合、政策選択としては「食品表示」と『'性能基準の設定」が

解決策であると提示している6．例えば食品添加物についてであれば、政府が安全‘|生の検証

に基いて使用してもよい添加物の種類と使用量の上限を定めて（'性能基準の設定)、事業者

の順守を要求し、食品の中にその添加物が使用されていることを表示する義務を事業者に

課す(食品表示)。これは本論の冒頭で示したように(図1-1)、命令/管理型規制の施策に属す

る。事業者は法令で定められた規則に従わなければならない。‐-一方、買い手は少なくとも、

食品の中に含まれている添加物の物質名を知り、その使用量は健康に影響が生じないと政

府が判断した量であるという‘情報を得ることができる。この‘情報を手がかりにして安心し

て購入するのか、購入しない選択をするのかは、買い手に任されている。

結局のところ、このような市場へは、政府が食品の科･学的研究を進め、特定の物質がも

たらす潜在的危害や長期的危害の発症可能'性を常に探りながら、最新の研究成果を安全基

準の継続的な見直しに反映させ、これを積極的に市場に開示していくという情報型の政策

に力を注ぐほかないのではないだろうか7。

3）有機JAS規格の認証制度について

ここでひとつ特に書き記しておきたいのは、有機JAS規格の認証制度の捉え方について

である。例えば有機栽培の作物は化学的に合成された肥料や農薬が不使用、という条件下

で作られ、それが第篭者機関によって検証されているため、農産物に潜む危害物質として

警戒される残留農薬の問題は解消している8．残留農薬は対称．不完全‘情報のc)の市場に該
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当する危害物質で、その危害リスクは生産者も消費者も確実なことはわからないのだが、

その物質が不在というのであるから、作物を見ただけでは…一般農産物と僅別がつかなくて

も、有機栽培の認証ラベルを目印とすることで購入前にその情報が明らかになるという点

において、HACCP認証制度の場合と同様に完全情報市場が実現すると考えられる。すなわ

ち化学肥料・農薬の不使用という一定の「付加価値」が、市場メカニズムに乗って取引さ

れていると･言える9．

ただし、それでは、「有機」として生産された農産物が、いわゆる安全'性が確保された生

産物なのか、の議論については、これは別問題として、慎重論が多くある。研究者からは、

殺虫剤を用いないことで発ガン’性のあるカビ毒を穀物類に発生させるリスクを高めるかも

知れないという報告が出ていると同時に、有機農畜産物の「安全'性」を生産物のみの安全

性という狭い枠内で解釈をするのではなく、情報の透明‘性や信輝‘性、すべての生き物や環

境への影響、などをも含めて吟味するという立場から、まだ研究は尽くされていないとす

る見解が示されている'0．また有機農法を推進する現場からも、「一般作物より安全と言え

るかも知れないが､化学物質不検出を保証するものではない」という注意書きとともに、「有

機」の意味するところは自然で健全な食物連鎖を目指すことであるから、安全か危険かを

議論する前に循環できないものは避けるというのが基本の考え方であると説明されている

11
0

こうした見解を参考とするならば、化学的に合成された擬材に頼ることなく、「土壌の性

質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をで

きる限り低減した栽培管理方法を採用」（『有機農産物の日本農林規格」第2条）することを目的

とする有機栽培のあり方に対して、単に残留農薬の有無のみに絞って安全'性を問うのは問

題を倭小化しており正しくないであろう'2．本論の冒頭で述べたように、有機JAS規格の

認証制度の政策上の位置づけが「安全’性の確保」ではなく、第一義的には生態系への負荷

の低減を目指す持続可能な農畜産業方式として策定され、あくまでも『特色ある栽培方法_｜

(『特定JAS規格｣のひとつ)として消費者に提示されていることは妥当であると考える。こ

の生産方式に賛同する、あるいは安心感をもつ消費者は、これらの認証商品を購入すると

いう選択をするであろう'3．'40

4）長期健康被害(LTHOs)への警告

最後に、米国の食品安全政策について、近年、急‘性の食中毒に端を発する長期健康被害

(LTHOs,LongTermHealthOutcomes)の危険性に警告が発せられている状況を付記して

おきたい15･米国疾病対策予防センター(CDC,CenterforDiseaseControl)の推計によれ

ば、米国では年間4,780万件の食中毒が発生していると見られ、センターはこうした急性

の食中毒がLTHOsにつながる可能'性を認めているという。急性の食中毒を経験した患者が、

何ヶ月も経過した後に特有の健康障害(LTHOs)を発症するという連関‘性には1980年代ま

でに専門家らが気付いていたと言われ、これまでにサルモネラ菌と反応性関節炎(reactive

arthritis)との関連や､腸管出血‘性:大腸菌E.coli0157:H7と溶血‘性尿毒症症候群や肝臓障害

との関連などが、幾つもの症例から確認されている'6。
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急'性の食中毒が引き金となってLTHOsを引き起こす可能鮒性について、年々、新しい症例

報告が相次いでいる状況の中で、Roberts(2013)は、経済学者らがもっとこの問題に注意を

払うべきであると警告している。Robertsを初めとする研究者らは、-一定の種類の病原菌を

対象として、急性の食中毒とLTHOsがそれぞれ発生させる社会的費用の推計を比較した。

その結果、LTHOsのほうが社会的コストの負担が大きいと見られるケースもあり、また別

の推計では社会的費用が100億ドル単位の多大な数字として出され、加えて、毎年、何万

という『生活の質」寿命(QALYs,QualityAdjustedLifeYears)の損失が見積もられた。

このような推計値を基に、Robertsは、件数としては多くないかも知れないが、病原菌の種

類によっては、…一生を通じての影響の範囲は急性の食中毒による被害(死亡を含む)よりも社

会的費用が大きい可能性があるとする。

わが国では急‘性の食中毒の病状の重症化に対する治療法が医療研究者の間で模索されて

いるが'7、問題はまだ医療界の中にとどまっており、一生涯にわたって影響を及ぼすかも知

れないLTHOsへの社会的認識や経済学者らによる注目までには至っていない。しかし、米

国で発信されている警告は、少なくとも、食品製造過程における病原菌などの危害防御を

目的とするHACCP管理法の重要性と、その更なる普及を推す、新たな理由づけとなるで

あろう。

’例えば厚労省が発表するわが国の食中毒の発生状況を見ると、この30年間、食中毒の年間事件数、患者

数、は殆んど変化していないことを示している。因みに2012年は事件数が1,100件、患者数26,699人、

死者数11人であった。これは30年前の記録とさほど変わらない。（1981年の事件数は1,108件、患者数

30,027人、死者数13人。）1990年代の後半に事件が多発したことや、年によって増減はあるものの、事
件数は年間約1,000件余、患者数は大体25,000.35,000人で推移してきた。死者数も、近年は1桁で推移
し、0を記録した年が2年続いた後、2011年と2012年は2年連続で11人ずつの死者が出た。食中毒件数

のみが食品安全行政の評価指数ではなく、また食中毒の原因は事業者ばかりであるとも限らないが、もは

や取締り行政に頼るのではなく市場参加者のインセンテイブを活用する新しい施策が強く求められており、

これは世界の潮流でもある。

2第1章(注11)を参照されたい。

3第1章(注20)を参照されたい。

4Antle(1995)、p.47．

5Antle(1995)、p.47。

6Antle(l995)、p､78、TABLE4-2。‘情報の不完全市場において、不完全な状態が生産者と消費者の間で『対
称｣か「非対称」かの捉え方にAntleと筆者の間で多少の相違があるが、消費者にとって購入後も判明しな

い場合は、生産者にも消費者にも不確実であるという「対称・不完全情報」の市場であると解釈した。

7このような場合、ひとつ考え得るのは保険という解決手段であるが、長い時間が経過した後、健康:被害
が生じたとしても、その障害と特定の食品との因果関係を証明することは容易ではないと思われることか
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ら、実際の政策としては実行可能‘性が低い。

8これは日本の状況についての説明である。例えば、米国では化学的に合成された資材を…定条件のもと

で一部許可している。有機農業に関する米国連邦規則の中の｢205-601Syntheticsubstancesallowedfor

useinorganiccropproduction.(有機農産物生産において使用許可の化学合成資材）」の項参照。
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx7tpWecfrbrowse/Title07/7cfr205_main_02.tpl
(アクセス2014.4.9）

9有機農産物の小売り価格は通常、一般作物よりも高いにもかかわらず、消費者による有機作物への需要

は高まっており、それは、国内の農産物の総生産量に占める有機格付数量の割合が年々、上昇しているこ

とに表われている｡農水省の発表によれば､平成18(2006)年度のわが国の農産物の総生産量は29,25l,800t

で、内、有機認定:事業者による格付数量は48,596tであった。有機の割合は0.17%である。これに対して、

5年後の平成23(2011)年度は総生産量は24,734,lOOt､格付数量は58,444tに伸びた。有機の割合は0.24%

である。国内の農産物の総生産高は毎年、確実に減少しているのに対して、全体に占める有機農産物の割

合は、着実に増えている（農水省「認定事業者に係る格付実績」より)。ただし消費者が有機作物を購入す

る動機については、本文で言及した化学肥料・農薬の不在のみがその理由であるとは限らない。後述して

いるように、有機農産物には環境問題と密接に関連する農業のあり方自体が提示されており、その意義に

賛同する購入も-卜･分にあると推測される。

10Hansenほか(2002)oHansenらは、その他、有機畜産物の生産の弱点として、動物の野外肥育が長時

間にわたるならば、土壌、寄生虫、野鼠、野鳥などから感染症を移されるリスクが高まる危険’姓を挙げた．

11特定非営利活動法人日本オーガニック＆ナチュラルフーズ協会○ONA)理事長、高橋勉の発言より。間

協会は有機JAS規格の登録認定機関でもある。

http://jona-japan.Org/qa/#1289901075-033399

(アクセス2014.1.26)

また「大地を守る会」の戎谷徹也も、有機農業の優位'性は「土壌の保全」「環境汚染の低減」「生物多様'性

の保全」などの観点で世界的に語られていることを指摘している。

http://www.daichi.or.jp/blog/ebichan/2009/08/post-258.html

(アクセス2014.1.26）

12さらに有機畜産物の場合は、飼育動物への給餌や医療だけでなく「動物の生理学的及び行動学的要求に

配慮」（｢有機畜産物の日本農林規格」第2条）することも規格に示されていることから、問題は単に使用
資材電の安全’性だけにとどまらない。

13そして化学肥料・農薬の不使用ではないが、それぞれの使用量を低減して生産される特別栽培農産物や
エコファーマー制度による農産物は、有機栽培に準じた形で環境にやさしい農業方式による商品として、

消費者の選択に供されていると位置づけられる。

14なお2006年に制定された「有機農業の推進に関する法律」には、有機農業推進の基本理念として、ま

ず、「農業の持続的な発展及び環境と調和のとれた農業生産の確保」のために、農業の自然循環機能と環

境への負荷を低減する有機農業の重要,性を述べた後、第二に、「消費者の安全かつ良質な農産物に対する

需要が増大していることを踏まえ、有機農業がこのような需要に対応した農産物の供給に賃するものであ

る」として、初めて消費者の安全への関心と有機農業を関連づけているが、有機農溌物が安全‘性の確保さ

れた農産物であると表現しているわけではない。

15以下の記述内容はRoberts(2013)に拠っている。

16Roberts(2013)、pp.2-3。
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’17『日本経済新聞』(2014.1.19)記事「食中毒の脳症に治療法／東大･欝幽大などのチーム／ステロイド投
与が有効」。 １
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付録

1）食品市場および属性市場における消費者の主体均衡

(1)食品市場における消費者の主体均衡

伝統的な消費者選好理論では、個別の商品が選好の対象とされる。その意味で、現実の

市場取引をそのまま描写した理論であると言える。この理論では、消費者は下のような効

用関数をもっているものと想定される。

U=U(Xi,X2, ,Xi，・・・,Xn) (1)

ただし、Uは商品の消費から得られる効用、Xiは第i財の消費量a=1,2,

型＞0である。
axi

また消費者の所得制約式を下のように想定する。

P1X1＋P2X2＋、．＋PiXi＋・．+PnXn=Y

,n)、

(2)

ただし、Piは第Xi財1単位の価格(i=1,2,．．．,n)、Yは当該消費者の所得である。

そして消費者は価格受容者⑪ricetaker)であるとし、また､消費者の所得Yは一定で与えら

れているものとする。

以上のような想定の下で、

に(Xi,X2,・・・,Xi,．‘

記のように定式化される。

(2)式の所得制約をもつ消費者は(1)式のUを最大にするよう

．，Xn）の消費量を決定する。この問題は最大化問題として下

MaxU(Xi,X2,
(x...．，Xn）

,Xi，・・・,Xn)

ただし、P1X1+P2X2+・・＋PnXn＝Yb

(3)

この最大化問題はラグランジェ法を用いて解を求めることができる。まず、次のような

関数Vを定義する。

V=U(Xi,X2,．．．，Xn)＋凡(P1X1＋P2X2十・・+PnXn-Y) ．(4)

ただし、凡はラグランジェ乗数である。

(4)のように定義された関数Vを最大にするための必要条件を次のように求める。
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aunt.．．XO
一
一

”
｜
伽

+XPi=0
ax.

au(Xi．。,Xn)一
一

２

Ｖ

Ｘ

６

６
+XP2=0

axz

●

(5)

aV－6U(X1，．．̂+XPn=0
aXnOXn

型＝P1X1＋P2X2＋・・＋PnXn－Y
aス

(5)の必要条件は､P1,P2PnおよびYが与えられるときのX1,X2，．．，Xi，。*.Xn,

1を内生変数とする(n+1)本の方程式である。十分条件については複雑であるため、ここで

は満足されているものとすれば､X,,X2，．．，Xi，．．,Xn,1はユニークな解をもつので、

(5)式で示されるものが「消費者の主体均衡」を示している。

なお、商品価格と属性価格の双対関係については本文第2章（2.3）式で示したので、ここ

では省略する。

(2)属性市場における消費者の主体均衡

属‘性市場における消費者は、商品の代わりに属‘性の購入量から効用を得ているものとす

る。この消費者の効用関数は、先に示した商品の効用関数と同じものとする。

U=U(Ci,C2,．．．,Ci,・・・,Cn) (6)●

ただし、Ciは第i属‘性の消費量a=1,2,

いるものとする。

,n)であって、適当な単位で計測されて

消費者が直面する所得制約式は下のように定式化される。

(7)F1C1+F2C2+・・+P'iCi+・・+PnCn=Y

ただし、本文第2章（2.3）式より、

Fi=Fi(Pi,P2,．．．,Pn)、

P'i=P'i(Pl,P2,．．．,Pn)、
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Fn=Fn(Pl,P2,．．．,Pn)

である。

消費者は(6)式のUを(7)式で定義される所得制約式の下で最大化するように､C1,C2，．．．，

Cnを決めるであろう。この所得制約式(7)におけるP'1,P'2,．．．,P'nは(Pi,P2,．．．，P､）

の関数である。つまり商品市場における主体均衡を達成する際に与えられた(Pi,P2,．．．

Pn)によって、属‘性市場における消費者の主体均衡をもたらす(P'l,F2,．．．，P'､）のそ

れぞれを決めている。このように、属性市場における主体均衡は、商品市場における消費

者の主体均衡と整合的に決まっていると言える。

以上の意味で、商品市場における消費者の主体均衡は、属‘性市場における消費者の主体

均衡と双対的関係にあると言うことができる。

2）主成分分析における主成分の抽出

本文の記述に加えて、主成分の抽出方法をより詳細に説明する。主成分分析は多くの変

数を用いて行なうのが通常であるが、説明の便宜上、XiとX2のふたつの変量（特'性値）が

ある場合を想定する。仮にXiは、ある学生の入学試験の国語の成績、X2は数学の成績とす

る。n人が受験したとして、各学生の成績は表(付録-1)のように観測されたものとする。

表(付録1n人の学生のXi(国語の成績）とX2(数学の成績）の観測値

主成分分析は、XiとX2を代表する総合的指標を求めるために用いる。本事例では、国語
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個体（学生）
変量（成績）

XI国語） X2徽学）

１
《
（
Ｚ
・
・
・
１
・
・
、

11

12

Ｘ
Ｘ

皿
、

．
。
Ｘ
・
・
駒

Ｘ
Ｘ

21

22

X

X

2i

2，

平均
l■■■■■■■■

Xi=(≦災噛）/n
－

X2=(≦x鱗）/n



の成績(Xi)と数学の成績侭2を集約して総合的学力Yを求めることになる。ここでまず、

XiとX2を下のような1次結合で結合する。

Y=WiXi+W2X2 (8)

主成分分析は、XiとX2の成績を最もよく総合化するような上記の1次結合式の係数Wi

とW2を選ぶ方法である。比較として、回帰分析の場合には、このX1とX2のデータ、およ

びそれと関連すると′思われるデータYを用いてYをXiとX2に回帰させることにより、

WiとW2を決める。仮にYというデータが大学卒業時の成績であるとすれば、回帰分析に

よって得られる係数WiとW2は、入学時の国語の成績XiがYに対して説明力をどれだけ

持っていて(Wi)、入学時の数学の成績X2がどれだけ持っているか(W2)をそれぞれに示して

いることになる。

主成分分析はX1とX2のデータセットから総合指標としてのYを最もよく代表するよう

な1次結合Y=W1Xi+W2X2の係数W1とW2を推計する手続きである。従ってそのために

は､座標軸上で各々 の観測点を通る1次結合式で示される総合指標(Y1,Y2，．．．，Yi，・・・，

Yi,）を共通の指標で表す必要がある。その推計方法を図(付録-1)に示した。この図には観測

点が黒点で示され、各観測点を通る1次結合式は、YiG＝1，2，．．．，、)＝W1X1i＋W2X2i

として示されている。

図(付録-1）表(付録-1)の観測値のプロットと第1主成分の軸

Yi=W1X1i+W2X2i

(ただしi=l,2,．．．,n)
出所：筆者作成

X2i-1

上の1次結合式(8)と直角に交わる直線ozとの交点をそれぞれA、B、C点とする。この

とき、例えばOAは、点A'(Xii,X2i)を通るYi=WiXii+W2X2iと同じ大きさを集約している

と言える。というのは、Yi=W1X1i+W2X2i上のどの点も同じYiを示しているからである。

従ってoz線上のOAはYi=W1X1i+W2X2iのYiを示し､また同じくOBはYi-1=W1X1i-1+

W2X21-1のYmを示していることになる｡つまり各観測点を通る1次結合式におけるYi,Y2.．．，
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Y4．．Ynの大きさは、共通の評価軸であるoz線上において、原点Oからoz線上の交点

(A、B、Cなど)までの距離という共通の指標によって測られることになる。

この図(付録-1)で、OA、OB、・・・で示される距離の分散が最大になるようにW1*とW2*

を選んだときの1次結合式Yi*=W1*Xi+W2*X2におけるYi*が第1主成分である。

Wi*とW2*を求める計算方法は次のようである。

＝1という条件の下で、次のように定義される。

証明なしに示せば、上記のWr

線上の分散VY)は、Wl2+W22=l

V(Y)=iS[U(Yi-ﾏ)’

=:恥,(wi(x,！一両)+w2(x2,_刃)ユ

=Wi2Sii+2W1W2S12+W22S22

ただし、標準偏差Sについては、

sii=iaLi(Xi,-Xi)ﾕ、

S22=iiP=i(X2i-X2)2、

Si2=S21=iEP=i(Xii-Xi)(X2i-X̂)

である。

従って上記の最大化問題は次のように定式化される。

Wl2+W22=1の条件下で、分散の最大値MaxV(Y)
(X1.X2)

(10)式で示された(Wi,W2)の解の最大値が(Wl*W2*)である。

(9)

(10）

上記のoz

第2主成分の抽出は、図(付録-2)で示すように、第1主成分の評価軸ozと直交する評価

軸（例えばO'Z')のXiとX2の1次結合式（例えばYdが、AでO'Z'と直交するとき、O'A'

（さらにO'B，・・・）の距離で示される変数の分散が最大になるように(W1**,W2**)を

推計したときの1次結合式、

Y=W1**X1+W2**X2

が第2主成分である。
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図(付録-2） 表(付録-1)の観測値のプロットと第2主成分の軸

Yi=W1**X1i+W2**X2i

）Z： の冒半ｲ巾．!I

の冒半1曲．I

出所：筆者作成
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市場メカニズムを利用した食品安全政策の研究
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く食の安全と安心についての消費者アンケート調査〉

●世帯を代表してではなく、回答者ご自身について答えてください。

●該当の数字をはっきりと○で囲んでください。 識繍;懇i蕊i灘雛蕊灘灘議

1）住んでいる町1浜田市2松江市S広島市

2 ）性別1 男 ' 性 2 女 I 性

3)年齢層1～19歳220－29歳330－39歳440－49歳550－59歳

660－69歳770歳以上

4）職業1農業・畜産・水産の牛産者

2食品加工・流通・販売の従事者

S食品の安全管理・衛生分野の公務員・研究者

4非営利の消費者組織（生協など）の勤務者

上記以外の：

5会社員・公務員Sパート・アルバイト・期間労働者

6自営業g学生

7専門職10 無 職

5）最終学歴1中学校 卒 4 大 学 在 学 中

2高 等学 校卒5大学卒以上

S専門学校・短期大学卒、あるいは在学中

6）あなたの食費について、該当する番号を○で囲んでください。

1やりくりが大変で、苦しい

2 やや苦しい

3いちおう足りている

4多少の余裕がある

5かなり余裕がある

2



《食の安全と安心についての消費者アンケート調査》

7）あなたは食品をいつもどこで買いますか。以下の項目について、該当する番号を○で囲んでく

ださい。

3

1

2

3

4

5

6

ワ
イ

8

9

10

11

記入例
蕊蕊蕊蕊蕊蕊鍵騨

行きつけの小売商店・食品専門店

スーパー

コンビニ

ドラッグ､ストア

デパート

生協

宅配サービスによる会員制の販売組織(企

業）

産地直送の取り寄せサービス

組織的に運営されている地元の産直市場

朝市

その他（具体的に書いてください）

よく利用する

錘
蕊
蕊
輝
翻

榊
蟻
議
蕊
織

榊
撫
錘
一
鍵
・
郷
陰
蝿

》
識
熱》

》
録

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ときどき利用する

蕊溌織ﾘリ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

利用しない

熱織榊|鱗

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3



く食の安全と安心についての消費者アンケート調査〉

8)あなたは食品を購入するとき、どのような基準で選びますか。

る項目の番号をすべて○で囲んでください。（複数回答）

1おいしいそうだ。味がよさそうだ

2栄養がありそうだ

Sダイエット効果・美容効果がありそうだ

4旬のもの

ら新鮮そうだ

6虫食いがない農産物

7形がそろっていてきれいな農産物

S安全'性が高いように見える

g環境にやさしい方法で栽培されたとの表示がある

10価格が安い

11あまり価格が安すぎないもの

12塁・大きさが適当

13手間をかけずに食べられるもの

14地元の生産品・加工品

15国内の生産品・加工品

16食品に関する基本1情報がきちんと印字されている

17製造者や販売者の名前がはっきり書かれている

18店が作成した手書きの商品紹介(案内)に納得して

自分にとって重要だと思われ

19パッケージの宣伝文句や販売カタログの説明に納得して

20テレビ・新聞などで宣伝を見て21知人・友人

22 珍 し い も の 23いつも黄し、

21知人・友人に勧められて

23いつも買いなれた商品

4



く食の安全と安心についての消費者アンケート調査》

9)あなたは食品の安全性をどのような基準で判断しますか。

以下、食品を4種類に分け、それぞれについてお尋ねします。4種類とは次のようなものです。

A)農産物（生鮮野菜・果物・米など)C)食肉・卵

B)水産物（魚・貝類・海草)D)加工食品（牛乳・飲料を含む）

A-1)あなたが安心して農産物（生鮮野菜・果物・米など）を買うために、どんな点に注意

していますか。以下の項目の重要度を3段階に分けて、該当の番号を○で囲んでください。

重要 まあまあ重要 あまり重要でない

1
信頼のおける店（または販売組織）で買う

1 2 S

2
新鮮さを確認する(または新鮮な商品が届くはずである）

1 2 S

3
旬のものを選ぶ

1 2 3

4
商品のブランド名に注目する

1 2 S

5
生産地はどこか（国産、県内産、輸入品、など）

1 2 S

6
生産者名（個人名、協同組合名など）に注意を払う

1 2 S

7
米の場合、精米日や調整日を見る

1 2 3

8
どんな栽培法で作られたものか（有機農法、減農薬、

減化学肥料、あるいは一般的な栽培法か、など）
1 2 S

9
収穫後の防腐剤（ポストハーベスト）が使用されてい

ないか
1 2 3

10
放射線が照射された作物か

1 2 S

11
栽培者の顔写真や宣伝文があれば注意を払う

1 2 3

12
なんらかの認証マークがついていれば注意を払う

1 2 S

A-2)上記で、あなたが｢重要」であると回答した項目がひとつでもある方にお尋ねします。

そのようにして安心を確認した食品は、そうでない商品と比べて、いくらぐらいの価格であれ

ば買いますか。下から選んで番号を○で囲んでください。

1そのほかの商品より高いのであれば買わない

21割ぐらい高くても買う

32割ぐらい高くても買う

43割以上でも買う

5



《食の安全と安心についての消費者アンケート調査》

B-1)あなたが安心して水産物（魚・貝類・海草）を買うために、どんな点に注意していますか。

以下の項目の重要度を3段階に分けて、該当の番号を○で囲んでください。

B-2)上記で、あなたが｢重要」であると回答した項目がひとつでもある方にお尋ねします。

いくらぐらいの価格であれそのようにして安心を確認した食品は、 そうでない商品と比べて、

ば買いますか。下から選んで番号を○で囲んでください。

1そのほかの商品より高いのであれば買わない

21割ぐらい高くても買う

32割ぐらい高くても買う

43割以上でも買う

識
謡
‐
畔
継
目
》
Ⅱ
‐
§
琴
塞
一
鐸
毒
》
奉
毒
琴
一

Ｈ

＋

ｑ

‐

‐

‐

‐

‐

目

目

冒

冒

冒

奄

詳

冒

冒

冒

冒

竜

宮

冒

冒

冒

冒

冒

冒

蝉
雑
岬
識
・
鍵
《
ま
ま 鱗

鍵 鍵

驚鏑

6

1

2

3

4

5

6

房

』

8

9

信頼のおける店（または販売組織）で買う

新鮮さを確認する（または新鮮な商品が届くはずである）

包装されている場合は消費期限を見る

生産地はどこか（国産、県内産、輸入品、など）

出荷者名（企業名、生産組合名など）に注意を払う

養殖魚であれば餌や医薬品が気になる

言殖貝であれば出荷前の消毒法が気になる

出荷者の顔写真や宣伝文があれば注意を払う

なんらかの認証マークがついていれば注意を払う

重要

1

1

1

1

1

1

1

1

1

まあまあ重要

2

2

2

2

2

2

2

2

2

あまり重要でない

3

3

3

3

3

3

3

3

3



《食の安全と安心についての消費者アンケート調査》

C-1)あなたが安心して食肉・卵を買うために、どんな点に注意していますか。以下の項目の重

要度を3段階に分けて、該当の番号を○で囲んでください。

C-2)上記で、あなたが「重要」であると回答した項目がひとつでもある方にお尋ねします。

そのようにして安心を確認した食品は、そうでない商品と比べて、 いくらぐらいの価格であれ

ば買いますか 下から選んで番号を○で囲んでください。

1そのほかの商品より高いのであれば買わない

21割ぐらい高くても買う

32割ぐらい高くても買う

43割以上でも買う

零撰 -------q-------f-背'ぜ．’’■■’'宙.'凸’4屯

7

1

ワ
a

3

4

F

D

6

弓
』

8

9

信頼のおける店（または販売組織）で買う

新鮮さを確認する（または新鮮な商品が届くはずである）

消費期限または賞味期限を見る

生産地はどこか（国産、県内産、輸入品、など）

生産者名（企業名、生産組織名など）に注意を払う

動物の飼育中に使われた餌や医薬品が気になる

国産牛肉の場合、10桁の個体識別番号が書かれて

いるか注意を払う

牛産者の顔写真や宣伝文があれば注意を払う

なんらかの認証マークがついていれば注意を払う

重要

1

1

1

1

副
１
１

1

1

1

1

まあまあ重要

2

2

2

2

2

2

2

2

2

あまり重要でない

3

3

3

3

3

3

3

3

3



く食の安全と安心についての消費者アンケート調査〉

D-1)あなたが安心して加工食品（牛乳・飲料などを含む）を買うために、どんな点に注意

していますか。以下の項目の重要度を3段階に分けて、該当の番号を○で囲んでください。

重要 まあまあ重要 あまり重要でない

1
信頼のおける店（または販売組織）で買う

1 2 S

2
いつも買いなれた商品

1 2 S

3
商品のブランド名を信頼する

1 2 S

4
製造年月日を見る

1 2 S

5
消費期限や賞味期限を見る

1 2 3

6
製造者名や販売者名（企業名を含む）に注意を払う

1 2 S

7
製造者の所在地（国内、県内、海外）はどこか

1 2 3

8
包装の中身が見えるときは、中の食品の状態にい

ちおう注意を払う
1 2 S

9
包装が破れていたり容器が壊れたりしていないか

注意を払う
1 2 S

10
プラスチックや缶の容器から有害物質がしみ出て

はいないか気になる
1 2 3

11
商品の宣伝文句に注意を払う

1 2 S

12
主要原料の原産地はどこか

1 2 S

13
添加物はどんなものが使われているか

1 2 S

14
遺伝子組み換え原料が使われているか

1 2 S

15
有機栽培の原料が使われているか

1 2 S

16
アレルギー物質が含まれているか

1 2 S

17
糖分、塩分、脂肪分、カロリーなどが多く含まれ

ているか、または低くおさえられているか
1 2 S

18
HACCP(ハサップ）の管理手法で生産されたもの

1 2 3

19
なんらかの認定マークがついていれば注意を払う

1 2 3

8



《食の安全と安心についての消費者アンケート調査》

D-2)上記で、あなたが｢重要」であると回答した項目がひとつでもある方にお尋ねしま宣，

そのようにして安心を確認した食品は、そうでない商品と比べて、いくらぐらいの価格であれ

ば買いますか。下から選んで番号を○で囲んでください。

1そのほかの商品より高いのであれば買わない

21割ぐらい高くても買う

32割ぐらい高くても買う

43割以上でも買う

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。

自由意見

食の安全と安心についてご意見のある方は、なんでも自由にお書きください。

羅識

雲嚢
I蝋一

鱗繕蕊
義

難;燕職i熱

9



②消費者アンケート調査・集計結果

目次

１
１
１

，
Ⅲ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅵ
Ⅵ

Ｉ
Ｉ
ｆ
ｌ
ｌ
ｌ

調査の実施概要

回答者の属‘性：問1）～問6）

食品の購入場所：問7）

食品購入の重要基準：問8）

食品の安全‘性を判断する基準：問9)A-1,B-1,C-LD-1

安心を確認した食品への支払い意思：問9)A-2,B-2,C-2,D-2

０
１
５
４
８
２

１
１
１
２
２
４

I調査の実施概要

＊対象者：生協しまね組合員の中から浜田市在住者1,000名、松江市在住者2,000名、およ

び生協ひろしま組合員の中から広島市在住者2,000名、計5,000名の対象者をそれぞれの生協

がランダムに抽出した。

＊用紙配布と回収の方法：アンケート調査票、協力依頼文、返信用封筒（料金着払い）の3

点セットを封筒に入れて配布数を準備し、生協に送付。それぞれの生協は週ごとの商品注文票

に添えてアンケート封筒を配布した。回答者は記入済みの調査票を返信用封筒に入れて投函。

＊実施期日：2010年11月1日－14日に配布され、回収は2011年1月14日を最終とした。

＊回答者数：1996(回収率39.9%)、無効（白紙)1

10



[II]回答者の属‘性-.mi)～問6)

(以下、数字の単位はいずれも人数。表枠外の数字はグループ分けの小計）

｜

問1）住んでいる町

浜田

松江

広島

総計

82

41

問2)性別

男性

女性

総計

集計

456

714

820

1990

集計

55

1919

1974

1170

820

36％

問1）住んでいる町

浜田･松江

広島

総計

問1）住んでいる町

ロ浜田

闇松江

口広島

回答者数:1990

1］

1170

820

1990



問2）’性別 55

3％

園男性

霞女性

1919

97％
回答者書数:1974

問3)年齢層

40歳代以下

50歳代以上

総計

865

1128

1993

865

1128

148
256戸 問3）年齢層

下
上

以
代
代
代
代
代
以

歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳

９
０
０
０
０
０
０

１
２
３
４
５
６
７

国
蕊
□
口
麗
国
翻

382

19％

02

5％

L－型_』

490

25％
回答者●数:1993

12

問3)年齢層

19歳以下

代
代
代
代
代

歳
歳
歳
歳
歳

０
０
０
０
０

２
３
４
５
６

70歳以上

総計

集計

1

48

314

502

490

382

256

1993



問4)職業

食品産業関係従事者

その他

無職

総計

95

1033

854

198295

1033

854

95

5％
問4）職業

園食品産業従事者

調その他

口 無 職

一
驚
蕊

854

43％

ii,

1033

52％

蕊騨騨騨鐘

回答者数:1982

13

問4)職業

農業･畜産･水産の生産者

食品加工･流通｡販売

食品関係の公務員･研究者

非営利の消費者組織勤務

一般会社員･公務員

自営業

専門職

パート･アルバイトなど

学生

無職

総計

集計

８
２
３
２
２
９
２
６
４
４

２
４
２
７
９
６
９
５

３
１
３
８
1982



｢－－

問5）最終学歴

99

5％
函中学校卒

鴎高等学校卒

318

口専門学校・短大

卒または在学
口大学生

861

44％

|画大学卒

回答者数：1973

‐
Ｉ 問6)食費

苦しい･やや苦しい

足りている.余裕あり

総計

482

1503

1985

482

1503

14

問5)最終学歴

中学校卒

高等学校卒

専門学校･短大卒または在学

大学生

大学卒以上

総計

集計

99

861

690

5

318

1973

問6)食費

苦しい

やや苦しい

いちおう足りている

多少の余裕あり

かなり余裕あり

総計

集計

133

349

1072

373

58

1985



’
問6）食費

58133

９
％ 圏苦しい

蕊やや苦しい

□いちおう足りている

口多少の余裕あり

圏かなり余裕あり

回答者数：1985
1072

53％

[Ill]食品の購入場所：問7)

1．行きつけの小売商店・食品専門店

｜’
＊利用度を数値化して比較するために「1よく利用」の回答に各5点、「2ときどき利用」

に3点、「3利用しない」に1点をそれぞれ与えて合計し、有効回答数で割った。これを

利用頻度の「指数」とした。以下、同様。

15

lよく利用

2ときどき利用

3利用しない

有効回答数

無回答

ヨ
、

へ
口

人数(%）

244(講謡

672(43.6）

625(40.6）

1541(100）

454

1995

XI

625

X3

2016

X5

1220

合計･指数＊

3861

/1541

＝251

浜田・松江(％）

146(16.4)

412(462）

333(374）

891(100）

279

1170

広島(%）

97(15か

258(399）

292(45.1）

647(100）

173

820



50歳代以上40歳代以下

2．スーパー

50歳代以上40歳代以下

3．コンビニ

16

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数 人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

123(16.4）

272(36.2）

356(47.4） 356

816

615 1787

/751

|■■■■■

|■■■■■ 聯
斗誇詩野呂･;･詩§:｡*:･認･詩･野呂

120(15.2）

400(50.7）

269(34.1） 269

1200

600 2069

/789

q■■■■■

ー

燕禽載峨筑蕊蕊09戦域::亀
q･巴且，、■･LL■･LL■■里ロムLLL･弓･品

灘

有効回答数 751(100） 789(100）

無回答 114 339

合計 865 1128

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数 浜田・松江(%） 広島(%）

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

1405繍

490(25.8）

8(0.4） 8

1467

7025 8500

/1903

=鱗

829鱗
8－鍔:"号詫凸型
鶏
…鐸÷

282(25.3）

5(0.4）

575繍

206(263）

2(0.3）

有効回答数 1903(100） 1116(100） 783(100）

無回答 92 54 37

合計 1995 1170 820

人数(%） XI X3 X5 合計・指数 人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

686(80.8）

160(18.8）

3(0.4） 3

480

3430 3913

／849

=鱗

718(68.2）

329(31.3）

5(0.5） 5

987

3590 4582

/1052

=瀧義

有効回答数 849(100） 1052(100）

無回答 16 76

合計 865 1128

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数 浜田・松江(%） 広島(%）

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

90(鵜
心、･品、、、、、L，、、い『

972(59.1）

582(35.4） 582

2916

450 3948

/1644

鱗一
一

55蝋

566(59.0）

338(35.3）

35蝋

406(59.4）

243(35.5）

有効回答数 1644(100） 959(100） 684(100）

無回答 351 211 136

合計 1995 1170 820



50歳代以上（選択肢5－7）40歳代以下

4．ドラッグストア

50歳代以上40歳代以下

5．デパート

17

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数 人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

lよく利用

2ときどき利用

3利用しない

60(7.6）

528(66.3）

208(26.1） 208

1584

300 2092

／796

=鱗

30(3.6）

444(52.4）

373(44.0） 373

1332

150 1855

/847

一
一 鱗

■■g●勺｡■■｡■｡■■■P勺■旬q甲旬

有効回答数 796(100） 847(100）

無回答 69 281

合計 865 1128

人数(%） XI X3 X5 合計・指数 浜田・松江(%） 広島(%）

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

241(鯛

928(56.8）

464(28.4） 464

2784

1205 4453

/1633

一
一

唖哩.詔‘｡〃｡*.｡､兜0J.｡.や辞設.口糾.､｡

蝋

ﾊﾛﾜQPaﾛﾛﾛBED少■、里B･巳･巳､只見、円LL･会

141鴬繍

525(55.7）

276(29.3）

100繍

401(58.2）

188(27.3）

有効回答数 1633(100） 942(100） 689(100）

無回答 362 228 131

合計 1995 1170 820

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数 人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

142(18.0）

462(58.3）

188(23.7） 188

1386

710 2284

／792

=蝋

99(11.8）

465(55.3）

276(32.9） 276

1395

495 2166

／840

=灘

有効回答数 792(100） 840(100）

無回答 73 288

合計 865 1128

人数(%） XI X3 X5 合計・指数 浜田・松江(%） 広島(%）

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

113蝋

889(52.9）

680(40.4） 680

2667

565 3912

/1682

=灘

43鯛

460(48.2）

452(47.3）

69蝋

429(59.2）

227(31.3）

有効回答数 1682(100） 955(100） 725(100）

無回答 313 215 95

合計 1995 1170 820



40歳代以下 50歳代以上

6．生協

50歳代以上40歳代以下

7．宅配による会員制の販売組織

18

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数 人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

33(4.2）

368(46.5）

390(49.3） 390

1104

165 1659

／791

=灘

80(9.0）

521(58.5）

289(32.5） 289

1563

400 2252

側
蕊

有効回答数 791(100） 890(100）

無回答 74 238

合計 865 1128

人数(%） XI X3 X5 合計・指数 浜田・松江(%） 広島(%）

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

1557鰯

367(19.0）

6(0.3） 6

1101

7785 8892

/1930

=繊

916‘蝋

217(19.1）

2(0.2）

638繍

148(18.7）

4(0.5）

有効回答数 1930(100） 1135(100） 790(100）

無回答 65 35 30

合計 1995 1170 820

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数 人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

667(78.8）

175(20.7）

4(0.5） 4

525

3335 3864

／846

=鱗

888(82.1）

192(17.7）

2(0.2） 2

576

4440 5018

/1082

=議鍵

有効回答数 846(100） 1082(100）

無回答 19 46

合計 865 1128

人数(%） XI X3 X5 合計・指数 浜田・松江(%） 広島(%）

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

98蝋

116(7.1）

1419(86.9） 1419

348

490 2257

/1633

=§鱗

27蟻議

60(6.3）

857(90.8）

70蟻繍

56(8.1）

561(81.7）

有効回答数 1633(100） 944(100） 687(100）

無回答 362 226 133

合計 1995 1170 820



40歳代以下 50歳代以上

8．取り寄せ（インタ－ネットを含む）

40歳代以下 50歳代以上

9．産直市場・道の駅

19

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数 人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

38(4.9）

52(6.6）

694(88.5） 694

156

190 1040

／784

=職

60(7.1）

64(7.5）

724(85.4） 724

192

300 1216

／848

=職

有効回答数 784(100） 848(100）

無回答 81 280

合計 865 1128

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数 浜田・松江(%） 広島(%）

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

25蝋

323(19.6）

1298(78.9） 1298

969

125 2392

/1646

=職

“QP-●…ARnﾛ…、

16職

174(18.2）

763(80.1）

9蝋

148(21.4）

534(77.3）

有効回答数 1646(100） 953(100） 691(100）

無回答 349 217 129

合計 1995 1170 820

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数 人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

2(0.2）

96(12.3）

685(87.5） 685

288

10 983

783／

一
一 鱗

DJJDp母■ceL,箔、ﾛ･具甘口.｡J･､も､｡､秒

23(2.7）

227(26.3）

612(71.0） 612

681

115 1408

/862

,■■■■■

'■■■■■繍
◆巳■■患･平口Oqq■6口qA，q…唖ロﾛ、ELLヘnF

有効回答数 783(100） 862(100）

無回答 82 266

合計 865 1128

人数(%） XI X3 X5 合計・指数 浜田・松江(%） 広島(%）

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

135鮒

654(38.9）

891(53.1） 891

1962

675 3528

/1680

=職

119灘

421(43.0）

439(44.8）

、、L，0．，､､､ヘ、、｡■も｡合口

16鯛

231(33.0）

452(64.7）

有効回答数 1680(100） 979(100） 699(100）

無回答 315 191 121

合計 1995 1170 820



50歳代以上40歳代以下

10.生産者から直接（朝市、無人市、行商人を含む）

50歳代以上40歳代以下

11．その他

20

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数 人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

45(5.7）

254(32.0）

494(62.3） 494

762

225 1481

／793

=鱗

90(10.2）

399(45.0）

397(44.8） 397

1197

450 2044

／886

=灘

有効回答数 793(100） 886(100）

無回答 72 242

合計 865 1128

人数(%） XI X3 X5 合計・指数 浜田・松江(%） 広島(%）

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

58職

335(20.2）

1264(76.3） 1264

1005

290 2559

/1657

l■■■■■

一

寺零F…入智公●ﾛ乱撃…．

蝋

47蝋

209(21.8）

704(73.3）

11蝋

125(18.0）

558(80.4）

有効回答数 1657(100） 960(100） 694(100）

無回答 338 210 126

合計 1995 1170 820

人数(%） XI X3 X5 合計・指数 人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

9(1.2）

116(14.7）

662(84.1） 662

348

45 1055

／787

=灘

49(5.6）

219(25.2）

601(69.2） 601

657

245 1503

/869

一
一 鍵議

有効回答数 787(100） 869(100）

無回答 78 259

合計 865 1128

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数 浜田・松江(%） 広島(%）

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

5職

14(2.4）

564(967） 564

42

25 631

／583

=蝋

2繍
へも丑、恥も､、雫･句へ

8(2.6）

296(96.7）

3蝋
、理哩L，■.･･も､可.｡悪■.

6(2.2）

268(96.7）

有効回答数 583(100） 306(100） 277(100）

無回答
＊＊

1412 864 543

合計 1995 1170 820



「1．よく利用」では、JA農協、小売に出る前の市場、ディスカウントショップ、雑誌

の愛読者の友の会の共同購入、などの具体例。「2．ときどき利用」では、アンテナショッ

プ、訪問販売、ホームセンターなど。

*＊無回答の中には、JA、農協、祭などのフェア、手作り、自分の畑、行商、農家から直

接、などの具体例17件を含む。しかし、これらは頻度の指定がなく、分類できなかった。

40歳代以下 50歳代以上

認…’2自給(自家菜園､実家･親戚などからもらう）

**＊本項目「12．自給」はデータ収集後、「11．その他」の中から特に多かった回答群を1

グループとして独立させたものであるため、「3利用しない」に該当する数字はない。その

ため利用頻度の「指数」や（％）はない。以下、同様。

50歳代以上

21

人数(%） XI X3 X5 合計・指数 人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

1(0.3）

4(1.1）

361(98.6） 361

15

5 381

／366

=雛

4(1.8）

10(4.6）

203(93.6） 203

30

20 253

/217

一
一

.｡.｡.｡.｡.･･い耗・｡､卑巳Eや辞可b･･白やD・

繍

有効回答数 366(100） 217(100）

無回答 499 911

合計 865 1128

人数(%） XI X3 X5 合計・指数 浜田・松江(%） 広島(%）

1よく利用

2ときどき利用

3利用しない

15(-）

7(-）

12(．）

5(-）

3(-）

2(-）

有効回答数

無回答 1973 1153 815

合計 1995 1170 820

人数(%） XI X3 X5 合計・指数 人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

lよく利用

2ときどき利用

3利用しない

6(･）

3(-）

9(-）

4(-）

有効回答数

無回答 856 1115

合計 865 1128



①利用頻度の「指数」で見た購入場所の順位（全体）

1．生協4．61

2．スーパー4．47

3．ドラッグストア2．73

4．小売店2．51

5．コンビニ2．40

6．デパート2．33

7．産直市場2．10

8．生産者から直接1．54

9．取り寄せ（インターネットを含む）1.45

10．会員制の宅配組織1.38

11．その他1．08

②利用頻度の「指数」で見た購入場所の順位

40歳代以下

1．スーパー4．61

(年齢層別）

50歳代以上

生協4．64

2．生協4．57

3．ドラッグストア2．88

4． コ ンビニ2．63

5．小売店2．38

6 デパート2．10

7.産直市場1．87

8．生産者から直接1．34

スーパー4．36

小売店2．62

ドラッグストア2．58

デパート2．53

産直市場2．30

コンビニ 2．19

生産者から直接1．73

9．会員制の宅配組織1．33 取り寄せ（インターネットを含む)1.63

10．取り寄せ（インターネットを含む）1．26 会員制の宅配組織143

11．その他1．04 その他1．17

22



③「よく利用」の回答率で見た購入場所の順位（全体と地域別、単位：％）

全体

1．生協 80．7

2．スーパー 73．8

3．小売 15．8

4．ドラッグストア14．8

5．産直市場 8.0

6．デパート 6.7

7．会員制の宅配 6.0

8．コンビニ 5.5

9．生産者から直接3．5

10．取り寄せ 1.5

(インターネットを含む）

11．その他 0.9

浜田・松江

生協
◎

スーノ、－－

小売

80．7

74．3

16．4

ドラッグストア15．0

産直市場 12．2

コンビニ 5.7

生産者から直接4．9

デパート 4.5

会員制の宅配 2.9

取り寄せ 1.7

(同左）

その他 0.7

23

広島

生協

◎

スーノ、－

小売

80．8

73．4

15．0

ドラッグストア14．5

会員制の宅配10．2

デパート 9.5

コンビニ 5.1

産直市場 2.3

生産者から直接1．6

取り寄せ 1.3

(同左）

その他 1.1

～



[Ⅳ］食品購入の重要基準：問8）

食品購入の重要基準

1おいしさ･味

2栄養

3ダイエット効果･美容

4旬のもの

5新鮮

6虫食いがない

7形がそろっている

8安全性が高そう

9環境にやさしい栽培法

1O安い

11安すぎない

12量･大きさが適当

13手間いらず

14地元産

15国産

16基本情報

17製造者･販売者の名前

18店の商品案内

19メーカーの商品案内

20テレビ｡新聞などの広告

21知人･友人のすすめ

22珍しいもの

23買い慣れた商品

単位:人数

６
９
４
９
２
１
８
０
６
６
４
７
９
７
３
８
２
７
５
１
０
７
５

３
９
２
３
６
４
５
８
５
４
８
４
８
４
８
０
３
７
９
８
５
２
９

４
８
２
５
７
１
０
５
２
２
０
４
０
４
８
７
２
２
２
３
３
１

１

１
１

１

１

１

１
１

１

回答者数:1995複数回答

24



食品購入の重要基準

回答者数:1995|’

雲23買い慣れた商品

22珍しいもの

21知人･友人のすすめ

20テレビ｡新聞などの

広告

19メーカーの商品案内

18店の商品案内

17製造者｡販売者の名

前

16基本情報

15国産

14地元産

13手間いらず

12量･大きさが適当

11安すぎない

1O安い

9環境にやさしい栽培

法

8安全性が高そう

7形がそろっている

6虫食いがない

5新鮮

4旬のもの

3ダイエット効果･美容

2栄養

1おいしさ｡味

複数回答

霊
園

麓

二
風
畿

魂

蕊

一

五 ｜I

蕊蕊蕊蕊灘蕊蕊欝霧蕊蕊蕊溺蕊燕驚溌

議割

I

胸
ヨ

“

雪
｜’

単位:人数

~－－一弓

蕊蕊蕊翻

1500 20000 500 1000

－」

25



50歳代以上

該当者112!

食品購入の重要基準

（複数回答）

1おいしさ･味

2栄養

3ダイエット効果･美容

4旬のもの

5新鮮

6虫食いがない

7形がそろっている

8安全性が高そう

9環境にやさしい栽培法

1O安い

11安すぎない

12量･大きさが適当

13手間いらず

14地元産

15国産

16基本情報

17製造者･販売者の名前

18店の商品案内

19メーカーの商品案内

20テレビ･新聞などの広告

21知人･友人のすすめ

22珍しいもの

23買い慣れた商品

40歳代以下

該当者865人 1128人

732

448

110

877

1009

60

25

647

418

605

161

591

236

663

879

557

543

175

161

128

193

220

688

％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

５
０
０
８
９
５
２
７
７
４
４
２
１
９
８
９
８
６
４
１
７
０
１

６
４
１
７
８
５
３
５
１
５
２
５
７
４
４
１
１
１
１
２
６

３
０
４
２
２
１
３
２
７
０
３
５
３
３
３
０
８
１
３
２
６
７
６

０
５
１
６
５
８
３
３
３
４
２
５
５
８
０
５
８
０
３
５
５
０
０

７
４
１
６
７
４
１
６
１
４
２
３
６
２
１
１
１
１
１
１
５

％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

１
２
３
７
７
９
４
０
６
４
４
３
９
４
０
９
２
２
５
８
８
２
８

８
５
１
７
８
５
１
７
１
５
２
４
７
２
２
１
１
１
１
１
５
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食品購入の重要基準・年齢層別の割合比較

単位：％

23買い慣れた商品

22珍しいもの

21知人･友人のすすめ

20テレビ･新聞などの広告

19メーカーの商品案内

18店の商品案内

17製造者･販売者の名前

16基本情報

15国産

14地元産

13手間いらず

12量･大きさが適当

11安すぎない

1O安い

9環境にやさしい栽培法

8安全性が高そう

7形がそろっている

6虫食いがない

5新鮮

4旬のもの

3ダイエット効果･美容

2栄養

1おいしさ･味

総職獅撚職|:職撫職縛職織燕議慈琴.<諒鳴i§爵ﾐ義蓑義.､薪:．』;・齢議拳慧蕊.蝿職韓Itj蕊溌撫鯛撰鱗雛騨職撫溌餅蛎郷:職蝋:『M|:’41
職聯蝿織職溌鰯醗溌癖織溌瀞擬f篭謬琴琴萎議~『､！’~I蕊蕊目:目:諺驚議慨聯燕蕊蕊溌

一
一

鳶慧繍撫#繍蝿蕊蕊騨蕊灘

l聯職i職榊職蝿:i職謝.典蛎機淋榊:.i鎌鱗霧謡冒隷蛾錨；．．;:;鐸.:､目:､冒冒:､冒鐙::IL‘:＃:職::謹凝ﾐ鱗:溺識:.i職燐醐.＃

|蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊熟議撚蕊蕊蕊灘識鱗鱗騨識識総騨騨蕊蕊蕊

＝

司

蕊蕊

I難_耀講-雑蕊÷溝§鴬｝1対謀-蕪-袋#難戦ﾂ錆薄目_斗彩薙蕊;溌鞍:榊挙:,蕊掛凝静“ii然榊雑蝉#§熱き黙:榊:紺,卜'’

一 溌譲羅謹蝋職瀧…識i識

1

ー’

0 %1 0% 20%30%40%50%60%70%80%90%100%

□50歳代以上該当者1128人

園40歳代以下該当者865人
(複数解答）

27

翌_罰
一

卜

呈
雪
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一
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1

圏

一
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V]食品の安全‘性を判断する基準:ra9)A-l,B-l,C-l,D-l

A-l農産物（生鮮野菜・果物・米など）

①信頼の店

■■■■■■■■■■

＊重要度を数値化して比較するために「1重要」の回答に各5点、「2まあまあ重要」に3点、「3

あまり重要でない」に1点をそれぞれ与えて合計し、有効回答数で割った。これを重要度の「指数」

とした。以下、同様。

②新鮮さ

■■■■■■

③旬のもの

■■■■
■■■■

28

人数(%） XI X3 X5 合計・指数＊

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

1070(56.1）

779(40.8）

58(3.1） 58

2337

5350 7745

/1907

1■■■■■

,■■■■■ 議鍵
:･衿;｡:．;･郡↑$;･;･;･;･;｡:｡;↑:｡;･;･;･:･;

有効回答数 1907(100）

無回答 88

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

1594(83.0）

324(16.9）

1(0.1） 1

972

7970 8943

/1919

一
一 義譲

.･q■･■･口･兎令｡、,｡◇｡･･も､■Ff･ロ･･･、令･■｡｡■F
e■■■甲昏■｡■■■P■令昏P●PF伊■P

有効回答数 1919(100）

無回答 76

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

1091(57.2）

757(39.7）

59(3.1） 59

2271

5455 7785

/1907

1■■■■■

|■■■■■ 雛
有効回答数 1907(100）

無回答 88

合計 1995



④ブランド名

人数(%）

1重要 113(6.1）

2まあまあ重要 833(45.1）

3あまり重要でない 900(48.8）

有効回答数 1864(100）

無回答 149

合計 1995

⑤生産地

人数(%）

1重要 1417(73.3）

2まあまあ重要 466(24.1）

3あまり重要でない 50(2.6）

有効回答数 1933(100）

無回答 62

合計 1995

⑥生産者名

人数(%）
、…

1重要 287(15.3§

2まあまあ重要 992(52.7）

3あまり重要でない 602(32）

有効回答数 1881(100）

無回答 114

合計 1995

⑦米の精米日・調整日

人数(%）

1重要 766(41.9）

2まあまあ重要 733(40.0）

3あまり重要でない 332(18.1）

有効回答数 1831(100）

無回答 164

合計 1995

X1 X3 X5

565

2499

900

XI X3 X5

7085

1398

50

X1 X3 X5

1435

2976

602

XI X3 X5

3830

2199

332

29

合計・指数

3964

/1864

=議議蕊

合計・指数

8533

/1933

1■■■■■

1■■■■■ 鍵
簿慰

蕊

合計・指数

5013

/1881

｜■■■■■

｜■■■■■ 慧議蕊

合計・指数

6361

/1831

=慧鍵



⑧栽培法

■■■■■■
■■■■

⑨防腐剤(ポストハーベスト)の使用の有無

■■■■■■■■

⑩放射線照射の有無

■■■■
■■■■■■■■

■■■■■■

⑪栽培者の顔写真・宣伝文

■■
一■■■■■■■

■■■■■■■■

30

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

518(27.2）

1059(55.8）

322(17） 322

3177

2590 6089

/1899

I■■■■■

|■■■■■ 蕊議i
:｡:,:．:｡;｡:｡:｡:｡;･牙･;｡:』矛:･衿:｡:､8．:｡:･二

有効回答数 1899(100）

無回答 96

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

911(48.1）

751(39.7）

230(12.2） 230

2253

4555 7038

/1892

=蕊譲謹

有効回答数 1892(100）

無回答 103

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

1092(58.8）

507(27.3）

258(13.9） 258

1521

5460 7239

/1857

■■■■■■

一 霧繍
有効回答数 1857(100）

無回答 138

合計 1995

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

253(13.4）

990(52.3）

649(34.3） 649

2970

1265 4884

/1892

一
一 蕊譲

､｡｡･･.〃.｡.･･･.････孔..･･･.･･･｡、.｡、.･、.

有効回答数 1892(100）

無回答 103

合計 1995



⑫認証マーク

人数(%）

1重要 342(18.1）

2まあまあ重要 1127(59.6）

3あまり重要でない 423(22.3）

有効回答数 1892(100）

無回答 103

合計 1995

X1 X3 X5

1710

3381

423

合計・指数

5514

/1892

4■■■■■

一 鵜
、口｡■｡q･･･可･口･･･、q･口･･･.｡'･¥･則司｡｡･･｡｡｡．

■■
■■■■■■■■■■

B-1水産物（魚・貝類・海草）

①信頼の店

人数(%）

1重要 1117(58.0）

2まあまあ重要 752(39.0）

3あまり重要でない 57(3.0）

有効回答数 1926(100）

無回答 69

合計 1995

②新鮮さ

人数(%）

1重要 1728(88.8）

2まあまあ重要 214(11.0）

3あまり重要でない 4(0.2）

有効回答数 1946(100）

無回答 49

合計 1995

X1 X3 X5 合計・指数

5585 7898

2256 /1926

57 =瀧議
弗些:｡:．:-5.:陽を託､詫・5才謎､号謬5－財

■■
■■■■■■■■■■

■■■■

XI X3 X5 合計・指数

8640 9286

642 /1946

4 =鍵蕊

■■■■
■■■■■■■■■■

■■■■■■

31



③消費期限

■■
■■■■■■■■■■

④生産地

■■■■

⑤出荷者名

■■■■■■■■

⑥養殖魚の餌や医薬品

■■
■■■■■■■■■■

■■■■

32

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

1651(84.6）

288(14.8）

12(0.6） 12

864

8255 9131

/1951

l■■■■■

一

串謹韓頴鍵雑:;譲韓

義蕊謹
誌群議¥講識:舞導錐

有効回答数 1951(100）

無回答 44

合計 1995

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

1375(70.4）

537(27.5）

42(2.1） 42

1611

6875 8528

/1954

I■■■■■

一

》
議

癖
譲
峠

織
驚
》

有効回答数 1954(100）

無回答 41

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

303(15.8）

1110(57.7）

510(26.5） 510

3330

1515 5355

/1923

＝灘蕊議
｡§｡:｡；･jOF0#U:？』｡;部‘』ﾛ;｡:ﾛﾏ･;･胃･粍・;｡:｡

有効回答数 1923(100）

無回答 72

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

511(26.5）

928(48.1）

491(25.4） 491

2784

2555 5830

/1930

1■■■■■

1■■■■■ 蕊議
．･牝.ﾛq■.b，｡｡.｡.｡.｡｡■も･･早･･･■｡.･･･■｡完.,寺

有効回答数 1930(100）

無回答 65

合計 1995



⑦養殖貝の消毒法

■■■■
■■■■■■■■

■■■■■■

⑧出荷者の顔写真や宣伝文

■■■■■■
■■■■■■■■■■

■■

⑨認証マーク

33

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

571(29.7）

871(45.4）

479(24.9） 479

2613

2855 5947

/1921

一
一

、■弓■eG弓■､qpqdpq■｡■ﾛ角

■ﾛ、*.酢ﾛ寺.叩.･八･望■.｡.

■｡.･･｡･･、ﾛ,、い■･･･恥
、●.･･.砧do乳●尖dﾛ

6勺0■
*TUC

噌・:f噌噌･:･;･詫尋

篭

有効回答数 1921(100）

無回答 74

合計 1995

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

218(11.4）

957(50.0）

741(38.6） 741

2871

1090 4702

/1916

q■■■■■

。■■■■■ 蕊蕊
有効回答数 1916(100）

無回答 79

合計 1995

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

342(17.8§

1132(59.1）

443(23.1） 443

3396

1710 5549

/1917

ｨ■■■■■

ｨ■■■■■ 鍵霧
◆･凸｡妃｡●..､｡｡■●･分｡･･巳･ﾛ･0．●､｡■■｡･･｡･.●■

有効回答数 1917(100）

無回答 78

合計 1995



C-D食肉・卵

①信頼の店

■■■■■■■■

②新鮮さ

■■■■■■■■■■
■■■■

③消費期限または賞味期限

■■■■■■
■■■■■■

■■

34

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

1141(59.2）

741(38.4）

46(2.4） 46

2223

5705 7974

/1928

一
一 鍵謹

｡P，｡..｡-.、P.･･-,,~.L'.、0.....,.......
部▼ﾛ､●ﾛ､･･.｡.｡■り今･屯令･恥.■･･.｡、.｡■｡.■､｡

有効回答数 1928(100）

無回答 67

合計 1995

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

1622(84.0）

306(15.8）

3(0.2） 3

918

8110 9031

/1931

ｨ■■■■■

'■■■■■

『色色■pQQU

蕊慧慧

有効回答数 1931(100）

無回答 64

合計 1995

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

1662(85.4）

276(14.2）

9(0.4） 9

828

8310 9147

/1947

｜■■■■■

｜■■■■■ 繍
寺諾:･ら･;､岳⑳才:･認-鋸･;錘･:･ろ‘完．；

有効回答数 1947(100）

無回答 48

合計 1995



④生産地

■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■

⑤生産者名

■■■■■■■■■■
■■■■■■

⑥飼育中の餌や医薬品

■■■■
■■

⑦国産牛の個体識別番号

35

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

1414(72.7）

488(25.1）

43(2.2） 43

1464

7070 8577

/1945
÷減･冒口弓｡:■駕奄÷聞く･矛｡｡や:■9口私究・

=灘蕊
ば･:｡:｡;｡:｡:．:･凸｡:｡:｡:D:｡s･:・
卜｡CpQpqpOr■甲■P5

有効回答数 1945(100）

無回答 50

合計 1995

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

427(22.3）

1046(54.6）

443(23.1） 443

3138

2135 5716

/1916

1■■■■■

q■■■■■

..､。.｡.･･や，..‘q

蕊::;鼓騨：
::奪鼓:公

認蕊

識
｡.Hﾛ.旬.｡.､｡,｡D･‘｡D･･6．.■、.｡q,｡.、..p､｡..
●OpUpUpUrU■旬■U勺U▽UやUrU

有効回答数 1916(100）

無回答 79

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

604(31.5）

926(48.3）

387(20.2） 387

2778

3020 6185

/1917

1■■■■■

1■■■■■

蕊
》

議
蕊
蛭
装
器慧

有効回答数 1917(100）

無回答 78

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

215(11.4）

812(42.9）

863(45.7） 863

2436

1075 4374

/1890

－

1■■■■■ 義鍵
有効回答数 1890(100）

無回答 105

合計 1995



⑧生産者の顔写真や宣伝文

■■■■■■■■

⑨認証マーク

■■■■■■

D-D加工食品（牛乳・飲料を含む）

①信頼の店

■■■■
■■■■■■■■

■■■■■■

36

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

210(11.0）

921(48.2）

778(40.8） 778

2763

1050 4591

/1909

’■■■■■

ー 議灘

有効回答数 1909(100）

無回答 86

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

349(18.2）

1138(59.3）

432(22.5） 432

3414

1745 5591

/1919

一
一

蕊
蕊
》

鍵
慧

蕊
繍
騨
群
潔
廻
客
嘩

識
藷
唾
》

有効回答数 1919(100）

無回答 76

合計 1995

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

1017(52.3）

808(41.5）

121(6.2） 121

2424

5085 7630

/1946

|■■■■■

ー

と白:f-g.堂.:,;七冒湘･託E:P念,t::巴･ﾆ?守

護議毒
L,･もL･口｡d,口昏、司画･剣･剣､司令.｡.･･･.‐勺■､竺口｡｡

有効回答数 1946(100）

無回答 49

合計 1995



②買い‘慣れた商品

③ブランド名

④製造年月日

⑤消費期限や賞味期限

37

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

975(50.2）

857(44.1）

110(5.7） 110

2571

4875 7556

/1942

一
一

;識蕊凝議蕊韓

蕊灘

有効回答数 1942(100）

無回答 53

合計 1995

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

566(29.4）

1047(54.4）

312(16.2） 312

3141

2830 6283

/1925

一

q■■■■■ 蕊霧
有効回答数 1925(100）

無回答 70

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

1620(82.6）

304(15.5）

37(1.9） 37

912

8100 9049

/1961
蟻職蕊群総瀞溌g

＝議議識
b■■UUU
U C C r C

有効回答数 1961(100）

無回答 34

合計 1995

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

1688(85.8）

268(13.6）

12(0.6） 12

804

8440 9256

/1968

=難
有効回答数 1968(100）

無回答 27

合計 1995



⑥製造者名や販売者名

■■■■■■■■■■
■■■■■■

⑦製造者の所在地

■■■■

⑧包装の中身の状態

■■■■
■■■■■■■■

■■■■■■

⑨包装や容器の破損

■■
■■■■■■■■■■

■■■■■■

38

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

537(27.7）

1090(56.1）

315(16.2） 315

3270

2685 6270

/1942

－

1■■■■■

鍵蕊識蕊;蕊

i蕊灘§
吾:錠:::謹増暮謡さ華;:群:::

有効回答数 1942(100）

無回答 53

合計 1995

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

1069(54.6）

727(37.2）

160(8.2） 160

2181

5345 7686

/1956

一
一

韓錬縦f錨::識鎮：

蕊麹議

有効回答数 1956(100）

無回答 39

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

995(51.3）

852(44.0）

92(4.7） 92

2556

4975 7623

/1939

一
一 ;蕊慧議

有効回答数 1939(100）

無回答 56

合計 1995

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

1158(59.5）

713(36.6）

77(3.9） 77

2139

5790 8006

/1948

1■■■■■

I■■■■■

、
肝
。
■
Ｄ
■
◇
■
。
■
。

’
■
■
。
■
ロ
？
“
礼
。
ロ

‐
。
■
■
■
ず
。
、
●
■

■
■
■
。
●
■
ｇ
ｏ
◇
『

１
５
５
■
。
。
■
■
■
■
兜

議議蕊

有効回答数 1948(100）

無回答 47

合計 1995



⑩容器の有害物質

⑪商品の宣伝文句

⑫主原料の原産地

⑬添加物

39

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

824(42.7）

778(40.3）

329(17.0） 329

2334

4120 6783

/1931

－

1■■■■■ 霧繍

有効回答数 1931(100）

無回答 64

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

201(10.4）

1024(53.1）

705(36.5） 705

3072

1005 4782

/1930

一
一

Ｂ
■
■
』
。

Ｆ
い
、
Ｆ
ｐ
ｅ
“
Ｄ
・

ま
げ
Ｌ
凸
ロ
ロ
ロ
■
・

■
ｂ
■
、
■
●
凸
ｂ
ロ
』

母
《
唖
電
一
小
如
恥
叩

ず
・
Ｊ
Ｌ
ｐ
Ｄ
』
ざ
．

。
＄
一
吋
ぎ
ぎ
．

●
Ｌ
缶
ｂ
■
ｑ
白
・
酢
ロ

ロ
恥
邑
■
■
ロ
・
Ｐ
、

ザ
■
凸
一
・
口
②
Ｄ
■
Ｄ

Ｊ
■
望
ロ
・
酵
口
■
●
』

『
‐
■
Ｌ
ｐ
ｑ
■
Ｐ
ｐ

Ｐ
◇
ロ
。
、
。
、
ご
旬

霧繍

有効回答数 1930(100）

無回答 65

合計 1995

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

865(44.5）

838(43.1）

242(12.4） 242

2514

4325 7081

/1945

=義鱗
く･;帝｡:ﾛ:｡:｡&｡:唱・:｡:｡:｡:｡:｡;-＃:く屯､:奄・

有効回答数 1945(100）

無回答 50

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

853(43.7）

864(44.3）

233(12.0） 233

2592

4265 7090

/1950
銭漆羅鞭羅議:講

二 灘
。:｡や:｡:｡:｡:｡;ﾛ舌．:．:．:｡;．:｡;．.｡？･:ﾛ:｡:.:･ン

有効回答数 1950(100）

無回答 45

合計 1995



⑭遺伝子組み換え原料

■■■■■■
■■■■■■■■■■

⑮有機栽培の原料

■■■■■■■■■■

⑯アレルギー物質

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■

⑰糖分・塩分・脂肪・カロリーなど

40

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

879(45.1）

802(41.2）

267(13.7） 267

2406

4395 7068

/1948
■
令
。
、
●
■
。
。
◇

■
．
。
、
巴
Ｄ
ｂ
ｅ
牛
ｂ

■
、
↑
ｅ
ａ
ｃ
Ｄ
ｂ
■
Ｌ

。
。
。
◇
ワ
、
Ｆ
“
、

。
、
い
●
恥
い
い
■
Ｌ

ｏ
、
Ｄ
ｅ
礼
令
●
●
仏

■
■
■
◇
。
、
Ｄ
■
■
Ｄ

、
、
巴
■
』

凸
④
Ｄ
”
◇
ｑ
ｂ
‐
Ｑ

＝議蕊蓑

有効回答数 1948(100）

無回答 47

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

502(26.0）

1028(53.2）

401(20.8） 401

3084

2510 5995

/1931

1■■■■■

一 蕊議謹

有効回答数 1931(100）

無回答 64

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

446(23.1）

899(46.5）

587(30.4） 587

2697

2230 5514

/1932

＝饗譲議

有効回答数 1932(100）

無回答 63

合計 1995

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

628(32.2）

999(51.3）

322(16.5） 322

2997

3140 6459

/1949

一
一

繊職鞍蟻畠:蕪:蕊：
:‘群ﾕ::騨諏奄騨:と寒義苓

蕊慧議

有効回答数 1949(100）

無回答 46

合計 1995



⑱HACCPの管理手法

■■■■■■■■■■

⑲認証マーク

■■■■■■■■

◎重要度の「指数」で見た安全性の判断基準の順位

A-l農産物

①新鮮さ4．66

②生産地4．41

③旬のもの4．08

④信頼の店4．06

⑤放射線照射の有無3．90

⑥ポストハーベストの使用3．72

⑦米の精米日・調整日3．47

⑧栽培法3．21

⑨認証マーク2．91

⑩生産者名2．67

⑪栽培者の顔写真・宣伝文2．58

⑫ブラン ド名2．15

B-l水産物

①新鮮さ

②消費期限

③生産地

④信頼の店

⑤養殖貝の消毒法

７
８
６
０

７
６
３
１

●
●
●
●

４
４
４
４

⑤ 養 殖 貝 の 消 毒 法 3 ． 1 0

⑥養殖魚の餌・医薬品3．02

⑦認証マーク2．89

⑧出荷者名2．78

⑨出荷者の顔写真・宣伝文 2．45

41

人数(%） XI X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

172(10.1）

817(47.7）

722(42.2） 722

2451

860 4033

/1711

=蕊義
.･･･■･･･.｡■｡■･.｡｡･･･｡｡.｡.････■ﾛ｡･｡■｡、■｡■｡｡

有効回答数 1711(100）

無回答 284

合計 1995

人数(%） X1 X3 X5 合計・指数

1重要

2まあまあ重要

3あまり重要でない

346(17.9）

1161(60.0）

427(22.1） 427

3483

1730 5640

/1934

=繍義
与り完､■.■.■ご矛.寺.話e牛も

有効回答数 1934(100）

無回答 61

合計 1995



c - i 食肉・卵

①消費期限・賞味期限4．70

②新鮮さ 4 ． 6 8

③ 生産 地4．41

④信頼の店4．14

⑤飼育中の餌・医薬品3．20

⑥生産者名2．98

⑦認証マーク2．91

⑧生産者の顔写真・宣伝文2．40

⑨国産牛の個体識別番号2．31

D-1加工品

①消費期限・賞味期限4．70

②製造年月日4．61

③包装・容器の破損4．11

④製造者所在地3．93

④包装の中身の状態3．93

⑥信頼の店3．92

⑦買い慣れた商品3．89

⑧主原料の原産地3．64

⑧添加物3．64

⑩遺伝子組み換え原料363

⑪容器の有害物質3．51

⑫糖分・塩分・脂肪・カロリー3．31

⑬ブランド名3．26

⑭製造者名・販売者名3．23

⑮有機栽培の原料3．10

⑯認証マーク2．92

⑰アレルギー物質2．85

⑱商品の宣伝文句2．48

⑲HACCP管理手法2.36

[Ⅵ］ 思:m9)A-2,B-2,C-2,D-2安心を確認した食品への支払い意歴

A-2)農産物への支払い意思

[全体］

人数(%）

l高ければ買わない 231(12.6）

21割増でも買う 1059(57.7）

32割増でも買う 441(24.0）

43割以上でも買う 104(5.7）

有効回答数 1835(100）

無回答(該当なし･空白） 160

合計 1995

XI X2 X3 X4

231

2118

1323

416

合計・指数

4088

/1835

一

■■■■■■

毎e■ed■』

やeやddaG

e．q，。．．。・・・4．、

灘議

＊

犬支払い意思を数値化して比較するために「l高ければ買わない」の回答に各1点、「21割増で

も買う」に2点、「32割増でも買う」に3点、「43割以上でも買う」に4点をそれぞれ与えて

42



合計し、有効回答数で割った。これを支払い意思の「指数」とした。以下、同様。

[浜田］

[松江］

■■■■■■
■■■■■■■■

－■■■■■■

[広島］

■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■

43

人数(%） X I X2 X3 X4 合計・指数

1高ければ買わない

21割増でも買う

32割増でも買う

43割以上でも買う

72(17.4）

241(58.2）

79(19.1）

22(5.3）

72

482

237

88

879

/414

1■■■■■

ー

◇
ｑ
ｇ
ｅ
？
■
，
■
も
多

Ｂ
Ｐ
ｆ
●
■
■
曲
日
Ｐ
、

。
。
ｂ
●
。
Ｇ
■
貼
口
．

鍵識譲
･:･:･ろ一発.:-ﾆー:-§-:-ら‘誰寺才粍･日‘:，沖

有効回答数 414(100）

無回答(該当なし･空白） 42

合計 456

人数(%） XI X2 X3 X4 合計・指数

1高ければ買わない

21割増でも買う

32割増でも買う

43割以上でも買う

82(12.4）

400(60.7）

142(21.6）

35(5.3）

82

800

426

140

1448

/659

1■■■■■

'■■■■■ 義蕊

有効回答数 659(100）

無回答(該当なし･空白） 55

合計 714

人数(%） X1 X2 X3 X4 合計・指数

1高ければ買わない

21割増でも買う

32割増でも買う

43割以上でも買う

76(10.0）

414(54.7）

220(29.1）

47(6.2）

76

828

660

188

1752

／757

=識

有効回答数 757(100）

無回答(該当なし･空白） 63

合計 820



B-2)水産物への支払い意思

[全体］

■■■■
■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■

[浜田］

■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

■■■■■■

[松江］

■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

44

人数(%） X1 X2 X3 X4 合計・指数

1高ければ買わない

21割増でも買う

32割増でも買う

43割以上でも買う

247(13.3）

1062(57.1）

444(23.9）

107(5.7）

247

2124

1332

428

4131

/1860

一
一 塞溌鍵

有効回答数 1860(100）

無回答(該当なし･空白） 135

合計 1995

人数(%） XI X2 X3 X4 合計・指数

1高ければ買わない

21割増でも買う

32割増でも買う

43割以上でも買う

76(17.9）

240(56.5）

86(20.2）

23(5.4）

76

480

258

92

906

/425

一
一

鴬

有効回答数 425(100）

無回答(該当なし･空白） 31

合計 456

人数(%） X1 X2 X3 X4 合計・指数

1高ければ買わない

21割増でも買う

32割増でも買う

43割以上でも買う

93(13.9）

400(59.6）

143(21.3）

35(5.2）

93

800

429

140

1462

/671

二二

織
琴

灘
難
癖

識
然
識
職
蝉
郵
舗

識
謹

有効回答数 671(100）

無回答(該当なし･空白） 43

合計 714



[広島］

■■■■
■■

C-2)食肉・卵への支払い意思

[全体］

■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■

[浜田］

■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

■■■■■

45

人数(%） X1 X2 X3 X4 合計・指数

1高ければ買わない

21割増でも買う

32割増でも買う

43割以上でも買う

77(10.1）

420(55.1）

215(28.2）

50(6.6）

77

840

645

200

1762

/762

一
一

、●_も●-Q4ﾛ.､巳ﾛ4●
■4ga4UpQO

｡qいり．・ず｡．■.
L････oDqODp4D

4■■●●4｡B■

灘慧議
■｡,｡.･･qLDI･QIoDTc｡.｡｡,ﾏ,｡.■.,､'･鉛1，％■

､凸●･ｬQcTO-cf曲Tro●,.c■,T●.･･●わﾜﾛﾜ｡-゚ﾜ､,●令

有効回答数 762(100）

無回答(該当なし･空白） 58

合計 820

人数(%） X1 X2 X3 X4 合計・指数

1高ければ買わない

21割増でも買う

32割増でも買う

43割以上でも買う

251(13.6）

1040(56.2）

436(23.5）

125(6.7）

251

2080

1308

500

4139

/1852

一
一 蕊

､、｡-....％.-国･･･

有効回答数 1852(100）

無回答(該当なし･空白） 143

合計 1995

人数(%） XI X2 X3 X4 合計・指数

1高ければ買わない

21割増でも買う

32割増でも買う

43割以上でも買う

79(18.6）

237(55.9）

85(20.1）

23(5.4）

79

474

255

92

900

/424

一
一

勇鍔軽韓蕊報蛎職；

霧議議

有効回答数 424(100）

無回答(該当なし･空白） 32

合計 456



[松江］

■■■■
■■■■■■■■■

[広島］

■■■■

D-2)加工品への支払い意思

栓体］

■■■■■■■■■
■■■■■■■■■

■■■■■■■

46

人数(%） XI X2 X3 X4 合計・指数

1高ければ買わない

21割増でも買う

32割増でも買う

43割以上でも買う

86(12.9）

400(60.0）

139(20.8）

42(6.3）

86

800

417

168

1471

/667

I■■■■■

一 蕊鍵
b･ﾛ･･･､D-bFp､ざぷ.hdD.｡.■｡｡.■a｡q■･口d画.可｡

有効回答数 667(100）

無回答(該当なし･空白） 47

合計 714

人数(%） XI X2 X3 X4 合計・指数

1高ければ買わない

21割増でも買う

32割増でも買う

43割以上でも買う

86(11.4）

399(52.7）

212(28.0）

60(7.9）

86

798

636

240

1760

/757
鞍蕊鍵蕊謹謹蕃

＝蕊鶏議
E･:､:･1-ﾝ1b;｡:．:｡:､認了6，:｡:｡?･5.:｡:．:｡;｡：

有効回答数 757(100）

無回答(該当なし･空白） 63

合計 820

人数(%） X1 X2 X3 X4 合計・指数

1高ければ買わない

21割増でも買う

32割増でも買う

43割以上でも買う

312(16.5）

1101(58.2）

384(20.3）

95(5.0）

312

2202

1152

380

4046

/1892

一
一

》
》
言
鵜

溌
議
灘
溌
凝
・
詔

織
謹
》

有効回答数 1892(100）

無回答(該当なし･空白） 103

合計 1995



[浜田］

■■■■

[松江］

[広島］

■■■■■■
－‐■■■■■■■■

■■■■■■■■

47

人数(%） X1 X2 X3 X4 合計・指数

1高ければ買わない

21割増でも買う

32割増でも買う

43割以上でも買う

89(20.7）

246(57.3）

71(16.6）

23(5.4）

89

492

213

92

886

/429

一
一

ｅ
ｒ
ｏ
グ
、
Ｄ
Ｐ
ｐ
０

Ｇ
‐
阜
Ｌ
＆

ｑ
ａ
ｅ
●
』
④
発
心

凸
△
わ
。
。
Ｐ
、
・
ざ

謹篭蕊
今,△心●5．b､｡‘~一宇巳、､b弓--■凸･■■■巳.■、‘■望■
･･、･･今｡L早●.Bd■.■d%､｡■a｡｡､ﾛﾛ●.｡』、｡.｡.■､け

有効回答数 429(100）

無回答(該当なし･空白） 27

合計 456

人数(%） XI X2 X3 X4 合計・指数

l高ければ買わない

21割増でも買う

32割増でも買う

43割以上でも買う

114(16.7）

414(60.7）

121(17.8）

33(4.8）

114

828

363

132

1437

/682
．:?武?:::::騨洋:輔?:巽;等:と

＝謹識蕊

有効回答数 682(100）

無回答(該当なし･空白） 32

合計 714

人数(%） XI X2 X3 X4 合計・指数

1高ければ買わない

21割増でも買う

32割増でも買う

43割以上でも買う

108(13.9）

439(56.5）

191(24.6）

39(5.0）

108

878

573

156

1715

/777

I■■■■■

1■■■■■

｡ ① ■ ① ● ← ■ e ■ e q ■ ■ ■ ■ ■ 口 ■ ■ ｡ ｡ F

▼T,･･､､.ｾ゙･',●F､_･pF｡■･peFFo弓.｡.･･･剣･_ヘe

3簿::､自鎧琴:琴:ﾖﾖﾆ日::琴冒掌
『ｳ■ゥ■七■■■←■■■■■■■■毎e●e

雲溌議
詫,:P:･魂‘ずぶ誌･蕗P普・ら･謡>;･:も』:,：

有効回答数 777(100）

無回答(該当なし･空白） 43

合計 820



ヂ ー 一 一

「

◎食品群A),B),CXD)のそれぞれについて、支払い意思の「指数」で見た［全姻、

［浜田]、肱江]、肱島lの比較

全極

Al雲『岩

出）フk眉

））刀ローnr

48



③消費者アンケート調査・主成分分析データ

（1）食品の購入場所（問7）

説明された分散の合計

因子抽出法：主成分分析

a・成分が相関する場合は、負荷量平方和を加算しても総分散を得ることはできません。

ﾊ゚ ﾀー ﾝ行列a

因子抽出法：主成分分析

回転法:Kaiserの正規化を伴うﾌ゚ ﾛﾏｯｸｽ法

a.5回の反復で回転が収束しました。

49

成分

初期の固有値

合計 分散の％ 累積％

抽出後の負荷量平方和

合計 分散の％ 累積％

回転後の負荷量

平方和a

合計

１
２
３
４
５
６
７
８
９

0

1．727

1．455

1．116

1．027

．985

．888

．792

．731

．661

．618

17．270

14．546

11．163

10．267

9．855

8．884

7．915

7．312

6.605

6．184

17.270

31.816

42.978

53.245

63.100

71.984

79.899

87.211

93.816

00.0001

1.727

1.455

1.116

1.027

繍
繍
繍
繍

17．270

31.816

42.978

蕊灘

1.522

1.476

1.401

1.053

成分

1 2 3 4

小売商店・専門店7－1

スーパー7－2

コンビニ7－3

ドラッグストア7－4

デパート7－5

生協7－6

会員制宅配販売7－7

取り寄せ（インターネットなど）7－8

産直市場・道の駅7－9

生産者個人から直接購入（朝市・無人市・行

商人を含む）7－10

227

166

157

020

008

、
■

032

220

●
●
●
●
■

298

灘
灘

ー

､ 211

繍
灘
鱗
.190

一

●

－

■

104

046

.042

.058

ー

● 041

､392

■■■■

■ 212

146

.117

繍
.015

繍
繍

ー

■ 113

.084

238

064

070

022

178

灘
149

155

011

037

：蕊

欝



（2）食品の選択基準（問8）

説明された分散の合計

’
因子抽出法：主成分分析

a，成分が相関する場合は、負荷量平方和を加算しても総分散を得ることはできません。

50

成分

初期の固有値

合計 分散の％ 累積％

抽出後の負荷量平方和

合計 分散の％ 累積％

回転後の負荷量

平方和a

合計

１
２
３
４
５
６
７
８
９

０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２

３
３
８
８
３
８
３
８
１
２
７
６
４
２
６
１
８
６
３
１
０
０
７

９
４
７
９
４
９
３
５
１
８
１
９
８
４
０
９
７
５
５
２
０
８
３

２
１
３
２
１
０
０
９
９
８
８
７
７
７
７
６
６
６
６
６
６
５
５

●
●
■
■
●
■
□
■
●
、
●
●
■
●
●
●
●
■
●
●
●
■
●

３
２
１
１
１
１
１

14．317

9．317

5．993

5．644

4．967

4．774

4．491

4．167

3．962

3．837

3．554

3.460

3．408

3．227

3．071

3．004

2．947

2．853

2．841

2．699

2．609

2．523

2．334

14.317

23.634

29.627

35.271

40.239

45.013

49.504

53.671

57.633

61.470

65.024

68.483

71.892

75.119

78.190

81.194

84.141

86.994

89.835

92.534

95.142

97.666

00.0001

3.293

2.143

1.378

1.298

1.143

1.098

1．033

鱗
鱗
繍
蝋
繍
蝋
繊

14.317

23.634

29.627

35.271

40.239

45.013

灘
q■｡■G

LLL，L

鴬
》:'3:｡§

2.522

2.217

2.132

1.749

1.813

1.453

1．524



ﾊ゚ ﾀー ﾝ行列a

’

因子抽出法：主成分分析

回転法:Kaiserの正規化を伴うﾌ゚ ﾛﾏｯｸｽ法

a.6回の反復で回転が収束しました。

51

成分

1 2 3 4 5 6 7

おいしい・味8－1

栄養8－2

ダイエット・美容8－3

旬のもの8－4

新鮮さ8－5

虫食いなし8-6

そろった形8－7

安全‘性が高そう8－8

環境にやさしい栽培法8－9

安い8－10

安すぎない8－11

量・大きさ8－12

手間いらず8－13

地元産8－14

国産8－15

基本’情報の印字8－16

製造者・販売者が明確8－17

店の商品案内8－18

メーカーの商品案内8－19

マスコミ宣伝8-20

知人のすすめ8－21

珍しい8－22

買い‘慣れた商品8－23

249■■■■

●

134

094

008

●
■
●

Ⅲ
Ⅲ
川
川
灘
側
側
側
側
棚
Ⅲ
繍
繍
川
川
棚
Ⅲ
側
側

一
一

一
一
一

一
一
一
一

、049

－．043

．233

．189

－．083

-.066

.004

－．134

．023

.050

．142

-.067

.036

．064

.064

－．167

－．044

．342

．443

灘

繍

繍
-.034

繍

繍

富繍
、055

．312

．057

－．134

．493

－．034

．153

．089

．098

．248

－．127

．038

．223

－．042

－．036

.003

．129

－．005

－．062

－．156

、028

．087

-.052

繍

繍
，017

．052

．040

．058

.074

－．024

．058

灘

、496

．319

－．053

．111

-.150

－．205

.057

．195

．048

-.035

、160

－．082

－．330

.003

.025

．059

.014

．152

－.080

．162

.105

鱗
、144

．070

．279

-.038

-.055

．152

．193

-.096

．068

－．142

鱗

側
側
川
側
Ⅲ
Ⅲ
側
川
Ⅲ
織
繍
細
側
州
川
川
棚
側
Ⅲ
川
棚
Ⅲ
Ⅲ

一
一
一
一
一

一
一
一

-.058

-.056

.102

.038

．071

灘J

灘
-.052

．024

．001

．049

．036

．090

．043

－．036

－．034

.002

－．003

.000

．062

－．113

－．017

．032



（3）安全‘性の判断基準一農産物（問9－A）

説明された分散の合計

因子抽出法：主成分分析

a，成分が相関する場合は、負荷量平方和を加算しても総分散を得ることはできません。

ﾊ゚ ﾀー ﾝ行列a

’
因子抽出法：主成分分析

回転法:Kaiserの正規化を伴うﾌ゚ ﾛﾏｯｸｽ法

a.6回の反復で回転が収束しました。

52

成分

初期の固有値

合計 分散の％ 累積％

抽出後の負荷量平方和

合計 分散の％ 累積％

回転後の負荷量

平方和a

合計

1

２
３
４
５
６
７
８
９
10

11

12

５
３
９
３
５
３
０
９
１
０
６
５

８
９
３
２
１
６
７
４
３
９
５
８

１
２
１
８
８
７
６
６
５
４
３
２

■
●
■
■
■
●
●
●
■
●
●
●

４
１
１

34.871

10.778

9．492

6．857

6．795

6．359

5．587

5．411

4．428

4.080

2．963

2．378

34.871

45.650

55.142

61.999

68.794

75.153

80.740

86.151

90.579

94.659

97.622

00.0001

4.185

1.293

1.139

髄
，
認
や
》
や
妙
越
註
〉
や蝋

蕊

34.871

45.650

議難

3.171

3.241

2.356

成分

1 2 3

A信頼の店9－A－1－1

A新鮮さ9－A-1-2

A旬のもの9－A-1－3

Aブランド名9－A－1－4

A生産地9－A-1-5

A生産者名9-A-1-6

A精米日や調整日9－A－1－7

A栽培法9-A-1-8

Aポストハーベスト9－A-1-9

A放射線9-A-1-10

A生産者の顔写真9－A-1-11

A認証マーク9－A-1-12

-.081

．108

．064

－．391

.303

.043

．309

灘

灘

灘
、161

．267

､225

一

●

ー

●

261

009

灘
川
繍
､217

．229

ー

●

ー

●

050

038

灘
繍

総
灘
繍
286

396

009

●
■

191

124

033

021

182

115

□
■
●
●
■
●
●



（4）安全‘性の判断基準一水産物（問9刑）

説明された分散の合計

’
因子抽出法：主成分分析

a・成分が相関する場合は、負荷量平方和を加算しても総分散を得ることはできません。

ﾊ゚ ﾀー ﾝ行列a

因子抽出法：主成分分析

回転法:Kaiserの正規化を伴うﾌ゚ ﾛﾏｯｸｽ法

a.3回の反復で回転が収束しました。

53

成分

初期の固有値

合計 分散の％ 累積％

抽出後の負荷量平方和

合計 分散の％ 累積％

回転後の負荷量

平方和a

合計

１
２
３
４
５
６
７
８
９

3．556

1．378

．914

．849

．722

．586

.506

．342

．145

39.514

15.316

10.159

9.437

8.027

6.508

5.625

3.801

1．613

39.514

54.830

64.989

74.426

82.453

88.961

94.586

98.387

00.0001

3．556

1．378 麓
39.514

鱗

3.391

2.114

－ 弼一
1 2

B信頼の店9－B-1-1

B新鮮さ9-B-1-2

B消費期限9-B-1-3

B生産地9－B-1-4

B出荷者名9-8-1-5

B養殖魚の餌や医薬品9－B-1-6

B養殖貝の消毒9-B-1-7

B出荷者の顔写真9－B-1-8

B認証マーク9－B－1－9

Ⅲ
川
棚
加
繍
繍
繍
繍
繍

一
一

繍
繍
繍
繍
川
棚
Ⅲ
川
棚

一
一
一



（5）安全‘性の判断基準一畜産物（問9－c）

説明された分散の合計

’
因子抽出法：主成分分析

a、成分が相関する場合は、負荷量平方和を加算しても総分散を得ることはできません。

ﾊ゚ ﾀー ﾝ行列a

『 。｜蕊｜別
因子抽出法：主成分分析

回転法:Kaiserの正規化を伴うﾌ゚ ﾛﾏｯｸｽ法

a.3回の反復で回転が収束しました。

54

成分

初期の固有値

合計 分散の％ 累積％

抽出後の負荷量平方和

合計 分散の％ 累積％

回転後の負荷量

平方和a

合計

1

２
３
４
５
６
７
８
9

3．671

1．528

．806

．709

．585

．480

．458

．441

．322

40.789

16.974

8．955

7．876

6．504

5．335

5.090

4．897

3．580

40.789

57.764

66.719

74.594

81.098

86.433

91.523

96.420

00.0001

3.671

1.528 麓
40.789

繍

3.440

2.372

成分

1 2

C信頼の店9－C-1-1

C新鮮さ9-C-1-2

C消費賞味期限9-C-1-3

C生産地9－C－1－4

C生産者名9-C-1-5

C飼育中の餌や医薬品9-C-1-6

C国産牛の識別番号9－C-1-7

C生産者の顔写真9-C-1-8

C認証マーク9－C－1－9

Ⅲ
側
Ⅲ
川
繍
繍
繍
灘
繍

一
一

繍
灘
繍
灘
川
棚
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ

一
一



（6）安全‘性の判断基準一加工品（問9－，）

説明された分散の合計

’
因子抽出法：主成分分析

a・成分が相関する場合は、負荷量平方和を加算しても総分散を得ることはできません。

55

成分

初期の固有値

合計 分散の％ 累積％

抽出後の負荷量平方和

合計 分散の％ 累積％

回転後の負荷量

平方和a

合計

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

11

２
３
４
５
６
７
８
９

１
１
１
１
１
１
１
１

7．021

1．814

1．360

1．185

．985

．823

．687

．597

．587

．557

．513

．469

．457

．392

．377

．346

．316

．270

．243

36.951

9．548

7．157

6．235

5．184

4．334

3．617

3．142

3．088

2．934

2．701

2．468

2．405

2．061

1．985

1．823

1．665

1．423

1．278

36.951

46.499

53．656

59．891

65．075

69．409

73.026

76．167

79．255

82．189

84．891

87．359

89．764

91．825

93．810

95．633

97．298

98.722

100.000

7.021

1.814

1.360

1.185

繍
繊
繍
灘

36.951

46.499

53.656
角
、
。
ロ
丸
Ｌ
Ｌ
恥
、
」
吟
、
○
Ｆ

鱗

6.469

3.654

4.120

2.298



ﾊ゚ ﾀー ﾝ行列a

因子抽出法：主成分分析

回転法:Kaiserの正規化を伴うﾌ゚ ﾛﾏｯｸｽ法

a.5回の反復で回転が収束しました。

56

成分

1 2 3 4

D信頼の店9－，－1－1

D買いなれた商品9-,-1-2

Dブランド名9－D-1-3

D製造年月日9-,-1-4

D消費賞味期限9-D-1-5

D製造者販売者9-D-1-6

D製造地9-D-1-7

D包装の中身の状態9-D-1-8

D包装の破損9-D-1-9

D容器の有害物質9－D--10

D商品の宣伝文句9-D-1-

D主要原料の原産地9-D-1-12

D添加物9-,-1-13

D遺伝子組み換え原料9-D-1-14

D有機栽培の原料9-D-1-15

Dアレルギー物質9-D-1-16

D糖分や塩分など9－0-1-17

HACCPによる管理9-,-1-18

D認証マーク9－，－1－19

側
Ⅲ
側
側
Ⅲ
〃
肌
川
棚
川
棚
繍
繍
繍
繍
繍
灘
繍
繍

一
一

一
一

繍
繍
鱗
006

08

437

141

024

039

１
０
５
４
６
９

６
２
５
５
５
４

０
３
０
１
１
０
082

018

●
■
●
■
●
●
●
■
■
●
■
■
■

060

148

●
●
■

033

023

024

056

084

123

094

ー

●

■■■

■

■

●

■■■■

■

-

●

繍
繍
鱗
340

014

010

090

■
●

031

127

015

113

112

■■■■

■

■■■■

●

■■■■

●

●

一

■

●
●

052

018

036

ー

●

■
■

繍
灘

７
６
８
２
０
７
１
３
５

０
４
６
５
２
６
８
４
８

１
２
１
１
１
１
０
０
０

●
●
●
●

014

069

037

168

101

一

ロ

ー

●

●

●

■

ー

●

一

●

■■■■

■

●■■■

■

■■■■

、



(7)-l40歳代以下一食品の購入場所Pp17

ﾊ゚ ﾀー ﾝ行列a

’
因子抽出法：主成分分析

回転法:Kaiserの正規化を伴うﾌ゚ ﾛﾏｯｸｽ法

a.6回の反復で回転が収束しました。

57

成分

1 2 3 4

小売商店・専門店7－1

スーパー7－2

コンビニ7－3

ドラッグストア7－4

デパート7－5

生協7－6

会員制宅配販売7－7

取り寄せ（インターネットを含む）7－8

産直市場・道の駅7－9

生産者個人から直接購入

(朝市・無人市・行商人を含む)7-10

180

351

●
●

繍
繍
灘
010

007

324

■
■
●

0

129

Ｑ
■

.059

.068

ー

、

ー

■

238

050

､111

､226

ー

, 039

､473

繍
繍

ﾛ■■■

●

ー

■

266

229

.062

ー

● 150

.169

■■■■

■ 110

灘
､373

ー

● 251

､119

822

536

069

066

163

291

018

029

09

012

●
●
○
●
●
●
●
■
■
●



(7)-240歳代以下一食品の選択基準(Iffls)

ﾊ゚ ﾀー ﾝ行列a

因子抽出法：主成分分析

回転法:Kaiserの正規化を伴うﾌ゚ ﾛﾏﾂｸｽ法

a.7回の反復で回転が収束しました。

58

成分

1 2 3 4 5 6 7

おいしい。味8－1

栄養8－2

ダイエット・美容8－3

旬のもの8－4

新鮮さ8－5

虫食いなし8-6

そろった形8－7

安全‘性が高そう8－8

環境にやさしい栽培法8－9

安い8-10

安すぎない8－11

量・大きさ8－12

手間いらず8－13

地元産8－14

国産8－15

基本情報の印字8－16

製造者・販売者が明確8－17

店の商品案内8－18

メーカーの商品案内8－19

マスコミ宣伝8－20

知人のすすめ8－21

珍しい8－22

買い‘慣れた商品8－23

｜
川
棚
棚
Ⅲ
Ⅲ
川
Ⅲ
Ⅲ
川
Ⅲ
Ⅲ
川
棚
Ⅲ
Ⅲ
川
側
灘
繍
繍
繍
川
棚

一
一
一
一

257

３
７
１
５
１
８
７
８

６
０
２
７
５
５
８
０

１
２
０
０
０
１
１
５
060

058

■
●
■
●
■
●
●
■
●
●
●

一
一
一
一
一

108

007

367

156

■
●
■
■

繍
繍

０
２
４
１
３
７

４
４
６
２
４
９

２
１
１
２
０
０

■
●

●
■
■
●

一
一
一
一

灘
558

154

Oil

241

102

160

590

069

219

171

393

382

043

181

071

065

026

014

02

075

029

■

●

■

｡

■

■■■■

●

●

一

●

●

●

･

●

一

○

G

■

ー

●

ー

●

ー

●

Q

一

●

■■■■

●

313

９
２
１
１
１
３
３
３
４
０
２
９
９
２
４
５
１
９
４
７
２
６
２

１
８
２
６
９
４
０
４
１
７
２
２
９
０
７
５
１
８
５
１
５
３
０

０
１
０
６
６
０
０
０
０
０
１
０
５
３
１
０
０
０
１
１
２
２
０

■
●
■
●
●
●
●
●
■
■
●
■
●
■
■
○
●
■
●
■
、
●
●

一
一
一
一
一
一
一

000

030

４
１
７
２
５
７
１

９
６
７
０
５
８
９

０
１
０
１
０
１
０

■
●
■
●
■

743

838

188

095

047

193

036

098

075

020

079

136

147

016

ー

●

●

ー

●

■ﾛ■■

●

●

一

●

●

■

■

一

●

ー

e

■

ー

●

ー

■

■

■■■■

■

●

ー

■

042

135

016

013

061

791

797

028

002

000

040

163

003

036

028

039

050

027

016

■
●
●
■
●

、
●
■
●
■
●
●
●
■
●
●
■
●

一
一
一
一
一
一
一
一
一

069

009

●
●
●

058■■■■

●

288

029

175

355

045

070

172

■
●
●
■
、

047

097

209

５
６
８
６
４
８
９
７

８
０
０
６
７
６
２
５

０
０
０
１
４
４
１
０

●
●
●
■
●
●
●
●
■

ー

●

015

096

184

063

664

198

●
●
●
●
●
■
●



（7）－340歳代以下一安全‘性の判断基準(問9－，．加工品）

ﾊ゚ ﾀー ﾝ行列a

因子抽出法：主成分分析

回転法:Kaiserの正規化を伴うﾌ゚ ﾛﾏｯｸｽ法

a.6回の反復で回転が収束しました。

59

成分

1 2 3 4 5

D信頼の店9-,-1-1

D買いなれた商品9－，－1－2

Dブランド名9-D--3

D製造年月日9-D-1-4

D消費賞味期限9-D-1-5

D製造者販売者9-D-1-6

D製造地9-D-1-7

D包装の中身の状態9-,-1-8

D包装の破損9-D-1-9

D容器の有害物質9-D-1-10

D商品の宣伝文句9-D-1-1

D主要原料の原産地9-D-1-12

D添加物9－，－1－13

D遺伝子組み換え原料9-D--4

D有機栽培の原料9-D-1-15

Dアレルギー物質9－D-1-16

D糖分や塩分など9-D--17

HACCPによる管理9-D-1-18

D認証マーク9-,-1-19

剛
Ⅲ
捌
川
Ⅲ
捌
灘
Ⅲ
秘
側
川
繍
繍
繍
繍
棚
Ⅲ
川
棚

一
一

Ⅲ
川
棚
川
Ⅲ
捌
川
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
繍
側
側
川
川
川
灘
灘
繍

一
一

一
一
一

102

004

。
■

-.062

．040

.016

－．168

．023

繍

鍵

鱗
、165

．132

．009

－．075

-.012

．057

－．074

.013

.007

656

764

740

010

011

476

■
●
●

227

051

008

062

157

155

060

068

045

095

173

087

057

d■■■

■

■■■■

●

■

●

■

ー

●

■■■■

●

■

●

ー

■

ー

●

一

■

ー

●

U■■■

●

ー

｡

076

018

０
１
６
５
７
７
７
８

０
５
０
５
２
０
８
４

０
８
９
０
１
１
０
１
007

075

051

045

042

003

136

052

018

●
■
●
■
●
■
●
■
●
●
●
●
■
●
■
●
■
●
■



（8）50歳代以上一食品の購入場所(問7）

ﾊ゚ ﾀー ﾝ行列a

’
因子抽出法：主成分分析

回転法:Kaiserの正規化を伴うﾌ゚ ﾛﾏｯｸｽ法

a.5回の反復で回転が収束しました。

60

成分

1 2 3 4

小売商店・専門店7－1

スーパー7－2

コンビニ7－3

ドラッグストア7－4

デパート7－5

生協7－6

会員制宅配販売7－7

取り寄せ（インターネットを含む）7－8

産直市場・道の駅7－9

生産者個人から直接購入

(朝市・無人市・行商人を含む)7-10

298d■■■

●

繍
繍
灘
222

098

072

019

105

002

■
●
■
●
。

.190

.209

■■■■

■ 075

.026

■■■■

●

ー

●

142

005

-.107

.238

灘
寺｡:09．:鞍･号唱･9．2●9鋪”

繍

灘

-.175

．105

．099

繍

一.068

.鱗

、456

-.056

．052

川
棚
Ⅲ
側
州
繍
川
川
棚
側

一
一
一
一



（9）－1食費。苦しい－食品の購入場所(問7）

ﾊ゚ ﾀー ﾝ行列a

’
因子抽出法：主成分分析

回転法:Kaiserの正規化を伴うﾌ゚ ﾛﾏｯｸｽ法

a.8回の反復で回転が収束しました。

61

成分

1 2 3 4 5

小売商店・専門店7－1

スーパー7－2

コンピニ7－3

ドラッグストア7－4

デパート7－5

生協7－6

会員制宅配販売7－7

取り寄せ（インターネットを含む）7－8

産直市場・道の駅7－9

生産者個人から直接購入（朝市

無人市・行商人を含む）7－10

242

380

●
■

繍
灘
528

099

021

206

054

082

■
●
■
■
●

080

080

●
●

272

036

162

114

077

214

■
■
●
■
●

繍
繍

ー

●

■■■■

■

265

144

.196

■■■■

● 203

､258

■■■■

■ 057

灘
､421

ー

■ 218

.166

827

639

109

022

065

026

137

057

098

149

■■■■

●

●

●

ー

■

■■■■

●

一

■

●

一

●

002

032

134

093

140

944

046

408

069

042

ー

■

●

ー

●

｡

■■■■

■

●

■■■■

■

●

q■■■

●

ー

■



（9）－2食費．苦しい一食品の選択基準(問8）

ﾊ゚ ﾀー ﾝ行列a

因子抽出法：主成分分析

回転法:Kaiserの正規化を伴うﾌ゚ ﾛﾏｯｸｽ法

a.8回の反復で回転が収束しました。

62

成分

1 2 3 4 5 6 7

おいしい。味8－1

栄養8－2

ダイエット・美容8－3

旬のもの8－4

新鮮さ8－5

虫食いなし8-6

そろった形8－7

安全‘性が高そう8－8

環境にやさしい栽培法8－9

安い8-10

安すぎない8－11

量・大きさ8－12

手間いらず8－13

地元産8－14

国産8－15

基本‘情報の印字8－16

製造者・販売者が明確8－17

店の商品案内8－18

メーカーの商品案内8－19

マスコミ宣伝8－20

知人のすすめ8－21

珍しい8－22

買い'慣れた商品8－23

206

Ⅲ
川
棚
川
Ⅲ
側
側
川
棚
川
川
棚
Ⅲ
伽
川
棚
川
棚
棚
繍
繍

一
一

148

470

106

039

139

048

000

081

034

Q■■■

b

■

ー

■

●

●

■

■

ー

●

鱗
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
側
灘
Ⅲ
川
繍
Ⅲ
川
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
側

一
一

一
一
一

、221

．094

－．061

．483

鱗
-.048

．057

．372

．019

．147

-090

－．072

灘
339

554

110

086

■
①
●
●

028

004

027

234

148

084

●
●
●
■
●
■

341

738

761

179

●
■
■
●

016

134

150

380

008

070

063

017

348

089

027

178

074

037

097

226

275

182

216

ー

●

■

1■■■

□

■

ー

●

●

■

q■■■

●

●

■

●

■

ー

●

●

－

■

｡

ー

●

●

d■■■

■

044

152

100

151

108

820

836

163

101

060

018

062

035

033

020

002

005

066

004

136

053

153

082

ー

●

一

●

■

4■■■

●

●

■

■

■

●

●

■

d■■■

●

●

■■■■

■

■■■■

●

ロ

ー

■

■

■■■■

■

■

ー

●

1■■■

●

145

121

301

●
、

049

032

062

055

010

031

113

093

809

111

032

152

242

015

070

194

013

003

141

688

■
●
●
■
■
●
●
●
■
■
●
●
■
●
。
■
■
●
●
●

018

003

001

148

303

000

025

283

115

701
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(10)-1食費．十分一食品の購入場所(問7)

ﾊ゚ ﾀー ﾝ行列a

’
因子抽出法：主成分分析

回転法:Kaiserの正規化を伴うﾌ゚ ﾛﾏｯｸｽ法

a、4回の反復で回転が収束しました。

63

成分

1 2 3 4

小売商店・専門店7－1

スーパー7－2

コンビニ7－3

ドラッグストア7－4

デパート7－5

生協7－6

会員制宅配販売7－7

取り寄せ(インターネットを含む）7－8

産直市場・道の駅7－9

生産者個人から直接購入

(朝市・無人市・行商人を含む）7－10

.207

．199

I■■■

● 136

.002

ー

● 026

.019

Ⅱ■■■

● 209

､315

灘
繍

2081■■■

●

繍
繍
鱗
177

１
０
１
１
１

９
２
５
４
３

０
０
０
０
０

一

○

I■■■

●

●

■

4■■■

●

､461

ー

■ 217

､087

．121

灘
一

■ 046

繍
繍

-.081

.053

一

●

ー

●

219

144

.003

一

● 020

､221

灘
ー

● 174

､093

．028

ー

■ 011



(10)-2食費。十分一安全‘性の判断基準(問9-D・加工品）

ﾊ゚ ﾀー ﾝ行列a

’
因子抽出法：主成分分析

回転法:Kaiserの正規化を伴うﾌ゚ ﾛﾏｯｸｽ法

a.7回の反復で回転が収束しました。

64

成分

1 2 3 4 5

D信頼の店9-D-1-1

D買いなれた商品9-D-1-2

Dブランド名9-D-1-3

D製造年月日9-D-1-4

D消費賞味期限9－D-1-5

D製造者販売者9-D-1-6

D製造地9-D-1-7

D包装の中身の状態9－，－1－8

D包装の破損9-D-1-9

D容器の有害物質9-D-1-10

D商品の宣伝文句9-D-1-11

D主要原料の原産地9-D-1-12

D添加物9-,-1-13

D遺伝子組み換え原料9-D-1-14

D有機栽培の原料9－D-1-15

Dアレルギー物質9-D-1-16

D糖分や塩分など9-D-1-17

HACCPによる管理9-D-1-18

D認証マーク9-,-1-19

畑
Ⅲ
洲
Ⅲ
川
Ⅲ
川
棚
仙
畑
繍
棚
川
棚
捌
繍
繍

一
一

一
一

一
一
一

、■･畢蓉画、蛤､、、、、｡…
心■■｡■■■｡●■｡｡■｡｡■b

､､LLR唱匙qい､恥､…
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繍

棚
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加
川
Ⅲ
川
繍
Ⅲ
Ⅲ
側
Ⅲ
繍
繍
鱗
繍
加
川
Ⅲ
側

一
一

Ⅲ
側
側
侃
Ⅲ
川
棚
繍
繍
繍
剛
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
側
Ⅲ
川
Ⅲ
Ⅲ

一
一

一
一

一
一

９
２
４
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９
６
４
６
８
４
５
５
７
９
０
３
０
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０
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０
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０
１
０
０
０
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■
ロ
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●
■
●
●
●
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●
●
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一
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２
６
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１
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④HACCP認証を取得した事業者の聞き取り調査記録16社）

乳業．．．．

E社・・・

F社・・・

66

67

68

●
●

水産加工・・・

G社・ ・ ・

H社・・ ・

I社・・・

L社・・ ・

N社・・・

P社・・・

70

１
１
３
４
５
７

７
７
７
７
７
７

●
●

●

●
●
●

食肉処理・・・

M社・・ ・

79

80●

鶏卵選別包装・ ・

B社・・・

82

82●

惣菜・弁当製造

A社．

X社．

85● ●

●●

● ●

86

88

●
●

菓子製造・ ・・

C社・・・

Y社・ ・・

89

89

90

●
●

漬物製造・・・

D社・ ・ ・

92

92●

製麺（乾麺製造）・・

Z社・・・

94

94●



乳業

乳・乳製品は国民の基本的な栄養食として、また、とりわけ乳幼児や病弱者が多食する

食品として重視されるという特殊‘性から、製品の成分規格を定めた厚生省令は他の食品に

先駆けて戦後いち早く設けられ、製造工程の衛生管理が進んだ。1950年(S.25)に発令され

た「(|日）乳等令（乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令)」は翌年の1951

年に廃止されて、新しく「乳等令(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)」が定められ、

その後､数度の一部改正を経て今に至る灘。

1995年(H.7)の食品衛生法改正による「総合衛生管理製造過程の承認制度」（厚労省の

HACCP認証制度)がわが国に導入された際も、乳業界では極めて早いペースで認証取得が

進み、現在でも施設数、件数ともに5業種(6品目)の中で際立って高い。2013年9月現在

の数字では、乳の承認数は153施設で227件、乳製品は159施設で222件となっており、

全体の承認施設数533および件数772に対して、乳業が施設数、件数ともに総数の6割近

くを占めていることになる。

ただし国内にある約500の乳業会社のうち､年商500億円以上の大手乳業は10社余りで、

大多数は中小乳業で占められている。これら中小乳業の多くは厳しい経営状態にあり、新

たな設備投資も困難であることから、将来にわたり良質で安全な乳・乳製品の安定供給を

確保するために、乳業団体は国や地方行政の支援を得て業界再編と工場の新設、統廃合な

どに取り組んできた。早いスピードで進んだ乳業のHACCP認証取得は、こうした業界再

編の一面でもあったようだ鱗。

結果として、乳業界のHACCP普及率は国内の食品関連事業者全体の普及率に比べると

かなり高い水準にある職｡ただしﾘー ﾏﾝショック(2008年)後の景気の急速な悪化によ
るものであろうか､厚労省HACCPの乳業の認証状況は2000年代前半の承認数を頂点とし

て、ここ数年、施設数．件数ともに減少傾向にある。

灘乳等省令に定められている牛乳の成分規格は､乳脂肪分3.0以上､無脂乳固形分8.0以上､比重(ジ
ャージー種牛以外)1.028-1.034、細菌数は1g(mDあたり50,000以下、大腸菌群は陰‘性。製造方法の基準
は「保持式により63℃で30分加熱殺菌。又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌｣。保存
方法の基準は「殺菌後直ちに10℃以下に冷却して保存｣。

繍本田(20'')。

灘厚労省のHACCP認証の取得率で見るならば､約30%強と見られる。(社)日本食品衛生協会は
『HACCPシステム実施のための資料集[平成19年改訂版]』の中で、「平成19年現在で、HACC承認施設
は乳処理業が160施設237件、乳製品が178施設258件、．．(中略)・・これら承認されている施設の率
は、非常に低く、最も多い乳製品においても30％程度、（後略)」と述べる。一方､脚注2の本田によれば、
乳業再編全国協議会作成の資料は､乳業のHACCP普及率が2001年度以降､穏やかな上昇傾向を示し2007

年度では64％に達していると報告している（同協議会『乳業再編推進の手引き』H.21.3)｡嘉田(2003,p.420)
が引用した牡)日本農林規格協会調べの資料(2002.3)においても、調査時点ですでに7割を超えている、こ
れらの調査方法についての詳細は不明。

66



E社

2006(H.18)年に厚労省の総合衛生管理製造過程の認証（以下、厚労省のHACCP認証）

を取得したE社は、創業1914⑪3)年で、島根県西部の浜田市に本拠を置く牛乳メーカーの

老舗である。1日平均7トンの生乳を処理する。会社設立は1974(S､49)年。資本金2,000

万円。年商4．4億円。従業員数23名。地元の学校給食センターには40年以上にもわたっ

て牛乳を納入しており、E社ブランドは地域の子供たちにも恩||染み深い名前になっている。

人口減少に加えて日本人の牛乳消費量が落ち込むという厳しい環境の中で、市内はもとよ

り近隣の牛乳業者はこの14，5年の内に次々に廃業したことから、今では島根県西部全域

の学校給食への納入を一手に引き受けている。

社長e氏によれば､HACCPの認証取得がいずれは義務化されるのではないかと思われる

ほど乳業界では取得が進みつつあった2000年代前半、強い危機感を抱き、この流れに追い

ついていかなければ学校給食にも出せなくなるのではないかとさえ予想したという。

HACCPによる衛生管理を採用すれば経費がかかり、余分の時間や手間がかかって｢非効率」

な面が出てくるのではないかとの危'倶があった。一方で、E社の場合、認証の必要条件を満

たすための施設改造をするのであれば、いっそのこと新工場を建設するのが得策、との見

通しを立てる。しかし食中毒などの問題が起こってからの後始末にかかるであろう費用一

一物理的費用のみならず、事業上の打撃一のことを考えれば安いと思わざるを得ないと

判断し、e氏は取得を決断した。新工場の建設費は施設の新調も含めて1．6億円かかり、中

小企業の経営革新を援助する低利の公的資金から融資を受けた。

HACCP認証は乳(牛乳)と乳製品（乳飲料）のふたつのラインで取得した。県内ではF社

に続いて2番目の取得企業となった。取得によって、大手メーカーと同じように信頼のお

ける企業であるという取引上の信用を得たことが、大きなメリットのひとつであるとe氏

は言う。E社の営業範囲は島根県西部を中心として県東部の一部、および広島県の一部にま

たがっていたが、近年は県東部や首都圏を含む県外からの引き合いも活発になり、取扱い

量が大幅に増加した。関西のインターネット通販へも新規に参入し、また県内や広島の主

要スーパーではブランド牛乳としての地位を得るまでになった。

市場開拓の有利さは、何よりも、自社製品の安全’性を科学的に数字で管理することを学

び、自信を持って製品を出荷することができるようになったという、認証取得の成果に基

づいているとe氏は語る。長年の経験と知恵を数値化することで安全‘性を確認し、勘に頼

らない安全管理ができることは経営者としての大きな安心感につながる。同社の工場長も

「昔は『そのはず』だった脂肪分の量を、今は自分がきちんと計測することによって基準

を守っていることが確認できる」ことに満足する。一般従業員も、以前は理由も考えずに

ひとつひとつの作業をやっていたため、むしろ「やらされていた」と言うべきかも知れな

いが、今は自分で考えるようになったという変化が起きた。これまでは壊れたら交換して

いた部品をなぜ、壊れてもいないのに定期的に交換するのか。あるいは、監視下にある細

菌数がなぜ増えたのか。従業員らは器具類の徹底洗浄を行なって、細菌数増加の原因を突
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き止めようとするようになった。

HACCP認証取得という投資効果はこれまでに十分にあったとe氏は評価する。しかし、

この認証マークが表示する衛生管理の高さと企業努力をもっと消費者に知って欲しいと希

望している。この制度の認知度があまりにも低いため、最近は大手メーカーも認証マーク

を容器に印字しなくなった。価格も認証を受けていない製品と変わらない。さらに県の学

校給食への納入機会についても、いちおう競争入札ではあるが、結局は、HACCP認証の有

無にかかわらず県内の乳業メーカーに「平等に」に入札資格が与えられている。県は、子

供たちの給食の安全‘性をより確実にするために、むしろHACCP認証の取得をすべてのメ

ーカーに促すべきではないのか、とe氏は考える。

F社

牛乳・乳製品の製造・販売を手がけるF社の事業は1957(8.32)年に組織された島根県中

央酪農農協を母体として始まり、翌年に設立された島根県中央酪農農業協同組合連合会へ

と引き継がれた。出資金3．18億円。従業員数は約80名。1日およそ40トンの生乳を処理

する。工場が町中にあり、原乳を積んだミルクローリーが会社の敷地を出入りする光景を

見‘慣れた市民たちから親しまれている存在である。1999(H,11)年に厚生省(当時)のHACCP

認証（「牛乳」で1ライン)を取得し、島根県で初の認証取得事業所となった。年商は22-24

億円（内、8割弱が乳業で、残りは酪農家への飼料販売）だが、近年の牛乳消費量の減少、

飲料水の多様化、大手メーカーの販売攻勢などの理由で、やや下降気味という。営業圏域

は大部分が島根県内であるが、隣接する鳥取県や広島県とも一部取引があり、通販にも出

している。

HACCP認証取得は取引先からの要請もあり、信頼できる会社としてアピールし、他社と

の差異化によって業界の中で生き残るために不可欠であると判断したという。また学校給

食への納入業者としての自覚も大きかった(今では県内171校35,000名に供給している)。

HACCPの導入で、より品質の高い製品を作り、安全な食品の安定供給を図ることは、事業

の重要課題であると認識していた。

認証取得のための大型投資はしなかったが、一定の出費は事業継続の必要経費と見なし

て処理した。現在の工場は1973年建設の古い工場で、今ではすでに40年経過している。

HACCP導入後、製造過程の技術が向上し無駄な動きがなくなって効率が上がったものの、

さらに生産効率を上げるには設備投資が必要で、資金が要る。これは今後の課題となって

いる。一方、従業員の意識も高くなった。帳票管理によって製造トラブルを未然に防止で

きており、他部署の仕事内容を互いに理解・共有しながらトラブルを起こさないような対

応ができている。
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F社は、生協しまれのPB商品である牛乳を2種類製造している。乳脂肪分3.5%の「ま

い!しまれの牛乳」と1％の「まい!しまれの1．0低脂肪牛乳」である。3.5％牛乳は1985年

に販売が開始されたが、今では珍しくない乳脂肪分3.5％の基準を当時、夏場に維持するの

は至難の業であったという。包装容器には逐一印字されないものの、生協牛乳には独自の

品質管理基準があり、F社の商品がその高水準を満たしていることについて営業担当f氏は

誇りをもって語る。「乳業界ではHACCPを取っていることは珍しくないが、生協のPB商

品のメーカーであることはステータスだと思っている｣。
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水産加工

わが国の水産加工品は70年代から欧州への輸出が始まっていたという事実があり、水産

加工業は早くから海外の厳しい衛生管理基準に向き合ってきた業界であると言える。一定

の衛生水準に達しているとして欧州輸出を認められていた政府指定の工場の登録数が90数

社までになっていた1995年、3月に視察のため来日した欧州専門家チームは、日本の水産

加工場の衛生管理が不十分であるとして､EU15か国の日本産水産食品輸入を直ちに全面禁

止とした。この禁輸措置は、日本政府が新たに対EU輸出水産品取扱いの認定基準を

HACCP方式に基づいて設定し、指定工場の監視強化をEU側に約束したことによって、年

末に解かれた。（ただし、それまでに、貝毒の発生のために何度か輸入禁止措置を喰らって

いたホタテに関しては、解禁は7年後に実現した）またその後、97年には対米輸出水産食

品の取扱いについても米国FDA(食品医薬品局)の新規則に基づき、HACCP基準が定めら

れた。

一方、国内市場においては、安全'性の確保が特に重要だと見なされた加工食品を対象と

して、戦後、国は食品衛生法に基づいて規格基準（成分規格、製造・加工及び調理基準、

保存基準）を順次設定し、魚肉ねり製品の基準も比較的早いうちに定められた。1953(8.28)

年、厚生省(当矧通達の形で魚肉ねり製品の衛生指導の基準が出されたが、その後も食中毒

の発生件数が極めて多かったという状況に対処するため、1962年には従来、食肉製品類と

して一括されていた規格基準が分割され、食肉製品、鯨肉製品、と並ぶ魚肉ねり製品の基

準が、より厳格に規定された。

1995年、厚生省(当時)のHACCP認証制度(正式名称は｢総合衛生管理製造過程承認制度｣)がス

タートした際には、規格基準のはっきりしている品目の中から認証対象が選択されたこと

から、魚肉ねり製品も97年に対象品目に加えられて今日に至る。現在ではそのほか、水産

加工の事業者団体である(一社)大日本水産会が独自のHACCP認定制度を運用しており、認

定書は対米輸出に対する証明書としても有効である。大日本水産会はまた、厚労省と農水

省が共同運用するHACCP導入のための融資制度(rHACCP支援法｣)に関しても、認定機関

としての業務を行なっている。

しかし魚肉ねり製品の国内市場は著しい下降現象を見せている。1990年代前半にピーク

を見せた約5,400億円の出荷額は､今では4,000億円を下回る｡事業所数も､70年代に3,000

近くあったが､今は'’300へと大きく減った蕊｡こうした状況の中で､当然のことながら、
海外への事業展開を図る動きも著しく、国際認証であるISO22000などの取得が注目され

ている。

鶏側)食品産業センター『食品産業統計年報平成24年度版』より。
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G社

豊かな海域と漁港に恵まれ、水産加工が盛んに行なわれてきた山口県長門市で、1960年

代後半に創業したG社は､ちくわ､揚げもの(てんぶら)の製造業を営む｡資本金2,000万円。

年商11億円。従業員数80名。2001(H.13)年に厚労省のHACCP認証(魚肉ねり製品)を取

得したのは、主要な取引先である流通大手会社から「少なくともこれくらいは取って欲し

い」との要請があったからだという。99年から2年かけて準備した。当時はハード面の整

備が強調されていたため、施設の改造にかなり投資した。しかし新工場ではない。

G社は2005年ごろに品質マネジメントの国際認証ISO9001を取得したが、その後、品

質管理にHACCPを組み合わせたISO22000が出たため、こちらに切り替えた。この決定

は外からの要請ではなく、社内の経営判断で行なった。ISO22000は国際認証だが、将来、

輸出を考えているわけではない。

厚労省のHACCPとISO22000の両方を取得していることについて、品質管理担当のg

氏は「両者は着眼点が異なる」と前置きし、「厚労省のは主として食中毒の防止に焦点が当

てられているのに対して、ISO認証はソフト面も網羅されている。例えば喰品テロに対す

る防御策の)フード・ディフェンスなど」と説明する。また、「厚労省のHACCPは何と言

っても『国のお墨付き』。保健所との良好な関係も築いてきている。山口県にはわが社以外

に厚労省の認証（魚肉ねり製品）を持っている企業はいないし、継続できるものなら継続

したい。一旦、取得した認証を、維持するというのも大変な仕事」と述べる。さらに、g氏

は付け加えた。「ふたつの異なる認証をもつことは、対外的に有利だと思う。客(取引先)の

中には、厚労省の方が、より厳しい認証であると言う人もいる。審査には保健所、県、厚

生局、と、それぞれの手順があり、審査を受けるまでに要求事項をきっちり満たしていな

ければならない。（これに対して)ISOは民間で、審査員は2-3名がチームで審査し、「継続

改善」というプロセスがある（ことで、より柔軟)｣。

H社

1928(8.3)年に広島市でかまぼこ製造を創業｡その後1964(8.39)年に法人組織へと移行し、

300万円の資本金は10年間で2,500万円まで増資。現在、従業員数130名。70年代半ば

に「カニ足風かまぼこ」を開発し、次いで、自動製造ラインを完成させて英国への輸出を

開始した。やがて輸出先はオランダにも広がり、レストランや小売店で販売された。当時、

欧州は添加物の規制などが日本より厳しかったが、輸出量は一時、年間1,000トンを超す

ほどまでに伸びた。そのうち東南アジアや韓国の製造者が欧州市場に参入してきて現地で

工場を設置する動きも増し、やがて価格競争になった。現在では撤退する工場も出ている。

欧州進出を果たした後、H社は米国へもカニ風味かまぼこの輸出を開始し、レストラン
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などへの販売を通じて成長した。今では全米で何千軒というレストランがH社の製品を利

用しているはずだという。価格競争が激しいなか、H社のオリジナル・ブランド品は品質

が良いという評判が確立しており、低価格品より2倍も高い価格で売れている。

1995年3月下旬にEU査察団が来日し、東北のホタテ加工工場などを視察した際、衛生

管理が不十分だとして、EUは直ちに日本からの水産品輸入の全面禁止を決定した。当時、

EU諸国へ水産加工品を出していた日本企業は80.数社にも及んでいたが､EUからHACCP

による衛生管理の導入を要請され、数か月で十分な態勢を整えるに至ったのは結局、H社

（やI社）を含む6社のみであったという。同年10月にEU査察官らが再度来日し、厚生

省があらためて認定した加工場を検査した結果、EU側の衛生水準を満たしたとして12月

に輸出再開が実現した｡HACCPを急ぎ導入した企業にとっては実質およそ3ケ月程度しか

準備期間がなかったのであるが、H社は厚生省の行政官や広島市の保健所からの熱心な助

けを受けながら、要求された基準を達成したという。十分な時間があれば工場を新築して

いたが、その余裕はなく、製造工程の交差汚染を防ぐ方策としては動線を工夫するなどで

対処した。また「作業場の天井は平坦で洗いやすいこと」というEU側の要求に対しては、

平坦でなかった天井を5，6百万円かけて徹底的に洗浄し、その後は落下菌を調べながら1

年半ごとに高所の清掃をするという条件で受け入れられた。

EUの求める水産加工の製造基準は、米国と比べてもかなり厳しいという。例えば、原料

のトレーサビリティが求められており、日本の漁船が獲ったスケソウダラのすり身は明確

な記録をもたないため、使えない。使用水の水質については年に1度、細菌、化学物質な

どの有無を初めとする50以上の検査項目をクリアしなければならない。また出荷時の混載

は認められておらず、保健所がコンテナ船の封をして証明書を発行しなければならない。

対EU輸出の認定工場は､厚労省による年2回の検査および3－6年に1度のEUからの視

察を受ける。現在、対EU輸出水産食品のHACCP認定を受けているのは全国で29施設

(2013.7現在)、対米は74施設(2013.4現在)となっている(厚労省オンライン資料)。

H社がカニかまぼこの欧州輸出を続けるために必要であったHACCP認定を取得して17

年後の今日、国内ではHACCPの専門家が多くいる状況を指して、社長のh氏は、日本で

のHACCPの普及は早く進んだと見る。H社では従業員の意識も変化し、結局は自分たち

のためにやっているのだということがわかってきた。商品への髪の毛の混入も、100％排除

することはできないが、その頻度はHACCP導入の前と後では非常に違うという。

H社が国内で販売している商品の一部には「対米輸出水産食品・HACCP認定施設」の

マークを印字している。h氏は言う。「(認定を取るのは)人手やコストがかかるが、それは

承知のことで、顧客の信頼を得るための投資であると考えている。コストをかけずにやる

方法も部分的にはあるだろうが、中途半端にやるのか本気でやるのか、事業者にその意思

が本当にあるのかが問われている。認定は取得した後、それを継続することが大事であり、

また、むずかしい｣。

72



I社

1916柾5)年に姫路市で水産ねり製品の製造を創業。その後、1953(8.28)年に有限会社を

設立、さらに9年後に株式会社となる。資本金7,500万円。年商114億円。従業員数520

名。甲子園球場ふたつ分の広大な敷地(78,000m2)に、80年代半ばから段階的に製造工場を

3棟建設。豊かな水量の天然地下水に恵まれた地で、かまぼこ、ちくわ、揚げかまぽこ(天

ぷら)、カニ風味かまぼこ、グラタン、などの水産加工品や惣菜を製造する。

I社は1980年に「カニ足風かまぼこ」の製造ラインを新設して製造を開始し、82年から

は欧州へ輸出し始めた。1995年春、来日したEU査察団が、視察した水産加工工場の衛生

管理の不十分さを理由として日本からの水産品輸入の全面禁止を決定した後、同年、あら

ためて厚生省が設定した「対EU輸出水産取扱い施設」の認定をいち早く取得した6社の

ひとつである。その後、1998年には対米輸出水産加工施設の認定を取得。また、厚生省(当

時)のHACCP認証制度に「魚肉ねり製品」の品目が加わったことから、1999年にはその認

証を取得。続いて翌年2000年にはISO9001を取得し、以来、I社はHACCPの衛生管理

と品質マネジメントを統合させたシステムを運用してきた。厚生省のHACCP認証につい

ては、製造上は必要なかったが、国内のスーパーを通して商売をする場合は対米・対EU

輸出に対応するHACCPは殆んど認知されていないため、取っておいた方が容易に説明し

やすい、という理由で重層的に認証を取得したという。さらに兵庫県の食品衛生管理プロ

グラム(兵庫県版HACCP認定制度)に水産食品加工工程が追加された後は､県の認定も取得

した(2007年)。品質管理室の室長i氏によれば､複数の認証を取得することで外部監査の機

会が増え、いろいろな担当官による指導・指摘を得て工場内の継続的改善につながってい

るという。

さらにi氏によれば、HACCPの導入は腐敗・変敗・カビなどの微生物由来のクレーム数

を大きく減らすのに効果がみられたが、それ以外のクレームについてはISO9001の導入で

顕著な改善をみたという。クレームが発生してから改善するのではなく、発生リスクを積

極的に見つけて予防措置を取ることが重要だとわかった。現在では、原料由来の交雑物（魚

の皮、骨、野菜の皮、根など）や揚げカス、焦げカス、髪の毛などの異物混入のクレーム

が年に数十件のレベルで報告されるが、これは、I社が年間約2億食を製造することを考慮

するならば、最大手の冷凍食品メーカーと比較しても遜色のない数値だという。

I社では3つの工場で稼働する計44の製造ラインはすべて一方通行で、互いに交差する

ことはない。それぞれの製造工程における重要管理点(CCP)は①食品の中心温度を85℃以

上とする加熱、②加熱後、10℃以下への冷却、③金属などの異物探知、の3点にある。ホ

ームページ上では主要な原材料の調達地を公開し、使用添加物とともに簡単な説明を掲載

している。これは顧客が安心して商品を購入できるためであるという。また使用水の水質

検査を含む原材料の選別と管理、作業者の健康管理と教育訓練、機械設備の洗浄殺菌と保

守作業、製造工程の監視と記録保持、最終製品の抜き取り検査による品質確認、などの取

組もネット上で紹介して消費者への‘情報提供に努めている。
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なおI社が有する3棟の工場の内、第1と第2の工場は80年代に建てられたもので、90

年代の後半に対EU水産品輸出対応施設(および対米輸出対応施設)として認定を受けるに

あたり、衛生区と汚染区を区分する仕切り設置と結露水防止のダクト設置の工事で約2,000

万円を費やした。一方、1997年に完成した第3工場は当初からHACCPを意識して建設さ

れている。このときは土地造成と建物、および設備費を合わせて数十億円かかったが、総

工費の一部は農林漁業金融公庫からの水産加工業体質強化資金の低金利融資でまかなった。

融資の条件として新技術の開発・導入があり、当時、新しい考え方であったHACCPの導

入による最新の食品工場建設ということで申請をした｡I社はすでに対EUのHACCP対応

施設としての認定を国から受けていたため、問題なく融資を受けることができた。

i氏によれば､HACCPはあくまでもソフト管理であり、（工場の規模や業種によっても異

なるが）お金をかけなくても運用は可能だが、食品安全・食品衛生管理のしやすい施設・

設備の方がHACCPの運用がより楽に、より確実になるのは確かである。投資は経営者が

初期投資と運用コストを天秤にかけて決めることで､｢HACCPは金がかかる｣のではなく、

上手にお金をかければ、それ以上に見返りがあるというのがi氏の見解である。

L社

1887(M.20)年に山口県長門市仙崎にて蒲鉾製造業を創業。1964(8.39)年に株式会社を設立。

資本金6,000万円。年商96億円。従業員数330名。L社は2008(H.20)年にISO22000を

取得した。それまでに経営を引き継いで子会社としていた福岡の老舗かまぼこ製造会社L2

社や､企業統合して子会社化していた地元のL3社も､同じころ前後してISO22000を取得。

水産ねり製品の製造だけでなく、卸し・小売りを含めて構築したシステムが認証されたの

は国内初であるという｡L社は関連会社や異業種企業との業務提携を積極的に行ないながら、

有機野菜の生産にも参入し、魚のすり身と野菜の組み合わせで新商品を開発するなど、新

事業の開拓を進める。

ただし水産ねり製品の国内市場は縮小傾向にある。L社は2010(H.22)年、中国山東省に

中国食品企業との合弁工場を設け、また100％出資の子会社も設立した。中国工場を生産拠

点として、中国国内や日本に商品を供給する構想の実現である。さらに韓国でもソウル市

の大手食品メーカーと技術供与の契約を結び、ねり製品の共同開発、販売を開始した。仙

崎で受け継いだ伝統を継承しつつ、東アジアでの海外展開を進める「グローカルな企業」

を目指すという。

経営企画室室長のl氏によれば「食品安全という食品製造業の根幹にかかわる国際認証

を取得し「安心・安全」を確立することが、世界に通用する事業展開を図る上で不可欠と

判断したことがISO22000認証取得の主要な動機であった」という。合わせて従業員の育
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成を果すことも期待した。最終的には消費者の信用（安心）を得ることが目的だが、安心

は製造者が決めることができないことから、企業が、安全な製品を提供し続ける不断の努

力をすることによって消費者の安心へとつなげたいとする。

当初は厚労省のHACCPの取得を検討していたが、2007年に食品安全のマネージメント

システムであるISO22000が登場したことで、後者を選択した。HACCPが「工場内安全」

を主な対象としているのに対し､ISO22000は原料から最終消費までの全体を対象としてお

り、真の「安心・安全」を担保するにはISO22000がより有効であると考えた。また海外

に於いては国際認証の方が、より多くの国で評価されると判断した。

認証取得にあたっては、従来培ってきた工場での品質管理や管理ルールをISO22000の

規格要求事項に従って大幅に改め、分類化した詳細な記録文書として残すというシステム

への移行、またそれを全従業員に理解させ浸透させる作業があり、これらが最も困難であ

った｡取得から4年経過した現在もまだ途上にあると言える。しかし文書化されたISO22000

のシステムが、海外工場での生産活動における安全マネージメント構築を容易にしてくれ

ている。また安全管理手順の設定には科学的根拠が必要となることから、それを組み立て

て理解する過程において従業員に論理的思考が養われてきた。さらに社外においては、

ISO22000の認証取得によって新規販売先への商談がスムーズになったと思われる。

ISO22000は販売先に安心して選択してもらう証明となるものの､システム認証なので商

品に明示はできない｡l氏は｢システムに沿った安全な製品を提供し続けることにより、「い

つも安心して買える企業』というイメージを持ってもらえることを期待している」と言う。

そして、「ISO22000に取り組んでいる企業のメッセージは直接に消費者にではなく、小売

り事業者に向けたものになっているが、消費者の購買行動に客観的にかかわる仕組みがで

きれば、製造者にとって魅力的」と語る。

今後の課題は「自社カスタマイズ」であるという。すなわち、これまでは認証で定めら

れた規格要求事項に実直に沿いながら規格に適合していることを優先させてきたが、従来

使用していた記録類との重複があったり、従業員が理解しにくいむずかしい文言があるな

どで、現場に負担をかける面があった。これらを見直して記録類の圧縮を行なうことで現

場負担を少しでも減らしたい。実際の環境や製品に沿ったシステムへ改善する事で、安全

'性・品質・経済'性をより高めることができるとl氏は期待する。

N社

島根県江津市で水産食品製造業を営むN社は1907伽.40)年の創業である｡1953(8.28)年

に会社組織となる。資本金は4,000万円。年商21億円。従業員数150名。現在、江津市の

本社工場と隣町の浜田市にもう1棟の工場を持つ。N社の商品は地元のスーパーはもちろ
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んのこと、卸売市場や商社を経て、ほぼ全国に流通している。販売先は殆んどが県外で、

圧倒的に小売店が多いが、一部は外食産業を対象とした業務用である。

N社の本社工場は2007値.19)年に品質マネジメントシステムISO9001を取得した｡この

規格は企業全体の品質を管理するシステムで、究極的には顧客の満足度を上げることを目

的とする。取得にあたっては、コンサルタント料や申請経費の2分の1を補助するという

島根県の助成制度を利用した。N社は当時、まだHACCPを導入する準備はできていなか

った、と品質保証室の室長n氏は振り返る。1982(8.57)年建設から25年経た社屋で工場は

老朽化していた。従業員の衛生意識も不十分なところが多かった。N社はISO22000(食品

の安全･衛生規格)の認証取得に向けて2009年から準備を開始する｡ISO22000はISO9001

とHACCP方式による衛生管理を組み合わせた比較的新しい国際認証である。コンサルタ

ントの助けを得て食品衛生・安全の基本的な考え方を勉強し、危害につながる重要事項と

そうでないものを振り分けるなど、これまでの運営で足りなかった箇所を補う作業を行な

った。施設については動線の変更などを多少、行なったが改築はしていない。ハード面で

弱い箇所はソフト面で補えばよいというコンサルタントの助言があった。記録取りについ

ては品質マネジメントの実施経験で十分対応ができた。そして2010年に本社工場が

ISO22000を取得するに至り、島根県では初の取得企業となった。当時、ISO22000を取得

していた食品企業は全国でも30社程度であったと、氏は聞いている。

N社がISO22000の取得を目指した動機は、何よりも安全で安心できる品質の良い商品

を消費者に安定して供給するためであったという。n氏は語る。「この業種は言わば『職人

の世界』ですから職人がいなくなると品質のばらつきが起こる。後の人はどうするのか。

毎日繰り返して行なう決まり事を、きちんと文書化して次の世代に残したいと思いました｣。

また、「一定以上の評判を持つ企業はすべて認証をとっている」ことを重視したという。そ

して「儲証を取っていることが)先方に安心感を与える。やがて『取得して当たり前』の時

代が来る。大手スーパーの取引条件になるのではないか」と予測する。

ISO認証の取得後、N社では明らかに顧客からの苦情が減少したという。苦‘情は異物の

混入に関するものが多い。原料として納入される農水畜産物に由来する異物（石、砂、貝

の破片、虫、髪の毛など）の除去を重視し、ISO取得後は原料の選別に手間をかけるよう

になった。n氏は言う。「明確な手順を踏むため、時間がかかる。少品種で大量生産ならば

効率が上がるだろうが、我が社は少量多品種なので、ISO認証を取ったからといって効率

はあまり上がらない。むしろ下がったかも知れない｣。

N社では､主原料の魚の冷凍すり身は複数の商社を通じて国内外から買い付け、その他、

副原料となる鶏肉、野菜、エビ、ホタテ、調味料や、包装資材を多くの業者から買い付け

ている。そして月に一度、規格書の品質に合致しているかの自社検査を行なう。また原料・

加工工程・製品の各段階において大腸菌群、一般生菌、ビブリオ菌、ブドウ球菌、サルモ

ネラ菌などの細菌検査を2名の社内担当者が終日、行なっている。またN社では以前は合

成保存料を使用していたが、現在は使用していない。ひとつには、合成保存料を敬遠する
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消費者の声があった。同時に、製造設備の進歩により衛生管理がし易くなり、保存料に頼

らなくても良くなったという事実がある。合成着色料についても、消費者の要請に加えて、

天然材料のものが出てきたことが状況を変えた。

「ISO22000の取得企業であることの業務上の有利さは表面では感じないが、見えないと

ころではやはり区別をしているでしょう。すでに多くの企業が取っている。取得したのは

まちがいなく良かった」と、氏が述べる。ISO認証やHACCPの導入はいずれ業界の「当

たり前」になるとN社は見ている。N社の場合、社長の強いリーダーシップがあったこと

から、ISOの認証取得が実現した。「トップの考え方次第だと思う」と、氏は結んだ。

一方、N社は(一社)日本冷凍食品協会の認定も受けている。初回の認定は2000(H.12)年

ごろであった。ISOが企業に対する認証であるのに対して、冷凍食品協会は製品に対する

認証、という区別があると、氏が説明する。製品の種類ごとに細かい品質規格基準が設定

されており、N社は1品目について認定を取得している。更新時期は認定の評価結果によ

り2－4年ごとに分かれており、N社は4年に一度の審査を受ける。2名の監査員が丸2日

かけてハード面、ソフト面をつぶさに審査するという。N社と取引のある大手企業は、納

入される製品がこの冷凍食品協会の認定を受けていることを条件にしているため、N社に

とっては重要な認定である。

N社にとって今後の課題は何か。「企業は人なり、と言いますが、わが社でも社員教育が

最重要課題です。いくら良いシステムを作っても運用するのは人。社員の力量を見極める

のには時間がかかるし、教育する側にも力量が求められている。老朽化する施設に関して

は､利益が上がれば改築も考えられるが､今はなかなかむずかしい」と、n氏の弁であった。

P社

水産加工および冷凍食品製造を行なう島根県安来市のP社は1987(8.62)に会社設立｡資

本金9,000万円。年商80億円。従業員数201名。コロッケ、グラタンなどの冷凍食品を製

造する安来工場と、鳥取県境港で水揚げされる紅ズワイガニおよび本ズワイガニのカニを

中心とした水産加工を行なう境港工場の2工場体制をとる。P社はまた、海外にも協力工場

を持つ。国内での販売先は食品闇屋、市場、量販店などで、全国におよぶ．

P社の安来工場は2009(H.21)年に(一社)大日本水産会によるHACCP認定を受け(対象は

主力製品の「マカロニグラタンコロッケ(かに)」）、境港工場も続いて2010年に認定を受け

た(対象は主力製品の「かに爪クリーミイフライ」）。P社の総合品質保証室室長p氏によれ

ば、「消費者の食品安全に対する意識の高まりを受けて、われわれ製造者はこれまで通りで

良いのか、を考えた。より高い安全'性を確保するために認証を取った」と述べる。安来工

場は2005年に環境マネジメントISO14001の認証を取得している。「(衛生管理の認証とし
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ては)ISO22000を選ぶこともできたが、水産関係の事業者は大日本水産会のHACCP認定

をとっている企業が多い。大日本水産会の認証が米国FDA(食品医薬品局)の指針に基づい

ているということで、そちらを選んだ。HACCPは現場を重視する」とp氏の弁。

認定取得の準備はコンサルタントの助けを得て1年ぐらいかかった。ハード面の準備は

むずかしくなかった。施設内の区分を明確にして仕切り（ゾーンニング)、入口から出口ま

で一貫‘性をもって配置するという部分的改造を行なったので、コストは0ではなかったが、

大規模な投資はしていない。ソフト面については、コンサルタントからの指摘を受けて社

員の意識改革に取り組んだ。今ではひとつひとつの確認ができるようになっている。例え

ば、冷蔵庫や冷凍庫の温度記録を取るにあたって、以前は規定の温度が守られているかど

うかのみを○×式で記入するだけだった。しかし具体的な温度をそのまま記録することで、

規定に達していない場合は、どうするのかの対応（是正処置）を考えるようになった。今

ではこれが当たり前である。社内の勉強会も継続している。顧客からのクレームが確かに

減った。

対外的には、HACCPという「共通言語」を得て意思疎通がスムーズになったとP氏は感

じている。初めての取引先の他、確認のために年1回ぐらい工場の監査に来る事業者から

は「HACCPを取っているのですね」の声がかかるようになった。P氏は「(食品業界では）

HACCPは共通言語。HACCP認証を取るのは当たり前になっている。わが社への納入業者

も、食材や調味料、包装材など、100社以上あるが、主要メーカーを選ぶようにしている。

彼らはHACCPやISOを取っているので」と説明する。そして「ひとつ間違えば会社が吹

っ飛ぶ時代、という危機意識がある。食品安全に対する最大の努力はしている。その証明、

ひとつの指標としてHACCPの認証を取った。お客様に、より安心してもらいたい。今後

さらにPRしていきたい」と述べる。

大日本水産会の認証は以前は3年更新制であったのが、最近2年更新制となった。審査

は更新審査と継続審査の2種類あり、後者の場合、半年に1回、大日本水産会の委託を受

けたコンサルタントが審査を行なう。認定は製造ラインごとに行われているが、認定製品

と同一のラインではHACCP管理が徹底されており、P社はこれ以上、対象製品を増やす

予定はない。しかしHACCP認定をとっていない他のラインにも管理手法を広げたいと計

画している。すでに応用はしているが、細部を詰めるのが課題。なおHACCP認証のマー

クは社員の名刺には付いているが製品にはついていない。認定は製造ラインを対象として

おり、個々の製品が認定されている訳ではないのがその理由である。

一方、P社は長年にわたり(一社)日本冷凍食品協会の会員で、安来工場、境港工場のいず

れも同協会の認定を受けている。p氏によれば、冷凍食品協会の認定制度では、冷凍食品の

製造上、重要な管理点を協会側が設定しており、それに対する順守が行なわれているかを

見る点において、自社ごとの管理点を決めるHACCP手法とは異なっているという。
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食肉処理

食料となる家畜や家禽に取り込まれた微生物は、それらの生体内で共存関係を保ってい

ながら、人間に対しては健康を脅かす病原微生物となっている。家畜や家禽の腸管内容物

(糞便)には、サルモネラ、カンピロバクター、病原‘性大腸菌、ウェルシュ菌などが多く含

まれていて、本来は無菌状態にある筋肉表面を、屠殺・解体時に腸内容物が直接・間接的

に汚染するのを完全には防ぎきれない。ただし、この初期汚染菌数をできる限り抑えてお

けば、増殖して発症総菌数に至るまでの時間を延長でき、食中毒発生のリスクを大幅に下

げることができる鱗。

わが国の食肉取締りは、明治4年(1871)に大蔵省通達「屠牛取締方」が出されたことに始

まった。その後、食肉処理における衛生維持を公営優先の制度としての確立をめざした

1906①1.39)年の「屠場法」を経て、1953(8.28)年の新しい｢と畜場法」の制定へと引き継が

れ、今日に至る。近年では、BSE牛問題の発生を受け、政府はさまざまな緊急対策を講じ

ての対応を迫られた。また一方で、食烏肉処理にHACCP方式の衛生管理を適用するなど

の指針を示すことによって、微生物による汚染の低減を目指してきた。さらにここ数年の

新たな動きとして、流通末端である飲食店での牛肉やレバーの生食を規制・禁止する新し

い規格基準が打ち出されている。

米国では長年、と畜場や食肉加工場での検査態勢が旧式で、危害物質を効率良く排除で

きていないことに対する批判があった灘｡このような状況の中で1993年､ハンバーガ
ーを原因とする0157の大規模な食中毒が発生し4人の死者が出たことを契機として、食

肉の安全基準見直しへの社会的要請が一段と高まったとされる灘｡90年代の後半､米国
政府がHACCPによる衛生管理を食品産業に導入した際、他業種に先駆けて義務化が実施

されたのは水産加工と食肉産業(と畜・加工)であった。わが国では対米輸出を目的とする食

肉処理に対して「対米輸出食肉を取り扱うと畜場等の認定要綱」の制定(1990(H.2)年)をも

って規制してきたが、米国のこの新しい動きに対応する形で1997年、「認定要綱」に

「HACCP方式による衛生管理実施基準」が追加された。

鱗中野(2006)､pp.50-51o

illiAntle(1995)､p20．

鱗佐々木(2003)､p.90o
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M社

島根県で唯一の食肉処理施設であるM社は1980(8.55)年の設立である。それまであった

県内8ヶ所のと畜場を統合し、第三セクターの新しい会社組織として事業を担った。島根

県、全農、農畜産業振興機構のほか、県内の食肉事業者の連合体が株主となっている。豚

および牛のと畜解体、食肉と副生物(ホルモン)の処理加工、配送、を業務とする。資本金4

億9,990万円。年商は約30億円。従業員数102名。

M社は1998(H.10)年当時に外部機関の指導を受けてHACCP手法を学んだことから、日常の

現場作業はマニュアルに沿って基本的な安全管理はできていたという。その後、職員の意識改革

と、やや形骸化した部分が出てきていたHACCPシステムの強化を目的として、2011年春に

ISO22000を取得した。安全管理を裏付ける資料の収集に加えて、記録の取り方、外部監査・内

部監査の実施、アウトソースとの連絡、内部コミュニケーションの取り方などを学ぶ上で、ISO

認証で用いる専門用語の理解に苦労したという。M社の部長職にある、氏は回想する。「結構

高いハードルだったと思います｣。

これまで事故もなく無事に事業を営んできて、今さらなぜISO認証だったのか。m氏は企業

の危機管理の重要‘性を強調する。「昨今の企業の不祥事を顧みると、管理体制の不備が大きな要

因の一つになっています｡社内管理体制だけではなく、アウトソース先の管理を含めて農場から

食卓までのフードチェーンを考える必要があります。ですから自社管理だけのHACCPでは対

応しきれていない面も出てきています｡いざ仮に問題が発生した時には管理記録に基づいて、こ

の部分は弊社の責任であるが､この部分については違うといった主張もはっきり出来ると思いま

す｡企業が自らの身を守るためにはしっかりとした管理､記録の保持が今後最低条件になると思

われます。このような観点を職員にも説明をして取り組みました｣。

ISO認証の取得のための準備は9カ月程度かかった。専門のコンサルタントと契約し、社内

に役職者を中心とする準備組織を立ち上げて、「ISOとは何か」から学ぶ勉強会を始めた。そし

て工程ごとのフローダイヤグラム、ハザード分析、PRP(前提条件プログラム)、OPRP(オペレー

シヨンPRP)、CCP(重要管理点)の設定を行ない、半年間の構築運用期間を経て2011(H.23)年2

月の認証取得を実現した。施設改善は行なわず、現行の施設、作業体系の中での取得であった。

費用も全て自己資金でまかなった。M社の場合、CCP(重要管理点)は、製品の最終段階での金属

検出機と、豚の副生物（ホルモン）をボイルするときの温度管理になっている。

m氏によれば、M社では、作業工程の安全性や商品の品質については従来のHACCP方式で

十分に担保されていたが､認証取得後はそれを裏付ける作業の記録取りに多くの労力を費やして

いるという。社員には「CCP担当」、「OPRP担当」の資格認定が与えられ、定期的な研修で

学んだ内容を各自が教育訓練記録ファイルに記入することで、意識の高さが維持されている。役

職者には内部監査員の資格を与え､担当以外の業務を監査することで自らの業務を振り返られる

ようになったという。また各課、係には年間目標を持たせ、場内に掲示し毎月進捗状況を把握し

ている。
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ISO22000を取得したことは、玄関入口のパネルと社員の名刺への記載で公表しているが、特

に大きな宣伝はしていない。理由は、営業活動の利益と直接結びつきにくいためであると、m

氏が説明する。島根県下での取得企業数も現在のところ数社にとどまっている。「しかし取引先

が選択する場合は選択のひとつの要因になると思います｡記録の保持という面で企業自身の身を

守るという一面がありますが、今後はISOの取得が一般的になって、認証数も増えてくると思

います｣。

認証取得後1年目の定期審査が終わり､審査官から建設的なアドバイスを多く受けたという。

「システムの維持、管理、更新についてかなりの労力を使いましたが、一度土台を固めてしまう

と、見直し、改善、実行を進める中においては割とスムーズに実践できるようにはなってきてい

ます」と、氏の弁。M社の今後の課題については、「社員が現在の高い意識を維持しつづける

ことがまず一番｡それとコンサルタントの方が作成したプログラムをかなりの部分そのまま使っ‐

ているので、現状とマッチしたものに改良していくこと。それから記録が膨大にあるので取捨選

択して無理のないプログラムに仕上げていきたいと思います」と、氏は述べた。「コストの回

収については具体的な数値としては出ていませんが､ここまでやってきたことが無駄にならない

ように今後も進めたいと思っています｡信頼される企業としての活動が取引先のためでもあるし、

ひいては自分たちにも還元されると信じています｣。

81



鶏卵選別包装

わが国の食中毒の発生原因として多く認められる病原菌の中にサルモネラ菌があり、と

りわけ鶏肉や鶏卵の汚染がよく知られている。鶏卵は食品アレルギーの原因物質として警

戒されているものの、一方では、経済的なたんぱく源として頻繁に食され、また生食され

ることも多いため、衛生管理の徹底が必須である。

鶏卵の選別包装施設(GPセンター、Grading&Packing)における衛生管理は、原料卵の

仕入れ先(養鶏場)ですでに始まっている。鶏の飼養状況（品種、日齢、導入元、ワクチン投

薬、飼料、飲水など)に関する'情報が把握されていなければならない。近年、養鶏場におけ

る衛生管理が向上し、鶏卵のサルモネラ汚染がかなり制御されたように見えるが、それで

も原料卵からの細菌汚染の持越しが十分に起こり得る。GPセンターでは原料卵の受け入れ、

保管、洗卵、乾燥、検卵、包装、出荷前の保管、配送、の作業工程を通じて、確実な殺菌

処理と温度管理、および記録の保持・点検が求められている。

B社

B社は兵庫県明石市にある鶏卵GP催別包装)センターである。1916年佃5に精米･飼料

販売の個人商店として創業した。1967年(8.42)より鶏卵の取り扱いを始め、現在では鶏卵

の販売を主な事業とする。同社は自社農場からのヨード卵や赤卵を処理してブランド卵と

して出荷する第2GPセンターと、契約農場からの一般卵を選別する第1GPセンターとを

持つ。2010年(H.22)に受けた兵庫県の食品衛生管理プログラム(兵庫県版HACCP認定制

度)の認定は、前者の第2GPセンターが対象となっている。兵庫県の制度はHACCPによ

る衛生管理と並んでトレーサビリティの確立も重要な柱のひとつとなっているため､B社で

は自社農場からの卵を扱うことでトレーサビリテイーが得られやすいという有利‘性を生か

して、第2GPセンターの認証取得をまず目指したという。複数の契約農場からの卵を扱う

第1GPセンターの管理向上は今後の課題となっている。同社は県内のほか京阪神地域を商

圏として、スーパー、コンビニ、給食施設、飲食店、食品メーカーなどに出荷している。

取扱い量は月間約500トン。資本金1,500万円。従業員数は約70名。会社案内カタログの

裏表紙には「ひょうご食品衛生管理認定」のロゴマークとともに「市内初認定」の文字が

目を引く。

B社が兵庫県のHACCP認定制度に関心を抱いたのは、2002年に県がこの制度を立ち上

げた際、鶏卵選別包装工程が対象分野に入っていて業界で話題になったのがきっかけであ

った。B社はそれまで独自に衛生管理をやっていたものの、県の制度開始に刺激を受け、

更なるレベルアップをしたいと決意した。そして全社を挙げて取り組んだ。しかし通常の

業務と合わせて認定取得の準備を進めるのは正直むずかしかったという。B社では、コンサ
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ルタントや明石保健所の助けを得ながら2年をかけてマニュアル作りに労力を注ぎ、2010

年3月末に認定を受けることができた。

社内マニュアルは従来からあるにはあったが、新しいマニュアルは全く違うものである

ことをGPセンター長(兼)製造課長b氏が強調する。これまでHACCP手法を考慮したこと

はなかった。従来の管理法が不十分であることを認識した上で、衛生管理と現場作業のマ

ニュアルを徹底的に見直し、手洗いの頻度、温度管理の頻度、などを設定した新マニュア

ルの草案を現場に持ち込んで本当に手順通りにできるのかを何度もテストした。ときには

保健所の担当者とけんか腰にもなったが、そこまで徹底的にやることが大事だと理解した

という。こうして完成したマニュアルは現場で実際に使える高度な手順書になった。

養鶏場から受け入れた卵を商品として出荷するまでの工程において、重要管理点は次亜

塩素酸ナトリウムを薄めての洗卵作業である。ここでは定められた塩素濃度150ppm以上

が保たれていることを1時間ごとに検査する。万一、塩素不足が発見された場合には、正

しい濃度が確認された1時間前からの製造分すべての殺菌工程をやり直すか、あるいはそ

れらの卵を加熱加工用として区別する。卵殻の殺菌や菌の増殖防止対策は幾重にも取られ

ており、洗卵・殺菌後の卵は、乾燥後の目視により取りきれていない汚れや色の悪さがチ

ェックされ、肉眼では確認できないひび割れの機械判定、紫外線による卵殻殺菌、血卵判

定、などを次々と受ける。

卵殻と可食部の一般生菌、大腸菌群およびサルモネラ検査は自社内の品質管理室と外部

機関とで行なう定期検査を効率的に組み合わせ、安全'性を確保に努めている。一方、農場

での検査結果もGPセンターに報告することを義務づけている｡飼料メーカーによる飼料の

サルモネラ検査、鶏用飲水の水質検査、鶏舎内の環境検査、ヒナの導入元によるサルモネ

ラ検査、鶏に使用したワクチンや抗生物質の記録のほか、農場での卵のサルモネラ検査も

外部機関で行なわれ、それらの結果がすべて提出される。

認定取得後、営業面では、県が認めた衛生管理法という強い武器を得て新規の顧客に対

して自信をもって話ができるようになった。また商品に対する従業員の思い込みが変わり、

とりわけリーダー格社員の認識が大きく変化した。施設面での投資は一切行なっておらず、

ハード面での不十分さを帳票類で補っているが、これが作業の不効率を招くのではなく、

むしろ従業員の意識向上につながる工夫になっている。例えば塩素系溶剤を用いての洗卵

では、塩素の濃度計測器は高価であることから、試薬を使ったパックテストを1時間ごと

に行なって目視確認の結果を記録している。記録用紙は確かに増えたが問題視するほどで

はない。帳票による確認作業は高価な機械の購入費用を節約するばかりか、機械処理に対

する従業員のマンネリ化を防止する。そして作業手順が実際の態勢に合っているかを常に

検証する中で、変更すべきはするという姿勢で記録しやすいやり方を追求し続ける。重要

管理点に関しては少しの妥協もしないが、その他の管理点では、2－3年やってみて事故が

発生しないようであれば、監視の回数を減らして効率を上げることが可能となる。月1回

の衛生会議には社長、会長、コンサルタント、工場長、品質管理担当者などが集合し、会
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議の報告は半日交代の従業員にも伝わるよう昼礼を開いて徹底させる。とにかく全社一丸

となって取り組まなければだめ、というのがB社の強いメッセージであった。

B社では毎年、消費者対象の勉強会を開催している。参加者らは日常的に食べている安い

卵が手の込んだ衛生管理のもとに置かれていることを知って驚くという。鶏糞の付いた卵

が新鮮だと思っていたと発言した消費者もいたそうだ。

業者の選定は入札制度であるため、

i設や病院、企業食堂などについて

B社は学校給食にも納入しているが、明石市の場合、業者の選定は入札制度であj

県の認証取得は直接関係ないとみられる。しかし福祉施設や病院、企業食堂などに

は興味を持たれることが多く、認証を取得していることは有利であると捉えている。
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弁当・総菜製造

弁当・総菜の製造は他業種に比べて際立った特徴がある。食材の種類が圧倒的に多く、

それぞれに下処理や調理の方法が多種多様である。それ故におのずと手作業が多くなり、

労力を要するばかりでなく、人間の手を頻繁に介する工程において汚染リスクも高まる。

また多くのパート従業員の労働に依拠しておりY食品安全に関する教育の徹底がとりわけ

重要になってくる。さらに弁当や総菜類は他の加工食品に比べて調理から消費までの時間

が数時間から1．2日程度と､通常、短く、簡易包装によって流通するため、製造者の手を離

れた後の扱いにも注意が要求される。

厚生省が発表する食中毒原因施設の統計によれば鱗､毎年、「飲食店｣で発生する食
中毒の患者数は｢仕出し屋｣灘の患者数より約2-3倍多い｡しかし事件1件当たりの患
者数は｢仕出し屋』のほうが｢飲食店」よりはるかに多い鱗。「仕出し屋｣による食中
毒は､1件につき被害者が広範囲に及ぶことを示している｡過去10年間の推移を見ると、『仕

出し屋」原因の食中毒の患者数は決して減少しておらず、近年はむしろ、隔年ごとに増加

傾向にさえある。

このような状況にあって、弁当・惣菜の製造業者の間では衛生管理の水準を高める

HACCP手法への関心が高まっていると言える。「HACCP支援法」（厚生省・農林省)によ

る製造過程の管理の高度化を認定する認定機関の中で弁当・総菜製造を対象としているの

は、（公社)日本炊飯協会、（一社)日本惣菜協会、（一社)日本弁当サービス協会、（公社)日本べ

んとう振興協会､の4団体あるが灘､この4団体の認定数の合計は2013年10月末現在
168件で、総認定数358件の半数近くを占めており、業種別で最も多い。

耀厚労省｢平成24年度食中毒発生状況｣参照。
http"//www・mhlw.go.ip/st̂shingi/2r9852000002xk88-att/2r9852000002xkdd.pdf

(アクセス2013.9.22）

鱗弁当･総菜の製造者には店舗内で製造して店頭販売するタイプと、製品を調製後､配送･卸売りを
するタイプとがあるが、厚労省の統計では両者の区別が必ずしもなされていない。食中毒の原因施設とし

て『製造所」や「販売店」の区別もあるが、これらは弁当・総菜以外の食品の製造・販売も含まれている

可能‘性があるため、ここでは便宜上、「仕出し屋」のみを弁当・総菜の事業所として扱う。

鱗ちなみに2012年の統計で見るならば、『仕出し屋｣原因の事件は45件で患者数は6,353人である
のに対し、「飲食店」は614件で11,286人であった。1件当たりの患者数は「仕出し屋」が141人、「飲
食店」が18人となる。

鰯大量調理型食品として(公社)日本給食サービス協会の認定も含めるならば､認定数の合計はさらに増
える。
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A社

A社は広島市に本拠を置いて惣菜製造業を営む｡親会社にあたる某スーパーの専属工場と

して市内39店舗に総菜を納入するのに加え、山口県内と北九州市の合わせて34店舗にも

納入する。弁当や寿司類もわずかに供給しているが、主力はあくまでも副食である惣菜。

広島市内の店舗の中には、デパ地下の高級スーパーもある。創業は1992年(H.4)で資本金

1,000万円。年商7億円。従業員数は93名。

A社は広島県食品自主衛生管理認証制度の「弁当・総菜製造業」の部門で2006(H.18)年

に認証を取得した。2004年にこの制度が発足してから2番目の認証取得企業であるが、総

菜業界では一番乗りであった。A社は市の食品衛生協会に所属する専門家をコンサルタン

トとして雇い、継続的な衛生指導を受けてきた。そして県の認証制度ができたとき、この

コンサルタントから、「御社も是非、認証を取りましょう」と働きかけを受けた。衛生管理

に熱心であった当時の社長も「これまでいろいろと努力してきたことをひとつの形として

残そう」と社員に呼びかけた。社長は対外的にも、自分たちが是非、業界の先駆者になり

たいと意欲を燃やしたようだ。

コンサルタントの指導を受けながら社内マニュアルと規格書の作成に取り組み、完成ま

でにおよそ1年半かかった。仕事の流れを工程図に落とし込む作業は難しく、最も苦労し

た。また通常の業務をやりながらの作業が大変であった。県の認証制度はHACCPの考え

方を取り入れていて、完成した文書はそれまで指針として使っていた「大量調理マニュア

ル(正式名は｢大量調理施設衛生管理マニュアル｣厚労省)」より少しレベルが高いと工場長a氏は感じて

いる。「衛生」とか「清掃」なども以前から気をつけてはいたが、その意義づけと徹底のレ

ベルが違っていた。工場が365日稼働するなか、「自分が夜ぐっすり眠れる理由はこのマニ

ュアルのお陰」と、工場長の弁。「マニュアルを忠実に実行することで、食品事故を起こさ

ない根拠がある。食品が傷むはずがない｣。県の認証制度には認証ラベルがあり、A社はひ

とつひとつの商品に自信を持って認証マークを付けている。髪の毛やビニール袋の切れ端

の混入など、異物混入によるクレームの件数は確実に減った。

惣菜製造における最も重要な管理点は食材の温度管理である。例えば煮物は芯温が85℃

に達して1分、と決められているが、この温度は一般にいわゆる「物が煮える」温度でも

あるという。1週間に1度計測して、確実に達成していることを確かめる。そして食材が煮

えた後はすぐに24℃以下に冷却する。冷却の温度管理は特に重要となる。労力も手間もか

かるが、記録をとりながら24℃以下への冷却を確実に行なう。認証を取る以前は、この確

認が不十分で作業の速さ優先であった。感覚的に「大丈夫だろう」で、作業が進んでいた。

今は確実に基準の温度に達していることを確かめている。

「製造者の安心は金では買えないもの。食品事故を起こしたら会社がなくなる」と工場

長は力を込める。認証取得によって衛生管理がより厳しくなり、それなりの経費は出て行

く。従業員の作業用手袋の交換頻度も増えた。しかしa氏によれば「こうした経費は保険
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と同じで､会社が生き残るための必要経費｡しかも月々何10万､何100万円の話ではない｣。

また新しい記録取りの作業は、パート社員の労力が増え人件費の上昇につながることは分

かっていた。しかし商品の安全のため、事故の確率を確実に下げるために必要な作業、と

の判断は揺るがなかった。

現在の社屋と工場は築数十年で、元来、総菜工場用に建設された建物ではない。冷凍庫

と冷蔵庫が屋外に位置していることから、2年前、この出入りのドアを二重ドアにすること

を決め、その費用が約80万円かかった。これが、自主衛生管理制度の認証取得に関連する

唯一の「投資」であったという。

認証取得をめぐる従業員の反応は前向きであった。以前は｢最低限これだけ守ればよい」

という受け身の姿勢が、今では「ひとりひとりがこれを守らなければ全体の質が維持でき

ない。食品事故につながる」との積極的な認識に変わった。コンサルタントが来訪しての

定期の勉強会では熱心な質問が出る。従業員の意識が違ってきた契機はもうひとつある。

A社は広島市の食品衛生優良表彰施設として、平成23年度の厚生労働大臣表彰を受けた。

県の認証を取得したことに加えて、この衛生優良施設の表彰受賞で、スーパーを経営する

親企業がA社の存在を見直し本気で商品を売り込んでくれるようになったという。店舗内

でA社の惣菜が占める棚の広さが増え、収益増につながった。従業員らの仕事に対する誇

りも強くなった。

工場は一般消費者に開放しているわけではないが、小学生らの見学者があればガラス越

しに見てもらっている。特別な訪問者や専門家などに工場内を案内する機会もある。「自分

たちはいつも見ているので気づかない点があるかも知れない。他人が見れば不十分な点が

あるだろうから、その違った視点の指摘が有り難い。先日も市の衛生協会から来た検査員

が指摘してくれたことがあった。なるほど、と思った」と工場長が述べる。「最初は、ここ

までやろう、という最低線の目標を掲げて努力した。今は、もう少しハードルを上げよう、

という風に、常に『より上』を目指したい」

「消費者は店で売られているものはどれも安全だと思う。当然のことだ。値段の違いは

味の違いだろう」と工場長は考える。A社は創業者から受け継いだこだわりのだしや調味料

などの基本素材を使い続け、今に至る。化学調味料は使わない。競合する他の大型スーパ

ーに比べると確かに価格は1－2割高いかも知れないが、特に年配の顧客には堅い支持を受

けているという。「我々のお客さんは値段が少々高くても品質が良いと思ってくれているの

であろう。『お宅の惣菜はおいしい』と言われるのが一番嬉しい」
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X社

島根県松江市を本拠とするX社の事業は1901(M.34)年、旅館業の創業で始まった。その

後1908年の国鉄山陰線の開通と同時に駅構内での営業許可を受け、弁当・土産物の販売を

開始した。1926(8.元)に合資会社となる。資本金は55,000円。業務を拡大し、現在は、弁

当の製造販売、仕出しの他に、福祉配食サービスなども手掛ける。従業員数は110名。

2005(H.17)年に竣工した新工場は、通称「HACCP支援法｣(厚労省・農水省）に基づく認

定を山陰で初めて受けた。認定機関は(一社)日本惣菜協会である。工場内のゾーニング、動

線の整備、室温や冷蔵庫・調理温度などの温度管理を徹底し、ハード面で高水準の衛生環

境を整えて認証を得た。調理などのソフト面の管理は、厚労省の「大量調理施設衛生管理

マニュアル」を活用している。また取引先である大手の流通業者から年4回ほど、現場の

視察を含む厳しい衛生検査を受けている。

「HACCP支援法」の正式名称は「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」

と言い、食品製造事業者がHACCPを導入する際の施設・設備の整備に要する費用を長期

低利融資などにより支援する法律として､1998(H.10)年5月に制定された｡X社が｢HACCP

法」による認定を取得したのは、衛生的な施設で安全な食品を作っていることを顧客に伝

え、安心をしてもらいたいとの思いからであったという。ただし工場新築の資金はこの支

援法による融資ではなく、経営革新を援助する島根県の公的資金を利用した。

X社は衛生管理に多大な企業努力を払っているが､これが消費者に十分に伝わっているの

か、との思いが社長のx氏にはある。同時に、消費者には、「数字ばかりに捉われるのでな

く、もっと食を楽しんでいただきたい」とx氏は述べる。なお、HACCP認証を実際に取得

していない事業者が「わが社はHACCP方式でやっています」と安易に語ることがあるよ

うで、このようなあいまいな言葉の用法はいかがなものか、とのことであった。

X社はまた､障害のある人でも不自由を感じることがないユニバーサルデザインの弁当箱

を提案、食品残さや資材のリサイクルを通しての環境活動にも力を注いている。
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菓子製造

近年、菓子製造の食品安全に関する事件と言えば、2007年に発覚した有名洋菓子店の衛

生管理のずさんさや、老舗和菓子屋による製造日・消費期限の改ざん問題、人気洋菓子業

者による賞味期限改ざん問題などが記憶に新しい。これらの事件は食品の製造者としての

自覚の甘さが問題とされ消費者の信頼を失うこととなったが、幸い、健康被害にはつなが

らなかった。

－－一般に、菓子類は食品危害のリスクは高くないように見受けられるかも知れない。しか

し実際は決してそうではないと専門家は警告する。和菓子は原料をこれたり成形したりす

る過程での手作業が多く、細菌汚染が起こりやすい。また洋菓子は果物の使用が多いうえ、

卵が多用されることからサルモネラ菌汚染に対して警戒する必要がある。近年は低温殺菌

の後に冷凍された業務用液卵の利用が広まっている中で、他方、生の卵にこだわる製造者

もいる。従って菓子製造では原材料の加熱を十分に行なうことに加えて、使用する調理用

具(ボールなど)の洗浄を確実に行なって汚染の拡大を防ぐことが重要になる。とりわけ加熱

を伴わない菓子製造では、用具の十分な洗浄は必須である。

「HACCP支援法」（厚労省・農水省)による衛生管理の高度化プログラムの認定件数を見

るならば､菓子製造業のそれは弁当･総菜分野に次いで多い蕊｡認定総数358件のうち、
菓子製造業はこれまでに28件の認定が記録されている。これは菓子製造者のHACCP手法

への関心の高まりを物語っていると言えよう。

灘認定機関は全国菓子工業組合連合会で､2013年10月末現在の数字｡参考までに､最多の弁当．総菜

は4つの認定機関の合計で168件。

C社

広島市で西洋菓子の製造・販売業を営むC社は1973(8､48年の創業で、資本金は300万

円。年商2億円。従業員数40名。2009(H.21)年に広島県食品自主衛生管理認証（菓子製造

業部門）を取得した。そして3年後の2012年末、1度目の更新をした。認証取得の動機に

ついて社長のc氏は次のように説明する。「顧客への一番のサービスは『安心と安全』を提

供すること、すなわち安全なお菓子を作り、安心して美味しく食べてもらうことであると

いう出発点から、では、何を以って安全とするのかを考えた。その基準をどこに求めるの

かの答えが、認証の取得だった」
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取得までの準備には約18か月かかった。従業員の間で認証取得の意義を理解し共有する

のに時間がかかったが、次第に、従業員同士で助け合いながら記録取りの作業を行なうよ

うになるなど、変化があった。最終的に取得までたどり着いたときは、全員で喜び合うと

いう貴重な体験になったという。

認証取得にあたっては、指導を受けたコンサルタントの料金に加えて、作業場の改造や

設備増設を行なったことで、数百万円の経費がかかった。この出費に見合うメリットがあ

るかどうかは難しい判断だ、とc氏は述べる。社内で衛生観念の認識が確立され、顧客への

責任が全うできたあかつきに売上げ上昇となれば、諸経費の償却が可能であろう。結果が

出るのはもう少し先になるであろうが、目指した目的は達せられつつあるとc氏は感じてい

る。新規に取引を始めた某デパートとの商談にあたっては、この認証を取得していること

を相手側に評価してもらい、常日頃から保健衛生に関心を持ち、注意を払っていることが

相手側に伝わったことで、話が有利に進んだ。

認証機関となった広島市食品衛生協会は､食品検査センターも併設しているため、C社は

認証取得以前から腸内細菌検査や製品の細菌検査を受けたり、種々のアドバイスをもらっ

たりしていた。HACCPや県の認証制度についての情報も持っていたので、取得を目指すに

あたっては手順を具体的に進めることができた。また認証の更新にあたっては12月という

繁忙期と重なり、短時間で3年分の整理という大きな仕事が大変だったが、食品衛生協会

から多くの協力を得ることができた。

店内には認定証を額に入れて置いているが、顧客へ積極的な宣伝は行なっていない、とc

氏の弁。「社内の現場での責任として、当たり前のことをしていると我々は捉えている。も

ちろんより多くの消費者がこの制度を認識してくれるならば、これほど大きな宣伝効果は

無いであろう」

C社の今後の課題は、将来、担当者が退職したときに、迅速に次の責任者を決定できるか

否かの点であるという。

Y社

山口県柳井市に本拠を置いて和洋菓子製造･販売を営むY社は､創業1917(T.6)年の老舗企業。

資本金1,000万円。売上高26億円(H.21.6実績)。山口県内を主とする店舗展開で出店数は40

店舗を超える。従業員数330名。

Y社は2012(H.24)年に、通称「HACCP法」（厚労省・農水省)によるHACCP対応認定工場
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の認証を取得。認定機関は全国菓子工業組合連合会。ただし必要な資金については、この認証

制度の優遇措置は利用せず、すべて自社資金でまかなったという。Y社のホームページには

「HACCP対応菓子製品高度化基準認定」の文字入りのシールが掲載されている。品質管理室

のy氏によれば、Y社がHACCP手法を取り入れる決定をした動機は、まず、「食品安全’性の

向上と品質管理の徹底という消費者のニーズに応え、今以上に安心・安全で美味しいお菓子を

作り続けるため」であった。また山口県内の菓子業界でHACCP手法を導入した企業はまだな

いため、「山口県一番のお菓子屋」を目指そうと、いち早く導入への準備を始めたという。

2011年末に社内にHACCPチームを立ち上げ、コンサルタントの指導を受けながら半年後

の取得を目指して取り組んだ｡最も苦労したのは､新しく決めたルールやチェック表を従業員

に守り続けてもらうことであった。身についていたこれまでのやり方を変えるのには、時間が

かかる。「なぜ手順を変更するのか｣、「なぜチェック表をつけるのか」などの説明を根気よく

行なって継続につながるように努め、今も努力している。HACCPの衛生管理によって工場内

の整理整頓が進み、続麗にしておくのが当たり前という社内の意識が広まった。HACCP導入

によって工場内のルールなどが厳しくなったため､納入業者の中には戸惑いをみせた人もいた

が、全体的には協力的に対応してもらっている。HACCP導入に対する「すごいですね」の、

ほめ言葉ももらった。消費者に対しては、「我々が安心・安全のお菓子作りを第一にしてお客

様に美味しいお菓子を届けることが、一番のアピールになるはず」とy氏は述べる。

山口県にはHACCPの考え方を取り入れた「山口県高度衛生管理工程認定制度」があり、対

象食品の中に菓子製造業が入っているが、認証を取ること自体がY社の目的ではないので、こ

の県の認証取得は考えていない。「今後も工場をより良くし、安心なお菓子を製造することに

こだわっていきたい」とy氏は述べる。HACCP認証は取得したものの、改善の必要な部分は

多くある。y氏は続ける。「向上することに終わりはないと考えています。更なるレベルアップ

を目指して日々まい進したい｣。
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漬物製造

2012年8月、北海道で白菜の浅漬けを原因食品とする腸管出血'性大腸菌0157の食中毒

が発生し、8名の死亡者が出た。この事件では、汚染原因は特定されなかったものの、製造

工程での衛生管理の問題が幾つか指摘されたことから、これを契機として漬物の衛生規範

が10月に改正となり、生野菜の洗浄に使う消毒液の濃度､殺菌時間､製造工程の低温管理、

などが具体的に定められた。また2013年3月から漬物の製造者は届け出制となった。

漬物の概念は以前に比べて大きく変化してきている。昔、漬物は塩分濃度を高くするこ

とによって長期保存に耐えるように作られていた。しかし家庭用の冷蔵庫が普及した今で

は、以前のように塩分を上げる必要はなく、また健康上の配慮からも塩分を低く抑えた漬

物がサラダ感覚で食されるようになった。原材料となる野菜の洗浄が不十分であれば、食

品危害のリスクが高まる恐れがある。一方で、漬物は「香(こう)の物」と呼ばれるくらい、

香りが大事である。とりわけ「一夜漬け」と一般に呼ばれる浅漬けの場合、徹底的な殺菌

で食中毒のリスクは減らせるものの、同時に香りも殺してしまうという問題があり、十分

な殺菌か、香りの保存か、のジレンマの中で製造者は難しい選択をしているという。

いずれにしても、漬物製造における食中毒のリスク軽減という観点からは、浅漬けの場

合､塩素溶液を用いての洗浄工程および作業者の手洗いの徹底は重要管理点となる。他方、

浅漬けに対する古漬けの場合は、通常、容器包装後の加熱殺菌および金属などの異物探知

が重要な管理点とされている。

D社

昨年(2012)､広島県食品自主衛生管理認証の漬物製造部門で第1号の認証取得企業となっ

たり社は、広島菜の漬物製造ひとすじに歩み、昨年ちょうど創立50周年を迎えた。浅漬け

を専門としてきた老舗企業らに対し、後発を自認するD社は古漬けを主力と位置づけてお

り、売上げの7割は古漬けであるという。資本金5,000万円、年商14．6億円。従業員数は

116名。

広島菜の漬物には2種類あり、いわゆる一夜漬けである浅漬けは、4日で仕上げる。非加

熱なので、仕上がりの菜は緑色。賞味期限は約10日。一方、古漬けは乳酸菌を用いての製

造に半年かかる。葉の色も茶色に変色する。袋詰めの商品を90℃で1時間ほど加熱殺菌す

る工程を経て、一般生菌の数はI9あたり300以下にまでになり(無菌ではないが、ほぼ完

壁)、常温で約4ヶ月の保存が可能。これが全国市場での販売可能という強みにつながって

いる。
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生産部次長d氏によれば、認証取得の動機は3点に集約される。1）地元では広島菜の漬物

製造に従事する企業が20数社あるなか、D社は広島菜漬物のトップメーカー、業界のリーダ

ー、との自負をもって取得した。公共機関の認証であるという意味は大きい。2)これまで社内

で自主的にやってきた安全管理の仕組みについて、これで正しかったということを工場の従業

員が認識し、自信を持って作業ができるようになる。会社が勝手に作り上げたルールではなく、

県がサポートしてくれている基準ということで指示も出しやすい。3）広島県のこの衛生管理

制度は、認証を取得した某有力企業が大いに宣伝してくれた甲斐あって今ではかなり認知度が

高い。D社では直営店を持っているので消費者に直接対応するが、消費者はISOやHACCP

の名を知らなくても広島県の制度は知っているという人が増えた。

D社は広島県の認証を取得する前から、JAS認定(1998年)、18014001(2002年)、の取

得を通して、製品の品質向上のみならず環境保全も企業活動の中に組み込んで努力を重ね

てきた。その延長上に、今回の衛生管理の認証があるという。社内マニュアルもすでに持

っていたため、今回、原料検査（目視による虫食い、鮮度、などのチェック)と、浅漬けの

洗浄管理を文書化したことの2点を追加したのみであった。認定機関の広島市食品衛生協

会からは取得前のアドバイスを受けたが、コンサルタントを雇うなどの必要もなく、認証

取得のための出費は申請料12万円だけであったという。食品安全に対するこれまでの取組

の成果の上に立ち、認証取得のハードルはD社にとって高くはなかった。

「広島県の認証を取ることで、取引先から『品質管理、衛生管理に前向きの会社』とい

う認識をもってもらえる。評判は良い。社内では基準に対応する具体的な作業が明確にな

った。認証は安全・安心を顧客に伝える手段としてメリットがある。もっとも、安全には

コストがかかっていることを直ちに価格に転嫁しようとしても消費者の理解がなかなか得

られない点は難しい」とd氏は述べ、それから付け加えた。「経営者が熱心でなければ（認

証取得は)できない。すぐに売上げには反映しない。長期的な見通しで判断する｣。
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製麺(乾麺製濁

乾麺には、そば、うどん、きしめん、ひやむぎ、そうめん、干し中華めん、などの種類

がある。常温で長期の保存がきく伝統食であり、もともと小麦粉、そば粉を主原料にした

自然食品として安全な食べ物だと見なされてきた。しかも食する前に加熱するため、製造

過程の衛生管理にはあまり関心が注がれてこなかったという。そしてこの「勘と経験が重

視される世界」では､衛生面よりも美味しさへの追求に多くの努力が払われてきたという。

しかし近年、事業者らは製造技術や製品の品質の向上のみならず、食の安全を求める時代

のニーズに応えて、衛生管理システムとしてのHACCPにも取り組んでいることがうかが

われる。「HACCP法」（厚労省・農水省)による製造過程の管理の高度化を目指す認定状況

においても、乾麺類の認定がここ数年、毎年3－4件の認定件数が記録されている。

すべて手作業であった乾麺の製造は製麺機の発明によって機械化が進んだ。今では機械

によって製造されたものは乾麺類、手作業によるものは手延べ干し麺と呼ばれる。乾麺類

には任意の「乾めん類の日本農林規格(JAS規格)」のほか、「乾めん類(手延べを含む)品質

表示基準」の義務規定と、全国乾麺協同組合連合会による表示ガイドラインが定められて

いる。そのほか特別な製造法に着目した特定JAS規格として「手延べ干しめんの日本農林

規格」がある。

Z社

播州そうめんの生産で知られる播磨地方、兵庫県姫路市で乾麺の製造・販売を手掛けるZ

社は、1945(8.20)年に製粉事業者として創業した。その後、株式会社組織となり、やがて乾

麺製造に事業を絞った。資本金2,000万円。従業員数は約50名。Z社は2002(H.14)年に、

通称「HACCP法」（厚労省・農水省)による認証を取得したのに続いて（認証機関は全国乾

麺協同組合連合会)、2005年にはISO22000を取得。2008年の更新を経た後、2012年に

はISO認証からFSSC22000に切り替えた。FSSC22000はISO22000を補完する要求事

項を加えた内容をもつ民間の国際規格で、食品製造業界の注目を集めている。Z社の取締役

で製造部長でもあるZ氏は、「守るべき衛生管理の前提条件がより具体的に詳しく規定され

ている」と、FSSC22000を選んだ理由を述べる。

z氏はHACCP導入の動機を次のように説明する。「乾麺は消費者自らが熱湯で茄でて食

すため、あまり衛生に気をつけていませんでした。伝統食品でもあり、業界は長年にわた

って『勘』と『経験」の世界でした。ですから、おいしいものへの追求が主流で、もとも

と乾麺は安全で安心な食品とされてきたのです。しかし昨今、消費者は食品の製造、調理、

販売とあらゆる段階で衛生管理を求めていることからも、「勘」と『経験」の世界からの脱

却を図らなければならないと思いました｣。z氏は続ける。「国内では大手の問屋が認証取得
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を要求していますので、我々は業界の先頭を行きたい。また社員のモーチベーションを上

げる目的もありました｣。社内では職場環境の｢5SJ(整理・整頓・清掃・清潔・膜）の徹底

に努め､衛生･安全管理の月例勉強会はパート社員を含めてすでに130回を超えたという。

「HACCP法」に基づく認証の申請にあたっては、融資の優遇策を利用した。1995(H.7)

年に工場を拡張新設していたが、当時はHACCP導入を考慮した設計にはなっていなかっ

たため、優遇制度の資金で工場を改築し動線を改善したという。z氏によれば、全国乾麺協

同組合連合会のHACCP認証とISO22000の要求事項に大きい違いはないが、ISO22000

は工場立地から食品製造、流通、また消費者の手元まで管理する食品マネジメントシステ

ムの認証で､ISO22000の製造部門がHACCPによる管理である。HACCP手法では作業工

程における重要管理点を継続的にモニタリング、記録することによって危害の発生を防止

しようとする。Z社では、麺の乾燥時における温度と湿度の管理、および2度にわたる金属

探知が重要管理点である。従って、従来は最終製品の中から抜き取り検査を行なって安全

'性のチェックをしていたが、今は各工程ごとの管理モニタリングが正しく行なわれていれ

ば、抜き取り検査をしなくても最終製品の安全'性が信頼できるようになった。

Z社はISO22000取得までは膨大な量の資料準備などでコンサルタントの助けを得たが、

その後は､試行錯誤をしながらも自力でFSSC22000の取得をやり遂げた。FSSCでは1年

ごとの定期検査と3年ごとの更新制度がある｡Z社は海外展開を視野に入れていることから、

国際規格認証の認定を優先するという。原材料は商品規格書に従って安全'性の担保された

ものを受け入れているが、海外との取引で小麦粉などのトレーサビリティを報告する必要

があるときは、その都度、兵庫県農林課から証明を取っている。

HACCP導入後は従業員の衛生･安全に対する認識が強くなり、営業員が得意先に強く商

品をアピールすることができるようになったと、z氏の弁｡また得意先からの見学が増えて、

マニュアルの運用、モニタリングの方法についての質問もよく受けた。同業者からは「(乾

麺は)茄でて食べるのに、なぜHACCPが必要なのか」という声も聞かれたが、最近のスー

パーの若いバイヤーは乾麺を一般食品と同様に扱い､衛生面にも注目している。県下でも、

Z社の後に続いて3‐4社が乾麺HACCPの認証を取ったという。

z氏によれば、Z社の従業員の衛生・安全意識は高いので衛生面の問題は特にないが、こ

れからも決められたことを守り続けることが今後の課題だという。
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⑤自治体HACCP制度を運営する県の担当者の聞き取り調査記録

広島県

兵庫県

●

●

●

●

● 97

● 103



広島県食品自主衛生管理認証制度

（この記録は、2012年に行なった広島県健康福祉局食品生活衛生課・食品安全対策グループ専門員の小川

美樹氏および一般社団法人広島市食品衛生協会食品検査センター次長の片島俊雄氏からの聞き取りのほか、

広島県ホームページ、広島県資料に基づいている。文中、敬称略）

1）制度の立ち上げ

広島県の食品自主衛生管理認証制度は2004(平成16)年8月に開始された。その前年の

2003年はわが国の食品安全政策史上、特筆すべき年になったのだが、そのことが広島県の

自主衛生管理制度の誕生にも大きく影響している。というのも、2001年にわが国初のBSE

感染牛が報告され、政府の危機管理の弱さが露呈したと同時に、政府の対応が食肉偽装へ

の道を開くなど、消費者本位でない対策が厳しく批判された。BSE問題の発生直前の2000

年には牛乳メーカーによる大規模な食中毒事件が発生していたこともあり、食の安全に対

する国民の不安は大きく高まっていた。政府はまさに食の安全政策に対する根本的な姿勢

を問われていたと言える。こうした状況を受けて2003年5月に食品衛生法が改正となり、

業者の取締まり法としての'性格が強かったこの法律に、真に「食品の安全‘性の確保」と「国

民の健康の保護」を目的とする条文が明記されるという画期的な政策転換が実現した。ま

た同時に、食品の安全‘性確保のための国の基本理念を謡った食品安全基本法が制定され、

国民の健康の保護が最重要課題であることが宣言された。

食の安全をめぐるこのような動きを背景として、広島県は食品の安全・安心の確保を県

政の最も重要課題のひとつであると位置づけ、2003年3月に「広島県食品の安全に関する

基本方針」を策定した。そしてその基本方針に基づき、食の安全を確保するための具体策

を検討する中で生まれた取組みのひとつが、広島県食品自主衛生管理認証制度である。食

品安全を確実に行なっていくためには、行政による食品営業施設への監視指導とともに食

品事業者自身による自主的な衛生管理の推進が重要、不可欠なものとなっているという認

識に基づいたものであった。県はこの認証制度を含む具体的な取組みの数々を「食品の安

全に関する推進プラン」としてまとめ、これまで3年ごと3期にわたって見直しを進めて

きた。現在、4期目に入っている。推進プランの実施にあたっては、消費者、生産者、事業

者、学識経験者、市町の代表者、および県の行政者、から成る食品安全推進協議会が評価

を行ない、出された意見を取組みに反映させる努力がなされている。

食品自主衛生管理認証制度の枠組を検討するにあたり、担当者らは同様の取組みにおい

て先進県と目される自治体を幾つか視察した。訪問先は東京都、兵庫県、静岡県、茨城県、

高知県などであったが、結局、東京都の方式に同調し、これをモデルとして取り入れるこ

とを決定したという。すなわち制度の基本姿勢としては、まず、施設の大掛かりな改造や

実行が難しい高度な衛生管理を要求するのではなく、食品事業者が基本的な衛生管理を確

実に行なうことを求めるとし、一定の努力によりすべての食品事業者が取り組むことが可

能なシステムとした。そして広島県が独自に設ける衛生基準を満たしている施設を、申請

に基づいて認証する。また事業者の自主的取組みは消費者側からは見えにくく評価されに

くいため、彼らの自主管理の取組みを積極的に評価する仕組みとして位置付けた。
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さらに認証業務においては、県が直接認証を行なうのではなく、第三者機関である認証

機関を置くことも東京都の方式にならった。（東京都の場合は認証機関は｢指定審査事業者」と呼ばれる）

ただし広島県の場合は、公正かつ適正な認証を実施するために、食品衛生の向上や県民の

健康づくりなどを目的とする事業実績のある公益法人のみに認証機関の資格を限定した。

行政が直接認証を行なわない理由として、県は、民間の活動との連携を図ることにより、

制度の効果的な普及が期待できることを挙げているが、その背景には、行政者が直接審査

するとどうしても厳しくなりがちで認証件数が少なくなる恐れがある、という県側の配慮

が働いていたようである。

2）認証対象と基準設定

この自主管理制度の運用における県の役割は、認証基準の作成、認証機関の指定・監督、

制度のPR、認証施設の公表、認証機関の公表、となっている。このうち認証基準の作成に

ついては､厚労省が運営する総合衛生管理製造過程承認制度(国のHACCP承認制度)の対象

食品が6品目に限られていることから、広島県はこれを補完する目的で、毎年、対象業種

をだいたい2業ずつ拡大することを目標にしてきたという。衛生基準はどの業種にも共通

する共通基準と業種別の個別基準とがセットになっており、これまでに17業種の基準を策

定した。認証を受けた施設数は84に達している(下線部の数字は201211.27現在)。認証は3年ご

との更新制で、1年ごとの履行確認を行なっている。認証を受けた施設には県が定めた認証

マークを対象製品に印刷したり、認証施設に掲示することができる。

対象業種の選択にあたっては、県は地元の名産品やその他ニーズのあるものを優先させ

る。中でも業界の協力が得られそうな業種があれば、検討会に事業者も一緒に参加しても

らい、県(保健所)や認証機関の担当者とともに相談しながら基準を作成する。事業者が取組

みやすいように基準を作ることを重視しているからである。そして「基準作りに参加して

いるのだから、認証を取ってください」と勧めるようにし、さらに、認証取得に意欲的で

あった事業者には制度のPRにも貢献してもらう｡醤油や豆腐､酒などの伝統的産業の場合、

マニュアルに基づく衛生管理がなじみにくいとして業界での反応が積極的でなかったため、

保健所による衛生指導は行なうが、基準作りまでには至っていない。一方、漬物製造業は

最新の業種であるが、これは地元の漬物組合が基準作りに意欲を示した結果であったとい

う。策定された基準に基づき、2012年秋に漬物製造業の認証施設第1号が誕生した。現

在、基準作りが行なわれているのはスーパーなど、多少の食品加工を含む食品販売業を対

象とするもので、行政の方で先にたたき台を準備中であるという。

3）認証機関

県が直接認証を与えるのではなく、認証機関を指定して業務を委託しているやり方は広

島県の制度の特徴のひとつになっている。現在、認証機関の指定を受けている4つの公益

法人は社団法人広島県食品衛生協会、一般社団法人広島市食品衛生協会*、一般社団法人広

島県乳業協会、財団法人広島県環境保健協会であり、このうち広島市食品衛生協会と広島

県環境保健協会は食品検査センターも併設していることから、食品の細菌検査や施設のふ
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き取り検査、検便など簡易検査は自前で行なうことができる。

認証機関に与えられた役割は、事業者への助言・援助、申請受付、施設の審査および認

証、県への報告、とされている。認証取得に関心のある事業者はいずれかの認証機関を選

択して相談に行き、援助を受けながら取得の準備を進め、書類を揃える。認証機関は事業

者の申請書類や施設を入念に審査した後、認証を与えるが、その後も必要に応じて助言・

指導を行なう。認証機関は本来の事業として食品事業者のために講習会の開催や検査の実

施、相談に乗るなどをしながら、必要に応じてこの制度の紹介も行ない県の取組みを支援

している。大きな権限をもつ行政とは立場が異なるため、認証機関によるこうした事業者

への働きかけは効果的であると県は高く評価する。

また認証にかかわる諸料金は各認証機関がそれぞれ設定して行政に申請し、承認を得る。

これらの料金は認証機関の収入となる。認証を申請する施設の従業員数にもよるが、新規

の認証申請料は1件あたり5万～11万円の料金が設定されているようである。このうち、

これまでに最も多い認証件数をもつ広島市食品衛協会の料金設定は､4つの機関の中で必ず

しも最低ではないという。事業者がどのような判断で認証機関を選択しているのかは、明

らかではない。

以下、一般社団法人広島市食品衛生協会・食品検査センター次長片島俊雄との一問一答

●広島市食品衛生協会は本来、何を目的とする団体か

食品事業にかかわる個人あるいは団体が会員となって、飲食に起因する衛生上の危害を防止し、

食品衛生の向上を図り、公衆衛生の増進に寄与することなどを目的とすることが定款に明記されて

いる。その目的達成のために種々の講習会、食品衛生コンサルタント派遣、食品の細菌検査、表彰

事業、啓発活動、その他の事業を行なっている。広島市保健所は多忙であり、我々は民間団体とし

て事業者への助言や検査の実施などで保健所を支えている。入会は任意。

●広島県食品自主衛生管理認証制度の認証機関として最も重要な任務は何か

申請書類が認証基準を満たしているかを確認後、何よりも、公平さを保つように留意している。

事業者を差別しないこと。好き嫌いで別の尺度をあてがってはいけない。それから、この認証制度

があくまでも「自主的な」制度であることを重視している。「制度ありき」ではいけない。事業者の

手助けになりたいが、認証取得したらそれで終わり、とならないようにすべきだ。

●貴協会は4つの認証機関の中でなぜ認証件数がこれほど多いのか

これまで認証された施設数81件（2012年9月21日現在）の内、40件は本協会が認証した。料金

は本協会が最も安いわけではなく、理由はよくわからないが、恐らくこれまで広島市と事業者のパ

イプ役として実績を積んできたことから認知度が高く、一番相談しやすいと思っていただいている

のではないだろうか。

●1件の認証作業にかかる平均的期間の長さと協会側の担当者の労力の大きさはどれくらいか
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事業者が自社の衛生マニュアルを作成されていて、それを持って申請の相談に来られるとする。

我々は認証基準の項目ごとに対応する規定がマニュアルの中にあるかどうかを点検し、無い場合は

その項目を埋めてもらわなければならない。こうして申請書類を整える作業がおよそ1ケ月かかる

だろう。その後、県の基準をすべて満たしているかを入念にチェックし、必要ならば修正してもら

う。これが1ヶ月から1ケ月半かかる。その後、1ヶ月の試行期を経て申請書が提出され、現地調

査後、審査会を開き、これで良いと確認できれば認証する。審査は、審査員による合議制で行なう。

審査員は、県が示した資格要件を満たす者で、かつ県主催の講習会に参加していなければならな

い。本協会は3名の常勤の審査員と非常勤の2名がいて、5人態勢をとっている。料金はいただく

が、申請が多ければ収入が増えて良いというような話ではなく、かなり労力がかかる。事業者にと

っても結構ハードルが高い。

なお、万一、相談に来られる事業者がマニュアルをまだ作られていない場合は、マニュアル作成

から始めなければならない。その作業に要する期間は企業によって状況が異なるので一概には言え

ないが、1年以上かかってもおかしくない。マニュアル作成は事業者が自分たちで考えながらやる

べき仕事である。いちおう「ひな型」はあるので、求められれば参考としてお見せするが、それを

丸写しにしたりしないようお願いしている。

●認証事業を進めるために、事業者に対してどのような働きかけをしているのか

これは県の事業なので、事業者に働きかけるのは基本的には県である。協会は積極的な宣伝はし

ていない。（早期に認証取得した事業者の中に、このような制度があることを一生懸命に宣伝された

老舗の社長があった）本協会が衛生指導を頼まれるような場合、現場に出かけて行ったときに、

このような制度がありますよ、という話を事業主にすることはある。

ついでながら、制度を広めることは必要だがレベルを下げてはいけない。県の担当者が業界の集

まりなどでこの制度を紹介し、「とにかく一度相談してみてください」と呼びかけるようだが、あま

り安易に認証が取れそうな宣伝をしてもらっては困る。相談には来られたがハードルが思ったより

高かったと言って帰られる人もある。（認証の)ラベルが欲しいだけで相談に来られるような人もあ

るが、それはだめ。社長の姿勢が問われている。ただラベルが欲しい、で来られる人は結局、「人件

費がかかるばかり」「これまで事故もなかったのだから、何を今さら・・・」という結果で終わる。

将来、どういうことが起こり得るのかをよく考えて決めるべきであるのに、その余裕のない会社が

多い。

●事業者が自社の衛生管理をより確実なものにする上で、障害となるものは何か

作成したマニュアルは「決まりごと」である。だが、守らない従業員が必ずいる。パート従業員

なども含めて徹底的にやるのはなかなか難しい。5S(整理・整頓・清掃・修理・膜）などの基礎的

な従業員教育が重要。ただリーダーひとりを頼るのは難しい。現場でリーダーを支える人が要る。

●認証取得によるメリットを事業者はどう感じているか

「認証を取っても利益には直接つながらない」と事業者が言われる。経済的な側面で捉えるなら

ば、それは正しい。デフレの時代にあって、いろいろ経費もかかる。我々がコンサルタントとして

1ヶ月に一度、工場を検査していた某事業者から、検査を2ヶ月に一度にしてくださいとの要望が

あった。料金節約のためである。しかし認証取得によって自社の意識を高めたいという目的をもつ
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企業は「業界でNo.1になりたい」と言って頑張っている。製品の衛生面を高め、顧客からのクレー

ムを減らすことができる。リーダーがしっかりしている組織は従業員にもその意欲が伝わる。

●広島県の食品自主衛生管理認証制度は2004(平成16)年に創設された後、9年目に入った。創設当

時と現在を比較して事業者の食品安全に対する意識やこの制度に対する認識などで、何か変化を感

じているか

以前に比べて衛生管理の良い事業者は明らかに増えている。例えば夏場の食中毒を警戒して刺身

などの低温保存が励行されるようになり、食品を冷蔵庫から出しっぱなしにしないなどのことが徹

底してきた｡あるいは､営業許可証や食品衛生責任者の名前がレジの上にきちんとかかっている店。

法令順守を率先して行なう姿勢が見える。しかし一方で、衛生状態の悪い事業者もあるが、こうい

う事業者は生き残れない。その意味で、状況は二極化していると言える。同じことを何度、助言し

ても実行してもらえない施設もある。それに対して、衛生管理に高い意識を持つ事業者は念には念

を入れて、常に疑問をもって、やっている。リーダーの姿勢が大事だ。一般的に「きれいにしなさ

い」と指導するだけでは意味がない。問題の原因は何か、どうすれば良いか、を考える必要がある。

(野球のバッターが)球がどこに来るかの予測をするように、危険の確率がここなら8割、あそこか

も知れないが2割、のように予測を立てることができなくてはいけない。ここが5割、あそこが5

割では対処できない。

4）県民の反応

消費者を対象にしたアンケート調査などはこれまでに行われてはいないため、正確な資

料はないが、この制度の消費者の認知度は高くないと見られている。食品安全に興味のあ

る県民なら制度の存在を知っていると思われるが、認証取得のマークを見て商品を選ぶか

どうかはまた別の問題となる。県ではホームページ上で認証取得事業者の直接の声を掲載

したり、事業者自身のホームページヘリンクさせるなど、制度の紹介に努めており、県民

がこの制度をもっと身近に感じてもらいたいと担当者らは期待する。

これに対して、事業者らの反応については多少の資料がある。2007(平成19)年秋、制度

が開始して3年が経過した時点で、県は事業者を対象としたアンケート調査を実施した。

当時､認証を取得していた51施設中､43施設が回答(84.3％)している。その結果によれば、

まず、この認証制度をどのようにして知ったかの質問に対しては「県の広報(パンフレット、保

健所､説明会､ホームページなど)(35％)」に次いで｢認証機関から(21％)」「組合・団体から(28％)」

との回答であった。事業者組合や業界団体からの情報は元は県の広報を通じて共有された

ものであろうから、合わせて6割を超える(63％)県の広報の役割は大きい。また「認証取得

者から(7％)」の回答もあった。

次に、複数回答で認証取得の理由と効果を尋ねた。理由で最多だったのは、「衛生管理の

向上(88%)」と「従業員の衛生意識の向上(84%)」のふたつで、その後に「第三者評価(社会

的信頼）が得られる（47%)」が続く。認証マークによる製品のPRや施設のPRなどはそれ

ぞれ30％、19％であまり高くない。また「取引上、必要なため(19%)」「苦情を現象させる

ため(7%)」の回答も見られた。一方、認証取得の効果については、「従業員の衛生意識の向
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上(100%)」と「衛生管理の向上(98%)」のふたつが上位を占めたことから、1位と2位の順

位は入れ替わっているものの、事業者らが目的(理由)とした従業員の意識と衛生管理の向上

については満足のいく成果が感じられていると解釈できる。｢第三者評価(社会的信頼)(72％)」

以下、「認証マークによる製品のPR(58%)」「施設のPR(65%)」「苦情の減少(61%)」なども

効果としてかなり高い回答率である。しかし「販売実績の増加(7％)」は著しく低かった。

認証マークの活用に関しては、複数回答で、63％の施設が「製品に貼付｣、60％が「施設

内に掲示」と回答し、その他パンフレットや名刺などに印刷して活用している状況がわか

った。「活用していない(9％)」との回答の中には、プライベートブランドPB商品として製

造される製品は全国共通商品でなければならないためマークは使用できないとの報告もあ

った。

なお県の取組みに対する要望としては、この制度について「消費者や生産者への周知を

含めて、広報活動を強化して欲しい」の声が多くあり、また「認証取得が取引上ステータ

スとなるように普及して欲しい」も数件あった。その他、「県と認証機関の解釈にズレがあ

り困惑した部分があった」とのコメントも報告されている。

5）今後の見通し

広島県では年間およそ百数十件発生する食中毒件数のうち、事業者の衛生管理が原因の

ものは20件前後である。食品衛生自主管理制度が少しずつ普及してきているとは言え、そ

れが食中毒の件数の減少にすぐに反映するようには対応していない。食中毒の原因となる

新しい菌が次々と出てくる状況があり、事業者だけの責任ではないからである。

県の担当課では、これまで対象業種を増やすことに焦点を当ててきたことや、最近の食

品中の放射能問題、食肉の生食問題などの対策に多くの時間が必要であったため、率直な

ところ、制度の自己評価は行なってこなかったと振り返る。業界の希望を聞きながら、も

う数年先には業種を増やすことに一区切りをつける見通しを立てており、その後はニーズ

があり次第、新しい業種を追加することになるであろうと見ている。また現在、県では、

事業者と消費者に対する制度の効果的なPR方法を模索中である。

数年前に認証対象を全業種に拡大した東京都の食品衛生自主管理認証制度では、都内に

流通する他地域産の食品でも東京都の基準に合えば承認を与える仕組みを採用している。

このルールを利用し、首都圏で食品を販売している広島県の事業者が広島県の認証を取得

するよりもまず、東京都で認証を取ることを考えてもおかしくはない。このような新しい

動きの中で自治体間での相互認証の可能’性が話題に上るようになった。しかし認証基準も

それぞれ異なるであろうし、地元事業者へのきめ細かい支援を重視する立場から、広島県

では今のところ相互認証の採用は考えていない。
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兵庫県食品衛生管理プログラム認定制度（兵庫県版HACCP認定制度）

（この記録は、2012年に行なった兵庫県食肉衛生検査センター所長の川久通隆氏・同センター副所長の都

倉敏明氏への聞き取りのほか、兵庫県ホームページ、兵庫県生活衛生課資料、川久氏執筆による業界雑誌

記事、ジャーナリスト執筆による川久氏インタビュー記事などに基づいている。文中、敬称略）

1）制度立ち上げと条例制定

兵庫県は県内の食品事業者が優れた食品衛生管理システムであるHACCPの概念を導入

することなどを要件とした｢兵庫県食品衛生管理プログラム｣の認定制度を､2002年(H.14)4

月から実施した。この認証制度の立ち上げについては、兵庫県食肉衛生検査センター所長

で当時、生活衛生課の乳肉衛生係長の地位にあった川久通隆によれば、1996年(H.8)に堺市

で発生した大規模な0157の給食中毒事件がその契機になったという。自ら獣医でもあり、

また民間での職場経験もあった川久は、県内において生産から消費までの流れを網羅する

一貫した対策の必要'性と、食品事業者が意識を高めて自主的な衛生管理に努める重要’性を

強く認識した。その後、兵庫県は食品安全対策推進委員会を設置して畜産食品、水産食品、

農産食品、集団給食の4つの部会に分かれてHACCPの概念を取り入れた総合的な衛生管

理マニュアルの検討に入る。そして更に詳細な食品ごとの個別マニュアル作成へと進んだ。

県独自の食品衛生管理認定制度の創設が推進委員会で提案され、具体的な検討に入った

のは2001年初めであった。行政の一般的な伝統として農業振興を進めようとする力が強く

働いてきた中、認定制度立ち上げを精力的に押し進めた川久は衛生管理マニュアル整備の

成果とともに､HACCP手法を取り入れることによって企業には確かなメリットがあること

を主張して食品衛生の重要’性を県のトップにも直接訴えた。「認定制度によって県がお墨付

きを与えた事業者が食中毒を起こしたら、県はどう責任をとるのか」という反対論に対し

は、責任を極力とるまいとするそれまでの行政の姿勢から抜け出る必要‘性を説き、「事故が

起きる確率を減らそうとするのがこのシステムであって、万一、起きた場合にはすぐに対

応できる。そしてなぜ事故が発生したのかを実証できる」と反論して関係者を説得した。

認定制度の開始後、2004年値.16)2月の烏インフルエンザ発生などを契機として、県は

食品製造施設の衛生水準の更なる向上を図るため、この認定制度を「食の安全安心と食育

に関する条例」(2006年(H.18)4月1日施行)の中に規定し、より一層の推進を図ることを目

指した。自治体による食品衛生管理認定制度は通常、制度の実施要領を設けているだけで

あるが、条例をも定めて明確な位置づけを行ない強い決意を示している事例は兵庫県を含

め極めて少ない。条例は県民の健康と福祉を保持するために県、事業者、県民のそれぞれ

の責務と果たすべき役割を示したうえで、①食品衛生管理プログラム（｢食の安全安心に資

する食品の製造等を行う工程の認定」第12条）②兵庫県認証食品（第13条）③食育の推

進（第4章）など3つの施策を総合的かつ計画的に行なうことを謡っている。

2）認定対象および制度の特徴

厚労省の運営になる総合衛生管理製造過程承認制度(通称マル総)の対象が広域流通の品
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目に限られているのに対し、自治体HACCPは多くの場合、地元産品を念頭に、生活によ

り密着したものを主眼にしていると言える。現在、兵庫県版HACCP認定制度の対象にな

っているのは10種類の製造工程で､認定施設数は､食烏処理工程1件､食肉処理工程4件、

大量調理工程5件、鶏卵選別包装工程5件、液卵製造工程2件、水産食品加工工程4件、

菓子・パン製造工程2件、めん類製造工程2件、豆腐類製造工程2件、合計9工程27件で

ある（数字は2012.11.7現在。と畜処理工程の認定施設は未だ無い)。

兵庫県が食品衛生にかかわる3つのコンセプトを取り入れて事業者にその要件を満たす

ことを要求していることは、この認定制度の特徴である。それらのコンセプトとは、①完

成品の抜き取り検査に頼るのではなく製造工程を連続的に監視するHACCP手法による安

全‘性の担保、②原料を誰から入荷し誰に出荷したのかを把握するトレーサビリティによる

安心、③関係法令・規則などの基本ルールの順守による信頼’性の確立(コンブライアンス)、

である。

3）制度の運用

事業者が認定取得のための準備を行ない実際に認定されるまでの流れは、該当する工程

によって県の担当部署が異なっている。すなわち、と畜処理と食烏処理の2工程について

は兵庫県食肉衛生検査センターが事前の相談や指導・助言に始まって認定申請の受付、書

類審査と現場調査を一貫して行ない、その他の工程については同様の流れを健康福祉事務

所(保健所)が担当する。そして申請内容が基準に適合していることを県の生活衛生課が確認

の上、知事が認定する。認定後の施設監視や指導は、食肉衛生検査センターと福祉事務所

が継続して行なう。県内の政令都市には独自の保健所が設置されていることから、これら

の都市には本来なら県の行政が及ばないのであるが、兵庫県の場合、政令都市の保健所で

認定申請書の受付(確認)のみをしてもらい、その後は生活衛生課による書類審査・現場調査

を経て県が認定を行なうという方式の取り決め書をかわすことによって、制度を一本化で

きた。認定料については、当初は無料で行なうことも考えられていたが、少しでも県の財

政を潤すため、大規模事業所は5万円、小規模事業所は3万円の料金を徴収することにな

ったという。認定は3年ごとの更新制である。

自治体HACCP制度の最大の強みは、地元密着の行政者による辛抱強い働きかけと懇切

丁寧な指導が事業者の関心と意欲を育て、彼らの実情にあった食品衛生管理プログラムを

作りだすことができる点であろう。某水産加工業者の例では、県の職員が「HACCPの県版

がありますよ」と何度か案内していたところ、しばらくして「やりたい」との返事があり、

準備を始めることになった。事業者側からは毎月1回、課長と担当者が保健所に通い、保

健所側からは所長と職員2名がプログラムの説明などを行なった。こうして1回当たりお

よそ2時間の勉強を8ケ月続け、この企業は認定申請にこぎつけたという。先述の川久は

言う。「私たちは事業者の方に言うのです。『コンサルタントは雇わなくて結構。食品衛生

監視員が無料で応援します』と」監視員たちにとっても、事業者が認証を取れた後は充

実感を経験し、やりがいのある職になっているという。
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認定を取得した事業者は承認を受けたプログラムに基づいて製造された製品に「認定マ

ーク」を表示することができる。また認定取得企業は県のホームページ上で公表される。

一方、この認定プログラムは知事が開催する評価検討会の助言・検証を受けることになっ

ている。評価検討会は、学識経験者、事業者代表、消費者代表など、任命を受けた10名程

度の検討委員で構成され、年に1度くらいの頻度で開かれる委員会で制度の評価が行なわ

れる。

4）県民への啓発活動

県は、消費者の食の安全や安心の意識向上を推進し、県が運営するHACCPプログラム

を県民に広く知ってもらうことを目的として、2010年からバスツアーを始めた。県内の消

費者に県版HACCP認定施設を1-2カ所見学する機会を提供し、食品の安全‘性や衛生管理

などを学んでもらう「学習バスツアー」である。ツアーへの応募状況は好調で、2年目の

2011年には7月から11月にかけて計7回ものツアーを実施して合計200名を超す実績を

残したという。ツアー参加者がアンケート用紙に残した感想を県の担当者に幾つか抜粋し

てもらった内容は次のようである。

●HACCPについて学習することができた。各企業がHACCPに真剣に取り組んでいるのがよくわ

かった。

●生産現場を具体的に見ることができ、現場担当者の話を聞けたのは良かった。

●今日の見学で卵を安心して食べられることがよくわかった。これからはHACCPのマークをでき

るだけ選んで購入したい。

●安心安全につながるシステムがあることがわかり大変良かった。

●業者まかせでなく、今回、兵庫県での取組みの姿勢がわかった。

●HACCPという言葉は聞いていたが、今日実際の製造工程を見て、一貫して管理され安心して消

費できることが分かった。もっとたくさんの工場が認定されるとよいと思う。

●HACCPを知っている人は多くない。認定を受けた施設が厳しい基準をクリアして取得している

ことを大々的に宣伝してメリットが出るようにすることで一般への認識度を高め購入してもらえや

すいようにできたらよいと思う。お店等でもHACCPの目印を店頭に掲げることができれば衛生管

理されているとわかるので店選びの参考になって良い。

●HACCPとは何だろうとわからない県民がまだ多い。もっと広報して、安心安全を求める消費者

に広く伝えていただきたい。私たちも口伝えに伝えていこうと思う。ハサップ登録認定の事業所が

増えてほしい。

ここには、ツアーに参加した消費者らが事業者の衛生管理の努力を実際に見聞きして納

得したこと､HACCP手法による安全管理の仕組みがあるということを知って安心したこと、

この制度を知らない県民が多いのでもっと周知させる必要があると感じたこと、さらに今

後はHACCPのマークを目印に食品の購入を考えたいという積極的な姿勢が表れており、

バスツアーの成果が見てとれる。

105



3年目の2012年にはツアーの対象者を広げ、1回目は市町学校給食施設の従業者、2回

目は認定取得を検討している食品製造業者や品質管理担当者、3回目は若い世代の消費者、

とするなど、きめ細かい計画のもとに実施された。筆者は2回目のツアーバスに同乗する

機会を得たのだが、参加者の活発な発言などから、県内の食品事業者がこの衛生管理制度

に高い関心を寄せていることを実感した。見学の受け入れ施設となった事業所も非常に好

意的に見学者を迎え入れ、作業場の案内・説明を丁寧に行ない、資料の準備や質疑応答の

時間を設定するなど、自社の取組みを他の事業者と共有しながら、このプログラムの意義

を見学者によく伝えていた。

県の担当課は､HACCP認定制度を推進するうえで従業員を統率するトップのリーダーシ

ップが重要であることを認識しており、会社の経営者や管理職者を対象とした「トップセ

ミナー」を開いて、認定取得者の成功体験を話してもらう機会を設けている。そのほか

HACCP導入を目指す施設の人材養成を目的とする「HACCPリーダー養成セミナー｣、ま

たこのセミナー受講者を対象とした｢HACCPリーダー･フォローアップ研修｣の開催など、

事業者の意識と力量の向上のため切れ目の無い働きかけをしている。また消費者への啓発

活動もバスツアーのみに終わらせず、小グループに分かれてのリスク・コミュニケーショ

ン研修の機会を設けるなど工夫を凝らした活動を実施している。

5）成果と課題

兵庫県食品衛生管理プログラム認定制度はこれまでに10工程を対象として認定基準を確

立し、27の認定件数に到達した(2012年11月現在)。さらに現在、認定取得を目指して取組んで

いる事業所はおよそ70．80あるとみられている。認定事業者の中には、1990年代の半ば、

日本がEUへの水産食品輸出全面禁止の措置を食らった際、県主導でHACCP方式の衛生

管理をいち早く整備して対EU水産食品輸出認定工場の第1号となったH社もある。H社

はこの後､食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程承認制度(厚労省のHACCP認証制度）

の認証を取り、さらに兵庫県版HACCP認定を取得して、実に多重的な衛生管理の証明書

をもつ。消費者や事業者、学校児童などによる工場見学を積極的に受け入れ、食品衛生に

関する啓発活動に重要な貢献をしている。

しかしバスツアーに参加した消費者の声にも反映されていたように、県民の制度に対す

る認知度はまだ低い。立ち上げから10年を記念すべく、兵庫県は2012(H.24)年度に十分

な予算を確保して「HACCP(ハサップ)による食品の安全安心の推進一兵庫県食品衛生管理

認定プログラム(兵庫県版HACCP認定制度・施設紹介)」と題したパンフレットを作成し、

強力な広報活動を開始した。パンフレットは認定プログラムの概要をわかりやすく説明す

ると同時に、認定事業者には自社の取組みを語ってもらい、各施設がそれぞれの製造過程

をどのように管理しているかを図入りで簡潔にまとめている。

ただし県民の認知度を高めることは、もちろん単なる制度名の普及ではない。HACCPに

基づく衛生管理の採用が事業者にとってブランドカとして付加価値になることこそが県が

期待しているところである。衛生管理の行き届いた工程を県が一括して認定したのである
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から、買い手に細かい品質データをいちいち提出する必要もない。価格は割高ではあるか

も知れないが低リスクの安全な品であると信頼されて良いはずだ。しかし残念ながら、事

業者間でさえその有用'性がまだ十分に認識されていない。

県の担当課によれば、学校給食への食材納入にあたって認定取得者を優先して欲しいと

いう声が事業者から出ているようであるが、優先採用をしている市町はこれまでに確認さ

れてはいない。そのような中で、成功例であると県の関係者が高く評価していた事例とし

て、某事業者が認定取得後、県下の主だった市町の学校給食に納入するようになったケー

スが報告されていたのだが、最近、某市での入札が不調に終わり、関係者をがっかりさせ

た。これまでの入札の詳しい経緯について確かなことはわかっていないが、近年の学校給

食の食材の低価格志向を無視することはできないであろうと見られている。価格競争とな

れば、なかなか対抗手段がない。今後、消費者や事業者に対するより一層効果的な啓発活

動が求められている。

一方、制度の開始後10年が経過した今、関係者の側には制度疲労を起こしているという

警戒感がある。基準が厳し過ぎるのではないかという意見があり、トレーサビリテイのレ

ベル判定を3段階に分けているように、認定全体も段階方式にすべきかどうかが議論され

ているという。しかし段階方式にすれば事務量が非常に増える恐れがある。現在は県が直

接たずさわっている認定事務を認定機関に委託する方式も可能であるが、その場合は委託

料を支払う必要'性を考慮しなければならないだろう、と先述の川久は語る。
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